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山村地帯からの人口,労働力の流出はきわめて息激であって,山村地域社会成立の基礎的条件が 

失左われつつあり,このようないわゆる「過疎現象」は束北地方においてもすでにみえはじめてい 

る〇

いうまでもなく,林業生産の場はこのような山村地域で,、>って,一般に未開発地域において林業 

がどのような役割を現実に果しているカ、,また果すべきか,その可能性と限界,といった諸問題に 

ついて,地城な会経済との関連で整理,把握しておくことは重要左課題である。

この報告書は昭和41年既に福島県の变託(てより「阿武限山系地域農林振興計画策定調査Jとし 

て,当支場と東北盥業試験揚で共同調査を実施した結果の一部である。全体の調査報告書は,「阿 

武隈:山系地域艘林振興計画策定調査報告•書(耍約)」としてすでに印刷公表済みであるが,この報 

告書は林業部門について独目にとりまとめた結果を,今後この課題について研究を進めて行くため 

の基礎資料の意味で,収録したものである。

執筆は3を当支場経営第2研究室 安ケ平精三技官,その他を同,安永朝海技官が行い,総括, 

調整を寺崎が当った。主題との関連で解明を要する点や不十分な点が多々あることと思われ,また 

理論的な組み立てに欠ける点など,大方の御叱正をいただければ幸いである。

収後に,この調査研究に際し,福島県御当局をはじめ一々名前はあげないが個別の農林家の方々 

にいたるまで,多くの方々に非常な御勘力をいただいた。深く謝意を表する次第である。

昭和4 3年11月

農林省林業試験場東北支場

経営部長(前) 寺崎康正

(現北海道支場長)
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! 林野利用における阿武隈山系地域の特色

1)林業への依存度が高い

a人口と労働力のはげしい流出

唳隈山系地域は産業開発のおくれた摂林業地域であるが、林業の比重を人口、労働力の面か 

らみると表1一1,一2に示Tようになる。全体の年令構成比をみると阿武隈山地は県全体にくらべて 

〇〜14オ志、よび5 5オ以上の年令屈がきわめて高い。これらの幼老令階層の非労働人口の比率 

は県全体では4 5.3%であるのに対して、阿武隈では51.3%(て逹している。これを図示すると 

図1一1の通りになるカ;、とくに2 0 — 2 4オ、2 5〜2 9オの優秀な労働力カ極端に低い。

このことは、この阿武隈山地がこれらの労働力を支えるための産業的基盤に乏しいことを物語 

るものであって、人口密度も県全体を10 〇とすれば61に当るにすぎない〇ほたそれ程の低い 

人口をも収容しきれずに、年々労働力は減少を镜けている〇 3 5年から4 〇年の5カ年に県全体 

では五3 %の滅少であるが、阿武誕では7 . 〇务の減少率を示している。

さらに堂要なことは、その流出か阿武限山系地域では若年労的力に偏在しているために、就業 

者だけについてみると、県全体では1.1%の減少にしか過ぎないが、阿武殷では8.8%もの減 

少になっていZことである〇

なかでも林業、狩猟斐就業人口は全般拘を人口、労働力流出傾向の中にあって、もっとも極端 

な部門であるC •

阿武隈についてみると、全就業者の中で占めるオ1次産業就業者は65 .5多であって、県全体 

の4 4.1%からしてもオ1次産業就業者の比率が高い。林業の比電も県レベルと比較すればかな 

り高いが、全休の就業者中に占める比率は意外に微少であって、全就業者の1.5 %、オ1次産業 

就業者の2 . 6 %を占める【てすぎない。これは林業が労働粗放的な産業的性格をもっていることか 

らして当然ともいえるカ［、ただその減少率がきわめて-髙いことは注目しなければならない。とく 

に3 5年〜4 〇年の5カ年の林業就業者減少率が県平均を上廻る4 7 . 4务にも逹しており、これ 

が産業としての対なの衰退につながるとすれば、矢きな問題といわなければならない。

林業労働力の特色を就業上の地位によってみると我1--1下段の通りであるが、家族労働力の 

比重が低くて、雇用者と自営業主が主体となっているとはいえ、あとでも述べるように林業労働 

カの大部分は驟家労働力であって、林業労働力の激しい流出も農家労働力の流出と軌をー・つにす 

るものである〇 バ’



表1-1 人口。労働力

比較(県計:
区 分 阿武隈計 福岛県計 摘 要

=100)
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表1一 2

区 分 阿武限計 福岛県訐
比較(県計

=10 0)
摘 要

人

ロ

総

敖

昭 4 0(A) A

昭 3 5(A) B 

増波数(人)

増波率(% )

4 〇年A口密度
(1赤疽当りA )

24 9,551

268,213

/ゝ18,662

厶 7.0

87.7

1.983,764

2,051,157

A 67,383

4 3.3

144.0

•-(12.6)

(13.1)

(27.7)

212

61

国勢調査による

男
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別

男(人)
4 〇年

女(A)

男=1〇 〇とした
女の指数

120,30 3

129.248

107.3

954,988

1,028,766

107.6

(12.6)

(12.6)

100

就
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昭4 0 (人)A'
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A'/A
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△10.487

△ 8.1

47.7
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931,274

△ 8,932
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割合(％)A" /A'
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図1-1 昭和4 〇年人口年令搆成
国有林野、公有林野を含めた林藻’賃労働者は、6。年センサス段階で表1一 5に示すようにな 

っているが、阿武隈は県全体に比して林業賃労働への抜存度が非常に高いこと、林業賃労働者の 

8割は農家であることが指摘される。

これを集落単位についてみても表1一4に示すように、林業依存集落が阿武限山地に多く分布 

していることがわかる。

表1一 3 林 業 賃 労 勤

区 分 阿武隈計 福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

総世帯’教(戸)A 47,693 398.617 (12.0) (1) 6 0センサ多による

(2) 県計は林野率2 5 %

以上の旧市町村につい 

ての積上げである。

⑶ 1959.4 へ1960.3 の

1年間に林業賃労働に

5 〇日以上従喜したも 

のがいる世带数と人数 

である。

る

世

带

数

・

人

数
 

林

業

賃

労

働

者

の

い

総教
世帯数(戸)B 3.739 14,620 (25.5)

人数(人)B, 5,534 26 , 425 (20.9)

(26.9)

(20.6)

(21.5)

(22.3)

うち 

農家

世帯数(戸)c 2.978 11.049

人数(人)〇, 4,355 21,142

うち

非農家

世帯数(戸)D 761 5,571

人数(人)D 1,181 5 .283

林野面積(町)s 

B'/A X 1 0 0 ( %) 

D /BX 1 0 0 (幼) 

D/B X 1 0 0 ( % ) 

b'/e .(人)

207,477

•11.6

•20.3

21.3

2.67

962,192

6.6

24 '.4 

■20.0

2.75

(21.6)

176

83

107

97

表1一4 林 業 依 存 集 落

区 分 阿武限計 福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

総農業集落 A 945 4,423 (21.3) (1)6 0センサス農業集落調査による

林業 総 数B 112 313 (35.8) (2) "〇は林業で生計をたてている農家

業集 依存度強c 81 243 (33.3) が多い築落数

兼落 依存度弱D 31 70 (44.3)
⑶ Dは農家の兼業のうち林業が主な 

兼業である.農家が多い集落数
B/AX100(%) 11.9 7.1 168

C/AX100(%) 8.6 5.5 156

D/<A.X 1 00(%) 3.5 1.6 206

-5-



b生産所街 .. .

資料は少し古いが阳和3 7年3 8両年の生産所奇推計によって、阿武限と柴計とを比較すると 

表1一5の通りとなる。

指摘されるオ1点は、同武隈山地に治いては林業生産所得の比重:う;きわめて高く、柴全体の約 

3倍にも達していること。

才2点は土地面積当たりにスライドさせても、柴計に比して5割増し位の高さにあること。

牙3点は面積当たりの生産所徊が平均より高いといっても、仙の土地利用からみれば当然のこ 

:となからきわめて低位にあろこと。

矛•4点は、さきの人口、労働力シェアに比して生産所得シェアがきわめて高いこと。

：以上の諸点のうちオ3点と牙4点は林業の産業としての特質に根ざすものであって、これを抜 

・きにすれば、阿武限山地では稣業への依存度カ;生産所德の・面・にま、いてもきわめて高いことが注目 

される ' なお詳細は林業生産の項に譲る。

表1-5 生産所得

区 分 阿武隈計 福岛県計
比較(県計

=10 0)
摘’" 要

昭
和
三
七
年

総生産所得(和) 

林業生産所得(千円) 

構成比(％ )

21,685

'5,260

15.0

223.075

11,315

• 5.1

(,9.7)

(28.8)

296

(!)生産所得は「昭和5 7年5 8 

年市町村民所得推計」による

⑵林業生産所得は国公営を含む

⑶森林面積は6 0年センサス地 

域調査による。

(4)面積当たり林業生産所得は2 

カ年の平均である

區
和
三
八
年
〔

総生産所得(何) 

林業生産所得(钥) 

構成比(％ )

25,723

4,325

-16.8

251,710

13,667

5.4

.(W.2)

(51.7) 

311

ケ 

年 

計・

総生産所得(千円) 

林業生産所得(用)B 

構成比(％ )

47,408

7,585

16.0

474.785

24,980

5.3

(10.0)

(50.4)

502

森’林面積(h a ) A-

B/A X七(千円)

2 00,365

19

936,648

-13

(21.4)

146
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2) 強固な林業生産基盤

a概 況

総土地面;績中に占めるネ樓于比率、いわゆる林野率は県全体7 〇务に対して、阿武隈は7 5. %で 

わり、大きな洋はないが、いずれかといえば山柿勺な色彩をやはりxリ強く持っているといえよ 

9〇 -

林野の保有形麒を国、公、私別にみるとく柴計の4 2俗ー10% — 48 %に対して、阿武隈計 

は3 8 %— 9务一5 3伤であり、両者通じて国有林野の比率が髙いが県の中での阿武限の地位か 

らすればより私有に傾いている。

b森林資源

•総林野面積の中で占める人工林面讲の比率は表1一 6に示すように、泉計19.1%に対して阿 

武偎計は2 8.7%(ただし6 〇センサス)であって、阿武限にわいては、楸『が艇して、上5有 

効に利用されていて、それだけ基盤も充実じている。ただしぐ天然林でも用材として利用される 

ものもあるので、・用材木K率をとってみる’と、’両者の差は若干縮少.するが、それでも阿武限はかな 

り優位にある。 •宀 ," ‘、・

とくにこれを民有林についてみると、商積当り蓄積では多少劣るけれども(人工林率は格段の 

開きが明R晩である〇人工利啓カ;高いといっても、阿武限の場合には幼令林が相対的に多いために 

ただちに生産と結ぴっく性質のものでなぐ、それまで隹はかなりの時間を必要とすることは十分 

留意しておくべきだろう。•… • •-

c 交通、立地 - •

林産物は重員物であるから、交通立地がとくに東視されなければならないことはいうまでもな 

い。 • ： • •

阿武隈の場合は、県全体のレベルからとくに林道網が発逹しているというわけではないが、ー 

般道路網が発達しているためか、比較的地剰級の良い林野を多く 7うかえており、表1一 6に示すよ 

うに国有林を除けば地利級3〜5 (林道-までの距離1如以上の林分)という不便な林野の割合は 

県全体に比すれば少ない。

—7-



験生産基盤表1一6

区 分 阿武 福玷県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

総林野面積(町)A 207,477 962,192 (21.6) (1)林業地域調査による

人工林面積(町)3 59.494 183,431 (32.4) (2)人工林率は人工林面

積/森林面積でとるの

天然林面積(町)〇 138.642 732.112 (18.9)
が普・通であるがここで

森 天然針葉樹林面積(町)D 8,605 59,059 ,(14.6) は人工林面積/林野面

人工林率B/AX10 0(¢) 28.7 19.1 150
積である。

林
用材林率B+IJ/AX1〇 〇

(%)
天然林の針葉樹林率D/C

32.8

6.2

25 .2

8.1

130

77
.X 1 〇〇(务)

資 民有森林面秘(ha )A 129,244 553,127 (23.4) (1)昭和•3 9年度県林業

う 民有森林彩積(ば)B 4,792,518 22,574.761 (21.2) 統計書による。

(59.9)
(2)昭和4 〇年4月1日

源 ち 人工林面積(ha ) C 43,705 112,401
現在。

民 針葉樹林面積(ha)D 45,094 142,642 (31.6)

有 面積当り蓄積B・例 37.0 40.8 91

林
人工林率C/A X100' 

(% )
針葉航林率D/AX 

10 0(¢)

33.8 20.3 167

34.9 25.7 156

延 長(か)A 510.935 2,265,808 (22.5) 県林業統計書によ

交 林
5 4 〜3 9年度新設延 

長(初)B
146.030 493.960 (29.6) る

林 野面積(町)C 207.477 962,19 2 (21.6)

通 道 A / C ( m ) 2.5 2.4 104

〇
B/AX100(%) 2 9 2 2 132

民別 面 総、数(ha) A 129,245 305.490« (42.3) (1)県林業統計書による

立有面
うち地W(ha)

3-5 B-
7,603 44,894必 (17.0)

(昭和4 〇年4月1日 

現在)

林積 積 B/AX100(%) 5.9 14.7 40 (2)地利級3-5等地は 

林道道路哇での距離が
地蓄 蓄 総、数(福)A1 4,792,518 12,537,025^ (38.2) 1.000 メートノレ以上の

地 利積
うち地利級(就)

3-5 B1
347,685 920,656汶 (57.7) 林分である

(3)楽県計は会津、田

級 積 B'/A'X1 〇 〇 (务) 7.2 7.3 99 島を除く

-8 -

3) 活発な造林活動

a 植林主体別面桃

あとでみるように扱近5〜6力年の造林面積は頭打ちであるから、あまり面積には変化力妾い 

ものと仮定して、資料の関係から6 〇年センサス地政調査によって植林状況をみると表1一 7の 

通りである〇

国。公・私全体の柩林面積の阿武限シエアは3 4 . 7 %でめって、このことからしても阿武般地 

域での活発な植林活動が推察される。

それを総面積に対する百分率でみると、块計!.1?に対して阿武限は1.91ときわめて高い。

植付主体別にみると、県計においても阿武限計においても私一公一国の順に低くなっているが、 

とくに阿武限地域の私有林野では、2 . 05という高い数字であつて、このことは私有林野におけ 

る活発な造林活動を示すものであって注目される。

をあ、国存林の植林活動力ヾ私有林や公有林に比してにぶいのは、国有林野の立地条件(奥地にあ 

る.ことが多い)によるものと考えられ沁敬字の裏付けは得られ・ない。

b林種転換造林が支配的

表!-8にみられるように、統計調査部地域調査(6Q年私営)と県林業統計畫(民有34、

3 9年度の6カ年)とは多小数字に違いがあるが、いずれにしても再造林面積は全植林面稍の2 

割前後に過ぎない。残りはすべて林種転換ないし原野造林である〇

このことは阿武限山系地域の林業が、原生林分ないし天然更新林分による薪炭生産:を主体とし 

ていたため、用材を目的とした植林がおくれていたことを物語る。ぐれと同時にこの地域の最近 

の植林が林種転換というきわめて困難な方式をとらざるをえないことともつ左がっている〇

c造林は民有林の一般補助による零細造林の積上げ

植林面積の3分の2は民有造林であるが、民有造林の9.割は一般補助造林である。表1一 8に 

示したように、阿武隈ではとくにその傾向が強い。

-9 -



表1一7 植林(国。公。私)

区 分 阿武隈計 福島県計
比較(农計

=10 0)
摘 , 要

総 数 5,969 11,45 5 (34.7) (1)6 〇年センサス林業地域調査にょ

面 県,営 . 64 1 79 (35.7) る〇

植 (2)1959.4〜1960.3の実績である。
市町村営 2 2 1 741 (29.8)

⑶秋上げ数字と阿武限計県計は多少

秋 財産区営 50 229 (15.1) ずれている場合がある(少数点以下
林/ヽ

(町) 私 営 2,255 6,570 (55.1) 切りすてのため)したがって構成比

台計は！ 〇 0%とならない〇
’国 営 1,401 5,912 (55.8)

土
総 数 10 0.0 10 0.0 1 〇 〇

比 県営 1.6 1.6 1 〇 〇
体

市町村営 5.6 6.5 86

率 財産区営 〇 • 8 2. 〇 4 〇

別,ゝ

W 私 営 56.5 5 5.7 1 〇 1

国 営 55.5 5 4.2 1 〇 5

総対林百総数 1.9 1 1.19 1 6 〇 公は、県市町村、財産区の合計とみ

面す面分国 1.55 〇 .97 1 37 なした〇

!秋
積る君［率公 1.62 1.25 1 5 〇

に植の 私 2.05 1.57 1 48

総 数 5, 9 69 11,453 (34.7)- (1)6 0年センサス林業地域調•査にょ
植面 フ

再造林 577 2,071 (27.9) ・つ〇

付積 (2)1959.4 -1960.5の実績である〇

種(町)
林 虹 3.111 8.571 (36.0)

⑶ 積上げ敘字と阿武照計県計は多少

原 野 2 59 1,000 (25.9) ずれている場合がある(少数点以下
欢 ー

総 数 1 〇 〇 1 〇 〇 1 〇 〇
切りすてのため)したがって構成比

別比 合計は1〇 〇务とならないc
再造林 1 5 1 8 85

面率
林’転 78 75 1 07

積務)

原 野 7 9 78

-10 -

表1一8 民有造林

’合 5,520

せき悪林地改良

(皿)保設保安林改良 

安專防・風林 

施業小 計

積 公 団

県 57

区 分 阿武般計 福・島県計

6,570

1,592

4, 08 2

• 895

1 00

2 2

65

1 4

5 4,012

7,821

40,595

5.599

100.0

14.4

75.0

10.6

2 00

58 2

69 1

2 〇 

1,095 

7,584

1 26

1 8 2

7,692

554

85

9

92

45

9 , 67 6

比較(県計

=10 0)
摘・ 要

(35.1)

(35.5)

(36：7)

(27；9)

1 00 •

95

1 〇 5

(1) 6 〇年センサス林業地域調査 
による。

(2) 1959.4〜1960.5の実續であ

る〇 、

⑶積上げ数字と阿武隈計県計は 

多少ずれている場合がある(少 

数点以下切りすてのため)した 

がつて構成比合計は1Q 〇务と 

ならない〇

79

(36.5)

(41.5)

(36.4)

(29.6)

I 。 0-

II 4.

1 〇 〇

80

(18.5)

(20.4)

(40.9)

(50.0)

(33.9)

(40.0)

(47.6)

(28.6)

(39.9)

(7.4)

(一).

(-)

(一)

(一)

I (36.4)

⑴県林業統計書による。

(2) 補助、履資、県行造林の合計 

つぎの造林は含まなW

市町村自力、一般:自力、公団保 
安施設出業、電・き悪林地改良事 

業による造林。これらの県全体 
9.673 haに占める割合は6.93 

ha ( 9.2 % )である。

(3) 3 4〜5 9年度6カ年合計で 

ある。但し、阿武隈の平・田、遠 

野、川前、葛尾は3 7〜5 9年 

度の3カ年合計である。

⑴ 県林業統計書による。

(2)昭和3 9年4月1日〜4 〇年

3月31日の実績。

林

転

野
 

造

総

「再
^

原 

—
比

率

例 

I

積
(

民
有)

数

林
&

野 

造

総

IW
」林

—原 

I

面

㈣

 

植
付
阳
類
別

5
 
4
 
I
 

〇 

C
 

5
 
6
 

〇 

5
 

〇 

2
 
4
 
5
 
2
 
1
 

> 

>

2
 

1

1
 
8

2
 
6

数

林

転

野

数

林

il£
野 

造 

造

総
・
再
林

原

総

面

林

原
 

面 
e

lwl
〕

比

率

IMI

 

植

付

種

類

別

面

積
(

私
公)
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表!-9 植林面積の推移(民有補助造林)

区 分 阿武限計 福岛県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

3 4 2,333 6,521 (35.8) 県林業統計:井による。

面 3 5 3,244 8,506 (•38.1) 民有森林面辩は40.4.1日現

年 .5 6 3,248 -8,380 (38. 7) 在である。

如 3 7 3,328 8,514 (39.1)

度 3 3 3,329 8,080 (41.2)

(膈) 3 9 3,037 7,766 (39.1)

別 計 18,519 47,767 (38.8)

3 4 100 100 100

面 指 3 5 149 150 115 ■

3 6 150 128 117

積 3 7 155 •151 118

数 3 8 155 125 126

_3 9 142 119 119

1、カ年平均面積(ha) ノ・ 

民有森林珂積(ha)B 

造林進展度A/B X100
I

3,067

129,244

2.39

7,961

555,127

.1.44

(38.8)

(23.4)

166

:注 植林面積は頭打ちながら着実に進展

5 4年度の民有補助造林面積を1〇’ 〇とした6カ牟の推移は表1一 9に示してある。

昭和3 4年度といえば全国的には2 8年のピークから3 3年度まで減少しつつ・けていた民

•有人工造林面積が再び上昇(て転じた年である。

福島県もほぼ同様のすう勢を辿っているカ;、阿武隈については3 .4年度〜3 5年度の上昇度が 

きわめて贏く、その後は頭打ちの推移になるが、いずれの年をとっても県計をかなり大きく上 

回っている〇

面積当たりの植林面積では、県計の1.44 h a (10 〇 h a当たり造林面哉)を大きく上回り 

2- 59haである。阿武隈山地においても昭和3 5年度:以降の造林面,我はほとんど頭打ち状態と 

なり、3 9年度は減少に軸じているカ、県計においてはすでに3 6年度、5 8年度、5 9年度 

-12 -

の3カ年にわたって波少を記録しているから、この点についても阿武隈山地の造林活動は県全 

体のレベルを上回っていることえ如られる〇

だが人工林面積率が6割にも7割にもなって、造林が停滞しているのならともかく、5割位 

の人工林率からすれば、やはり問題は残るそあろう。

4 )•林野所有・

a織 況• ‘ヽ

阿武限の総土地面積は県全体の約2割強に当たる2 8万426 6haであるが、そのうち7 3

%に当る、2 07 , 47 7haが林野である。県全体のレベルからしても林野率は高い。(以下表 

1-I〇参照のこと)•

林野のうち森林の占める割合は、県辭、阿武隈命龚9 7併と高く、林野のほとんどは森林と 

みなして良い状態である。

所有形態別面積は、繰返すことになるが、阿武般では国一 3 8 %、公一 9祐、私一 5 3 %に 

•対し、県計では国一 4 2务、公一1°%、私ー4 8 %である〇阿武隈は多少国有林が少なく私 

有林が多いという程度のちがいはあるカ、 所有構造上基本的には国有一私有併存という点で共 

通している〇 "

国有林野は前橋営林局に属する原町、福島、浪江、郡山、富岡、平、勿来、石川、挪倉の9 

営林署によつ・て経営されている。経営計画区の方は、慈城、福島、阿武屬川上流の三つにわか 

れている〇

ここでは国有林の経営・・のも,のに深く立ち入る必要がないので、次の2点を指摘するにとど 

めておく。その第1点は県計から比較すれば若干国有林野率は低いが、全国平均からすればか 

なり高いこと。第2点は国有林野の存在が町村によってかなりちかうこと〇これは国有林麝が、 

一般に阿武隈脊梁地帯に希状に分析しWいることによる。

つぎに公冇林野は阿武殴全体として在9 %のシェアであるが、川内村に集中して分布してい 

るのが大きな特色である〇

私有林は個人有のほかに、会社、共同、団体、社寺、慣行共喬(いわゆる部落有林野)等に 

分類ざれるが、もちろん福人有が、阿武隈、県計とも共通して圧倒的に多い〇しいて両者の差 

異を求めるとすれぱ;阿武隈地域では会社有林が少ないこと、団体有林が多いことの二つであ 

ろう。
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表1-10 •林野所有の概況

区 分 阿武限計 福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

’総土地面積(ha) A 

林野面和f (ha) B 

森林面積(ha) 〇 

林野率B/A X 1 0 0(%) 

彩林率C/B X 1 0 0 ( % )

264,266

207,477

200,365

73

97

1,576,813

962,192

936,648

70

97

(20.7)

(21.6)

(21.4)

104

100

6 〇年センサス林業 

•地域調査による。

1 9 60 . 8 . 1 .現在

保林 

有野 

形面 

態積 

別

面

積

(ha )

総、 敬

国

公

私

207,477

78,010

19,414

110,037

962,192

404,181

91,576

466,654

(21.6)

(19.5)

(21.3)

(25.6)

林業地域調査による。 

国は国治よび特殊法 

人保有のもの、公は 

県市町村(組合も含 

む)財産区保:有のも

比

率

(硏

総 数

国

公

私

100

58

9

53

100

42

10

48

100

90

90

110

©〇私は個人、会社、 

社寺組合団体、部落、 

および共同保有のも 

©〇

林 

家

よ 

び

林 

会 

共 

団

社

•家 

社 

同 

体 

寺

■- 211 <-346

8

1,998

33

98

90,609

65

8,784

69

465

(25.5)

(12.3)

¢22.7)

(47.8)

(21.1)

6 〇年センサス林業 

事業体搁査による。

林

斐 

事

时

行

共
有

総 数

共同〇団体・社寺〇部落 

財 産 区

1,019

999

20

5,045

4,944

101

(20.2)

(20.2)

(19.8)

棠

体:

数

財

市

地方公共

産 区

町 ・村

団体、の組合

20

5

86-

2

(一)

(23.5)

(-)-
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b林家の所布規模は零細 ・

私有林のうちの大部分を占める林家について、所有規模をみると表1-11の通りとなる。林家 

一戸平均保有規漠は県計では5 .1h a強であり、阿武限においても同規模であって差はまったく

ない。 •

しかし規模別の分布は両者でかなりの開きがあり、阿武限は県全体のレベルに対して中規模屑 

か丿卓ぐ,逆(て県計の方は零細岡と大規模層との分爆化が特徴てある。

たとえぱ1ha未満零細所有者は、両者ともかなりの比重をしめているが、県全体の場^はそ 

れが49.5 %にも逹して‘いるのに対して;阿武限では4 2.6 %にすぎない。一方、中規模層と 

いってもかなりの巾はある力ゝ1haから2 0 h aの層の占める比率は.県計49.7%に対して阿 

武隈は56.2 %である。

そして、これらの2 0 h a未満所右者の占める割合を合わせると、阿武限では9 8.8%、県計 

では99.0 %が含まれる。きわめて零細な所有、保有から成り立っていることが明らかである。

c 大林野所有と山林の地区外流出は少ない

私有林野のうちかなり.の部分が、一握りの所有者によって、所有されていることになるカ:、こ 

の関係を表1一11と表、ー12でみることにする。

資料のi丹係で事業体調査と地域調査にはかなりの食いち力;いがあるが、目をつぶることにする 

と、5 〇 ha以上森林保有者については、阿武限では全体の〇 •5务の所有,者が、至面積の9 % 

を保有していることになり、県:全体では〇 • 4 %の所有者で1〇 %の面積を,保有して.いることに 

なる。(表1一11) •

全国規模でみると、全林家の0.3 で18 %弱の林野を保有していて集中度が者わめて著し 

いことからすれば、福島県はりるやかであるといえるし、また阿武限山地においてはさらに妙る 

やかであるといえる。

したがって、育林業のみで自立可能な保有規模が条揃のよいところで3 O.ha、悪いところで 

は5 〇 h a以上が必要だとすれば、こ・のような専業的«育林業経営が広汎に成立する.可能性は阿 

武隈ではより少数の林家に限定されることになる。3 Q ha以上の林家比率は全農家の0.4 % 

にすぎないからである。(•表1一11参照) •

一方、阿武限山系地域においてsわゆる農林複合経営の一環としての育林業経営をねらうとす 

れば、その条件は阿武隈に有利である。5 ha〜3 0 ha層の林家比率は、全国8.8务、県計 

8.4%、阿武隈12 . 〇 %である。これに3〜5 h a崗を含めると、全国14 . 3 %、県計18 .1 

%、阿武限2 3.5%となり、阿武限ではとくにこの3 h a ～ 5 0 h aの層力く厚いことが明らかで
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保有山林面積広狭別林家数表 ?I 一 11

区 分 阿武隈計 福島県計

(比較(煥言・

=10 0)
摘 要

保有山林がある林家 21,546 90,609 (25.5) 6 〇年サンセス林

Q.1〜 0.5 h a 2,989 16,059 (18.6) 業事業体桐表によ

林
0.5〜 0.5 h a 2,267 11,001 (20.6) る。

0.5〜 1 h a 5,841 17,699 (21.7)

!〜 3 h a 7,157 29,187 (24.5) •

3 ～ 5 h a 2,445 8,756 (27.9)

家
5〜 1 0 h a 1,718 5,296 (32.4)

1〇〜 2 0 h a 668 1,849 (36.1)

2 0 ～ 3 0 h a 167 4 09 (40.8)

3 0 ～ 5 0 h a 65 208 (31.2)

数
5 0 ～ 1 0 0 h a 21 125 (17.1)

I 〇 〇〜2 0 0 h a •- 7 52 (21.9)

2 0 0～5 0 0 h a 1 10 (10.0)

5 0 〇 h a 以上・ — — —

総 数 100 100 100

0.1〜 0.5 h a 14.0 17.7 79

同 0.5〜 0.5 h a 10.6 12.1 88

〇 »5〜 1 h a 18.0 19.5 92

1〜 3 h a 55.5 52.1 • 104 •

3〜 5 h a 11.5 9.7 119
比

5〜 1 0 h a 8.1 5.9 137

1〇〜 2 0 h a ,■ ,5.1 -.2*0 155 ..

2 〇〜 5 0 h a .0.8 0.5 . 160

5 〇〜 5 0 h a 0.5 0.2 150
遂

5 0 ～ 1 0 0 h a 0.1 0.1 100

1 0 〇〜2 0 0 h a 0.0 0.0 —

(%)
2 0 〇〜5 0 0 h a 0.0 0.0 ' ——

5 0 0 h a以上 — — ——

1h a未満計 42.6 49.3 116 • .• ■* •
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表1一12 大林野所有および山林の地区外流出

区 分 阿武隈計 福島県計
比較(県計

=1 〇〇)
摘 ・要

五

〇・

総

数

戸敖-事業体 

面積 (h a ) A

115

11,668

416

52,929

(27.6)

(45.4)

6 〇年センサス林 

茉地域調査によるc

町

以

涸保

人有

戸 数
•

う ち 在村

85

72

216

•176

(59.5)

(40.9)

ただし民有森林面 

積は県林業統計書 

による。

上

森

会保

社有

車 業 体数

う ち 在村

6

1

25

5

(24.0)

(20.0)

林

保

社 寺 •保 有

共同。その 他

2

22

8

167

(25.0)

(13.5)

有

者

民有森林面秋(ha) ,B

A/BX 1 〇 〇 ー( ％ )

129,244

9.0

555,127

10.0

(25.4)

(90.0)

llfx 
林外 

の流 

地出

保有山林面積(ha) A

うち市町村外の面特(ha) B 

B/AX 1 〇 〇 ( % )

55,965

1,287

2.4

191,175

11,818

6.2

6 〇年センサス林 

家詞査による。

ある。しかし、相対的にはそうであっても、こつ層;の林家が全林家の2割強にすぎ左いことは注・ 

意してむく必要があろう〇

さて5 〇 h a以上の森林保有者は全体からすると、県計においても阿政限計においても、ほん 

の一部を占めるにすぎないが、その大部分は個人保有の、しかも在村の地主である。

この傾向はとくに阿武隈においていちヾるしい。これは阿武限に歩いては林野所有の分柩化が 

進んでいないことを示すものであって、それだけ典林複合経営の基盤を強くもっているともいえ 

るc

5 〇 h a以上の所有者層に限らず、全森林の地区外流出度をみても、県計では6.2 %に達し 

ているのに対し、阿武限では2. 4%(にすぎないq .

このことは山林の检とんど大部分力在町村内の所有者に握られていることを示すものであって、 

一般的には林野所有の分解のおくれを示しているとよもに、他方では林野・の利用を通じて地域内 

の所得向上に直接的に結びつくという好ぜしい側面をも持っているといえる〇
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d "・家と段家の密接な関係

今まで述べてきたことから察せられるように、阿武圜にち、ける林野所有は農家との結びつき 

ガ已:い。この点を表!-13によってみることにしよう。

まず林家のうちセ殺家、非農家の比率をとると、全林家21,3 4 6戸のうちで非豊家は2 . 9 

%に当る616戸にすぎ左い〇 一般に林家中(て占める非農家比率は規模カ;大きくなるにしたが 

い増大以ま二、地域によっても大き左開きがある。たとえば,6 0年センサス時点で、近畿 

の5 0 ha以上では全所有者中の6 8. 6 %が非農家であり、5〜1〇の小規模陪層でも2 9% 

が非理家である。近絞についで非農家である林家の多いのは、北陸、つぎに東海、九州、関東 

とつづく。北陸の莠合の非農家は薪炭業者が主体であって侍殊であるが、一般に所有規模が大 

きく左るにしたがい、また地域の育林業の発展段階に応じて、林家中に占める非農家の割合が 

髙く左るようである。

表1一13 林家と農家との関係

区 分 阿武限計 福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

林関 

家係・ 

とへ

腹六・
〇 

家年

の

林 家 数 A 

うち非農家B 

B/A X 1 0 0(%) 

農 家 数 c 

保有山林農家数 D

D/ 〇 X 1 0 0(%)

21,346

616

2.9

31,428

20,730

65.9

90,609

3,227

3.6

171,176

87,382

51.0

(23.5)

(19.1)

81

(18.4)

(23.9) 

129

1)6 〇年センサス市町村 

別統討神、事業体調査 

(てよる。

4呆有山林1反以上の林 

家

林関

家係

とへ

農六
五 

家年

のJ/

林 家 数 A 

うち非埋家B 

B/AX100(%) 

農 家 数 c 

保有山林農家数•D 

D/C X 10 0(%)

9

?

?

.36,885

21,013

68.0

?

?

?

168,360

88,401

52.5

?

?

?

(18.4)

(23.8) 

129

1)6 5年中間センサス( 

福島県の農業)による

その意味からすると、福岛県のたかでもとくに阿武粮地域では、林野所有力幾家と深く結ぴ 

ついている段階にあり、農業と林・楽との関連の深さが察せられる。

つぎ!て、それでは全残家のうちどれ程が山H；・執有しているかについてみることにする。
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す左わち、6 〇年時点についてみると全農家の6 5.9%が0.1ha以上の山林を保有している。

5) 林業生産力は概して高い

a生産主体別林業生産額

さきに林業生産所得の状況と地域全生産所得の中で占める林業所得の比率についてみたとき、 

阿试限は単位森林面るT当たりにしても、地或の生達所得シェアでも、かな,リ優位にあることをみ 

た。とくに林業所得シェアは県計では5 .ろ％氐すぎないのに由して、阿武限はぞの5倍以上に 

も達する16.0%を占める。

そこでもう少し立ち入って、林業生産の中味についてみるのが、ここでの主眼である。

林業総生痙額は昭和3 9年の実績で5 5億円強であって、県全体。16 8億円弱の丁度3分の

1に当っている。

生産主体別にみると表1一14にみるように阿武陛では国有一 2〇. 4 %、公有一 6.2%、私 

有～ 7 3. 4 %であって、私有林の生産額が大きい。

ただ絶対額が大きいばかりでなく、3者の面積シェア、国一 3 8 %、公一 9务、私ー 5 3务か 

らの相対額でも私有林が大きい。しかし、このことは私有林が立地上の上位を一般に占めている 

ことからして当然だともいえるのであって、必らずしも私有林の生産力が国有林、公右林に対し 

てすぐれていると才吉論することは危険である。というのは、林業生産は一定の生産基盤、資源が 

左ければ、長期的な保証はえられないのであり、私有林についてその小規模層ではとくに伐り急 

ぎの結果カ;、このような数字に左ってあらわれているとすれば大きな問題といわなければならな 

いからである。短期的には生産力を上げたかにみえても、•それカ:生達基盤の?5嫌につながってい 

るとすれば問題である。

ともあれ現実には林業生産の中で占める私有杯の役割、比重はきわめて高い。とくに阿武限で 

は、そうであり、林業生産部門ではさきにみた育林咅B門以上に私有林の優位性がみとめられる。

b 種類別生産額

林産物の中では、素材の生産額が単位当たり価額が著しいので、圧倒的に大き左比重を占めて 

いる(表1_15 )〇っぎに大きいのは木炭であ・るが、県計、阿武限計とも、10 %に達してい 

ない。木炭はかっては馬産とともに大き左艘家副業部門であったわけである力く、その凋落ぶりは 

激しい〇7I艾わずかではあるが、阿武隈地域では生産額中に占める比率が県のレベルより高い。な 

お木炭についてはあとでみること亿する。
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表!-14 生産主体別林業生産額

区 分 阿武限計 祀島県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

生 計 5,585,877 16,788,235 (35.5) ；1板統計諜祐和3 9年市針村

莲

国 1,156,522 4,585,090 (24.8) 民所得推計云料yよる。

公 547, 052 2而武吸のうち三和村の国営

額 私 4,100,519
J 12,205,654 (56.4) 分は平営林碧・資料による。

伺 計・ 100.0 100.0 100

国 20.4 27.3 • 75
比

公 6.2 | 72.7
109

率 私 75.4 丿 I

表1一15 種類別生産額

区.,-・分 阿武隈’計 '•福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 ・ 要

生

産

額

素 材

薪・炭材

木 炭

薪・

副注物その他

計

4,858,955

57,665

545,209

104,054

58,017

5,583,877

14,199,888

104,842

1,265,528

509,611

710, 364

16,788,23 5

(34.1)

(55.0)

.(43.1)

(19.7)

(53.5)

(59.3)

同

比

率

素 材

薪 炭材

木 炭

’薪’

副産物えの他

計

86.7

1.0

9.7

1.?

0.7

100.0

84.7

1.6

7.5

3.6

4.2

100.0

102

167

129

63

17

100
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c面就当たり林業生産の状況

林業生産にかける私冇林の優位性(てついてはさき(こ触れたが、これを詳しくみると、表1一1

6の通りとなる〇

単位面積当たり林業生産額は平均すると、約2万7千円(h a当たり)であるか、私営の場 

合は3万7千円強であって、国営の約2.5倍に相当する。また阿武隈計と県計の比較では、阿 

武園が県計の約5割増しである。 .•. .

さらに、林業生産の大部分を占める素材生産:危では、阿武隈の私営はとくに高く、1h &当た 

り3.3 7Zfにも逹している。全国私有林平均2 .1ばに比して、非常(て土地生産性が高く左ってい 

ることは注目してよい〇阿武限の国、公.私平均でも2 .7沈であり、県平均の1.5淀を大きく上 

回っている。•

d林産物販充状況 .• • •

6 0年センサス時点での林産物販売状況は.表1一17に示す適りである。地域の林業生産が高 

いことからみても当然のこ’とであるがs .阿武隈は梁計に比してかなり高い。

林座物の販売林家率は県計"・4务に対して阿武驟:16.6务である力、さらに1戸当りの販 

売額はそれ以上に阿武隈•が高い。•,, 苛 ・.

e林野副産物 .

さきに、林業生産額の中で占める種類ごとの比重をみたが、阿武隈で(は素材の占める比率が高・ 

<^しかも木炭の比率も高かった(表1一15参照)。阿武限が呆計に比して低いのは「副産物その 

他」の項である。これは表1-18(須示すように、主として左めこの生産が阿武限ではほとんど 

見られないからである〇

「製 炭 ,

I )年度別生産最 ,

林業生産の中で占める木炭生産額の割合は、1割にも満たない程度であるが、かっては農 

家の副業、兼業として重要な位置を占めていた部門である。現在でも地域により、個別経営 

によってはなお見落しては左ら左い副次部門になっているところもある。

表1一19«示すように、3 4年度の生産最を1〇 〇とすれば3 9年度は6 5. 3となり生 

産覺が激減している。しかし阿武限の減少率は県計に比して僅かをがら少左い。

阿武隈においては単位林野面積生産量をみて.もわかるように、製炭への依存既はなお相対 

的に高いということができよう。
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面積当たり林業生産表1一1 6

区 分. 阿武［S計 福島界:計
比較(県計

=10 0)
摘 要

寐 国 面 敎(h a ) 78,010 404,181 (18.3) 1祗統計課、昭和3

林 生産彼 (外) 1,156,522 4,583,090 (24.7) 9年市町村民所得推

面 営 同1h a当たり(祁!) 14.6 •11.3 151 計

帝 公 面 ・積(ha) 19,414
之扁武隈の公一私営合

計のh a当たり林業
当・ 生産額 (布) 547,052

生猝M 447,571/

た 営 同!h a当たり(千日) 17.9 129,451=52.8 (

り 私 面 ・積(ha) 110,057 558,010 干円)でを・ る〇

林 生産額 (和) 4,100,519 12, 205,145
习何武限の公私営合

計のh a当たり、素
業 営 同1h a当たり(和) 37.5 21.9 150

材生産量は398,575

生 合 •面 積(ha ) 207,47 7 962,192 (21.5) / 129,451=3.2 (

産 生産額 (千円) 5,585,881 16,788,233 (33.3) 771* )である〇

額 計 •同1ha当たり(时］) • 26.9 17,4 • 155

森 国 面 (ha) 78,010 404,181 (18.5)

林 生産量 (7ガ) 166,590 48 6,089 (34.5)

面 営 同1h a当たり(忒) 2.1 1.2 175

積 公 面 積(ha) 19,414

当 生産量 (裾) 35,895

た 営 同1ha当たり(尻・) 1.9

り 私 面 (ha) 110,057 558,010

兼 生産量 (紀) 362,678 954,545

材 営 同1ha当たり(を) 3.3 1.7 188

生 合 面 積•( h a ) 207,477 962,192 (21.5)

産 生産量 (紀) 565,163 1,420,454 (39.8)

量 計 同•1ha当たり(祠) 2.7 1.5 180
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表1-17 林産物販売状況

区・ 分 闰武限計 福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

総林家数 a

•販売林家数 3 

年間販売金額c(袖)

B/AX100(¢)

C / A (千円)

21,546

5,547

599,754

16.6

18.7

90,609

•10,517-

• 966,240

11.4

10.7

(23.5)

(34.4)

• (41.4)

146
• 1

175

’)6 〇年センサスによる。

之め売林家数とは過去1年間に販 

売実giを有する林家数である。

表1一18 しいたけお'よび左めこ生産量

区 分 阿武隈計 福島県・計
比較(県計

=10 0)
摘 要

し生 3 7年度 A 50,200 221,570 (22.7) 1県林業統計初てよる。

い 3 8年度 81,989 376,410 (21.7)
産

た 3 9年度 3 100,755 583,165 (26.5)

け量 3 カ年計 252,94.4 981,145 (25.7)

1カ年平均 77 , 648 327,048 (23.7)

(阮) B/AX 10 〇 20'1 175■- 116

な生 3 7年度• — 892,10〇, ——

め産 3 8年度 一 528,300 —

こ量 3 9年度• 467 483,950 (0.1)

3カ年計 467 1,904,550 (0.0)

(診) 1カ年平均 156 .634,450 (0.0)
ーーー t

II )製炭者

阿武隈における製炭者は、そのほとんど大部分が非常(て零細な自営魏炭者であろ。全農家 

数と自営製炭者数を対比すると、阿武隈は自営製炭者が典家の17.6 %に.当るのに対して県
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表1一19 製 炭 (/)

•区 分: 阿武隈計 福島県計
比校(•県計

=10 0)
摘 要

と

<

に

お 

炭

に

つ

い

て

年

度・

別

木

奥

生

産

笙

生 

産

阮

3 ～ 4 年 度

5 5 年 度

3 6 第 度

•3 7 一年 度

3 8 年一度

3 9 年 度

小 計

31,783,215 

'35,647,830

• 31,886,955

• 27,503,600

23,177,425. 

20,740,914 

170,739,939

70,629,315

• 76,268,37〇• 

70,330,165 - 

59,371,76〇. 

49,261,622 

41,202,073

367,063,862

(44.9)

(46.7)

(45.3)

(46.3)

(47.0)

(50.5)

(46.5)

福島爪林業 

統託吾より 

作製。

1年当たり 28,456,657 60,177,510 (47.5)

同

指

数

5 4 年 度

3 5 定 既

5 6 年 度

3 7 年 度

3 8 年 ,,

3 9 年 度,

100

112.2

100.3

86.5

72.9

65.3

100

108.0

99.2

84.1

69.7

58.3

100

104

101

105

105

112 6 7年平均 
生産経/林 
野面祯

林野面技1町当り生産最(阿). 137 64 214

自営製炭者1戸当り生産埒:(阮) 5,740 6,113 94 昭和3 4年 
度の数字・

同 15臼俵換算(俵) 583 408 94 同 ・上

製

炭

者

数

自営製炭昭 3 2 . B 

世帯数昭 3 4 . A

6,314

5,537-

13,782

11,554

(65.8)

(47.9)

D)'
6 〇年セ 

ンサス肩;業 
地域調査に 
よる。
2)自営製炭 

世带数は昭 
5 2 . 4 ～
3 3。5 お 
よぴ昭3 4 .
4 〜3 5 .
3の1年間 
に販売用製 
炭を行なっ 
たものであ 
る〇 
め自営製炭 

世帯数/総 
農家数X 

10 0 = 
阿武限

17.6 % 
県計

6,8 %

専 業 c 311 1,002 (31.0)

兼 

業

製炭主 • D 

製炭従’E

2,091

3,145

3,830

6,722

(54.6)

(46.8)

企業製炭者数F

焼子がいる世帯数 G

94

456

241

956

(39.0)

(48.7)

A / B X ! 〇 〇

C / A X 1 0 0 ( % )

D/AX10Q(%) 

B / A X 1 〇 〇 ( %)

F / A X 1 〇 〇

G / A X 1 〇 〇 ’

87,7

5.6-

37.7

56.7

1.7

8.2

85,8

8.7

35.1

58.2

2.1

8.1

105

64

114

97

81

101

一 24 —

計は6.8%である。

IU )製炭規模

自営製炭者1戸当りの要炭規模は県計の4 0 8俄に対して、阿武限は3 8 5俵であって、 

いずれも零細在規模で・ある。裂炭者Q9割は5 〇 〇俵以下の毁炭者であって、多くは製炭を 

從とする自営製炭者によって行をわれる。

N )原木依存先

原木はかっては私有林材もかなりの比重をもっていた力ハ製炭事情が悪くなる(てしたがい、 

原木価の安い国有林材が圧倒的左比重を占めろように左ってきた。

それとともに必然的に製炭個所な奥地化することになるカく、阿武隈では、とくに国有林材 

への依存度が県のレベルに対して高く、製炭条件の劣悪化が予想される。

V )製品め出荷先・

製品の大部分は、個人商人算出荷され、:製炭商ゆ組合への出荷を含めると、阿武限では9 

剛以上になる。瞿朔ヾ森林組合による系統出荷はほとんどみられない。

製炭者のかなりの部分は、薪炭商に原木代を前借して生産終了時に精算するという、いわ 

ゆる「仕出し製炭」方式をとっている。この「仕出し艘炭Jは最近ではかなり減少はしてき 

ているようであるが、なお残っている。

零細規模の製炭という生産過程の問題とともに、流通の近代化力嗖請される製炭部門にお 

いて、いtだに贅金的(て従属している「仕出し製炭」が残っていることは、大きな問題とい 

えよう。

g林産物加工

林丹物加工、流通部門’についての総括的な綢査はできなかったが、こと阿武限地域に関する限 

り、加工施設の大部分は東北纏、常磐線、沿線の平担部、およぴ水郡練、磐越東線の沿線に多少 

あって、加工および流通の主導権は山系地域外にあるといってもよい。

他の資料との都合で取えて6 〇年センサスを使って製材工場の状態をみると、表1一2 〇の如 

くなる。泉計、阿武限とも山間部は素材、供給基地としての性格が濃厚まため、地域内での加工 

施設は未発達である。

地域内素材生産量に占める加工部門での素材消費量の推定は不能であるが、かなりの部分が素 

材の性性地区外に流出しているとみられる。製材工場は表1一 20の通り1工場当たり1、8kw 

Hにすぎず年間素材消費量は1,00°尻・にも逹しでいない。県統計•書によれば最近大型化はして 

お、り、1, 4 0 0 7日位になっているがやはり零細の賤を出ない〇

一 25 —
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表1一19 製 炭 ⑵

区 分 阿武限計 福島県計
比較(県計

=10 0)
摘 ・ 耍

世 1〇 〇俵未満 • 992 1,964 (50.5) 1)3 〇年センサス林業

裂 帯
1Q 〇〜3 0 0俵 2,556 4,964 (51.0) 地域調査による

炭
3 〇 〇〜5 〇 〇俵 1,485 5,116 (47.6) 自営製炭世帯のみの

数 5 〇 〇俵以上 526 1,510 (34.9) 数字

・模

別

同 1〇 〇俵未満 17.9 17.0 105

比 1 〇 〇 ～ 5 0 〇^ 45.8 45.0 107 .

率 5 〇 〇 ～ 5 0 〇 俵 26.8 26.9 100

(%) 5 〇 〇俵以上 9.5 13.1 75

原 

木 

依

世 主に保有林から 504 1,445 (34.9)

主に国有林材贈入 5,905 7,044 (55 ..4)

帯 主に県有林〃 7 10 (70.0)

存
主に市町村有〃 75 459 (1519)

先・ 

別 

世

数 主に私有林〃 1,050 2,596 (40.5)

•・网.

比

主に保•有林から 

主に国有林材南入

9

78

12

70

75

111

率. 主に県有林〃 〇 〇 —

数・
主に市町村有〃・ • 1 4 25

(%) 主に私有林〃 21 26 81

世 主に農協 5,557 11,554 (47.9)

製
主 に 森組 274 675 (40.7)

品 帝
主に製炭者の紹合 5 17 (29.4)

出
主に薪,零商の組合 227 601 (37.8)

主に商人 748 939 (79.7)

先 

別

数 主に消費者 4,235 8,655 (48.9) \

同 主に廣協 5.0 5.8 86

世
主に森組 0.1 0.1 100

帯
比 主に製炭者の組合 4.1 5.2 79

数
主に薪炭商の組合 15.5 8.1 167

率 主に商人 76.4 75.0 102

(务) 主に消費者 0.9 5.8 16

—26 一

表!-20 製材工場

区 分 阿武隈計 福岛県計
比較(県計

=10 0)
摘 要

林野面積(ha) A 

工 場 数 B

動力 K。W •数 C-' 

C/B ( K。W )

年間素材消費量(ば) D

D/B (紀)
• •

D/.C (紀)

C/A(KoW)X1,00〇.

207,477

155

2,852

18

142,458

91S

50

13.6

962,192

586

10,564 ,

18.

546,675•-

952'

52

11.0

(21.6)

(26.5)

(26.8)

100

,(26.0)

99

96

124

1)6 〇年センサス地域調 

査による。

このように加工施設が未発迷なことは、山地の持つ立地的な悪条件によるところが大きいと思 

われるが、検討の余地が残されていよう〇

6 ) 團•公有林野の地元利用’-

a 国有林野の地元利用・ ".7

地元と関連のある地種は第2種と第3種であるが?第3種は普通共用林野、簡易共用林野であ 

って、国有林として施業に制限をうけ、地元として.も関連が深いのは第3種林地である。表1一 

21によれば、国有林野の中で占める第3種林地の此率は県計7务に対し、阿武隈計は2 0 %亿 

も逹している。この数字は第18次国有林野事業統計再(昭和4 〇年度)(てよると、県計で4 . 9 

%であって、いずれが正しいのか、かなり疑問の持たれるところである。

しかし同じ統計によろ第3種林地の全国有林野苹均は3 . 2 %であって、地元関連林地が福島 

県tは、やはりその比率が高いことは明らかなようである。

また、県林業統計書(てよって地元利用の内訳をみると、表1一21、中段の通りであって、国 

有林野法による「部分林」、「貸付」、「薪炭共用林野」や農構事業による「貸付草地」や林構 

事業による「部分林」’を加えても、第3種林地の面積には到底及ばないが、6 , 925 haに達し、 

これは国有林野面積の7.9%に及んでいる。 ’
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公有地への分収林, 1,602

利 地元'利用面積(町)B 

用 B/A.X V0 〇 (% )

4,601

24

有 

林 

野 

の 

地 

元

薪 

採 

放

2,280

1,254 

1,0M

3,802

799

所態

有

形別

林

地

地

利態 

用 

形別

炭

草

牧・

県 有

町 村 有

財•産’区有

公 公有林野面積(")A 19,414

不要存置国有林野(ha.)B 948

B/AX100 (%) 1.1

国

有

林

面

第

秋第

第

(")除

計

1

2

A

種 

很

3 種

地

85,801

5,463

51,993

15,368

2,976

区・• 分 阿武隈計
比較(県計

=10 0)

(21.4)

(45.7)

(20.2)

(52.5)

(20.1)

100

24

111

286

100

1源:林業統計志(3 9年 

度)2 7 2頁〜による。

2知裡林地:保全 

その他間接の効用のため 

経営上制限をうける林地 

3*2種:第1脈3種 

以外の林地(普jdk筒易 

共用林を含む)。

4扯3種:地元関連林地 

う福ミ地:附帯地、雑地、 

貸地

(39.1)

183

県林斐統計註による。

(48.3)

(36.6)

(15.7)

(20.7) 

(41.0) 

(9.0) 

(～)

(21.3)

(15.8) 

(47.7)

1原林業統計書による(

4 0 . 3 . 3 1證)

2*］有林野法作よるもの 

だけである。このほか(て県 

全体で、「農業構造改善 

のため国有林野活用」貸 

付草地18 4 ha「林業 

構造改善のため国有林野 

活用J部分林1,7 2 6 ha 

1)6 0年センサス林業地 

域調査による。

(100.0)

(28.7) ,

(11.4) '.

.(22.7) ,

169_______________________________________________

(膩7)同上。宮行、県行、造林 
平の地を除く。

福島県計

411,868 

119,536 

248,294 

29,250 

14,789 

100 

29 

60 

,7

4 

2,424 

0.6 

5,330 

2,722 

221,737 

116,921 

3,543 

101,145 

128 

91,376 

16,554 

2,627 

1,064

13, 242 

7,004 

20,246

.22.

3,594

表1一 21 国。公有林野の地元利用

97

54
59
一

4
 

〇

1
 
9

付 

通

炭

易

牧 

計 

・

——

普

薪

顷

放
 

を

共

用

林

野

野
の
地
元
利
用
ha

乃 
5
 つJ林分部国
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公有林野の地元利用

表1一 21(て示す通り、公有林野の地元利用は主として町村有林であるが、利用面積は阿武限 

だけで4 , 601haに達しており、公有林野総面積の2 4 %を占めている。

その比率は県計でも2 2缶であって、阿武濃とそう変らない。

利用形應g:県全体のレベル(て対して、网武隈ではお炭林としての利用が少なく、採革地、放牧 

地としての利用が多いが、とく (て放牧地としての利用が相対的に大きな比重を占めている。

国有林野の活用希望 .

国有林野活用の希望は、地域的にも階層的にも複雑な内容をもっており、したがって具休的な 

活用希望も表1一 2 2«示すように非常亿多角的である。辱た、活用希望面積もかなりの蛍にの 

ぼっている〇 • 一

ここでの活用希望の特色は活用希望面積が大きいことともに、そのうちで払下げ(所有権の移 

転)而積の占める割合が大きいことである。すなわち、全、活用希望面積は所在国有林野の71% 

強に当たる5 5 , 79 7 haに逹しているが、そのうちに払下汙希望面执は45, 929haであって、 

活用希望面積の8 2 %に当っている〇

特色の第2は、林業用地の活・用希望がきわめて大きいことである。活用希望面積の7 9%近く 

が林業用地であり、またその7仏％はいわゆる農林家経営林でもって占められている° -

林業用地としての払下げ希望戸数は9 , 95 8戸であって、.全般家の約3 2 %に相当する。
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国有林野の活用希望表1 一2 2

区 …分 阿武隈計 規岛県計
比較(原計

=10 0)
•••・摘 要

林 野面積 (ha ) 207,477 961,660 (21.6) 叫畐岛県最林課調査

国有林野面積(ha )A 
z

78,010 4 04,151 (19.3) 2 fen 4 1.
1・1現在

国有林野比率(名) 37.6 42.1 89

農 家 敖 31,143 165,765 (18.8)

二 払 (採草放牧地) 4,550 16,604 (27.4)

下 小 計 6,419 21,923 (29.3)

業
げ 希望戸数 3,841 9,725 (39.5)

放用
「面 耕

3,148 11,402 (27.6)
用 倒

共野 希望戸数 1,860 5,308 (35.1)

地 面 秋 計 9,567 33,325 (28.7)

林 払 (農林家経営林) 32,370 80,896 (40.0)

下 小 計 37,174 98,755 (37.6)

業
げ 希望戸数 9,938 23,539 (42.2)

部 面 積 6,720 14,148 (47.5)
用 分

希望戸数 6,985 12,740 (54.8)

地 面 積 計 43,894 112,903 (38.9)

そ の 他払下げ 2,336 5,660 (41.2)

合 frJ. 
Pl 55,797 151,888 (36.8)

うち払下げ合計 B 45,929 126,338 (36.3)

B/A X 1 〇 〇 ( % ) 58.8 31.3 188
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7 ク 要 約

31

項 目 阿武隈山地の符色と問題点

1•林業依存度

1)人口、労働力 林業就業者の比率は県全体に比して高いが、その滅少率は3 

5〜4 〇年の5カ年間に4 7.4务にも逹しており、減少率は 

県のレベルを上回っている〇

このことは若年あ働力の流出:が激しく、非労例力人口層(幼 

老人口)が多いという山系地域全体の傾向ともあいまつて、 

林斐振興上大きな問題である。

2 )生産所得 山地(ておける生産所得面での林業への依存度は、県のレベル 

に対していちヾるしく高く、約3倍にも達している。

喧た林野面積当たりの生崖所得額からしても県計に比して5 

割位高いBそれだけ生産性も高くなっているとみてよい〇 

このように地域間比較では優位にある阿武限林業ではあるが、 

地域の中で占める林業生産の割合は16 %にすぎない〇もっ 

とも、この数字も、国民総所得中に占比る林業生産所得の割 

合2 %弱田くらべればいちヾるしく高くはある〇

しかに山地の有する林野面積が潜在的に持っている生産力 

からすれば、そのほんの一部分が発揮されているにすぎず、 

それが、地域の中での現在の軽い地位にあらわれている〇

2-"林業生産基盤 総林野弯占める人工林面積の比率は、県計19.1%に対し 
て阿武感! 28.7 %であって林野がより有効に利用されてい 

る。とくに阿武隈の民有林はそれがいちヾるしい。硬た林野 

も交通立地のよいところ(てより多く分布している。しかし、 

一般に人工林の歴史は浅く、幼令林が多いため直ちに生産に 

結ぴっきにくいところに問題がある。

3. iS 林 山地における造林活動は、全国的推移と同様、最近5〜6年 

頭打ち状態にあるが、着実に進んでいる。とくに阿武隈山地 

の民有林の造林活動が活発である。造林の主体は林種転換で 

あって、大部分は、ー股補助造林の零細な積み上げによるも 

のである。

した力ヾって、このような阿武限山地の活発な造林活動がこの 

勢いのまW推移するかどうかは疑問である。

それは造林の大部分が1次造林であって、林種転換という困 

難な方式をとらざるをえないこと、補助による零細造林であ 

ることなどによって、林業部門外のとくに農家経済、股業経



-52-

項 目 阿武限山地の特色と問•題点、

営の動向に大きく影缪されると考えられるからである。

林業内の再生産循瓊カ:確立選れているといえないからである。

4•林野所有

• *

/•

i

林野所有の基本構造は、県計、阿強限ともに国有、祐肖併存 

型であるが、阿武照はやや私有に傾いている。とはいえ、全 

国的なレベルからすれば、国有林野率は高い。

公有林野はその分・布がきわめて偏在している。

私有林は、零細な所有から成り立ってお、り、これはわが国私 

有林野の零細性と共通している。しかしその集中分散度は阿 

武隈では相対的にゆるやかであって、たとえば、農林複合経 

営の中で階層として策定される5〜3 〇 ha階層は全国8.

8 %、柴計8.4% (て対し、阿武限は12.0%とやや学くな 

っている。

必然的に大規模階眉への集中度はゆるやかであって5 0 h a 

以上所有者についてみれば全国では、〇 . 5 %の所有者で1 

8 %弱の林野を保右しているのに対し県計では0.4%で1 

〇 %の林野を阿武限では〇 . 5 %の所有考て•1〇 %の林野を 

集中しているにすぎない。
• : ••二(
i. •

!

!

1

私有林野の零細分散性と共工林野所有と農家ないし提業との 

密接な関係か他の特微である。林家の大部分(97.1%)は 

農家であり逆にほ家のうち山林を保有している農家は65. 9 

%を占めている。以上私有林野亿みられる諸特微は、一般に 

は林野所有の分解のおくれを示すと共に、他方では林野の地 

区外への•流出が少ない率ともあいまって、林野がその利用を 

通じて地或内農林家の所房向上に直按的に結びつくという好 

tしい側面をも持っているといえる。

5•林業生産 阿武隈の林業生産:額は、生疝所得と同様単位面・積当たりにし 

ても、地域での生産額・ンエア亿しても、かなり、優位にある。

• /•

•

,• ' ■ .•

- /' •.

I

とくに私有林(てついそはいちヾるしい。

生评額のほとんど大部分は素材生産によるものであって、木 

炭生産額は全体の1枷ても注しない於どの凋落ぶりである。 

しかしへ阿武隈では製炭への依存度はなお相対的(て高い。造 

林の主体が林種転換であることからしても製炭を含めた、現 

存広芙鶴の取り扱いをどうするかは大ぎな問題である。製炭 

に・づいては生産規模が4 〇 〇俵に満たないという零細規模で 

あるという生産:谴程の問題と共に伝統的な「仕出し製炭」方 

式からいかに脱却するかという流通上の問粵も大きな課題で 

ある6

項 目 阿武限山地の特色と問題点

又、用材については地域内加工カ、鉄道沿線にもっていかれ 

ているため(こ、未発達である〇これは山地〇もつ立地的な悪 

条件Kよるところが大きいと思われるが検討の余地が残されて 

いよう〇

6.国〇公右林野の地元利用・ 国有林野の活用は非常に活発であって、その実績の上に立つ 

て活用希望も積極的である。

间設限に右・ける国有林・野活用希荣の特色は活用希望碱が所 

左、国有林野面積©71%強亿も逹する大面積であること、活 

用錦电の中で占める払下げの比重が高いこと林業用地として 

の活用希望カ湛5いことなどである6
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2 阿武幽山地における林業の地域性

丄>概 況

前章では阿武隈山地全体について泉全体の•レベルと比較しながら、林業的な特色をみてきた。 

その僕りでは、冋武隈の林業は個々にはいろいろの問題をかかえてはいるけれども、全体として 

はー絞!C柴のレベルより優位(こ立っているということができる〇

しかしこのような變位な平均値は、逹観的にいえば、阿武限南部の育林業地帯の数字が大きく 

影響しているのであって、阿武隈全体についてこのような評価があてはまるものではない。むし 

ろそれどころか、同じ阿武隘山地の中でも、林業:(て関する限りはいちヾるしい地域差の方が目立 

つ位である。したがって、阿武限:!毆の林笑振興策の策定ということであれば山地全体のもつ林 

業上の特色をつかんでお、くことが前提であるとしても、それをより現実的なものとするには、ど 

うしても地域的な特徴をつかんでおく必安かある。

臭体的な地域地帯区分の!方法(てついては、その目的によって本来あるべき方法が決定されるのが 

よいのであろうが、ここでは地域の必林業I帛発、振興という性格からいって、また若干の試行錯 

誤の結果、すでになされている安業の地段区分と部分•的なくいちがいはあるとしても、総体的に 

はほヾ適合するので、炽北丘废、・中間丘岐・、県侔 1丘陵、相双丘陵、常盤丘I应という5区分方式を 

踏皴することとした。

以下名・車項ごとに地域の待色をみて行くことにするが、記述の監理の便宣上各町村には一連番 

号を付け、各地域ごとに符号をつけて、表2 -1のように:表:b"tこととする〇

2 ) 林業への依存度

a 人口と労働力

まず林業就業者の削合は表2 — 2に示す通りである。

総人口に対しても、就業者に対しても、第1次还業就棠者Iて対しても、林業就業者の割合が 

平均より高くなっている町村は11カ町村である〇し’印のついたところが、それであるが県南、 

常磐の全町村、飯舘を除く栢双、中間の古殿、都路であってゝ坦域性がかなり明瞭にあらわれ 

ている〇これらの町村地域では人口、労锄カ面(ておける林業への依存度が高いことをあらわ 

している。

つぎに林業就業ー者について昭和3 5年から4 〇年の5カ年間の変化をみると、表2 -3のよ

— 34 —

町｛・寸名の略記方法表2-1

地

域 町村•云、、 略 記.方 法

県

伊逹郡遂山

〃・月舘

■①’ • •

②• •'

〃 川俣 ③.

广餃野 ④•

北 安達郡岩代 ⑤ •

〃・東和 ⑥.

県 東白川郡矢祭 • &
.〃・ 稿 •・区

南 / 鮫III ■ A
束白川郡古殿 す

中 石川都平田 ・回

田村郡小野 通
〃・滝根 .回 ・
〃・大迅 ,回・

〃・都路 回・
間 〃・常葉 -0

〃、船引

常 石城:加遠野 .....企............................
〃・由人 •命. • •
" 三和 # •

磐 〃・川前

相 双葉郡川内 ... :.•’遂..........    ■
〃 葛尾 ....竇........ ..... ................

双 相馬郡飯舘 可
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林業就業者の割合

注 。印は林業就業者割合力呼均より高い町村

一 36 —

表2-2

地

仁町村名

ノ、 
(昭和4 0 
年) A

就業者
総 敖

B

第1次就 
業者数 

〇

林業就
業者数・

D

B/AX
1 〇 〇
(务)

C/AX 
I 〇 〇 
(务)

D/AX
1 〇 〇 
(% )

'C/BX
1 〇 〇 
(%)

D/BX
1 〇 〇 
(务)

D/CX
I 〇 〇 
(%)

伊達郡霊山 15,525 6,769 4,264 14 50.0 51.5 0.1 65.0 0.2 0.3

〃 月舘 6,574 5,598 2,404 2 51.7 56.5 0.0 70.8 3.1 0.1

〃 川俣 24,741 12,617 4,859 15 51.2 19.6 0.1 38.5 0.1 0.5

〃 飯野 8,452 4,548 1,795 〇 55.6 21.2 一 59.4 — 一

安達郡岩代 13,975 6,618 5,149 9 47.4 36.8 0.1 77.7 0.1 0.2

北 〃 束和 12,459 6,054 4,752 9 48.5 58.2 0.1 78.8 0.1 0.2

小 計 79,706 59,984 25,219 49 50.0 29.1 〇.1 58.1 〇.1 0.2

県 東白川郡矢祭 10,268 4,557 2,974 .116 49.1 29.0 •-1.1 65.5 〇 2.6 3.9

〃 塩 14,908 6,700 4,148 124 44,9 27.8 .• 0.8 61.9 、つ1.9 し3. 〇

〃咐 7,291 5,257 2,576 64 44.4 55.5 0.9 79.6 •・一i 2.0 2.5

南 小 計 52,467 14,474 9,698 304 44.5 29.8 0.9 67.6 2.1 3.1

東白川郡古殷 10,256 4,665 3,207 176 45.5 31.2 ヽ)1.7 68.7 (J- 3.8 C)5.5

中 石川郡平田 10,006 4,771 5,989 29 47.7 59.9 0.5 85.5 0.6 0.7

田村郡小野 16,595 7,464 4,186 68 45.0 25.2 0.4 56.1 0.9 1.6

〃滝根 6,504 2,881 1,699 22 45.7 26.9 0.5 58.9 0.8 1.3

k .5 7,895 5,624 2,205 15 48.1 28.0 0.6 60.8 0.4 0.6

〃 都路 5,145 2,478 2,046 101 48.9 59.8 つ2.0 82.6 〇 4.1 〇 4.9

〃常葉 9,044 4,408 5,285 56 49.3 56.4 0.6 74.6 1.5 1.7

囲 〃船引 28,181 13,900 10,090 41 47,5 35.5 0.4 72.6 0.3 0.4

小 計 95,426 44,191 50,705 506 45.5 52.9 0.5 69.6 1.1 1.6

常 石城郡遠野 9,208 4,099 2,573 80 44.4 25.7 く」 0.9 57.8 〇 2.0 32.9

〃田人 5,744 2,600 1,672 261 45.5 29.1 .；• 4.5 64.5 010.0 015.6

〃 三和 7,054 5,272 2,412 209 46.5 54.2 3.0 75.7 〇6.4 0 8.7

〃川前 5,485 1,625 1,167 80 46.6 55.5 2.5 71.9 〇 4.9 提6.9

磐 小 計 25,489 11,596 7,624 650 45.5 29.9 2.5 65. 7 5.4 8.5

相 双葉郡川内 5,571 2,545 1,599 181 48.1 29.7 ：)5.4 62.8 OZ.1

〃葛尾 2,750 1,357 1,160 42 49.5 42.2 9 1.5 85.5 0 3.1 0 3.6

相馬郡飯館 10,542 4,815 5,950 56 46.5 58.1 0.3 82。2 0.7 0.9

双 小 計 18,463 8,713 6,709 259 47.2 56.4 1.4 77.0 5.0 3.9

阿 武隈計 249,551 118,958 77,955 1,748 47.7 51.4 0.7 65.5 1.5 2.2

福 島県計 1,985,754 922,542 406,859 8,040 46.5 20.5 0.4 44.1 0.9 2.0

うに左るが、ここでは、」;印のついたところが平均以上の労働力減少をみせた町村である。

表2-2のような明瞭な地域性はあらわれていない。そこで表2-2と表2-3を組み合せて 

整理するとつぎのようになる。

a林業就業者の割合が高く、かつ就榮者数が増加した顋村、矢祭(、県南)、葛尾(相双) 

B林業就業者の割合は高いが、就業者数は波少した町村 .’

"-1 減少率平均以下 古殿(中間)、田人、三和(常磐)•

• ■■
.b - 2減少率平均以上 搦、鮫川.(県南)•、挪& (中問)、遠野、川前(常磐)、川内(相双) 

c 林業就業者の割合が低い町村 . • •

'c-1滅少率 〇月舘•(界4匕).

.c一 2 減少率 平均以下 川俣 東和(県非)、小® 常葉’(中間)、’飯舘(相双)

・ 〇-3 減少率 平均以上 霊山.飯野 岩代(県北)、平田・滝根 大越 蛤引(中間)

, 以上のように大別される•力、 ここで注目されるのは、a型に属するものが2カ所にすぎないこ

•とと、大部分印町村カ、b— 2、c一 3に集中していることで’ある。

• このような林業労働力の流出は、•そのことだけで今後の林栄振興にとって、マイナス(てなるこ

• ・とは明らかだが、林業労働’力が、二般の人口や労働力の流出と’どのように関係しながら、地域的 

.にあらわれて"るかも重叟であろ

• 十分な資料はえられないが、表2-2、表2-3から人口密度と人口の滅少率、林業就業者割

"合の関係をみると、図2-1：©Xうに•がる。とれによると林業就業者の割合が高い町村は(※印) 

•例外なく図の丁部の方に枭中してIハる。これな、林業依存度づ高い町村は例外なく、人口密度の 

•低い山間村(に集中しているということである。一方このような人口密皮の希薄な林菜山村と人口 

•流出の関係でほ<3> (•田人)の•ような極端な場合は除くとして、あまり明瞭な関係はないとは 

・いえ、やはり杯業就業者の多いとごろでは人口減少もはげしくなっている。常識的な様相を阿武 

•隈でも呈しているといえるカヾ、それだけ林業振興(てと・っては厳しい条件となっているといわ互け 

"れば衣らない〇 • ■

• なお、林業へcP依存度を集落単位・みると表2 — 40通りになるが、就業者単位(てみた表2-2 

•.の結果と・ったく 一致している〇 •

はた表2—5は、林業への依存度を賃労働者数でみたものであるが、かならずしも林業就業者 

の割合(表2-2 )とパラレルでは在い。

つぎの組合わせによるタイブがみられる。
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註

1.国勢調査資科による

2 •熾印は流出度が平均より高い町村

表2-3 人口労働力豆態(昭和3 5 - 4 0年の5カ年)
i : 1 「 ・-

地
・ヽ・

ヽ 
ヽ ゝ ・

町村名、

ノ、 ロ

(暗.40 )

同

増加率

人口密 

度(昭 

4 0)

就業者人 

ロ(俱・ 

4 0)

伺

増加率

第1次就 

業人口(

58.40 )

•同"

増加率

林業京 
業人口 
(昭・
4 Q )

广I I

-

増加率

伊逹郡鑿山 15,525 貞....竺・ 154.1 6,769 ・窟め・匕・ 4,264 辭〇•2 14

Pa "月館 6,574 152.5 5,598 0.5 2,404 4 9.6 2 〇

〃川俣 24,741 ZL 4.8 194.0 12,617 4 1.2 4,859 △12.9 15 △ 37.5

〃・•野 8,452 厶6.5 406.0 • 4,548 △ 2.2 1,795 会15.1 〇 ® 00.0

安達郡岩花 15,975 舍・../.J 141.9 6,618 劎結・.. 5,149 卻6.3 9 金79.0

北 " 東列 12,459 1 8.4 173.2 6,054 乙7.7 4,752 △10.3 9 二 55. 7

小 計 79,706 4 7.2 176.5 59,984 Zs 5.8 25,219 厶14.5 49 厶 60.8

県 東臼日郞矢祭 10,268 S....7.：.3.... 86.4 4,557 金・竺 2,974 •第ん 116 9.4

〃 稿 14,908 4 5.8 70.7 6,700 △ 6.7 4,148 •・劍•J... 124 劍・•料・..

〃鮫川 7,291 金”•竺・.. 55.6 5,237 評M 2,576 合板° 64 僉 71.2

南 小 U十 52,467 厶6.8 69.6 14,474 zx 8.4 9,698 Z\15.O 304 △ 52.9

東白丿嘟飜 10,256 定・*... 62.4 4,665 貌4.9... 5,207 a.!8：.9.... 176 △ 27.8

中 石川都平田 10,006 △ 4.9 106.7 4,771 厶 7.2, 5,982 △ 8.9 29 食 56.5
.•雷・.村・郡・不・野・..

16,595 A 4.9 155.0 7,464 4,186 命16.5 68 厶27. 7

〃 滝根 6,504 zx 5.〇 124.0 2,881 食.孕・... 1,699 金20.6 22 儉 77.1

".大越 7,895 7.4 215.1 5,624 1.4- 2,205 金16.8 15 盏 65.8

〃却落 5,145 建.....•!... 41.1 2,478 厶6.0 2,046 △ 7.7 101 念 48.2

〃常葉 9,044 107.2 4,408 厶5.9 5,285 △ 11.6 56 △ 5.5

間 " 船引 28,181 ZX 4.8 174.8 15,900 △97 玲・:・匕•.... '10,090 △14.1 41 倉 52.8

小 計 95,426 △ 4.7 110.0 44,191 厶8.6 50,705 厶14.3 506 厶 42.5

常 石城郡遠野 9,208 翁12.4 88.1 4,099 が・〇 2,573 金18.6 80 辭9.4

" 田人 5,744 S 20.5 56.4 2,600 済2.4 1,672 铲・7 261 △ 22.3
〃 三莉 7,054 蓊港 52.8 5,272 金12.9 2,412 a16.-.9. 209 △ 55.0

〃川前 5,483 4 6.6 29.9 1,625 僉8.5 1,167 415.7 80 竅 67.5

磐 小 ・計 25,489 △ 15. 〇 44.8 11,596 △侣:5 7,624 云17.0 650 △ 40.1

相 双葉郡川内 5,571 金10.0 27.5 2,543 △ヽ y.3 1,599 △11.3 181 辭.•・〇・.
〃葛尾 2,750

f 9.6
52.5 1,557 剥•2土・ 1,160 •鋭4••乙 42 13.5

相馬甜馈舘 10,542 容7.1 44.8 4,815 A 7.0 3,950 ゝ9.2 56 △ 44.6

双 小 計 18,465 ム8.5 56. 4 8,715 へ7.9 6,709 △10.7 •259 參

△ 47.4月 武隈計 249,551 △ 7.0 87.7 118,958 △ 8.1 77,955 △14.4 1,748

福 島県許 1,985,754 へ5.5 144.0 922,542 厶1.0 406,859 厶14.5 8,040 △ 43.5

—38 —

図2—1 人口・宿度。人口流出と林業就業者割合の関係
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表2 — 4 集落調査による林業依存集落

地「、

総農業 

集落吹

A

林業が大切な兼業である集落 B/A

X

1 〇 〇

表2— 2で

澎印のつい

た町村域

\ 

町村名、、
ヽ

総数

B

林業で生計をた 

ている凄家が多 

い集落数

煜家の・兼業のうち林 

業が主な兼業である 

農家カ;多い集落数

伊逹郡霊山 54 1 1 — 2

二 〃 月舘 32 1 1 — 3

〃川俣 80 1 1 一 1

〃 鈑野 33 — 一 — 一

安斐郡岩代］ 86 — — — ——

北, 〃 東和 63 —— 一 — —

小 計 348 5 3 一 1

呆 束白川郡矢奈 50 15 1 14 30 祯

/Z 瑞 56 16 14 2 29 彭
〃蔚ii 25 5 — 3 13 勘

南 小 計 129 34 15 19 26 •

東白川郡古殿 27 7 • 7 •—" 26 協

中 石川郡平田 20 一 一 一
田村郡小蘇 56 — 一 r 一

" 滝根 18 — — 一 —

〃 大越 28 — —

〃都路 27 10 8 2 37 め

"常・葉 45 一 — —

間 〃船引 93 一 一 •— 一

小 計 314 17 15 2 4

常 石城郡遠歸 13 2 2 一 15

" 田人 22 18 18 — 82

〃 三和 26 1 — 1 4 〇

"川前 12 11 11 一 92 題

磐 小 計 73 32 31 1 44

相 双葉郡川内 22 9 7 2 41

// 葛尾 11 9 4 5 82 つ

相馬郡飯館 46 8 6 2 17

双 小 計 79 26 17 9 55

阿 武限計 943 112 81 51 12

福 島県計 4,425 313 243 70 7

6 °年センサス般業集落調査結果の再集計注
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表2-5 林業賃労働者がいる世帯数と人数

地

域
町村名、、

総 数 農 家 非艘 家 総世 
帯・数 

A

B / A

X 1 0 0

表2— 2で 
冬;印のつい 
た町村世帯数 人数B 世帯数 人数 世帯数 A数

伊逹郡霊山 25 25 25 25 — — 2,601 0.96

県 " 月舘 23 28 28 28 一 1,502 2.15

〃 川俣 255 258 86 86 149 172 4,906 5.25

〃 飯野 45 47 19 19 24 28 1,646 2.86

安逹郡岩代 148 191 145 188 5 5 2,550 7.48

北 〃 東和 126 176 124 174 2 2 2,212 7.96

小 計 605 725 427 520 178 205 15,217 4.76

県 東白川郡矢祭 465 525 413 449 50 76 1,944 磯.27.01 、つ

〃 摘 126 229 85 122 45 107 2,886 7.95 "繼

南

〃勒I

小 計

340

929

450

1,204

500

796

•550

921

40

155

100

285

1,255

6,085

緯 55. 86

19.79

焰

東白川郡古殿 155 205 150 158 25 45 1,927 昏10.55

中 石川郡平田 147 393 154 566 15 27 1,808 餐 21.74

田村郡小野 65 93 58 58 25 55 3,202 2.90

〃 滝根 30 50 24 40 6 10 1,209 4,14

〃 大越 64 82 40 49 24 55 1,255 6.55

〃都路: 15 15 10 10 5 5 966 1.55

〃 常葉 88 104 88 104 一 一 1,706 6.10

間 〃船引 129 202 94 129 55 75 5,250 5.85

小 計 689 1,142 558 914 131 228 17,523 6.59

常 石城郡遠野 86 120 70 99 16 21 1,997 6.01 物

// 田人 73 91 44 48 22 45 1,425 6.59 餘

〃 三和 190 225 142 174 48 • 49 1,429 嬾15.60 翁

〃 川前 110 195 97 170 15 25 679 毋 28.72 緋

磐 小 ・計 459 629 555 491 106 158 5,530 11.57

相 双葉郡川内 630 1,100 450 800 200 500 1,133 籲 97.09 噸

200 250 200 250 — — 541 題46.21 斜

相馬郡飯舘 227 484 214 457 13 27 1,864 愛 25.97

双 小 計 1,057 1,854 844 1,507 213 527 5,558 51,84

阿 武限 M1 3,739 5,554 2,978 4,553 761 1,181 47,695 11.60

福 島県 pi 14,620 26,425 11,049 21,142 3,574- 5,285 歹8,617 6. 65

注

6 〇年センサス林業地域調査による
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a )林充就業者割合が髙く、林業賃労働者も多いところ、矢祭、餃川(県南)、三和、川前 

(常磐)、川内、葛尾(相双)

b )林業就業者割合は高い力、林業貨労働者は少ないところ(林業依存度は高いが、それは 

主として自営に,];るもの)、協(柴南)、古段、都路(中間)、遠野、H1A (常磐)

c )林業就業者割合は低いが、林業賃労働者は多いところ、平田(中間)、饭舘(相双) 

d)林業就案者卽监低く、林業賃労働者も少ないところ、その他の11カ町村。

b生産所彳?

資料は少し古いカ、5 7年と3 8年の林業生産所得合計は表2 — 6および表2 — 2亿示す通 

り.である。’

総生産所得中に占める林業生産所得の削合は、阿武隈平均で16.0 %であるが、それを上回 

っている町村は(働印)12である。そのうち飯舘を除く11カ町村は表2 — 2で糊印のっい 

た町村である。つ嘘リこれらの11カ町村は、林業,免業者の比率にお・いても、林業生産所得の 

割合においても、林業への依存度が高い町村である。飯舘村は就業者割合は髙くは5、、生産所 

得割合は高いという特殊をところである瓜これは国有林野率が高いため、就業者数が低目示さ 

赤い^ためと考え汛林卷の^始既&レ村るといスレ。Iづ訪5阿贓73戒湿说も終た12 

カ町村が林業への依做が平均以上に高い。いわばL林業的山村・!とすることができる。

なお、表2 — 7に示したように、昭和3 8年の所得推計では、これらの12町村のほかに、 

中間地域の平田、小野カ淋業依砥が高くなっている力」 この2町村については、林業就業者 

カ祗いこと、1年度だけの所得表示では林業の場合は信用できない。などの理由から、林業的 

山村の範囲からは一応除外しておく。このようにして就業者お、よび所得両面から策定された林 

業的山莉を図示すなと、図2-5の如くなり、地域的なまとまりが明らか亿みられる。すなわ 

ち北から相双、常磐、県南の各町村と中間のうちで県南、常磐:占りの古殴、都路の12力•町村 

である。•'."

さてつぎな日、これらの林業的山村での林業生産力の水準が全体としてどのように位?置づけ 

られる:かが問題であるカJここでは表2 — 6、図2十4に示す面積当たり林業生産所得によつ 

て嚇しよ・う。 .- , ■■-

一見して、林業的山村はかならずしも単位面秋当たりの林業所得水準が高いとはいえないこ 

とがわかるが、つぎのような型に分けることができる〇

a )林業依存度高く、生産力水準髙い、矢祭、瑞、古殿、遠野、三和

b)林業依存度高いが、生産力水準は平均以下、鮫川、新路、田人、川前、川内、葛尾、飯舘
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表2-6 林業生産所得

地

域 町村名

谿生産所待
(-PH ) 
A

林罢生産所得 
(千円) 

B

構 成 比
B/AX 1 〇 〇 

(% )

春林面積

(膈)

面積当たり 
林業生産所得 

(千円)

県

北

伊逹郡霊山 2,562 150 6.5 5,881 15

" 月舘 1,038 102 9.8 2,804 18

〃 川俣 4,745 252 4.9 9,064 15

〃夜分 1,509 100 6.6 906 借 55

安逹郡岩代 2,211 95 4.2 6,185 ' 8

〃 東和 1,752 69 3.9 5,550 9

小 計 15,615 746 5.5 28,570 15

県

南

東白川郡矢祭 2,165 402 磁 18.6 8,985 秽 22

•" 塩 5,650 1,055 林 29.0 14,257 ’膨 37

"鮫川 1,595 505 砂 27.7 11,554 14

小 計 7,190 1,758 24-4 54,574 25

中

間

束白川郡古殿 2,125 879 密) 41.4 10,181 由 45

石川郡平田 1,705 212 .12.4 6,190 17

田村郡小野 5,281 348 一 10.6 8,894 净 20

〃滝根 1,100 77 ：.4〇・ 5,481 11

〃 大越 2,011 80 .4.0 2,145 19

〃都路 926 227 綺 24.5 10,158 11

〃 常莱 1,568 95 5.9 5,467 9

〃 船引 5,090 564 7.2 9,207 ⑥ 20

小 計 17,802 2以80 12.8 55,701 20

常

磐

石城郡遠野 1,604 288 18.0 7,594 こ; 20

〃 田人 1,107 544 餘 51.1 10,102 17

〃 三和 1,815 857 湯 47.5 14,601 S 29

〃川前 779 551 斜 45.1 10,145 17

小 計 5,505 1,840 54.7 42,242 22

相

双

双葉郡川内 1；258 555 鹽 27.1 17,055 10

〃葛尾 484 149 麟 50.8 6,558 12

相馬郡飯舘 1,776 477 箱 • 26.9 16,105 14

小 計 5,498 961 27.5 59.478 12

阿武限 計 47,408 7,585 16.0 200,565
一 -*•

T9

福島県計 474,785 2,498 5.5 956,648 h

注 1•.生産所得は「昭和3 7年3 8年市町村民所得推計」による2カ年の計である。

2•林業生産所得には国、公営のものも含む。

3.森林面積は6 〇年センサス地域調査による。

4•面積当たり林業生産所得は2カ年平均。

5.し、印は阿武隈平均を上回る町村。
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林業生産所得構成比(昭和3 7年3 8年)
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生座所得と部門別割合表2 — 7

坦 ヽ 生産所德総領
(千円5 

A

人 P A ZB

Aを10 Qとした•鬲 
生産所得の割合 (

く門別 
仍)

第1次産業を
1〇 〇とした割

総 数
B (干円) 第1次 

産業
第2次 
産業

第3次 
産業

合 (% )

域 町村名、 林業
農業 林業

伊逹郡靈山 1,433,510 15,525 106 51.6 16.7 51.7 7.5 85.5 14.5

県 〃月舘 569,062 6,574 87’ 65.5 19.6 24.9 10.5 84.3 15.7

"川俣 2,588,186 24,741 1.05 23.0 50.2 41.8 5.0 82.0 17.9

"飯野 769,034 8,452 91 55.8 57.5 29.2 2.4 92.6 7.1

安達郡岩代 1,255,785 15,975 90 59.6 6.6 55.8 5.6 94.0 5.9

北 "東和 920,958 12,439 74 65.5 6.9 29.6 4.8 92.5 7.5

小 計 7,536,535 79,706 95 45.4 20.1 54.5 5.3 88.2 11.7

県 束白川郡矢祭 1 ,187 ,776 10,268 116 52.1 16.1 51.8 導17. 9 65.4 <34.4

〃 埼 2,082,198 14,908 140 58.4 11.1 30.5 瞬9.8 48.9 物.1

〃鮫川 741,729 7,291 '102 76.6 4.7 18.7 ©30.0 60.9 敖9.1

南 小 計 4,011,703 52,467 124 60.4 11.6 28.0 26.5 56.0 43.9

東白川郡古殿 1,063,464 10,256 104 67.1 8.6 24.5 噂44.2 34.2 泌.8

中 石川郡平田 909,357 .10,006 91 76.0 '6.3 17.7 备17.0 77.7 22.5

田村郡小野 1,642,185 16,595 99 55.5 19.7 48.0 13.7 57.8 部.5

〃滝根 556,341 6,504 88 51.8 15.9 34.5 5.6 89.2 10.8

" 天越 1,271,052 7,895 161 25.4 §8.5 16.1 0.4 98 Q 1.5

〃都路 496,226 5,145 96 56.2 15.4 28.4 询8.8 66.4 •癖3.4

〃常葉 828,437 9,044 91 61.2' 8.9 29.9 5.8 90.4 9.6

間 〃船引 2,663,678 28,181 95 57.4 10.6 52.1 7.2 87.4 12.6

常

小 計

石城郡遠野

9,450,740

796,957

95,426

9,208

__ 10!

87

51.7

52.3

18.1

18.2

50.1

29.5

12.9 

應17.3

74.9

64.5

25,0

◎63.1

〃田人 550,103 5,744 96 56.8 15.4 29.8 詞.〇 45.3 葬2.8

〃三和 1,105,933 7,054 157 75.4 9.1 17.5 ^51.1 30.3 №.7
〃川前’ 483,649 5,485 159 70.0 9.5 20.7 聊9.3 29.5 ◎70.4

格 小 計 2,936,642 25,489 115 64.0 12.4 25.6 37.7 40.2 58.9

相 双葉郡川内 680,137 5,571 127 55.0 17.0 27.0 即3.0 59.9 鄭0.1

〃葛尾 260 ,229 2,750 95 69.2 9.3 21.5 賦9.7 57.0 期2.9

相馬郡飯舘 870,502 10,342 84 67.9 7.9 24.2 ぞ)25.2 65.7 婀•2

双 小 計 1,810,868 18,463 98 63.5 11.7 25.1 27.8 55.9 44.0

阿 武隈計 25,726,488 249,551 105 55.4 16.6 50.0 16.7 68.6 51.2

福 島県計 285,551,Q60 1,985,754 144 26.8 25.5 49.7 5.0 78.5 18.6

注 1.昭和3 8年市町村民所得推計にX・る。

2. Q印は阿武隈の平均以上の町村。
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図2-3 林業依存度の高い町村(斜線の町村)

一 46 •

C )林業依存度低いが、生産力水準は平均以上、飯野、小野、船引

d )林業依存度低く、生産力水準低い、霊山、月舘、川俣、岩代、東和、平田、滝根、大越、 

常莱

つぎに、•林荣生産所得が、地域の総生産所得と何か関係があるかということである力I図 

図2 — 5に示すよう(て明確な関係はみられないが、少なくとも、※で示す林業的山村にむ 

ける総所得は他の町村のそれと比較して経るとも劣っていない点は注目される。ただし、 

林業生産額の約2割を占める国有林野の所得が含まれているため、分配所•得面では林業的 

山村の優位性はかならずしも明確とはいえない。林業的山村の総生産所得(人口1人当た 

り)が112千円に対し、それ以外の地域町村のそれ质9 8千円であるから、以上の事情 

を考慮すれば、両者において大差はない.といつ・た方が正確尹あろう。

3»林業生産基盤

a概 況 ’.,.•一、」
・・ , • , •• •;

土地面積についての概況は表2 — 8に示す通りである。咬たこれを図化すると図2— 6、7、 

8のようになる。 ",•

まず林野率(てついては、前Wて林衆的山村とした12カ町村のうち古殿を除いた11町村はい 

ずれも林野率が高いのは当然として、’非林業的山村とざれた川俣、滝根、小野がやや林野率が 

高い。也た阿我限平均の林野率7 3 %をとると、林業的山村は古殿、墙、田人を除いて全部平 

均以上の林野率を示し、古股の林野率が極端に低いだけである。ただしこの点は41年県林業 

統計書によれば、古・股(7 8 % )田人(8 6 % )墻(8 2%)となって治り、おそらくこれが 

正しい数字亿近いと考えられる。

つぎに森林・は、平均すると9 7 %であってきわめて高く、東和を除けばすべて9 〇%以上 

を示している。

耕地率は図2-8の通り山地の西側と東側ではかなり明瞭な地域差があるが、林野率と・耕地 

率の相関をみると、図2 — 9の通りとなる。林業就業者、林業生蜜所衍両面から林業への依存 

度の高いところの、林業的山村(※印のついた町村)は明瞭なグルーピンダが可能である。

つぎに林野の所有構造の地域性についてみておくと、阿武隈全体としては、国有一私有型で 

•ある力:、表2 — 9および図2-1〇に示すように次のタイブに分かれる。

(※印は林業的山村)

a )私有林地帯、県北、中間(常葉、滝根、都路、古殿を除く)
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図2-5 総生産所得水準と林業生産所得の関係

.※は林業的山村
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注 1)6 0年センサス林業地域商査による。ただし耕地率は県農政部:阿武隈山系地域豊林荣亦

表2 — 8 土地面積主要指標

地

域・ •町村名、、、
総土地面秋 林野面技 森林面積 林野率 森林率 枕•地率

伊逹郡雯山
町

8,688
町 

6,011
町 

5,881
% 

69
% 

98 20.6

奈 〃 月館 4,317 2,330 2,804 66 99 24.5 '

〃川俣• 12,859 9,074 9,064 71 100 20.8 ■
f

" 缢穿 2,153 906 906 42 100 19.6

安逹郡岩代 10,036 6,434 6,185 64 96 27.4

北 〃 東和 7,109 5,955 5,550 56 89 ...... 竺・〇・

小 計 45,162 29,210 28,370 65 97 24.5

県 東白川郡用 12,007 9,938 8,983 75 99 10.1

" 塩 21,344 15,223 14,257 71 94 9.2

" 絞川 15,254 11,580 11,534 87 98 .......収.
南 小 計 46,605 35,941 34,574 77 97 9.5 J

東白川郡離 16,582 10,356 10,181 63 98 .....8,4.

中 石川郡平田 9,454 6,466 6,190 69 96 20.4

田村郡小野 12,573 9,043 8,894 72 98 17.4
〃滝粮 5,146 3,705 3,481 72 94 14.7

〃 大越 3,610 2,184 2,143 61 98 25.4

〃 都路 12,605 10,566 10,138 82 98 6,〇

" 常葉 8,475 5,637 5,467 67 97 17.4

間 " 船引 16,375 9,285 9,207 57 99 27.7-

小 計 84,800 57,042 55,701 67 98 16.9

常 石城郡遠野 10,158 7,500 7,394 74 99 4.4

〃 田人 15,884 11,204 10,102 71 90 10.5

" 三和 20,018 15,153 14,601 76 96 5.1

" 川前 10,857 10,171 10,145 94 100 4.8

磐 小 計 56,917 44,028 42,242 77 96 6.2

相 双葉郡川内 19,002 17,262 17,035 91 99 3.7

〃葛尾 8,516 6,515 6,538 77 97 6.7

相馬郡飯舘 6,258 17,579 16,105 76 92 9.0

双 小 計 50,776 41,356 39,478 82 96 7.3

阿 武限計 284,260 207,477：： 200,365 75 97 ?

福 島県計 1,376,813 962,192 936,648 I 70 97 ____________ ?

典計画2 9ベージ表HI — 8够よる。

2)墙、古殿、田人については、41年彙林業統計書ではつぎのようになっている。 

塩 17,331 / 21,086 弓100 = 82 % 古殿 12,829 / 16,445 x 100 = 78%

田人 13,658/ 15,797 X 100 = 86 % .
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土地面積主要指標(林野室)网2- 6

0以上
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b ) 国有林地帯、東墙、※田人、※都路、※飯舘

c)公有林地帯、潦川内

d )国(公)私混合地帯、澎葛愷、常葉、滝根、※川前:恣古殷、※遠野、尝鮫川、※矢祭、 

ここでは特徂的なことは、いわゆる林業的山村の林野所有力、主として国(公)私混合 

ないし国有林であって、私有林ではないことである。逆に、私有独地带の大部分は非林業 

的農山村によって占められてい.る。

b森林資源

阿武限山系地域は全体として単・位面秋当たりの盤積はさほど高くないが、人工林率、用材林 

率などはかなり高い。とくに民有木Kにおいて著しいことは前に述べた。しかし全体としてはそ 

うであっても、山地内ではいちヾるしい地域差がみられるこ•とも大きな特色である。

ー殷に、いずれの指標をとっても常磐地域、県南地域は非’常に優位(てあることカ:知られ、同 

じ林業依存度の高い町村であっても相双地域とは大きな差がある。

このような山地内にお、ける:域差は、過去の育林活動のるい積の如何によってもたらされた 

ものであるカ;、ひとまずその実情を総括的に示したものが、表2-1〇である。それぞれの指 

標についての図式化は図2 -11〜図•2—16に示した。

この表では、林業依存度の高いところのいわゆる林業的山村を潦印で示し、各指標について 

阿武隈平均を上回る町村を’、)印で示している。これによって森林賣源の存在状況を整理すれば 

つぎのようになる。 •

@ いずれの指標をとっても平均以上を示す町村、•※矢祭、※稿、※古殴ぐ滝根、※遠野、※ 

田人、※三和 1 ./ ,

これらの町村は人工林の歴史が比較的古く、森林資源亿恵まれているところである。大部 

分は県南、常磐の林業的山村であるが、滝根は例外である。

① いずれの指標も阿武隈平均以下である町村(県北)月舘、川俣、岩代、東和、(中間)平 

田、小野、※都路、常葉、(相双)※川内、楽葛尾、楽饭舘

非林業的山村の大部分はこれに含まれるが、相双地域の3力村と都路村は林業依存度が高 

いにもかかわらず、生産基盤が貧弱であることは注目を要する。

(〇) @@以外の町村

(〇)-1 針葉樹蓄秋率あるいは1ha当たり蓄積のみカ淌い町村。

霊山、・趙、船弓丨

これらの町村は人工林率、用材朴率は低いにかかわらず、比較的壮老令の森林がある
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表2-9 保有形態別林野面積

他、

或 啊村

林 野 面 禎 Cha). 舸比 率(强)

総 数 国 公 私 総数 国 公 私

伊達郡臣山町 6,011 341 292 t 5,578 100 6 5 89

県 " 月舘町 2,850 一 215 2,616 100 一 8 92

〃 川俣町 9,074 ' 822 603 7,648 100 9 7 84
〃 飯野鄭 906 - — 206 700 •100 — 2 98

北

安達郡岩僧r 6,434 183 504 5,946 10U 5 .5 92
〃 東和町 3,955 一 407 5,547 100 一 10 90

小 計 29,210 1,346 2,025 25,855 100 5 7 88

県
束白川郡矢祭町 9,038 3,111 552 5,574 100 54 4 一 62

〃稿町 15,223 9,034 555 5,856 100 59 ...............?... 39

南
〃絞川町 11,580 3,899 15 7,668 100 54 〇 66

小 計 35,841 16,044 718 19,073 100 45 2 53

束白川郡古殿町 10,356 3,715 915 5,725 100 56 9- 55

中 石川郡平田村 6,466 1,292 29 5,145 100 20 〇
80 |

田村郡小映! 9,043 878 105 8,059 100 10 1 89

"淹粮町 5,705 1,226 161 2,517 100 55 4 63
〃大玆村 2,184 65 6 2,092 100 4 〇 96

〃都路村 10,566 6,025 688 5,655 100 58 6 36

間
" 常葉町 5,657 1,696 156 5,804 100 50 2 68

" 船引町 9,285 1,594 —• 7,890 100 15 一 85

小 .計 57,042 16,511 4 040 58, 685 100 28 4 68

常
石城郡遠野町 7,500 2,961 257 4,501 100 40 5 57

" 田人村 11,204 7,796 442 2,964 100 69 4 27

〃 三养昧r 15,155 7,105 2,917 5,155 1〇〇 47 19 34

盤
〃 川前村 10,171 4,734 952 4,505 100 47 9 44

小 計 44,028 22,596 4, 528 16,901 100 52 10 38

柱
双葉郡川内村 17,262 6,292 9,556 1,654 100 56 55 〇

〃 葛尾村 6,515 4,852 426 1,256 100 74 7 19

75
相馬郡餃舘村 -17,579 10,569 541 6,668 100 60 2 58

小 計 41,356 21,713 10,105 9,558 100 55 24 —23

阿武隈計 207,477 78,010 19,414 110,057 100 58 9 55

福島県計 762,192 404,181 91,576 466,654 100 42 10

注 1.6 〇年センサス林業地域調査による〇

2.国は国および精殊法人保存のもの〇公は県、町村(地方公共団体の組合を含む)、財産 

区の保有のもの。私は伺人、会社、社寺、組合、団体、部落などの保有および共同保有の 

もの〇
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図 2-10 保有形態別林野面秋

>20—0 — 80

公=1〇 %以上

竜,放字は国・公・ 

私の比率

私=8 〇务以上
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表2-10 森 林 資 源

地 国・公 •私合計 民 一有 林X 人口林率 用材林率 人工林率
針莱 樹林率 1h a当た

域
町村名、、

面 積 •蓄 積
ーリ裕彼

(紀)

伊逹郡霊山 14.9 ,26.6 25.1 52.6 唾•61.9 55.9

県 〃月舘 17.6 21.6 '19.0 21.2 38.5 25.7

"川俣 20.2 21.4 25.5 22.9 52.7 50.0

〃 国 籍 51.4 小 55.8 28.9 25.2 48.8 26.4

安理郡岩代 14.5 19.0 16.8 14.7 ；52.1 52.0

北 〃 東和 25.6 25.5 50.1 27.6 55.5 57.0

小 計 19.1 25.5 22.6 25.7 55.5 51.6

県 東白川郡矢祭 饗 47.5 、の50.7 •劭 57.9 .59.6 @ 79.6 奥 45.5

〃 瑞 e 37.5 45.5 金 48.4 ク 52,2 缴 69.1 題 50.6

〃鮫川 18.6 22.7 伐 35.4 〇• 56.4 55.1 35.6

南 小 計 51.7 55.9 47.5 49.7 69.1 44.5

東白川郡古殴 繆 65.5 勢 65.4 律 67.1 ゆ 67.0 •渝 84.0 移 65.0

中 石川郡平田 17.8 25.5 25.7 24.6 59. 5 - 28.8

田村郡小野 24.9 "‘25.8 50.5 50.0 49.5, 27.0

"・滝根 物 59.2 可 40.5 修 55.2 快 54.9 糞 65.4 為 41,6

〃大越 24.5 .• 27.5 25.9 28.7 55.1 # 56.6

〃 都路 17.5 25.0 9.5 10.7 54.1 -20.9

〃 常葉 26.1 28.5 22.6 24.2 59.4 50.7

間 〃通, 19.5 21.3 17.3 18.4 40.8 的 42.8

小 計・ '30.2 52.7 30.5 51.5 55.4 58.1

常 石城郡遠野 ’鬱 42.7 題 45.7 '絲 50.2 啄 48.5 镑 65.4 〇 42.0

〃 田人 鶴 55.1 伽 55.5 綫,65.7 65.6 鑰 88.2 紛 78.9

" 三和 參 55.5 渝 59.9 ’題 46.6 e 46.5 働 65. 7 〇 , 44.0

" 川前 砂 55.4 發,36.8 26.1 25.0 27.7 20,4

磐 小、 計 36.5 58.9 46.8 45.8 68.8 42.5

相 双葉郡川内 22.6 50.9 28.5 51.6 40.5 17.5

〃 葛尾 •23.0 52.4 16.6 20.6 56.4 50.7

相馬郡飯舘 17.4 25.8 17.0 18. 4 22.5 51.5

双 小 計 20.5 28.1 25.8 26.6 54.5 22.8

阿 武隈計 28.7 52.8 55.8 54,9 59.1 57.0

福 島県 計 19.1 25.2 20.5 25.7 45.0 40.8

注 1.国.公.私合計は6 0年センサス林業地域調•査による。

2.民有林は福島県林業統計苫(.•昭和3 9年度)32頁による。

(昭和4 〇年4月1日現在)

5-印は阿武隈平均以上の町村〇
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図 2 — 1 2 用材林率(国•公・私)
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図 2— 1 4 針葉樹面積率(民右林)
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民有林針葉樹材積率図 2-1 5
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図2 — 1 6 民有森林1ha当たり蓄積

42. 8

2■〇.-4：

3 〇波未満I；.；.：

4 〇 7ガ未満FZ«刁

顼未満校亥

〇紀以上

—64 —

ところと思われる。その主体はかそらく天然生林であろう。

©—2 国・公・私合計は平均以上であるが民有林は平均以下の町村、飯野、※川前

これらの2町村は国有林野の人工林、用材怀率は比較的高いが、民有林は他に比して 

劣るところである。

©- 3 国.公・私合計は平均以下であるが、民有林は平均以上の町村、避鮫川

c- 2とは逆に民有林が相対的您優位であるところである。

つぎに人工林率と面積当たり蓄秋の関係であるが、1212-17に示すように蓄積の度 

合は低いが、低いなりに人工林率とパラレルである。だから、大越や船引のように人工 

林率は低くとも、1h a当たり蓄頂け高いという例外もあるが、やはり人工林率の高い

:ところは就して生産基盤も充実しているといえるであろう。

c 交通、立地

国有林を除いた民有森林の地利級を!〜5に分けて、それぞれの町村ごとに示したのが表2 

-11であるが、阿武隈は県全体に比べて概して地利はよい。しかし阿武隈平均に比して悪い 

ところ力;9町村あるカ电 そのうち8町村はいわゆる林業的山村である〇これらの町村は一般に 

山間部に位するためであろうと推定されるが、現在の人工林が伐圳に违する今後は林道網の一 

屈の拡大が必要になる•であろ? 〇

4 〇年現在の林道延長は林野面積1ha当たり2.5 mという貧弱さであり、俐」用林野面積に 

対する密度は8.4 "I。とくに林業的山村のそれは川内村、田人村を除いて、意外に劣勢である。

4 ) 造林の進掺状況

a 植付主体別由積

植付の主休を県営、町村営、財産区営、私営と分けると、6 〇年センサス時点で表2 —13 

のようになる。

a )私営造林地帯(私営造林率6 〇 %以上)県北(飯野を除く)ヽ※矢祭、中間(都路を除

く)、常磐(川前を除く)

□)国営造林地带(国営造林3 〇%以上)、塩、皎川、都路、川前、相双、(川内除く)

C ) いずれにも属さないところ

C )-1財産区営、飯野

• C )-2 町村営、川内

に分類される。
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図 2 — 1 7 人工林率とh a当たり蓄為?の関係

県北

県南 X

中間

常磐

相双 +

10 21 50 40 70

△

人工林率(％ )

米

□
.电〇了 (.次 ア-&5.?,>

•紅!叫号皿/)

十!'J ii)和C& -2»・9 )
外

去
那時快(w.y-ZC

a财叮"7〇-3〇刀

_ x筏リウ(：と・6-‘七 ノ

,, ’ハ〇 ら町M3.厂ー3/) 決
お代りく 3言。•".め碧爰町•〇•フー・"

灰十寸タ・ヽ9詩［(成・6・いg?ー誤想・み•の %パ段务撰«,

施編冶"E籍・、527.「3心)

〇臟(JJ・以,7"・の 初月町(Z6•レー2%・わ

WT(zz・分-23."

〇
8

〇
7

60

1

ha
当
た
り
茗
積

—66 一

爰2 —11 民有林地利拔別森林・面積・菩積

比

城

ヽ

必町村い、

総、 数 うち地利級5〜5 同 比 率

面 秋 蓄 積 而 積 蓄 秋 面 積 蓄 積

..

北

伊述都霊山町 5,542 187,909 95 615 1.7 0.3

" 月舘町 2,939 75,554 一 — — __

〃 川俣町 8,056 241,146 441 12,278 5.5 5.1

" 飯・野町 878 23,213 一 • 一 一

•安逹郡岩代町 5,482 175,349 208 5,155 3.8 2.9

•" 東和町 5,439 127,316 593 -12,420 し 11.4 9.8

小 .計 26,516 830,487 1,157 30,466 4.3 3.7

県

南

東白川郡矢祭町 6,354 287,640 651 21,335 C.J 10.4 7.5

〃塩町 7,657 586,177 224 10,301 2.9 2.7

〃鮫川町 6,130 218,022 564 24,223 J 9.2 11.1

小 計 20,121 891,839 1,439 55,859 7.1 6.3

中

東白川郡古殿町 5,995 389,610 ■ 495 22,669 〇 8.5 5.8

石川郡平田村 4,608 132,580 101 2,789 . 2.2 2.1

田村郡小野町 7,961 215,117 • —— —— — —

〃滝根町 2,305 95,780 ' 一 一 — —

〃・大越村 2,051 114,927 — — — —

間・

〃 都路村 4,665 • 97 ,288 176 5,168 3.8 5.3

〃・常葉町 3, 756 114,680 — —

〃•船引町 7,415 '31 7,488 一 一 一

小 ・ 計 38,716 1,477,470 772 30,626 2.0 2.1

常 石城郡遠野町 4,647 '195,550 1,365

1,188

76,295 (つ 29.4 38.8

〃 田人村 4.982 '392,895 122,717 , U 23.9 31.0

〃•三和村 10,887 479,19'6 一 —, 一 一

磐

" 川前村 5,261 107 ,053 424 6,942 C? 8.1 6.5

小 ^ 計 25,777 1,174,494 2,977 205,954 11.5 17.5

相

双

双葉郡川内村 11,177 195,514 802 8,062 |つ 7.2 4.1

〃 SSS 1,506 46,219 — 一 一 一

相馬郡飯舘村 5,632 176,495 476 16,718 〇 8.4 9.5
!小’・計’ 18,315 418,228 1,278 24,780 7.0 5.9

阿 武,隈計 129,245 4, 792,518 7,605 - 347,685 5.9 7.2

福 島・県計 505,490 12,557,029 44,894 920,656 14.7 7.3

注 !•福島県林業統計書4 0牵(昭和4 0年4月1日現在)による。

2. 県計の以字は会津、田島森林計画区を除く故字である。

3. 地利級5 — 5は林道より千メートル以上の林地である。
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林 道表 2-1 2

地

町村名、、、

施工実は
延 長

A

現 況
延・長

B

B/A 
X 

1 〇 〇

民有森林
面 積

C

B 
/

〇

3 4 ～ 3 
9年度新 
設延長D

D/B 
X 

1 00

林野面積

E
B/E

伊逹郡霊山町 15,540 10,881 80 5,542 1.60 2,599 24 6,011 1.8

県 〃 月舘町 12,422 4,359 .35 2,959 1.47 1,896 19 2,830 1.5

•〃 川俣町 53 ,724 8,231 25 8,036 1.16 3,009 57. ■■ 9,074 0.9

" 坂野町 7,881 7,05 2 89 879 8.04 1,120 17 906 つ7.8

安过郡岩代町 43,296 ヽ 31,232 72 5,482 5.70 4,587 15 6,434 う4. ?

北 " 東和町 10,101 '8,204 '82 3,439 - 2.38 2,892 38 3,955 2.1

小 計 120,964 .69,959 58 26,316 2.66 16,203 23 29,210 2.4

柴 東白川郡矢祭町 35,319 ■16,961 48 6,354 2.67 6,997 41 9, 038 1.9

- "羯町 44,800 30,34.5 67 7,637 3.92 13,254 43 15,223 2.0

〃餃川町 18,596 •18,596 100 6,130 3.04 8,634 52 11,580 1.6

南 小 計 98,715 65,900 67 20,121 3.28 29,88 5 45 35,841 1.8

来白川郡古殿町 15,260 • 9,872 65 5,995 1.65 7,753 23 10,356 1.0

中 石川郡平田村 9,326 7,966 86 4,608 1.73 4, 445 56 6, 466 1.5

田村郡小野町 33,805 28,979 85 7,961 3.63 6,165 21 9,043 ..3.2

〃 滝根町 20,807 11,066 53 2,305 - 4.79 5,227 47 3,705 ( . .> 3.0

" 大越村 6,402 5,223 81 2,051 2.54 1,144 22 2,184 2.4

•〃 都路村 14,870 •14,861 99 4,665 3,18 2,748 19 10, 366 1.4

" 常葉町 24,073 21,663 90 3,756 - 5.62 2,088 10 5,637 0 3.8

間 〃貽引町 35,258 33,917 .96 7,415- 4.57 12,070 33 9,285 5.7

小 計 159,801 133,547 84 38,716 3.50 36,040 26 57,042 2.3

ぞ; 石城郡遠野:町 21,499 12,190 57 4,647 2.63 5,.003 46 7,500 1.6

•〃 田人村 52,359 • 47,136 90 4,982 9.45 10,470 22 11,204 〇 4.2

" 三和村 48,107 35,514 74 10,887 3.29 6,291 18 15,153 2.3

磐
■.〃 川前村 44,733 17,479 39 5,261• 3.32' 6,767 39 10,171 1.7

小’ 計 166,698 •112,319 •68 25,777 - 4.20 28,549 26 44,028 2.6

相
•双葉郡川内村 102,600 80,813 30 11,176- 7.90 28,463 36 17,262 こ)4.7

■" 葛尾村 22,124 13,258； 60 1,506 ぺ•80 925 7 ........6点,.. 2.0

•相馬郴飯館村 68,444 '55,139 52 5, 632 6.24 5,727 17 17,579 2.0

双 •小 討 193,168 •129,210 67 18,314 7. 05 35,353 28 41,356 3.1

阿 •武 限浩 739,346 510,935 ■■69 129,244 3.96 146,030 29 207,477 2.5

福 a 県計 3,285,350 2,265,808 69 553, 127 4.-10 493,960 22 962,192 2.4

注 1.県林業統計詳•より作成
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b植林和類^面秋

6 〇年センサスと很林業統計志(3 9年度)の敌字は若干くいちがっているが、国・公・私 

含計および民有林の両方をかかげると表2-14、表2 -15の^リである。

一般に林転力;主体になることは前にも述べた通りで再造林の比重は小さい。しかし相対的な 

地域差はかなり存在しており、つぎのよう亿区分することができる。

a ) 再造林の比重が相対的に高く、再生産の基盤がかなりしっかりしているところ、矢祭、 

娘、古媛、遠野•、田人・

b )原野散生地造«、の比重が相対的(て高いところ、川俣、岩代、束和、平田、小野、滝根、 

大感船引

C ) 林転を主体(てするところ、霊山、钗J化三和、川前、川内、•葛尾»飯舘

d )判定不旳月舘、飯野、都路、常葉

以上3つに分けられるが、注目されるのは、県北,中間地域の農山村では、も、ちろん造 

林の主体は林転であるが、原野造林の比重が比較的高いことと、林業的山村と判定された 

町村のうち、県南、常磐地域では再造林比率が高く、相双地域では林転が多いという両極 

(てわかれて.いることである。

c 植林面植と年度別推移

植林面積の2/3は民有造林であり、その9割は一般補助造林である。

資料の関係で一般補助、一般造林の年度別推移をみると表2—16の通りである。

一定の地域性は検出されない。

つぎに3 9年度の植林面瓶は表2-16に示す通りであって、いわゆる林業的山村12のう 

ち、平均以下を示しているのは阪舘のみであって、他はすべて阿武限平均の造林甬稍を上回っ 

ている。これらのほかに平均を上回る町村は小野、滝根の2カ町村のみである。年度別推移を 

考えあわせると(表2-17 )、滝根はとくに植林活動が活発であるといえる。

5 ) 林野の所有

a 所有規模

所有形態によって区分をすると前述のようにつぎの4つに分けられる。(楽印は林業的山村) 

a )私有林地帯、県北、中間(常葉、滝根、古•般を除く) 

b )国有林地帯、楽矯、楽田人、楽都路、※飯館

〇 )公有林地帯、※川内

d )国(公)私混合地帯、贖葛尾、常葉、滝根、泊川ゝ、※古股、、縫野、楽絞川、.雲矢祭
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注 6 0年士ンサス牀業地域調色による〇 注16 0年センサス林業地域調査による〇

2 [li!積は4嗷点以下切り捨て。したがって合計したものは総数と合致しないことがある。

表2-15 植付け主体別面積 j 表2-14 植林面積(私営以外も含む)

地 植 付 け主 体別 面積 同比率
備う・

地、V 植付けした土地の强類別面積 同 比 率

域 郡町村名、、・ 総数 衆営 町村営 む産区営 私営 国営 私営 国営
X.

総数
人工林の 天然林の 山林でな 

かった土 
地・へ

総数
入工林の 天然林の 山林でな 

かった土 
地 へ例童郡富山町 54 — —— _54 一 ’乡100. — 域

郡咐寸名、、、
伐跡地へ 伐跡地へ 伐跡地へ 伐跡地へ

県 "月息町 19 一 1 — 18 — 咄95 —
伊達郡靈山町 54 '• 7 42 3 • 100 15 傍 78 6

〃 川偎町 105 一 一 2 82- 17 您•81 17
県 19 5 15 1 10U 練 26 69 5

〃 報野可 10 一 一 7 3 — 30 一
〃川俣町

〃飯野町

105 • 2 92 8 • 100 2 箏 89 5 8

•一安逹•鄭・琶仗5L. 48 — 1 2 44 _〇 > 92 〇 10 〇 10 — 100 〇 お 100

北
〇柬和旬

_竺- — 一 ：
46 — 均:J00 —

安逹郡岩代町 48 ' 4 •58 5 " 100 8 & 79 ■z 10
小 G 280 2 11 247 17 88 5

北 /Z 東和町 46 9 *52 4 100 念 20 70 股,9

県 東白川郡矢祭町 158 11 一
...

98 48 荷62 30
小 計 280 ,.27 227 21一 100 ' 10 81 8

〃希幵 377 • — 一 / ;¥" 204 172 ,55 .函45
県 束白川郡矢料r

〃塩町

158 55 .105 16 100 畴 20 67 & 10

〃絞川町 199 —— 1 •........ ..... . ••
B7 111 44 統 56 377 • 87 261 28 100 佥, 25 69 7

南 小 ・計 734 11 1 一 389 551 53 45
〃餃川町

小 計

199 26 167 5 100 13 餘 84 3

東白川郡古殿町 357 — 3 12
.…・一——…———

214 127 幽60 36
南 734 148 553• • 49 100 20 75 7

中 右川郡平田村 69 一 8 5
.......... ......

47 10 廟68 15
東3川郡古殿町 357 61 288 7 100 疎 17 80 2

田村郡小野町

〃滝根町

210 一 一 199 ,10 變95 5
中 石川郡平田村 69 .•:佗 .49 7 100 軽 17 70 參•12

107 — 一
.. ........ .

95 13•••••••••... . 穆87 12
田村郡小野町 210 15 176 21 100 6 鈴 84 葯10

〃大越籽 42 — — 40 1 懲.....95 2
〃 滝根町 107 ■ 10 -69 27 100 9 65 忿25

〃都路再 169 — 2 —— 27 140 16 酬82
〃大

〃 都路村

42 8 26 8 100 囈 19 62 ■«&' 19
〃常棄針 96 — 19 一 60 16 < 63_ 18 169 27 •141 100 顔16 84

- --

間 〃船引町 104 — ...... ......
— 75 ...29 數72 29 〃 至藝・可

〃 船引町

96 15 67 14 100 谿 16 70 密)15
小 許 1,154 — 32 15 755 346 65 .50

間 104 10
. ... — ......

70 23 100 10 68 矽 22

常 石城郡遠野町 218 — 21..... ....... .
一, 150 46 爹69 21

小 計 1,154 156
.....—

886 107 100 14 77 9

" 田人村 186 8 22
.........

— 147 8 を79 4
常 石城郡遠野町 218 75 121 20 100 壤 34 55 噂 9

〃 三和村 395 —— 10...... .......
4

......... ... .
235 144 ....... .......豎60 傍•36

〃 田人村 186 61
............ .

101 23 100 臨 53 54 12
•• 〃 川前村 304 20 12.. .. .....

— 175 97 ... 57 惭 32
// =和村 395 76"

......ー〜・
309 8 100 懒 19 81 2

磐 小 計 1,103 28 65 . 4 707 295 64 26 504 19 2/5 9 100 6 薮 91 r

相 双棄郡川内村 305 25 87 — 35 154 12 •働51
够 小 計 1.103 231

... •-
806 .60 100 21 64 "5

〃 葛尾村 88 — 9,...一….....
— 7 71 8....... 一 铮81

相 双勇君B川内村 303 5 288 9 100 ㈱ 95 3

歯・馬鄭•飯ー舘技・.. 307 一 25 ... 一 95 187 31. . ... ....... . 礼・..負・.
• • •••••• •

〃 萬尾村 88 1
...... .......—•

84 2 100 尽 95 2

双 小 計 698 25 121 — 137 412 20 59 相馬郡飯館村 307 9
--- 二...—

287 11 10CJ 禽 90 4

阿 武隈 計 3,969 64 221 3〇 2,255 1,401 56 35 X 討 698 15
... .....

659 22 100 99 3

福 島県 計 11,435 179 741 229 6,370 3,912 56
1 34 ■-

J 阿一武 限邑 3.969 577 3,111
259 100 15 76 7

I福島県言 11.435 2.071 顽1 1.000 100 19 …乃 9



表2 —15 民有:造林地袍別面:秋比率(3 4〜3 9年度、6カ年合計),

地

•城 ■•那町村名
総富

人 工 造 林 天然下很

補 整
備 考

再造林 林 転 原野散生地

異

伊恙郡題山町

〃 月瓣町
100 13.2 勇 80.1 6.7

〃川俣町

〃 叛劈・町
100 13.8 73.1 輟•13.1

北

安逹郡岩代町

〃 東和町
100 12.2 魅 75.8 曲 12.0

小 計 100 13.1 76； 5 10.4

県

南

東白川郡矢祭町 100 密..31.1 57.9 ① 11.0
•

〃培町 100 29.1 61.2 9.7 :.

〃餃川町 100 W 16.6 82.6 0.8

小 計 100 25.6 67.2 7.2

中

間

東白川郡古殿町 100 饗 22.1 72.1 5.8

石川郡平田村 100 10.3 瞬 78.9 丝10.8

母村郡小野町 100 12.2 68.5 今 19.3

〃滝根町

'! 大越村
100 12.8 67.1 够 20.1

" 都路村

" 常葉町
100 10.0 紡 76.9 讀 !3.1

" 船引町 100 9.4 69.9 關 20.7

小 計 1 00 14.2 71.3 14.5

常

磐

石城郡遠野町 100 筋 16.7 匕 76.2 7.1

" 田人村 100 壬:, 35.5 58.7 5.8

〃 三和・卜f 100 警 19.6 .• 77.8 2.6

〃 川前村 100 7.9 尚 84.9 7.2

小 計 100 21.9 73. 6 4.5

相 双葉郡川内村 100 2.9 "96.6 0.5

〃葛尾村 100 6.8 似 88.0 5.2

相馬郡饭館村 100 3.6 必 90.6 5.8

双 小 計 100 2.9 94.4 2.7

阿武限 計 100 16.4 75.1 8.5

隔岛県 計 100 14.4 75.0 10.6

注 1.ほ島県林業統計書(昭和3 9年度)にょZ。

2•補助、融資、県行造林の合計。つぎの造林は含まない。

市町村自力、一般自力、公団、保安施設事業、せき悪林地改良事業•による

造林〇これらの県全体9,676 ha中に占める割合は893ha->9.2务にすぎない。

3.平田、遠野、川前、富尾は3 7年〜3 9年の3ヶ年合計であるc
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表2-16 民有林造林実績

地

域
郡町村當、、、

蘇林面積

A

民冇林造林
実 續

B

B/A 
X 

1 〇 〇

うちー殷:造 
林面積 

C

C/B 
X 

1 〇 〇

商

林 
ち
造
積 

う
助
面

D/B 
X

1 〇 〇

伊逹郡霊山町 5.542 126 2.3 101 80.2 102 81

県 〃月舘町 2.939 57 1.9 55 96.5 57 100

〃 川俣町 8.036 82 1.0 79 96.3 82 100

'! 飯野町 878 10 1.1 10 100.0 10 100

安達郡岩代町 5,482 64 1.2 59 92.2 65 99

北 〃 東和町 3,439 87 2.5 83 95.4 87 100

小 計 26.316 426 1.6 387 90.8 401 95

県 東白川郡矢祭町 6,354 220 6：- 3.5 21'1 95.8 216 98
〃.璃町 7.637 231 〇 5.0 231 100.0 225 98

.〃 ・鮫川町 6.150 242 汤 3.9 232 95.8 221 92

南 小 ・ 計 20.121 693 3.4 674 97.2 662 96
東白川郡古殿町 5.995 273 吟 4.6 247 90.5 254 86

中 石川郡平田村 4,608 100 2.2 100 100.0 99 99

出村•郡小野町 7.961 257 キ 3.2 242 94.2 24.8 97

〃 滝根町 2.305 67 ' W 2.9 '67 100.0 67 100

〃大越村 2.051 .38 1.9 38 100.0 58 100

〃 都路村 4.665 80 1.7 49 61.2 49 61

常葉町 3,756 83 2.2 77 92.8 77 95

間 " 船引町 7,415 137 1.8； 133 97.1 136 99

小 .計 38,716 1.035 2.7 953 92.0 948 91

當 石城郡遠野町 4,647 167 ； 谿 3.6 163 97.6 162 97

〃 田人村 4,982 16 1 闘 3.2 150 93.1 148 $2
〃三和村・ 10.887 373 接 3.4 337 90.3 366 98

" 川前村 5,261- 160 働 3.0 103 .64.5 101 .. ....64.

磐 小 計 25.777 861 3.3 753 87.5 777 91

相 双葉郡川内村 11.176 341 常 3.1 154 45.1 97 28

〃 g尾村 1.506 50 新3.3 40 80.0 40 80

相馬郡飯約村 5.652 ：114 2.0 110 96.5 112 99

双 小 計 18,514 • 505 2.8 304' 60.2 249 49

阿 武限 計 129 . 244 5,520 2.7 3.071 87.3 5,037 86

福 島県 計 553,127 9.676 1.8 7,692 80.5 7,766 81

注

1. 福島県林業統計書(昭和5 9年度)(てよる。

2. 昭和5 9年4月1日〜昭和4 0年3月31日の一年間実績
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表2 — 1 7

3 4 年=1 〇 ■〇

年度別補助造林面積指数

地

・域 君河村名、、

I

5 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9

伊逹郡霎山町 100 156 163 165 200 170

県 ’〃月舘町 10D 125 160 190 285 285

〃川俣町 100 152 178 141 118 97

〃飯野町 100 50' 30 140 150 100

安逹郡岩代町 100 188 293 203 200 191

北 〃束和町 100 135 167 176 173 189

小 訐 100 152 169 165 172 158

奈 東白川郡矢祭町 100 296 193 260 285 255

〃埼町 100 100 86 114 122 88

〃・較川町 100 152' 182 197 213 166

南 小 ・計’ 100 150 133 164 175 139

東白川郡古殿町 100 137' 166 180 178* 136

中 石川郡平田村 .100 102 112 195 159 177

田村郡小野町 100 113 132 132 113 137

〃 滝根町 100 108' 129 136 '96 71

"大越村 100 115' 144 86 208 94

" 都路村 100 176' 160 203 163 163

" 常葉町・ 100 133' 167 149 141 126

間 " 船引町 100 131' 196 192 171 181

小 計 100 123 150 157 '145 131

’常 石城郡遠野町 100 158' 197 153 .157 171

" 田人村 100 128 70 93 88 88

〃 三和村 100 134' 142 142 '176 154

" 川前村 100 107 112 87 '55 53

磐 小 計 100 169 ' 164 155 159 149

相 以葉郡川内村 100 372 148 105 110 220

〃 勇尾村 100 140' 290 260 195 200

相馬郡飯館村 100 144' 97 77 75 89

双 小 ・計・ 100 - 197" 129 102 95 131

阿 武限 計’ 100 149 ' 150 155 155 142

福 岛県 計 100 130 128 131 123 119
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ここでは主として私有林野についてみる〇

まず林家1戸当たりの所有規慢をみると、表2-18の通りであって、林業依存度の高 

し仙間村(いわゆる林業的山村)はすべて阿武i踱平均以上の規模を所有している。川内の 

規模は小なくなっているが、川内の場合け村有林が多く、•個別利用もかなり進んでいるの 

で 経営面積はこの次字よりもずっと多く •なるはずである〇通野が意外に小さい。凌お、 

非林業的農山村のなかでは川俣が若干、小野が大巾に平均・規模が高くなっているカ、特殊 

な例である〇 • . .

これと関連して規模別の分布をみると我2 —19で示す•通りで宿るが、阿武隈全体を県 

計と比較すれば、やや中規模岡がほく柴計ほどの零細屑と’大規模層への分極化はみられな 

いが、や在り所有規模の零啣性はおおいか次い。そのうちでも、比較的中規模同が厚い町 

村としては、※矢祭、※暗、※鮫川、淺古殿、平田、小蜉、・常葉、盜三和、※葛尾互どが 

挙げられる〇 ’

"〇 大林野所有:と山林の地区外流:出

吉野、天危芥どのいわりる先進林業地にみられるような大林野所在、大規模育林経営の成立 

とそれに伴って必然的に起る山林の地区外流出という現求は阿武隈山地では一般にみられない。

じかし町村讪よっては少数の次所有者がかをりの而稍の林野・を集中しているところもある。 

この様子は表•2 — 2 0、我2—.21に示した。

そこで平均規摸、所有規模の分布、大規模所有、地区外流出・など林野切有にかかわる町村ご 

との特徴を整理すれば表2-2 2のようにな灸。、

c林家と農家の関係 .•

まず林家の中で終家の占ある割合は表2 — 2’ 3忆示す如くで’、一般に林家の大部分は農家で 

あるといってよい。強いて挙げ扌しば、川俣、遠野などで多少非貞家の林家が多いが、地域差と 

いうほどのものではない。 •

一方保有山林農家率についてみると、表2 — 2 3の通りかな・りの地域差がみられる。図化す 

ると図2-18のようになるが、保有山林慶家.率の少ない地域・は、県南の矢祭を除けば、県北 

と相双に集中している。このうち柴北は林業依・存度の低い果樹地带であるK相双地域のよう 

に林業依存度が高い地域で保有山林農家率が低いことは考慮、の余地があろう。

ただしこの問題については、林業発展のすじ道からいって、必ずしも煥家が山林を保有する 

必要はなく、方向としては、むしろ専業化こそ必然だという見方もあろう。林野が建業上、農 

家生活上、必要不可欠であった時代には農家のすべては実質的に林野を利用していた筈である。
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表2-18 所 有 規 模

地

域
町村名"''\

I林家1戸当た

り林野面積

山林保有戸数 

総農家・数

保有山林面積 

後痕家数

保有山林面秋 

保有山林戸数

いわゆる 

林業的山村

伊逹郡宝山 4.5 58.6 1.2 2.1

県 〃 月舘 4.1 61.7 1.5 2.1

〃川俣 唆 5.4 63.2 1.6 2.6

〃•,仮、野 1.4 57.9 〇• 4 0.7

安逹郡岩代 4.3 69.6 1.4 2.0

北 〃束和 2.8 73.6 1.1 1.5

小 計 4.1 64,8 1.3 1.9

県 再白川君欧祭 我» 7.5 61.0 題 2. 4 理 4.0 栄

〃 墻 繪 5.3 60.1 场 1..? 磚 3.2 避

〃鮫川 移 9.7 79.7 辑 5. 2 鶴 4.0 „•奈

南 小 計 7.2 65.2 2. 4 3.6

東白川郡古殿 心 • 6.2 71.2 此 2. 5 /； 3.6 楽

中 石川郡平田 5.2 71.6 9, 2. 2 お 2.9

田村郡小野 嚟 6.7 72.0 仪 2. 5 3.4

〃 滝根 4.8 68.9 1.〇 1.5

〃 大越 5.4 75.2 1.3 1.7

"都路 涛 10.5 ' 40.9 〇• 9 2.2 楽

〃 常萊 4.0 74. 9 1.5 2.0

間 " 船引 2.7 78.5 1..2 1.5

小 計 4.6 72.2 1.7 2.3

常 石城郡遠野・ 4,1 .78.9., 1.7 2.2 楽

〃 田人 倒» 6.9 57.8 1.7 面 3.0 法

〃 三和 ••・ 强 76.2 爆 5. 6 粉 7.3 湛

〃川前 題 13.5 79.9 幹 3. 4 & 4.5 凝
怨 小・ 計 6.8 73.8 3.1 4.1

相 双慝郡川内 4.2 80.4 r 1.8 2.5 旅

〃’葛尾 輔 7.1 57.8 1.2 密 5.2 汗

相馬郡饭籍 勞 7.2 57.2 1.3 2.3 裱

双 小 計 6.4 59.9 1.4 2,4

阿 武隈計 5.2 68.0 1.75 2.6-

福 •岛"県計 ■ 5.1 52.5 1.09 2.1

注 林家1戸当たり林野面積は6 〇年センサスその他は6 5年センサス結果より作成
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表 2-19 保有山林面植広狭別林家数(比率)

3〜5

・町_

9.7 
・う:矿 

布:4” 

' 3.5

9.3

9.、 

15.0 

12.0 

17.4 

13.9 

14.5 

19.5 

14.3 

[9.3' 

10.0 

14.5 

12.6

7.3 

11.7 

10.6 

11.9 

16.8 

20.6 

14.4 

,12.7

113.2 

10.4 

11.4

1〜3

既

31.5 
列・...デ

32. "4 

1港’

31'3

31.1

30.5

27.6

35.9 

51.9' 

"32.4

32.4

58.5

33. "l' 

•気4 

•厄・；!

50.9

38.5 

‘35'：6 

3577

39.0

52.1

16.4

35.3

31.2

53.8

32.2

55.6

40.0

33.5

52.1

1・町

未 '満

43.1

52.5

""43.5"' 

""7575"

49.6

55.2

51.4

,.•40.5

.,33. 5
[.•苑・.•了

5470

.36. 3

■ ；24.3

34.1

51.4

44.0

46.7

匚浴9. 6

5^.2

42.7

：¥1.3

42.8

•..莅 2 

(....’函....

32.2 .

< ：25. 5 

,・郭・2

43.2

58.1

42.6

49.5

町村名

県

伊逹郡•丑山

"后話

……川'膜'

" 飯野

安達郡岩代

北 〃

小 ・計

架・東白川郡矢祭

"話

" 鮫川 
也小 ・:計

束电川・强古殿 

:中石川郡平田 

田村郡小野

〃 滝根

〃大理 

"都路 

だ‘".」

■J 〃 船引 

小 針 
［常石城郡遠野

" 田人
"...三・莉

".•川・•煎

磐小 ・計

相以葉郡川内

〃・.......•買.屈 

相馬郡飯館 

双カ、・・訐

阿武隈計

福島県・計

5 0～ 1 〇 〇 20 0

1 〇 〇 〜200 ～500

町 町 町

0.1

0.2

0.0

0.4 LU

0.2 0.1

0.1

0.2 0.1 0.0

0.5

0.0 0.0

0.Q 0.0

0.1

0.5

0.3

0.2

0.1

0.2 0.1

0.5

0,2......................

0.2

0.1 0.0 0.0

0.1 0.0 0.0

2 〇〜 3 〇〜

3 〇 50

町 町

0.6 0.1

0.5 0.3

0.2 0.5

「5.6 2.3

1.8 1.2

1.9 0.9

0.5

0.6

0.6 0.5

0.6 0.2

0.8 0.3

0.5 0.2

1 〇 ～

2 〇

町

2.6

1.9

2.〇

0.2

1.8

1.1

―JL9

■ 7.3

•5.0

ゝ;6.5

6.1

.J：

:,4. 9

:? 5.2

0.8

......•〇..6

...1.2

1.7

0.7

£.5

1.7

? 5.7

.l.j1.4.4

(,；..6...9

6.1

.........1.8

3.5.2

2.7

2.7

3.1

2.0

3〜10

町小計

5〜I0

7.4

7.1

8.8

17.1 

15.0 

莅う' 

"4.5 

17.0 

12. 2

15.4

19.6

15.6

•22.6

■24.0

31.9

25.9 

.■,25,0

.31.5

1,25.8

12.4

12.8 

>20.3 

(20.0

10.4

18.5

17.5 

顷.(3 

• M2.7

37.4

27.4

18.1

1J21.8

17.4

18.2

9.6

12.0

14.5

12.0

10.5

12.0

11.5

4.1
.2.8'

5.8

7.4

3.l'

6.8

6.9

'g.j

23.9

16.8

13.0

5.4

.8.6

7.0

6.8

3.1

1.0

7 ".7
3.2

6.4
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注 1.6 〇年センサス林業地域鶏査による。ただし民有森林面積は福島県林業統計書による。

表2- 2 0 5 0 ha以上惹林保有者

怨 総: 数 個人 保有 会社保有 共同 B A/B

戸,数また 

は林業事

A

戸数

ち
村
戸 

う
在
の

事業 ち
村
業 

う
在
事

その他 民有森秋
X

1 00

域 町村名 業体数 面積, 数・ 体教 保有 保有 面 弑 (%)

伊速郡霊山 4 1,112 . — 一 % — — 4 5,542 〇 20

県 "月舘・ 3 505 . 1 1.. 〇. — 一 2 2,939 C 17

〃川俣 12 .987 ヽ 12 7 . — — —— 8,036 •J 12

〃 飯野・ — ヽ — r —. — 一 — 878 一

安達郡岩代 .2 .211. 2. 2 . — 一 —- 一 5,482 4

北 〃ー東和・ .1 .53. 1. 1 —, — — 一 3,439 2

小 計 22 2 , 868. 16 11. —, — — 6 26,316 11

県 •東白川郡矢祭 2 121. 2 2 — — 一 — 6,354 2

" 编・ 12 .938 12 12 —. — — — 7,637 〇 !2

• ",鮫川• .4 .350 4 4 一 一 — 一 6,130 6

南 小 計 .18 1,409. 18. 18 一 一 — — 20,121 7

東白川郡古殿 .5 460 . 5. 3 . 一, — — — 5,995 8

中 石川郡平田 ,1 68 . 1. —, — 一 — — 4,608 1

田村郡小野 .8 507 . 8. 8 一 一 一. — 7,961 6

〃 滝根 6 450 . 6. 5 . 一・ — 一 — 2,305 〇 20

."大越 .2 .155 . 1. 1. 一 — — 1 2,(B1 8

" 都路 2 .114 . 2. 2 . — — — — 4,665 2

".常葉. 一 一 — — — 一 ■— — 3,736 —

間 ".船引 .1 159 1. 1 一 一 一 7,415 2

小 計 .25 .1,943 . 24. 20 — — — 1 38,716 5

常 石城郡遠野 — 一 — T 一 — 一 — 4,647 —

".田人. .10 976 5. 5 . 2 . — —• 3 4,982 〇 20

" 三和 .21 1,716 14. 12 . —. — 7 10,887 〇 16

".川前・ 10 .1,789. 4. 4 . 1. 1. —— 5 5,261 •〇 34

磐 小 計・ 41 .4,481. 23. 19 3 1 — 15 25,777 17

相 双葉郡川内 3 238 . —. ■—. 1 一 2 — 11,176 2

" 葛尾. 1,506 一

枝馬郡飯舘 .6 .729 . 4. 4 . 2 . — — — .5,632 〇 13

双・ 小・ 計・ 9 967 4 4 3 . 一 2 .. 18,314 5

阿・ 武・限計・ .115 11,668 85. 72 . 6 . 1• 2 . 22 129,244 9

福 島県計 416 52,929 216 176 25 5 8 167 . 553.127 10
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山林の地区外流出表 2-2 1

地

域
町村い、 保有山林面積A 市町村内 市町村外 B B/A X 1 〇 〇

県

北

伊逹郡靈山 2,569 2,484 85 〇 3.3

〃 月舘 •1,382 •1,335 • 49 (つ 3.5

〃 川俣 • 3,830 • 3,746 • • 84 2.2

" 飯野 420 . 319 101 Q . 24.0

安逹郡岩代 .2,741 2,714 27 1.0

〃 東和 1,902 1,817 85 〇 4.5

小 計 12,844 12,413 451 3.4

県

南

束白川郡矢祭 '3,078 '2,914 ' '164 〇 5.3

" 矯 • 3,684 • 5,624 '60 1.6

〃鮫川 • 2,758 • 2,750 8 0.5

小 計 .9,520 .9,288 . .232 2.4

中

間

東白川郡古殿 2,893 2,681 212 -O 7.4

石川郡平田 2,989 2,982 7 0.2

田村郡小野 3,895 5,818 77 2.0

〃 滝根 804 769 55 〇 4.4

〃 大越 •1,091 1,042 • 49 〇 4.5

〃都路 • 753 755 — —

〃 常葉 .1,521 .1,92〇, 1 0.1

〃船引 4,394 4,238 156 〇 5.6

小 計 18,740 18,203 557 2.9

常

磐

石城郡遠野 2,131 '2,062 ' 69 〇 5.2

〃 田人 1,189 '1,184 ■ 5 0.4

〃 三和 .4,645 4,637 - - 8 0.2

〃川前 1,407 •1,407 • — 一

小 計 .9,372 .9,290 . .82 0.9

相

双

双葉郡川内. 868 868 . 一 一

〃 葛尾 438 458 一 —

相馬郡飯舘 2,181 2,176 5 ......0,2.....

小 計 3,487 '3,482 5 0.1
阿武隈計 .53,963 • 52,676 - 1,287 2.4

福島県計 191,175 179,357 11,818
__________________

注 6 0年センサス林業地域調査による。
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表2 — 2 2 林野所有状況(再掲)
: 二 L

地

域

、、、、 

町村名•・、ヽ・

林業

的山

村

!平约

所有

規模

1町未満 

所有者の 

比率

3-1 

〇町所 

有者の 

比率

5 〇町 
以上m 
有者の 
面積比 
率

地区外

廊出

摘 要

伊達郡霊山 4.5 48.1 17.1 1 ) 20 C! 3.5 r平均所有規模は低く大部

奈 • 〃・月総 4.1 52.5 15.0 J 17 J 3.5
分が零細層であって、中 

規模層は薄い。一方大所 
・冇の面秋占有率高く、f也〃川俣 5.4 43.5 19.2 12 2.2

"・飯野 1.4 75.5 '4.5 •24.0 区外流出もみられる。

安通郡岩代 4.3 49.6 17.0 4 '1・。

北 東和 2.8 55：2 12.2 2 〇 4.5

小 ・ 計 4.1 51.4 15.4 11 ・ん4

県 東白卅郡" 凝 し7.5 4〇, 3 ■..22.6 2 〇 5. 5 ］平均規模高く、概して中

//・ 编 楽 E 5.3 33.5 •24.0 U 12 1.6
丨規模層が厚い。大規模厨 

の比重も比較的少なく流 

出もあ映りみられない。〃・鮫川 滋 *.7 9.7 ()28.4 .；'31.9 6 0.5

南 小 計 7.2 54.0 25.9 7 '2.4

東白川郡古殿 楽 C 6.2 56.5 25.0 8 C? 7.4 一 ・定の地域性はみられな

中 石川郡平田 5.2 24.3 51.5 1 〇・2 ［い。

①古殿、平田、小野、都 

路は県南に似ている。田村郡小野 ―6.7 ,34.1 — 25,8 6 .2.0

.ケ滝根 4.8 51.4 12.4 し20 G 4.4 ②滝根、大越は県北型。

〃・大越 3.4 44.0 12.8 8 O' 4.5
③常葉、船引は全体とし 
’て零細所有からなり、

娶用林的利用が主体と〃 都路 盗 (710.5 46.7 * '20.5 2 —

〃・常葉 4.0 〇 39.6 020.0 — 0.1 みられる。

間 〃船引 2.7 53.2 10.4 2 ら3.6

小 計 4.6 42.7 .18.5 5 .2.9

常 石城郡遠野 凝 4.1 ,41.3 17.5 一 C)3.2 平均規模概して高く、中

〃 田人 喋 〇 6.9 42.8 .20.0 (■■ 20 0.4 規模層力:厚いか、大規模 

層の集中度も高い〇地区 

外流出はほとんどみられ
〃・三和 奈 ；7.8 •J 18.2 -■42.7 16 '0.2

〃 川前 楽 >13.5 17.4 [37.4 34 一 ない。

磐 小・ 計 6.8 32.2 27.4 17 0.9

相 双葉郡川内 4.2 (,■ 25.5 18.1 2 平均規模は高いが1〜3

〃 爲尾 癡 ■'3 7；1 〇 40.2 >21.8 — 一 町所有老層が厚いのが大 

きな特徵である。地区外 

流出はほとんどみられな 

い〇

相馬郡鈑舘 こ:7.2 43.2 17.4 〇 13 .0.2 .

双 小 計 6.4 58.1 18.2 5 0.1

阿 武隈計 5.2 42.6 19.6 9 2.4

福 島県計 5.1 | 49.5 15.6 10 6.2 J

最近ではそのような意味での不可欠の関係は薄れてきている。林野の利用が自給的な目的から 

林産物の商品化を主たる目的にするにしたがって、林野の所有と利用は全農家のものでなく、 

一部の般家ないし、専業的な林家めものになる傾向カく強い。

ところで保有山林農家率が現実に低い相双ではこのようなすじ道をたどって、現実の姿にな 

ったのであろうかというと、供問の,点も少なくない。この点については歴史的過程の十分な検 

諏;必要であるから、これ以上触れないが、相双地域のように林業への依存度が高い山間村に 

おいて、かなりの豊家カ;山林保有から疎外されているという現実をふ硬えた上で、地域林業の 

振興と所得向上をはかろうとすれば、少なくとも林業生産力の上昇に結びっく限りで、所有な 

いし経営規模拡大が日程にのぼって来なければならないだろう。

なお相双地域のうち川内村は、前述した通り村有林の多いところであり「家族経営林」など 

の名目で村有林の個別利用が進んできており、農家のほとんどはこれを利用することが出来る 

ので、例外である。

6»林業生産

a 生産主体別林業生産額

国・公・私3生産主体の林業生産額は表2 —2 4の通りであって、当然のことながら林野面 

積が高い生産主体の生産額が’高くなっているが若干の例外がある。

船引:私有林地帯であるが、.国営生産額が比較的多い〇

快璃、※飯舘:国有林地帯であるが、•国営生注額は少い〇

などである。 : ,・ヽ

b 種類別生産額 . •

表2-2 5に示した。 ':「・

つぎのように区分される。I

a )薪炭生産額が中心になっている町村(◎印)「川俣、族野、※都路、滾葛尾、米飯舘

b) 新炭生産額がやや多いところ(つ印2割以上)：※政川、小野

c) 素材生産が主体の町村:その他

c 面積当たり林業生産の状況

表2— 2 6に示したが、まず素材、薪炭その他を含めた林業生産額について、阿武限平均を 

上回っている町村をみると、県南、常磐の•各町村と中間の一部町村に集中している。

このような町村では、摘の国営、葛尾の国営のように特殊なところもあるが、一般に国営、
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摂家のうち山林を保有する農家の比率図 2—18

も°豹以上兵佥

う〇 %以上 
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林家と農家の関係表 2-2 3

地

域
町村名、、

林家数

A

うち非•農家

B

B/AX | 

100(%)

般家数

C

保有山林農

家数D

D/C X

1 0 0(%)

伊逹郡霊山 1,195 25 2.1 1,955 1,170 59.8

呆・ 〃月舘 . 644 . 118 1.8 1,020 526 51.6

・〃 川俣 1,407 , 76 曇 5.4 2,252 1,351 59.2

■" 飯野 490 . 17 e 3.5 894 473 52.8

安達郡岩代 1,362 1 0.0 1,994 1,361 © 68.5

北 " 束和 1,255 . 6 0.1 1,757 1,249 、診 71.1

小 ・計 • 6,353 •. 243 . 3.4 9,872 6,110 * 61.8

顷7 東白川郡矢祭 . 749. 10 1.3 1,289 759 57.5

" ナ高 . 1,104- 10 0.9 1,800 1,094 60.8

〃・鮫・川 • 789. 4 . 0.5 982 785 翎 79.9

初 小 計 • 2,642. 24 0.9 4,071 2,618 64.2

東向川郡古殿 • 917. • — • — 1,357 . 917 臨 68.6

中・ 石川郡平田 . 982. 10 1.0 1,436 972 潦) 67.6

曲寸郡小野 1 ,204. 50 噌 4.2 1,657 1,154 巒 79.7

・〃滝根 . 485. 19 厘 4.0 686 466 題 67.9

〃 大越 • 620. 15 2.1 839 607 頰 72.5

’〃 都路 546, .3 0.9 750 343 45.7

〃 常藥 . 962. 33 遂 5.4 1,212 929 舫 76.6

間・ " 船引 - 2,866. 74 2.6 3,613 2,792 益 77.5

■ 小 計 . 8,382. 202 2.4 11,530 8,180 70.9

常・ 石城郡遠野 . 1,049 . 85 鱷 8.1 1,226 • 964 ⑥ 78.6

〃 田人 430. 14 . 編 3.3 687 416 60.6

• // 三和・ 66Q 15 2.3 910 645 觞 70.9

〃 川前 . • 334. 10 ■ 3.0 425 324 ⑥ 76.5

磐・ 小 計 . 2,473. 124 5.0 3,24S 2,349 72.5

相・ 双乘郡川内 . 392 19 . 蜜 4.9 700 373 55.5

〃.葛尾 174 一・ •T— 456 174 58.2

相馬郡飯舘 . 93〇. 4 0.4 1,551 926 59.7

双・ 小 Mt . 1,496. 23 1.5 2,707 1,475 54.4

阿・ 武隈計 .21,346 616 . 2..9 31,428 20,730 66.0

福 島・県 計 .90,609. • 3,227 3.6 1 171,176 . 87,382 51.0

注

1.6 〇年センサス市町村另顺計并。同林業地域調査による。

一 83 —



表2-2 4 生産主佐別林斐生産額

tik- 生 産 1 (初) 比 率 (%)

域 、生涯額 国 公 私 国 公 4—私

7 〇.•: 伊逹郡霊山 101,252 1,248 一 99,984 1.2 •怜 98. 8

〃 月・館 42,844 • — 42,844 一 "歯Q0

〃川俣 52,288 • 52,288 — j 襟100

" 饭野 1,216 ・一 一 1,216 —
国00

安逹郡岩代 91,76.3 ! • 91,765 一- 知〇〇

’北 " 東和 92,896 .— 6,470 86 ,426 , — 7.0
I S 95.0 |

小 計 562, 241 1,248 6,471) 554,525. 0.3 1.8 97.9
点

東白川郡特 494,975 65,674 一 451,305 12.9
| 縷 87.1

〃 蜩 745,614 18,221 12,939 714,456： 2.5 1.7 ◎ 95.8

." 鮫川 272,005 82,187 — 189,818 £>•50.2 69.8

用 小 j 1,512,594 164,082 12,959 1,535.579. 10.8 0.9 88.5

京白川郡古殿 766,509 162,571 — 604,158 卷 21.2 遂)78.8

.中 石川郡平田 101,84〇, .— — 101,840 — 嘲00

田村郡小野 162,575 1,691 二 160,882. 1.0 益 99.0

〃 滝根 151,817 54,585 一 97,054 鶴 36.0 64.0

" 大越 47,105 — — 47,105 一 .....二・ 初00

" 都路 155,9?4 39,801 — 116.125 鬱 25.5 •.........-I 勃 74.5

".常葉 95,546 44,492 — 49.054 念47. 6 .........- 52.4

間 〃 船弓」 529,595 94,059 — 255.534. 鶴 28.5 ...........- 71.5

小 計 1,808,707 596,997 一 1,411.710. 22. C - 78.0

常 石城郡遠野 557,569 91,416 52,548 215,605. ,27.1 9.6 1 65.3

〃 田人 505,078 195,543 311,755 多58. 5 .•二 61.7

〃 三和 501,890 165,757 142,529 195.804 ■： 依 35.0 28.4 58.6

〃川前 189,760 106,217 — 85,545 056.0 - 44.0
當 小 B+ 1,554,町 556,755 174,677 8 02.687, 56.5 11.4 I

52.5

双葉郡川内 195,516 5,216 151,549 40,261 2.0 977.4 20.6

" 葛尾 46,421 5,520 1,617 69,284 11.9 3.5 験 84.6

相馬郡飯舘 124 , 501. 8,026 一 116,275 6.5 —— © 95.5
我 小「":計・ 566,258 17,462 152,966 195.820 . 4.7 41.8 55.5

阿 武隈・ 5,585,877: 1,156,522
547,052 I

4,100,519 . 20.4 6.2 75.4

・福 島県"希・ 16,788 , 255 - 4,585,090 12,205,634 27.5 72.7

注 3 9年市町村民所得推計資料より作成。 
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私當ともレベルが高いの力[普通である。

このことは素材生産並:についても同程であってやはり県南、常磐の各町村は優位にある。林 

業依存村でも意外に振わないのは新路、离尾、飯舘などの薪炭生産地域、および川内村である。 

用材林生産の立ち遅れを如実に物語っている。

丄林産物販売状況 •

.■今までは林業生産の状況を主として為地資料によってみてきたが、属人資料によって林産物 

り販売•状況をみると表2-2 7のようになる。ここにおいても、相双地域および都路の劣勢が 

・明瞭である。「 ['

「製 ‘炭: '■ ••

.1 ) 生産量とその推移 '■

• 林業総生産額中に占める薪庚生産額の’比重は阿武風全体では南く1割を上回るにすぎず、

•そのit页底意外に低い〇このなかにあって薪炭も、かっては農家にとって不可欠の副業部

,門であった面影は薄れてきている。表2-2 8にみられるように3 4年度から3 9年度に

•生産指数は65.3%と大巾な変動である〇減少率には一定の地域差は明瞪にはみられない

’ 讯 こあとでみるように製炭原木の大部分を国有林に依存しているため、国有林資源

.の存住状況にかなり大きく影審されているとみられる。

: 面積当た,りの製炭量と生産指数を組み合わせると、 r
①止産量も相対的に高く、滅少率も比拔的小さい。渙矢祭、※:矯、楽鮫川、楽都路

.② 生産耘:は高いが、減少率も大きい。※古殿、※遠野、小野

③ 生産:S:は低いが;減少率は’そうでもないところ、季川前、東和、岩代、※田人、平田、

・川膜 '

.④ 生産量も低く、減少率も高"い〇船引、飯野、霊山、月舘、※三和、凝川内

・などに区がされる。

ここ・で注目されるのは、県南、常磐の林業依存度が高い町村で、しかも、人工林率が高 

,いよう.なところでも、単位面積当たりの製炭糖はかえって高いことである。

■ H )製炭者、製炭規’模、•原木依在死、製品出葺先

' "製炭・は、・川俣、小野、滝根、川内のように企業製炭者が多いところを除いて、ほとん

ど大部分がいわゆる自営製炭者である。したがって製炭規模も、きわめて零細なものであ

る〇

自営製炭者は周知の通り農家が大部分であるが、それが全農家のどれ程を占めるかは表

•一 85 —



表2-25 耗類別林業生産額

地 ヽ 生 産 額 (千円) 比 牛 (%

域

、、

町村名 、、
索/材 ・炭材 木•炭 薪 

/* * •
副産物 
その他

素材
薪炭 
材

木・•炭 薪

画1
呀

伊達郡霉山 -85,351 1 4,255 7,337 4,288 84.3 0.0 4.2 7.5 4.

果 " 月舘丨 52,348 — 2,658 3,236 4,602 75.5 一 6.2 7.6 10.

〃川俣 6,470 一 20,628 2,594 2,596 20.0 — 063.9 8.0 8.

〃飯野 — 一 684 532 一 —— ・一 ©56.2 43.8

安達郡岩代 79,251 — 8,177 4,300 37 86.4 — 8.9 4.7 〇.

北 〃 東和 80,869 — 8,001 3,259 767 87.1 一 8.6 3.5 〇.

小 計 284,289 1 44,403 21,258 12,290 78.5 〇. 〇 12.2 5.9 3.

県 東白川郡遂 454,723 1,970 32,941 4,035 1,310 91.9 0.4 6.6 0.8 〇.

〃 培 656,0あ 5,492 67,360 7,869 8,805 88.0 0.7 9.0 1.1 1.

X 〃鮫川 206,4 05 1,935 60 , 270 2,727 670 75.9 0.7 ¢22.2 1.0 〇,

南 小 計 1,317,214 9,397 160,571 14,631 10,785 87.1 0.6 '10.6 1.0 〇,

東白川郡古殿 719,718 — 4 4,869 532 1,390 93.9 一 5.8 0.1 〇.

中 石川制平田 82,486 — 17,051 2,128 175 81.0 一 16.7 2.1 li.

［田村郡小野 123,280 363 25,030 12,857 1,043 75.8 0.2 媲15.4 7.9 〇,
〃滝S 131,103 1,114 16,406 2,926 68 - 86.5 0.7 10.8 1.9
〃夭藝 42,052 —— 684 4,234 135 89.5 — 1.4 9.0 〇.

〃都路 71,312 4,066 78,867 1,663 16 45.7 2.6 ©50.6 1.1 〇.1

" 常葉 82,865 2,101 7,634 865 141 88.5 2.2 8.2 0.9 〇.

間 〃船引 313,028 432 7,3?1 7,758 984 95.0 0.1 2.2 2.4 如

小 ・計 1,565,784 8,076 197,932 32,963 5,952 86.6 U.5 10.9 1.8 A

常 石城郡遠野 332,871 1,152 2,328 1,018 98,7 0.5 一 0.7 〇.

" 田人 474,156 5,462 22,914 1,663 885 95.9 1.1 4.5 0.3 〇,

〃 三和 487,436 3,411 4,323 6,720 97.1 0.7 — 0.9 1.

"川前 168,516 4,013 11,599 5,187 445 88.8 2.1 6.1 2.8 〇.

磐 小 計 1,462,979 14,038 .34,513 13,501 9,066 95.4 0.9 2.2 0.9 〇-*

相 双葉郡川内 155,266 12,936 16,620 9,443 1,251 79.4 6.6 8.5 4.8 〇.:

" 葛尾 14,556 5,520 23,523 2,682 140 31.5 11.9 ©50.7 5.8 〇.-

相馬郡飯’舘 38,817 7,727 67,647 9,576 533 51.2 6.2 ©54.5 7.7 〇.-

双 小 計 2G8 ,639 26,183 107,790 21,701 1,924 57.0 7.2 29.4 5.9 〇Z.

阿 武限 計 4,838,935 57,665 545,209 104,054 38,017 86.7 1.0 9.7 1.9 〇,'

福 ,島県計 14,199,888 104,842 1,263,528 509,611 710,364 84.7 0.6 7.5 3.0 ユ

注 3 9年市町村民所得推計資料より作成。

表2-2 6 面積当たり林業生産

地 ha当たり林業生诲 (千円) h a当たり素材生産摂 (淀)

域 町村名、、
ヽ

国 公 私 計 国 公 、私 計

’伊逹郡髭山 5.7 〇 13.6 16.9 1.7 〇 1.7 1.6

県 •〃•月舘 一 〇 16.4 15.2 —— 〇 1.3 1.2

"..川俣 〇 〇 4.2 5.6 ・ 〇 〇 0.9 0.8

,〃.飯野 — 〇 1.7 1.5 — 〇 〇 〇
安蛊郡岩代

〇 〇 15.5 14.3 〇 〇 1.4 1.3

北 ".東和 15.9 24.4 23.5 1.7 2.2 2.5

小・計 0.9 3.2 13.7 12.4
・ヾ:

U.4 0.3 1.1 1.1

県 東白川•郡矢祭 20.5 〇 廖 77.4 應;54.8 莎3.4 〇 毒7.5 •翁 5.8

〃 璃 2.0 <36. 7 薄122.5 ・、編 49.0 食3.4 營3.9 尊11.5 嚙6.5

«鮫川 21.0 〇 24.7 23.5 血3.5 〇 1.8 2.5

南 小・ 計 10.2 18.0 70.0 42.2 '3.4 1.9 6.4 5.0

東白川郡古殿 ©43.9 〇 105.2 ◎ 74.1 整3.6 〇 ¢310.3 題7.0

中 石川郡平田 〇 〇 19.8 15.8 ・ 〇 〇 1.7 1.4

田村・郡小野 1.9 〇 20.0 . 18.0 0.5 〇 1.6 1.5

〇,滝根 婦 44.6 〇 知 41.9 ◎ 40.9 2.1 〇 够3.6 尊2.9

大越 〇 〇 22.5 21.6 〇 〇 2.1 2.0

〃.都路 6.6 〇 嘗 51.8 15.0 1.5 〇 1.0 1.1

〃…営葉 26.3 〇 12.9 16.6 我3.5 〇 1.1 1.8

間 〃・:船引 嘰 67. 5 一 鈴 29.9 @35.5 移7.1 — 3.0 >..3,6

小. 計 24.5 〇 36.5 31.7 2.5 〇 5.2 2.9

常 石城郡遠野 (5>50.9 奶 36.5 淳 50.0 ©45.0 © 4.0 緋14.5 働5.2 ◎ 5.0

〃・ 田人 24.8 〇 獵105.0 ,45.1 理5.5 〇 ③10.2 も5.0

〃三和 25.5 動 48.9 節 37.8 ©33.1 膏?.5 e 5.2 湧3.8 邊5.4

" 川前 22.5 〇 18.5 19.0 @5.6 〇 1.6 2.4

磐 小・•計 24.6 38.6 47.5 34.9 5.2 4.1 4.7 3.8

相 双葉郡川内 〇. 6 16.2 24.6 11.3 〇 1.6 0.9 1.0

〃・葛尾 1.1 3.8 題 51.8 7.1 〇 0.4 1.1 2.4

相馬郡飯舘 0.8 〇 17.5 7.1 〇 〇 0.6 0.2

双 小・ 計・ 0.8 15.1 20.5 8.9 〇 1.5 0.7 0.5

阿 武・隈計 14.6 17.9 57.5 26.9 2.1 1.9 5.5 2.7

福 :島・県計 11.3 21.9 17.4 '1.2 1.7 1.5

1•三和村の国営素材生産仙は平営林争資料による。

2. 飯野の素材生産欧はあるはずだが不明。

3. ノ印は阿武限国・公.私一平•均を上回る町村。

4. 3 9年度、市町村民所得俺計資料による。
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表2-27 林産物販売状況

地

域 町村名、、

総林家数

A

林産物販 
売林家激 

B

年間販売 
金額(千円) 

C

B/A X

1 〇 〇

I C/A

(千円)

県

北

伊達郡龛山 1,195 195 11,472 16.2 9.6

〃 月舘 644 88 15,483 15.7 • 24.0

川俣 .1,407. • 254 14,770 18.1 10.5

〃.谖野 49〇. • 44 1,245 9.0 2.5

安建都岩代 1,562 • ノ 158 11,670 11.6 8.6

〃 東和 1,255 • 148 12,107 11.8 9.7

小" 計 6,555 • •' 835 66,747 15.9 10.5

・県

・南

東白川郡矢祭. 749 174 ' 57,055 麝 25.2 嚼 49.5

稿・ 1,104 • • 250 55,777 硬 22.6 48.7

•〃 •絞川 789 211 21；06 5 巻 26.7 物 26.7

小・ 計・ 2,642 • • 655 111,875 24.0 42.5

中

間

…川郡古殿 • 917 - 247 17,210 鬱) 26.9 娃 18.8

:M郡平田・ 982 79 12；577 8.0 12.8

村・郡小野 1,204 154 16.505 12.8 15.5

〃・滝根 485 85 10,407 © 17.5 呦 21.5

'".大越 620 58 7,699 9.4 12.4

" 都路 • 546 59 2,579 11.3 7.5

〃 常葉 962 105 7,725 10.7 8.0

" 船引 • 2,866 • 207 18,608 7.2 6.5

小・計 8,382 • 972 95,108 11.6 11.1

倍

翳

石城郡遠野 1,049 • 298 29,098 ◎ 28.4 芻 27.7

〃・田人 • 450 . -145 31,255 囁 55.5 隐 72.7

".三和・ • 660 • • 295 44,422 繡 44.4 鱼 67.5

〃川前 .554 • 95 8,151 鬱 27.8 幽 24.4

小・Bt . .2,475 827 112,924 53.5 45.7

相

双・

双葉郡川内 汐2 . .62 7,427 15.8 勰19.0

〃・葛尾. 174
•

• 17 • 1,112 9.8 ...........6„...4

相馬郡飯舘 930 •149 ' 6,541 16.0 7.0

小 計・ 1,496 • 228 15,080 15.5 10.1
网武限訐 21,346 3,547 599,754 16.6 18.7

,福島曝計 90,609 • 10,517 ' 966,240 11.4 10.7

注 6 0年センサス期人調Eによる。

一 88 ～

表2-28 製 炭

地

城

、、、 

町村名、、

野
我
量
年̂
 

林
场
産
カ
町 

有h

生6

計 

民1

り
・
.
.
.
/

合

林野面带 
1h峨た 
リ生翊 
(6カ年 
合計电)

5 4年度 
を10 0 
とした5 
9年皮の 
斯・

自営裂炭 
者1戸当 
たり生産 
規 模 
(命)

自営製炭 
者 数

総離家数
(% )

原木の依存 
先が国有林 
である豊営 
窶炭世梧Q 
比率(务)

商人へ主 
に出荷す 
る自営製 
炭世帝 
比率任)

伊逹郡撮山 297 273 45.6 5,475 5.7 一 < 85.6

柴 〃 月舘 441 457 55.2 2,264 10.8 — 45.7

〃 川俣 688 609. E 69.5 博 6,826 • 6.4 27 68.8

" 飯野 211 205 49.2 7,425 1.5 - - 61.6

安逹郡岩代 499 426 明 72.6 4,567 5.6 15 塗 98.2

北 〃 東和 656 555 孕 78.6 5,674 4.0 — 您’100

小 計 516 465 65.8 4,567 5.7 9 76.7

県 東白川郡矢祭 1,500 籍 916 遂)87.7 斂 4,760 @ 20.0 崩 73 滲 99.2

〃 協 0 2,149 e 1,077 常 71.9 逹)9,119 塚19.4 条、, 87 笛100

"鮫川 鄭 2,176 徳1,152 穆 87.2 够 6,551 婿 34.7 舫 88 囈 91.1

南 小 計 1,889 989 80.0 7,059 23.3 85 98.7

東白川郡古殿 您 2,228 題1,291 58.4 ◎ 6,058 劇 35.0 替 91 15.9

中 石川郡平田 790 565 68.2 苗)6,866 7.9 44 劣100

田村郡小野 1,240 容!,090 41.7 ■24,185 4.9 52 驟 97.5

〃 滝根 母1,525 823 密)124.8 艘!0,143 5.5 69 囈100

〃 大越 227 211 10.5 2,990 5.2 66 哆100

〃 都路 5,677 臨1,655 冬 86.4 5,423 样由・〇 一 5.9

" 常葉 1,197 795 61.2 4,071 14.8 錦 88 0 100

間 〃船引 475 577 51.8 ...........仲・... 5.6 66 >..100.........

小 計 1,437 975 65.1 6,279 14.1 85 45.4

常 石城郡遠野 1,569 關 972 57.8 5,565 淨 22.7 88 侬100

〃 田人 1,172 522 題 72.4 5,335 簿 53.8 度 98 54.1

〃 三和 1,080 777 56.2 5,559 47.2 49 一

〃 川前 657 542 碎 74.6 2,552 當 42.8 魅 98 會100

磐 小 計 1,100 644 56.4 4,359 38.8 81 84.0

相 双葉郡川内 &7 406 27.4 動4,900 翹18.2 55 懺 96.1

" 葛尾 翰 5,455 1,261 慈 65.4 4,749 尊 64.9 — め 85.5

相馬郡飯舘 綴 5,547 簪1,156 顧 72.7 4,918 噸 46.9 軽 98 e 96.4

双 小 計 1,919 850 58.7 5,977 42.6 95 95.6

阿 武隈計 1,322 825 65.5 5,740 17.6 78 76.4

福 島県計 665 至2 58.5 6,115 6.8 70 75.0

注 自営製炭者1戸当たり生産規模は6 〇年センサス。その他は県林業統計諄による。
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2-2 8 K示す通りである。これによるといわゆる林業的山村は例外,なく製炭者数が多い〇 

新炭一生産を中心としている都路、有,誓:、飯舘では農家の糸勺半分あるいはそれ以上が晶の多 

少は別として、販売用•製炭を行なっていることカ;わかる〇この資料以後かなり滅少したこ

• とも第実であるが、’約3〜4割の減少率とみても、か左りの農家が零細ながらも製炭にか

かわり,を持っている.といえよう。ただし、林業的山村の中でも、川内、協、蛟川、速野に 

っづいて古殴などでは、製炭巧理家の正要タ副業部門からかなり後退していることも見逃 

せない〇 ・

これらの林業的山村では、と•<に老溜、葛尾、飯舘のようにこれから人工林化をすすめ

• マ行こうとするようなところでは、広葉樹・の利用方法とも閲述して五お近妥な意味を持つ

てい.る〇 ,* .

ところでこれらQ零細な自営答炭者は、•製炭原木の大部分を国有林に依存してち、り、製

炭現埸がだんだん奥地化して生透条件力懇化している。’表2 — 2 8の通り県北、中間地域

「では私有林材の膳入によっているが、川内(村有林)、.葛尾(私有林)を除いた製炭地帯 

のほとんどは国有林材に依存・しているからである。

一方、木炭の流通についてみると、月銘(農區)、川俣(製炭者組合)、飯野(消費者) 

古殿(製炭者組合)、田人(農協)などの例外を除いて主な也荷先はほとんど薪炭商や薪 

炭商の組合と個別に結びついている。これらの生産流通形態は前記のいわゆる仕出し製炭 

が大巾に残っているようで、製炭過程、原木問題とともに解決を姿.する問題である〇

f 林産物加工

山間部の林業はー?殳にいずれも素材供給地としての性格をもっているが、阿武隈に若いても 

そうである。資料の例係で大いに間通があ・ふが、各町村問の大まかな比較という意味で、表,2 

—2 9を参照された•いc ■

素材生産最よりも.消費F:の多い’町村は、「汚、矢祭、埼、古股、大越の5町村に限られる〇 

この傾:かにもいくつかあるかもし・れないかゝ大部分は席:材供給地であってぐ加工部門は劣勢で 

あると考えられる。’ '• ■'

とくにこの径料によれば、林絮的山村の申で絞川、郛洛、三和、;川前、苞尾、飯舘などは町 

村内消費率力飛2端に低くなっている。数字そのものは疑問がある(«しても、そのような性格を 

もっていろのであろう。このうち三和、川前の常磐地或は平地区周辺の製材工場へつながって 

いると考えられ、閥,尾、飯舘、書・は人工用材林が資源的に貧弱で、薪炭林業が中心になって 

いるため用材加工施設が立ち遅れていると考えられる。
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製 材 工 場表 2 — 2 9

地

域 町村

消費舐

索材生産担:(务)

工場数

A

動力K . W数

B

ーエ:場当たり 

動力K.W数

ーエ:場当たり

素材消費«洒

県

北

伊逹郡霊山 68.2 8 135 17 513

"月舘 47.5 2 24 12 670

• •・〃川僕 82.6 15 169 13 612

〃飯野 雄 2 37.0 3 49 16 714

安達郡岩代 53.6 5 69 14 432

〃東和 55.2 7 67 10 312

小 計 68.0 38 513 14 523

県

南

束白川郡矢祭 緋 179.0 9 242 26 蕊 1,797

" 璃 孃 165.2 14 406 29 落 1,797

〃鮫川 X . 6.8 ヽ1 17 17 790

小 計 117.6 24 665 28 1,755

中

間

東白川郡古般 壕 303.0 14 342 0 24 鹳 2,242

石川郡平田 35.0 13 184 14 174

田村郡小野 82.3 7 134 18 嚙 1,064

"滝根 51.6 4 72 18 477

〃大越 176.1 6 119 20 643

〃都路 6.9 3 26 9 238

188〃常葉 X 10.0 3 29 10

" 船引 75.8 16 261 16 440

小 計 96.6 66 1,16 7 18 836

常

磐

石城郡遠野 87.8 7 153 繆 22 942

〃田人 64.9 8 136 17 909

//三和 X 13.5 4 83 净 21 509

〃川前 21.2 1 12 12 喜, 2,156

小 計 41.0 20 384 19 903

相

双

.•・忍・幾・鄭・出四・

....•一......〃・...........熊..

相馬郡飯舘

35.9

X 7.2

X 2.8

3

1

5

........... 一・..:...え.....

10

16

金 26

10 _

16

卷 2,067

470

164

小 計 17.3 7 103 15 1,023

阿武隈計 68.7 1〜55 2,832 18 918

福島県計 56.8 5〜86 10,564 18 932

注 素材生産量は所得推計資料(3 9年度)による。そのほかは6 0年センサスによる。
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平場の大規模工場と山元製材工場の比較は、それぞれ一長二短かあり、どちらにすべきだと 

いう決定的な評価はえられないであろう。しかし現実はやはりある程度用材生産の髭が確保さ 

れ、生産力觥行されている地域には、それ互りの加工施設があるようである。とくに地域開発 

ということであれば、原料供給ばかりでなく加工過程をも地域内に確保することが、好ましい 

わけで、小規模工場でもその利点力哇かされるような方法の確立が望樓れよう。

7 ) 国.公有林野の利用・

a 地元利用状況

地元住民の福祉のため経営上持別の施業を耍する林地(普通共用林野、簡易共用林野を除く) 

を第3種林地と呼んでいるが、その比率は表2—3 〇に示す通りである〇これによれば、第3 

種林地の比率の高いのは、県北、県南、中問の3地域であって、これらの地賊の国有林のかな 

りの部分が何らかの形で地元利用されていることになる。それが建家1戸当たりにしてどの位 

になるかを同表!•てよってみると、阿武隈平均では° • 4 9haであって平均値としては非常に高 

い〇都路を特例として除けば0.3 0 haであるが、と < に都路のほかには、県南5町、古殿、 

滝根、田人などが平均値が高く、相双3村もかなり高い。やはり一段に非林業的山村では低く 

なっている〇

公有林野の地元利用状況は正確には、わからないが、6。年センサス資料によってこれをみ 

ると表2—51のようになっている〇禾期面積の多いのは川俣、三和、川内などであるが、薪 

炭林あるいは採草地としての利用が多い。このほかに分収林形式での林業的利用があるが、東 

养K 2 8 h a )、鮫川(・2 0 h a )、盅野(3 5 5 h a )、田人(3 11 h a )、三和(6 1 

4 h a )、川内(2 5 7 h a )、飯舘.(17 h a )などである。

b 国有林野の活用ぶ望

県農林課が41年1月時点でとりま’とめた国冇林蜉の活用希,望は表2 — 3 2に示す通りであ 

・る。林業用地としての活用希望が多い.こと、活用希学の面積がかなり大西積になること、活用

の方法としては払下げ希望力次部分を占めるという特色がある’ことは前にのべたっここでは町 

村別にそれをみるc

まもっとも多いところの林業用地の払下げを希望する戸数が町村内の全燃家〇どれ位に当 

・るかをみると、都路、川前のように希望戸数が金農家数を上回’る(多分非悬家も林業用地の払 

' ・下げを希望しているからこのような履Z字になったのであろう)ところを’顿にして、飯館、葛

尾の相双地域がこれにつぎ(川内の払下げ希望戸数"は資料では不明であるが、村有林力伏面積
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表2 — 3 0 地種別国有林野面積お、よび不要存債国有林野

地!、 地種別面 積( ha) - 同 比・率 (%) 不耍存 農家1 
戸当さ 
り察 
耗肘

1
h a )11域

郡町村名、、 第1秋 第2称 第3種 除地 計
第1

種

第2
第•5種 •除地 計

0題］有

林野

伊逹郡霊山町 250 — — 5 253 99 — — 1 100 5 —

県 〃月舘町 — — 一 — — — —• 100 一

/Z川俣町 1 427 599 92 918 〇 46 ◎ 42 10 100 21 0,1?

〃級野町 — — 一 一 — — 一 一 一・ 100 —

安達郡岩代町 69 72 55 〇 194 56 56 嬢26 〇 100 〇 0.0:

北 〃朿和町 100 一 —

小 計 299 488 451 95 1,544 22 35 54 7 100 26 0.04」

県 東白川郡矢祭盯 41 2,35 0 729 87 5,207 1 75 壕25 5 100 7 ゝ.•〇・56

〃矯町 1,580 6,256 1,208 282 9,527 17 67 14 3 100 26 ■_ 0.67

〃鮫川町 63 2,995 948 255 4,250 1 70 為22 6 100 62 ,we

南 小 計 1,664 11,602 2,885 605 16,764 10 69 17 4 100 95 0.71

東白川郡古殷町 〇 4,656 1,556 295 6,506 〇 71 24 4 100 52

中 石川郡平田村 1 83C 651 69 1,551 〇 54 ゆ41 5 100 46 0.M

田村郡小野町 17 442 529 35 821 2 54 啜40 4 100 49
〃遍根町 4 828 415 26 1,275 3 65 翁35 2 100 7 •.•〇. 61

"大越村 21 24 42 5 92 25 26 鎌46 5 100 5 O.Or

"都路村 2任 3,762 6,057 211 10,278 3 36 繼58 2 100 565 ,

〃常葉町 18 1,116 618 175 1,925 1 S8 确32 9 100 110 0.51

間 〃船引町 8 841 456 32 1,357 1 63 L 35 2 100 100 0.1ミ‘

小 計 357 12, 499 10,084 842 25,763 1 55 42 4 100 714 0.8-'

常 石城郡遠野町 100 2,752 198 45 5,095 5 90 5 1 100 — 〇・

〃 田人村 257 7,011 645 275 8,168 3 86 8 3 100 13 (州

〃 三和村 757 5,696 151 158 6,742 11 85 2 2 100 15 0.1-’

〃 川前村 565 5,598 27 79 4,068 14 84 1 2 100 2 〇・®

銘 小 計 1,657 18,858 1,022 556 22,075 8 86 5 2 100 28 い:

相 双葉郡川内村 485 4,895 一 76 5,456 9 90 一 1 100 1

〃 葛尾村 192 4,705 196 54 5,157 4 91 4 1 100 10 0.45

相馬郡飯館村 811 8,945 729 260 10,744 8 85 7 2 100 74 0.4 -

双 小 計 1,486 18,545 925 900 21,856 7 85 4 4 100 85 〇・“

阿 •武隈 計 5,463 51,993 15,568 2,976 85,801 7 67 20 4 100 948 岫

福 ,鳥県 計 119,556 248,592 29,250 14,789411,865 29 60 7 4 100 2,424 0.1：

注 1••福島県林套統計:*：( 3 9年度)2 7 2頁〜

2. 第1•樟林地 保安林、砂防•指定抱、国立公園指定地や、国定公園指定絶等国土の保全その他 

間接の効用のため経営上制限を受ける林地。
第2彳小林地 第1種、第2種以外の林地(皆通簡易共用林野を含む)
第5籾林址-地元住民の福祉のため経営上府・別の施業を安する林地。
除 地附帯地、雑地、貸地

一 94 一

表2 - 5 T 公有林野の地元利用

也 、、、 公有林 利用形態別 所 有形態別 地元利 B/A

域
君阿村名'、

野面積

.A

薪炭林

として

採草地 

として

放牧地

として
県有 町村有 財産区有

用面積

B

X

1 〇 〇

伊逹郡霊山町 292 — — —. — 一 —

県 〃 月舘町 213 85 — — — — 85 85 40

〃 川俣町 605 285 8 一 -T- 294 294 49

" 飯野町 206 190 — — 190 — 190 92

安達郡岩代町 504 — — —— — 一 — —

北 〃 束和町 407 — 24 59 — 一 63 63 15

小 計 2,025 560 52 39 — 190 442 632 51

県 束白川郡矢祭町 552 181 •— — — 181 一 181 51

〃矯町 555 — .—- 一 — — — — —

〃鮫川町 15 一 一 — — — — — —

南 小 計 718 181 — — — 181 — 181 25

東白川郡古殿町 915

中 石川郡平田村 29 — — — — — — — —.

田甘郡小野町 105 184 — — —— 184 一 184 175

〃 滝根町 161 14 144 — — 158 一 158 98

" 大越村 6 159 一 I 一 —— 159 — 159 2,650

〃 都路村 688 — — 一 一 一 — — —

" 常葉町 156 一 一 一 — — — — 一

間 〃船弓i町 一 一 — 一 -— 一 — .....二•.... —

小 計 2,040 557 144 一 一 501 — 501 25

常 石城郡遠野町 257

〃 田人村 442 一 17 一 — 17 — 17 4

〃 三和村 2,917 285 118 118 — 165 557 520 18

〃川前村 952 59 104 — — 164 — 164 18

磐 小 討 4,528 542 259 118 544 557 701 16

相 双葉郡川内村 9,556 840 859 907 — 2,586 — 2,586 29

〃 葛尾村 426 一 一 — —— 一 一・ — —

相馬郡飯舘村 541 — — 一 — — — — —

双 小 計 10,105 840 859 907 — 2,586 — 2,586 26

阿 武 隈計 19,414 2,280 1,254 1,064 ― 3,802 799' 4,601 24

福 岛 県計 91,576 16,554 | 2,627' 1,064 一 13,241 7,004 20,246 22

注 6 0年センサス林業地域調査による。
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に存在すろ関係で大きな比慮にはならないであろう。)遠野、三和、古殿、墙、矢祭の傾【こな 

っている〇

これらの町村は概して国有林野の高いところである。

つぎに活用希望面積が国有林野面秋のどれ位に当るかをみると、平均で69. 6 %にも逹して 

おり、栗平均の56.8务を大きく上回っていることは活用に対する耍求度が高いこと、を示して 

いる"とくに絞川、川俣、滝根、船引、三和などでいちヾるしい〇なお、1〇 〇务以上を示す 

ところは、活用希.蝕が該当町府外の国右林野に及んでいるところである。

林業用地の払下希望面積は希望戸数1戸当たり灼4 . 6 haにも達しているがー血竺用j也を含 

めて、ほとんど、阿武陝山地全体にまたがっているといえよう。

また用途別の活用希望面積をみると、農業用地は採草、放牧地の払下日、放牧共用林野の設 

定などであるが、全体の希望面積の一部にすぎない〇大部分は林業用地であって、農科碌経営 

林といわれるものである。農業用地としての活用希望が比歧的多い町村としては、川俣、矢祭、 

絞川、都路、遠野などを挙げることができ・るが、地域的な傾向は見出せ度いようである。

8 } 要 約

林業依存度、林業生産緬、造林、林野の所有、経営、林業:生産、国公有林野の地元利用状 

況などについてみてきたカ、これらについての主要な指標を再掲すると表2 _ 3 4の如くなる〇 

阿戳彼山地の持色は県全传のレベルに対して、林・生産基盘も敏固で、その芸盤造成も活発で 

あり、それを背景とした林業生産もより高レゝレペル" 宀てい我林業への依存度も相対的

に高く、またその渤にもある程度こたえているといえる。 !

全体としてはこのように阿武限林亢は、少チ:くとも林業的な側一而では県全体に比してはるかに 

優位にあり、いわぱ好・しい状筋にあるといってもよい。

しかしこオ］・ くまで,'.ハ:との比•較の上のことでめっへこれを全国的な祝点でみれば、必 

ずしも手離しでよろこんでよいような状態ではないことは負らかである。•

ま7そそ;函上に、一口に:：.•'•・といって"ヽ・地"て・ ""擦な差があることも重要 

である。大ぎくわければつぎの2つの区分かでするc

ーつ泊寸叫る非林斐的山村Eリ、阻はいわ必林業的山村であ切

阿武隈のように全体としては;"扌バ」";况"’ / ■•-もって…いているような山問地域で

は、そのような地形、立地に適した産./:が立地しなけれは及らず、そのような産業を生かしてこ 

そ地域の発膜も考えられるc
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注 ! 県農林課資料による。ただし国有林野而積は県林業統計占。

2.※は該当ない町村〇

表2-5 2 国有林野の活用希望

地

域
虾村名、、

活用希望而積 (ha) う・ち払下 
林業用地 

希望面雅 

(ha)

林業用地払 
下希望戸数

払下希望 
面 積

活用希望
面 積

艘業用地 林業用地 その他 合 計 提家数 
(% )

活用希隼 
面積同

国有林野 
面積(効

県

北

伊逹郡遊山 — 263 10 273 275 —— 100.0 畲 80.1

".月舘 200 — — 200 .— — 一 0.0

〃 川俣 321 569 — 890 540 17.7 蛾 60.6 涙108.4

〃 飯野 一 一 — — — 嚴 奈 癡

安逹郡岩代 — — — — — — — 一

〃 東和 —— — — 一 — 盗 楽 楽

小 計 521 832 1〇 1,565 815 4.1 59.7 101.4

柴 束白川郡矢祭 561 1,527 — 1,888 1,240 C 55.6 愈 65.7 60.7

南

〃 蜩 — 7,686 — 7,686 7,686 飾 67.2 100.0 ・竪...85.]

•金、 40.8〃鮫川 1,121 2,459 1,951 5,491 5,957 27.3 ◎ 72.1

小; 計 1,482 11,562 1,951 15,065 12,885 46.9 85.5 95.9

中

間

束自川郡古殿 .485 4,425 一 4,908 4,408 尊 72.7 89.8 够152.0

石川:郡平田 465. • ‘370 100 955 862 20.9 92.2 題 72.5

日1村郡小野

〃滝根

290 568. 一 658 518 28.9 78.7 必 74.9

981 242 10 1,255 〇28 4.0 75.2 蜜100.7

〃 大越 — 一 一 一 — 滅 嶽 液

...〃 都路 1,655 1,758 45 5,416 2,125 勒 !35.8 〇 62.2 56.7

〃.常葉 275 570 40 685 551 12.5 77.4 40.4

〃 船引 .551 942 — 1,495 1,207 15.7 80.7 熾107.2

小 計 4,680 8,453 195 15,328 10,577 26.0 79ふ 81.7

常

磐

石城郡遠野 200 2,693 一 2,893 2,045 咿 75.3 藏•70.7 修 ?7.6

・〃 田人 100 2,517 — 2,619 2,158 15.7 81.6 緇、 85.6

// 三和 992 4,951 — 5,945 4,408 略' 70.0 74.2 椽、 85.6

〃;川前 47. 1,256 一 1,285 1,250 魚、 105.8 97.4 27.1

小 計 1,559 11,599 — 12,758 9,841 90.0 .77.2 56.4

相

双

双葉郡川内 — 1,679 一 1,679 1,679 一 100.0 25.7

".葛尾 702 2,551 200 5,255 2,760 樓 91.2 85.4

88.0

6 6,7

© 79.4相馬郡飯館 845 7,548 一 8,591 7,576 灿 95.4

小 計 1,545 11,558 ■ 200 15,505 11,815 65.4 88.7 61.5

阿武阻計 9,567 45,894 2,556 55,797 45,929 51.9 82.2 71.5

福島県計 55,525 112,905 5,660 151,888 126,558 14.2 85.5 57.5
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要 約(相依存度)表 2— 3 4-(1)

地

域

ヽ・
町村名.\

労 働 力 生産所得 いわゆ 

る林業 

的山村

林業就業者

割合高い

就業者減 
少率低い 
ところ

集落単位の 

林業依存度

林業賃労多

いところ

林業生産所 
得割合高い 
ところ

面積当た 

り生産力

•呆

北

伊遂郡霊山

〃,月舘

" 川俣

〃・靈迓

安達郡岩代

〃 東和

小 計

〇 

〇

〇

................::

〇 ,

:- :

柴

_ J
用

東白川郡用

" 璃

〃鮫川

小・ 計

〇

〇

〇

増加 〇..6

........〇.....

・上・•〇 _..• 一

............〇,...........

〇
〇・..

.〇

〇・........
6

_...•営 

.......•選•....

....•一・浚......

中

間

束.•自・川鄭直酸・..

.互.业・•鄭.•そ・里....

.•用..杖.鄭.小.毀.…

〃・滝根

" 大越

〇 ...：....〇,.......:.....

.......,〇,............

・ 〇 •••••••••..〇:

〇’

J・
:: •• • • ■

〇

z\
△

〇 ......恐........

" 都路

......〃..........價.乘•....

......ん….・齢•引・..

小 計

〇

〇

••••••••••••Q•」

/ ..
...........

....：.......„Q.：...

ヽ

......思・......
•• - • 1•

1
1

常

鑿

石城郡遠野

…七...用.......

〃 三和

" 川前

小・計’

〇

〇..

...........•〇・...........:.

・ 〇

•〇

〇..........;

〇

Q.

..•二/

・一

〇

.....,.......〇・.....

••…q••••••••••••••• 

......；......Q............... 
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表2—3 4 一⑵ 要 約(林業生産基罠)

枯1ヽ 耕地率低

いところ

林野の所有

形・態

森林 資源 地利級悪

いところ

脳密

度低い

ところ域

ヽ

\ 
町村名、\

国•公.私合 
詩人工林率. 
用材林率高い 
と こ ろ

民有林、 

人工林率 

高 い

1ha当た 

リ蓄新高 

いところ

伊建郡孟山 私 .........Q......... ........0......
県 〃 月舘 •私 ...........Q........ ........0.......

〃 川俣 私: 〇 〇

〃飯野 

安達郡岩代

私・

私

…q......... •・・:••••... . ..... ......:....

北 〃 東・和

小 計
...........

私
........... .... ..... —. ......•••••••.〇.,・一.. Q

県 東白川郡矢祭

〃 矯

〇
.........〇・..............

国・公・私 

国

〇 

〇..

.......•〇・.........

........Q..•二

・〇・.......

..〇....

...........Q.........

.........Q........

•.•一•受…..

.....〇・.....

南

〃鮫川

小 計

〇 国・公・私 .•〇・… ................. 〇

東白川郡古殷 ・〇 国.公・私 ・〇 〇 ・ 〇 .：..........〇..........

中 石川郡平田 私 〇 〇

田村郡小野

〃 滝根

私

国・公・私 ・〇 〇 〇
.... ...— ................. . •

" 大越

〃 都路 〇

私
........ .0........ ...........〇........

〇 , ZqZ
間

〃 常莱

" 紀1

小 計

国・公.私

私 く
........

........

常 石城郡遠野

" 田人

〃 三和

・〇

・〇

：..O..

国・公・私 

国

国.公・私

・〇

....._...Q...._............

〇

.Q.

.......Q............

.Q.…

.........Q..........

〇.........

Q-

一・..Q.......

.......0........

磐

〃 川前

小 計

.„〇 国.公・’私 〇 ..........Q...f ....•〇

相 双葉郡川内

〃 奮尾

〇 

〇

公

国.公.私 Q......... 〇

相馬郡飯舘 〇 国・ 〇 .....Q......

双 小 討

阿 武限計

福 島県計
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約(造林)
ヽ

表2 — Z 4 —⑶ 要

地
植付王体

、 广,'：.

民有 林造林

域
町村名、、 植•林・租類 面積当たり造林実績

伊逹郡霊山 私: 転

呆 " 月舘 私 ?
• ■

〃 川俣 私 (原)

〃 皈蜉 財産区 ?

安達郡岩代 私 (原)

北 〃 東和 私 (原)

小 計

票 東白川郡矢祭 私 再 ・ • 〇

〃 璃 国 再 ■ ■ 〇

〃鮫川 国 転 〇

南 小 計

東白川郡古般 私 再 .•〇

中 石川郡平田 私 (原)

S村都小野 私 (原) 〇

" 滝根 私 (原) .• 〇

〃 大越 私 (原)
• • .t

〃 都路 国 ?

〃 常葉 私 ?

間 " 船引 私 (原)

小 計 ・ ・

・常 石城郡遠野 私 再 〇・ ,

’〃 田人 •私 再 〇

〃 三和 私 転

〃 川前 国 転

磐 小・ 計

相’ 双:葉郡川内 町村 転 〇.

〃 葛尾 国 転 〇 ・

相馬郡飯舘 国 転

;双 小一計

阿 武限計

福 島県 計

-100

表2-5 4-(4) 要______約(林野所有)
ヽ 

地

域 町村名、、

林業 経営 •大規模所 

有が多.い

ところ

山林の地区 

外流出多い 

ところ

非農家林

家が多い

山林保有

農家率

林野(私有) 
所有規模高い

中规模席が比較 
的.多いところ

伊達郡揺山 〇 ..0.........
県 〃 月舘 〇 ..…〇,.....

〃川俣 〇 〇 ヽ

〃 飯野 ..........Q........ ..........〇.

安達郡岩代 ......•〇・.......一

北 〃 東和 .............Q............. ........Q..........

小 計

県 東白川郡矢祭 ....〇).......
〃 塩 .......... Q............ ............Q..............
"鮫川 〇 〇

南 小 計

東白川郡古殿 〇 〇 〇 ....〇・.....

中 石川郡平田 〇

田村郡小野 6
〇 〇 〇

〃 滝根 〇 〇 .〇 〇 •

〃 大越 〇 〇

〃 都路 〇

"’ぞ探: ' 〇 ...〇・

間 〃 船引 ......〇

小 計

當 石城郡遠野 ..........0...........

〃 田人 〇 〇

〃 三和 〇 ,〇.. ...Q ' 〇

〃 川前 〇 ..._..._Q....._一

磐 小 計

相 双葉郡川内 Q 〇

〃 葛尾 〇 〇

相馬郡飯:•舘 〇 ........Q
双 小 計

阿武隈計

福 島県計
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表2—3 4 —⑸ 耍 約(林業生産)

地

域
町村名、ヽ

国営生産多

いところ

薪炭吿建多

いところ

面粗別生 
産額多い 
と件ろ

面秋別来 
材生産多 
いLころ

販売林 

家数

単位而初1 
当たり製 
炭 量

加工施設

劣 勢

烘

伊逹郡霊山

〃 月舘

北

八川俣 〇

" 飯野 〇

安達郡岩代

〃 東和

小 計 •

南

東白川郡矢祭 〇 〇 〇 ・〇

〃 培 〇 〇 〇

〃鮫川 〇 〇 〇 〇・ 〇

小 計

中

東白川郡古殿 〇 〇 〇 〇 ・〇 •
石川郡平田

田村郡小野 〇 〇 •

〃滝根 〇 〇 〇 .• *

" 大越

〃 都路 〇 〇 〇 ....Q - •

間

" 常葉 ....,..Q......
〃 船引 ....•〇 ..

小 計

常

磐

石城郡遠野 〇 〇 〇 .....•〇・..... ・〇

" 田人 〇 〇 〇 〇 〇

〃 三和 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ・

〃川前

小 it
〇 〇・

ヽ

相

'以

双棄郡川内

〃 葛尾 ........Q........... ....Q...
相馬郡餃館 ........Q............ .......Q.........
小 計

阿武陂計

福島県計
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林業もその有力な産業部門であることは明らかである。

阿武限の中でm財床業的山村は県北地域と中間地域を中心に分布しているが、これらの地域にお 

いても林野率は特殊な町村を除けばほとんど6 〇 ～7 〇 %にも逵している。この地域では耕地率 

が相対的に高く、広義の農業に産業の中心がおかれているが、かりにこれらの林野が右効に利 

用きれるとすれば、地域住民の所得向上に果す役割はもっと大きくなるはずであるc

一方林業への依存度が高い町村は、常磐、跟南、相双地域になる。これらの地域は、:桃f也率が 

非常に低く、それだけに林業の果すべき役剖も重要であるべきところであって、それ衣リに一定 

の成果は得られているようである。しかし、林業的山村の中でもその地域的な格差はかなりはげ 

しく、県南お・よび常磐の進んだグルーブと相双のグループにゆけ•られる。

以下、林業振興上問題になると思われる民有林についてその、発展段階を軸として地域的な特、色 

を常理すればつぎのようになるであろう。(図2 -19參照):、

A 人工林率も低くかつ人工林化の速度も遅い町村 .. ..

①©③©⑤⑥ー県北

H14楽 15,17ー中間(※印は林漿的山村以下同じ。)

玄24 一相双

これらの町村は※応 ※尊の林業的山村を除いて、すべて県北、中間地域の農山村ま 

たは山村である〇林野率はかなり高いが、林野所有は1ha未満の零細片が主体であって、王 

として、農家が所有する摂用林的な性格をでていない。林野の利用は農•業用資材獲得とか、生 

活維持のための自給的利用力;支配的であるとみられ、単位面積当たりの林榮生産額も若干高い 

が、•用材林地帯のそれ,に比較すれば格段の開きがある。 •

これらの町村の彬关王の課題はいかにして用材林化へのきっかけをつかむかということであ 

ろう。

B人工林率は低いが、人工林化の速度は早い町村、

A - 県南

［询 - 中間

※寧 ー 常磐

※寧歹災泻Z -相双

これらの町村は現在人工林をあまり多く持っていないから、それを伐採して生産に結びつけ 

ることができないが、人工林化は林種転換を中心として着々進められているので、このせまの 

速度で人工林化が進められるとすれば、人工林化のレベルも向上し、cのタイ・ブに近づける可
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図 2-19 人工林率一造林面積一生産額
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能性がある。楽 A はそのような村である。 •.

この地域の町村では、人工林化が揭:近始まったばかりで、人工林の年令構成は幼令林に集中 

してお、り、生産と結びっいて来ていない。 •

このような悪条件の中で現在の人工林化のテンポを維持して行くかが大きな課題である。 

そのためにはまた、現存する広菜樹林をどのように利用して、人工林化の場所を作って行く 

か、スギ用材林に適しない自然的惡条件を克服する手段として、マツか造成技術をいかにして 

定•君させるかなども重要な解決を斐・する課題といえよう。

〇 人工林レベルも高く、かつ人工林化の速度も早い町村<.

※公楽ふ L県南

.回し11I 一中間

命※会※函ー’常始

このタイブの町村は 国 を除いていずれも林業的山村である。町竹内の大面積が林野にょ 

って占められ、国有林野もかなり多いが、私有林の所有規模は他の地域の町村よりはるかに高 

く、経営・は安定している。林野の地区外流出も比較的少なく、また西南地:成の先進林業地にみ 

られるような大規模林野所有のあまりみられないのも•待色である〇

自然的釜件はスギの生育に適し' 比敝的早くから人工造林に為:手したため全体としては幼令 

林に厚いとはいえ、伐期に逹する人工林を持っている7とめ、単位面植当たりの素材生産量も高 

く、したがって林楽生産額も高い。

造林はここに封いてもやはり林種転換を主体としていろが、その比率は比較的低くなってき 

てお'り、それと並行して再造林の比率が髙まっている。

いわば出来上りに近い林業地であって、岫寸の比率で5 〇〜7。％という高い人工林率はざ 

らにないであろう〇

ただ、このような地域でも林業上の問題がないわけではなく、とくに今までは植えればよい 

ということで拡大を続けてきた造林地を、いかに生産的に取扱っていけばよいかという林業技 

術上の問題、流5宣上の問題など解決すべき問題も多Eまた地域全体としてはそうであっても、 

個別経営に入って行けば、なお未熟な経営体もあリ、地域経済と個別経営との調整の問題も殁 

されていよう〇
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3 経営類型の策定と経営改善の方向

!»阿武隈山系地域における私有林経営の現状

a林業生産活動の地域的差異

ここでは、林野の林業的利用がどの程度芽生え、かつどの程度発展してきているかを町村別 

・に見る。活用する資科は19 6 〇年農林業センサス(林家調査結果)である。

対野の林業的矛”用の展開を知るためにどのような指標を用いるかは議旨侖のあるところである 

が、ここでは「林地からの産出における構造」、「林地への投入にお、ける構造J「林地上に形 

成された林業資本の構造」の5つの指標を用いる〇そして、考察の過程では林家調査結果に表 

われた城人的集計値と狷地的集計値を適宣組合せ左から考察する。

j ) 林地からの産出面"てむける:!也域的差異

林家が林也からの林咨:物をどの程度生産Uどの程度販売しているかを地域別(町村別) 

(て明らかにするのがここでの課題て’ある。

産出而を表示する广標としては表3 —1にグすよう(てきわめて多面にわたるカくここで 

は特殊林産物の启品化(・てついては街略して、用材の商品生産を中心(て考察する。

まず、表3—1の第1〇働(林産物販売林家率)を見ていただきたい。これはいずれかの 

林産物を販売した林家の割合を示している。阿武限山系町村の平均林産物販売林家率16 . 7 

%を基準とすれば、矢祭、场、鮫川、古殴、遠野、田人、三和、川前の8町村がこれを上廻 

って・いることが知られる〇さらに第1い视(用材販売林家率)を見れば、上記の8町村に滝 

根、川内が加わりゝ計1〇町村が阿武限平均8.9?を上廻っている。

いうまでも7Z く、高い商品生産的林野利用は林地の用材林化の進展度と相関関係にあるが、 

その関係を見たのが図るTである。これは横軸に属地的なレ〜レ(水準;脂標従軸に屈人的 

なテンポ(M展度)指標をとっている。阿武限山系町村の針葉樹林率が32.1 %、同じく用材 

林取売林家率が8 . 9 %であることからすれば、出人、二和、古殿、矢祭、協の5町村は他町 

村に比べ用材林経営の基盤が成熟して歩り、しかも商品生産の進展度が髙いことを示してい 

る。このように属地指標と"、ポ離組合せ’、册1生産I0進脹度盗队こと亿は問題があ初、セ 

.ンサス資料からはこれ以上の満足できる資料を得ることができない。また横軸には商品生淫 

可能林分比、たとえば3 〇年生以上の用材林面積比をとった方が適切かもしれないカ、セン 

サス資料には人工林の林令別面液として用材生您の対象外のクヌギ林が集計されている反面、 

用材生産の対象地であるアカマッ天然林の令級別面積カ不明である。このような理由で以上 
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のように針葉樹林率で滿足せざるをえないCいずれにしても、田人、三和、古殿、矢祭、 

瑞の5町村は相対的に用材商晶化の進展度がきわだって高いこと力罪摘できる。

一方、鮫川、川前、滝根、遠野、川内、大地は阿武隈平均に近い水準にあり、その他の 

町村はレベルにお、ちいて低く、テンボにおいて遅れていることが明瞭である。このことは 

後述の投入面についての考察でより明確になってくる。

ii)林地への投入面にお・ける地域的差異

•林地への林業的投入は造林活動をもって代表される。造林活動がどの程度浸透してお、り、 

かつその速度がいか程かを地域別(町村別)に考察すS之こでの課題である。

表3 — 2は造林(投入)に関する地域差を・見たものであるが、この中から主要な指標を 

ぬき出し、瓶合せて考察する。図5 — 2はレベル指標として人工林率を、テンボ指標とし 

て拡大造林率をとっている。点線は阿武限平均を示す。以上の圆地的指瞟による投入活動 

の地域差はだいたい次の4つのグルーブに分けることができる。

(a)レベルが高いが、テンポが頭打状態の町村……矢祭、墻、滝根、古段、遠野、田人

(司 レベルが髙く、しかもテンポもにぶっていない町村……三和

(c) レベルが低く、しかもテンポの遅い町村……月舘、朿和、大越、’常葉、葛尾

(d) レベルが低いが、デンポの早い町村、以上のグルーブ以外の町村。

要するに、(a) (b)のダループは再造林を基軸とした用・材林経営の定着しつつある町村 

と推察され、一方、町村数でもっとも多Bd.)グルーブは産出のともなわない林種転換造林. 

の段階であり、(C )グ,’レープは林種転換造林・,芽生え&Nい町村とみてかかろう。

つぎに、図3-3は図3-2と同様に属人指標で見たものである。属地指標のように明瞭 

な地域差の出はできないが、それでも阿武隈平均と比べてその傾向を見れば次のようなク 

ルーブに分けることが可能である。

(a) レベル、テンポともに高い町村……三和ほか2町村

(b) レベルが高いがテンポの遅い町村... 田人ほか8町村

(c) ベル、テンポともに低い町村....東和、葛尾

(d) レベルが低いが、テンポの早いL村...飯舘ほか8町村

碗地指標で見た場合と属人指標で見た場合とが必ずしも一致しないが、この両指標を組合 

せれば、次のようなグループイングが可能である。

(a) レベルが高く、テンポが早い町村 •三和

(b) レベルが高く、テンポの遅い町村... 稿ほか4町村
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表3-1 町村別の林産物商品化

—108 一

林 家 数

(1J

自家用の 

林産物生 
産林篆数 

(2)

林劑勿販 

売林家数 

〔総〕⑶

林産物収 

売林家数 
〔用材r！

(4)

腳物販 

売林家数 
鱈炭材〕

(5)

保有山 

林面秋 

⑹

霊 山 町 1,195 695 193 71 123 2,569

月 舘 町 644 357 88 38 74 1,382

川 俣 町 1,407 829 254 76 204 3,830

飯 野 町 49〇 293 44 7 40 420

岩 代 町 1,362 907 158 79 96 2,741

東 和 町 1,255 910 148 85 73 1,902

矢 祭 町 749 370 174 120 87 5,078

璃 町 1,104 491 250 156 157 3,684

鮫 川 町 78? 296 211 112 139 2,758

古 殿 町 917 452 256 170 146 2,893

平 田 村 962 712 79 39 42 2,989

小 野 づ 1,204 687 154 82 89 3,895

滝 根 町 485 428 85 64 25 804

大 越 村 620 425 58 43 17 1,091

都 路 村 346 37 39 16 28 753

常 葉 村 962 746 163 72 57 1,921

船 引、 町 2,866 2,237 207 107 109 4,394

遠 野 W 1,049 742 298 130 193 2,131

,田 人 村 430 60 143 94 60 1,189

三 和 村 660 521 293 191 214 4,645

川 前 村 334 98 95 50 68 1,407

川 内 村 39 2 66 62 38 40 868

葛 尾 村 174 3 17 9 10 458

飯 舘 村 950 151 149 45 121 2,181

阿武般平均

に関する指標
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(単位・戸、干円、円、％)

販 売

金 額

(7)

⑵/⑴ ⑶ / (1) (4)/ ⑴ ⑸/⑴ ⑺/⑹ (7) / ⑶ (4) / (3)

11,472 58.2 16.2 6.0 10.3 4,465 59,440 36.8

15,485 55. 4 13.7 5.9 11.5 11,203 175,943 45.1

14,770 58.9 18.0 5.4 14.5 5,856 58,149 • 29.9

1,245 59.8 9.0 1.4 8.1 2,964 28,295 15.9

11,670 66.6 11.6 5.8 7.1 4,257 75,860 50.0

12,107 72.5 11.8 6.8 < 5.8 6,365 .81,804 57.5

57,055 49.4 。23.2 ° 16.0 11.6 12,051 212,853 69.0

55,777 44.5 〇 22.7 〇 !4.2 14.3 14,597 215,108 62.5

21,065 37.5 » 32.4 ・I4.2 17.6 7,637 99,834 55.1

17,210 49.3 « 27.9 。18.5 15.9 5,948 67,226 66.4

-12,577 72.5 8.0 4.0 4.3 4,207 159,202 49.4

16,505 57.1 12.8 6.8 7.4 4,186 105,876 53.2

10,407 88.2 17.5 〇 !3.2 5.2 12,944 122,435 75.5

7,699 68.5 9.4 6.9 2.7 7,056 132,741 74.2

2,579 10.7 11.3 4.6 8.1 5,424 66,128 41.1

7,725 77.5 10.7 7.5 5.8 4,020 74,980 72.0

18,608 78.1 ”7.2 5.7 3.8 4,254 89,895 51.7

29,098 70.3 » 28.3 ° 12.4 18.4 13,654 97,644 45.7

31,253 14.0 » 33.3 〇 21.9 14.0 26,285 218,552 65.6

44,422 48.6 ° 44.4 。28.9 32.4 9,565 151,610 65.3

8,151 29.3 〇 27.8 » 15.0 20.4 5,795 87,645 53.8

7,427 16.8 .15.8 。9.7 10.2 8,556 119,790 61.2

1,112 1.7 9.8 5.2 5.7 2,558 65,411 _________55.0

6,541 16.2 16.0 4.6 15.0 2,999 45,899 28.8

57.6 16.7 8.9 10.2 | - 7,408 112,411 53.1



図3—1 産出に関する指標

用(％)

,材

販

林

家

率

10 .3〇 30. 40 50 6〇. 70 80 90

. •針葉樹林率

注

(1)図の数字は町村麻を示す。

1.•靈 山 町 .9 餃: JIL 町 .1 7. 船 即、. 町

2•・月 館 町 ! 〇・ 古 娥 町・ 1 8. 遠 ・野 町

3..川 俣 町 11. 平 田 村 1 9. 田
' • •

人 村

4.飯 野 町・ 1 2. •小 野 町 ‘2 〇・ 三
• . * • • •
和 村

5.’岩 代 HTJ- 1 5. 滝 ・履 町 '2 1. 川
ヽ・. 
前 村

6;東 和 的 i 4. 大 越’ 村 •2 2. 川 內 村

7：矢 祭 町 1 5. 都 路 村 •2 5. 葛 •尾 村

S矯・ 町 1'6. 常 葉 村 • 2 4 飯ー ・舘 村

100 (%)

(2) •点線は阿武隈平均を示す。
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(c )レベルが低いが、•テンポの早い町村...飯舘ほか8町村

(d)レベルが低く、テンポの遅い町村... 東和、葛尾

グループインダできない町村......遠野、小野、常乘、大越、鮫川、川前、月館

な:歩ゝ人工林率、1戸当植林面積をレベル指標にして、前と同様に図上にプロットしたの 

が図3 — 4であろ〇これからも以上のダル-・ ブイングと同様の傾向カ漑みとれるであろう。f 

iii )林木資産形成の地域的差異

林野の林業的利用カ暇家経済の中に芽生え、さらに発展していく過程は、林産物の販売 

によって、その端緒が与えられ、人工造林がこれを維持発展させる原動力となる。そして、 

こうした生産活動---投入。産出一が経営内に沈澱した結果として林木資産が形成され

る〇かかる観点からすれば、形成された林木資産は投入と産出の差領であると理解よれる〇 

もちろん、こうした等式は林業部門が典家経済の中に独立して形成され、’しかもいかなる 

地i或において、も直線的な発展過程をたどることを意味しないむ I

かくして、林木役産形成の地域養は過去にち、ける生産活動の結果的指標であると同時に、 

将来の林業部門への拡大投資の意志決定を換起する要因的指標であるともいえる。

表3 — 5は人工林の林令別面積[比を見たものである〇長期の生産期間を要十る育林生産 

では林令配股が平均化していることが望ましいか.、育林生産の歴史の浅い阿武隈山系の大 

多数の町村においては林令構成が幼令林にかたよっているこ,とカヾ指摘される。図3— 5は 

育林経営の非本的資産である人工林刑どの程度形成されているかを人工林率で、その人工 

林の中で王伐可能林分(林令3 〇年生以上)がどの程度形成されているかを見たものであ 

るc図より明らかなようど、次の4グル会ブに分けることができる。

(a)人工林家が高く、版売可能林分此の高い的村……痢、田人、三和

(七)人工林率は高いが販売可能林分比の低い町村、すなわち最近急速に人工林化力確展し 

ている町村……矢祭、古殿、滝根、遠野

このグルーブの中の矢祭、古毆、滝根は用材販売林家率が他町村に比較しアキわめて高 

く、反面、拡大造•林:率が他町村よ’り低いことからすれば、かなりのテンポで林木 

’資産が形成されているものと推察される。

'(c)人工林率が低いが、販売可能林分比の高い町村・、川内他6町村。これらの町村は育 

林経営の形成というよりは、備蓄的な目的で人工林が伐採されずに残されていたと思わ. 

れるカ、戦後ようやく林種転換造林か盛んになり、現在資本の充実化がはかられている

町村である。

一 [H〜



表5— 2 町 村 另IJ 造 林

—112 —

林家数

(1)

保有山採

面 積

(2)

人工林促 

有林家数 

⑶

保有人工

林面積

(1)

1 9 6 0 ! 

年植林林 

家 数 

⑸

19 6 0

年植林面

積 (6)

19 6 0 

年拡大危 

林面秋

(7)

19 6 0 

年拡大造 

林林家数

(8)

龚山町 1,1 95 2,569 701 512 249 58, 39 157

月舘町 644 1,382 360 247 110 22 10 68

川俣町 1,407 3)830 968 842 326 84 62 .217

飯野町 490 华〇 183 81 55 11 10 38

岩代町 1,362 2,741 732 336 294 52 -■ 38 182

東和町 1,255 1,902 882 559 299 55 • 35 88

矢祭町 749 3,078 666 1,891 271 141 60 135

稿 町 1,104 3,684 899 2,060 399 182 104 22

鮫川町 789 2,758 673 836 311 130 87 侣7

古殿町 917 2,893 838 1,628 295 . 127 71 169

平田村 982 2,989 688 573 143 46 32 87

小野町 1,204 3, $95 1,015 1,178 532 160. 121 358

滝根町 485 804 450 367 211 42 25 125

大越村 620 1,091 505 352 235 - 55' '34 129

都路村 346 753 .215 209 83. 19 1 14 53,

常葉村 962 1,921 719 457 305 56 35 171

船・引町 2,866 4,394 1,838 819 560 94 67 372

遠野町 1,049 2,131 755 986 317 133 83 204

田人村 430 1,189 401 869 118 56 19 43

三和村 660 4,645 • . 613 1,995 356 215 152 260

川前村 334 1,407 292 353 117 82 64 56

川内村 392 868 277 229 79 36 / 25 65

葛尾村 174 438 113 89 34 11 7 14 ～ I

飯舘村 930 2,181 541 414 325 53 43 267

阿武限平均

に 関 す る 指 標

(単位 戸、人、h a、务)

19 6 0 

年育林労 

働投下量

(9)

19 6 0 
年育林労 
働、自家 
労働投下 
・底(10)

人工林保 

有林家数 

⑶/⑴

植林林

家 率

⑸/⑴

1戸当植 

林面積 

⑹/⑸

拡大造林

林家率

(8) / ⑸

拡大造林

面積率

(?) / (6)

育林労働 

自家労働 

比 率 

(10) / (9)

人 工

林 率

(4)/ (2)

7,559 4,989 58.6 20.3 0.24 64.6 67.2 、66.0 .19.9

4,147 3,120 55.9 17.1 0.20 61.8 45.5 75.2 17.9

13,561 8,445 68.8 23.2 0.26 66.6 75.8, 63.2 22.0

1,994 1,61 6 57.3 11.2 0.20 69.0 90.9 81.0 19.3

8,029 6,560 53.7 21.6 〇.]8 61.9 73.1 :81.7 12.3

12,548 8,789 70.3 25.8 0.18 • 29.4 65.6 70.0 29.4

17,824 9,978 88.9 36.2 0.52 49.8 42.6 56.0 61.4

21,353 12,126 81.4 36.1 0.46 55.6 57.1 • 56.8 56.5

12,657 10,028 85.5 39.4 0.42 60.1 66.9 79.2 30.5

17,539 13,018 91.4 32.2 〇・.43 57.5 55.9 74.2 54.4

10,048 7,857 70.1 14.6 0.32 60.8 69.6 78.2 19.2

18,924 13,644 84.3 44.2 0.30 67.3 75.6 72.1 30.2

7,865 5,991 92.8 43.5 0.19 59.2 59.5 76.2 45.6

7,485 6,165 81.1 37.9 0.25 54.9 61.8 82.4 52.3

3,592 1,894 62.1 24.0 0.23 65.9 75.7 52.7 27.8

9,894 8,072 74.7 51.7 0.18 56.1 62.5 81.6 23.8

18,230 15,024 64.1 19.5 0.17 66.4 71.3 82.4 18.6

11,360 9,095 72.0 50.2 0.42 64.4 62.4 80.1 46.3

6,709 5,018 95.3 27.4 0.47 36.4 33.9 74.8 73.1

19,348 13,769 92.9 55.9 0.60 73.0 70.7 71.2 42.9

6,798 5,920 87.4 35.0 0.70 47.9 78.0 87.1 25.1

3,964 5,312 70.7 20.2 0.46 82.5 69.4 85.6 26.4

1,175 919 .64.9 19.5 0.52 41.2 63.6 78.2 20.3

5,195 4,554 58.2 34.8 0.16 82.2 81.1 87.7 19.0

70.5 27.7 | 0.52 61.2 64.6 72.5 35.2
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図3— 2 投入に関する指標⑴
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図3—3 投入に関する指標⑵
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図5 — 4 投入に関する指標(3)
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図5-5 林木資座形成度に関する指標
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表3 — 3 町村別の林木資産

保有山林

••
面 積

(1)

針葉樹林

面 積

(2)

広葉樹林

面 積

(3)

樹林地

計・

(4)

人工林、 

広菜樹林 

面秋(5)

人

計

(G)

1。年生 

以下⑺

11〜
2 〇年 
生⑻

徳山町 2,569 640 1,896 2,556 49 480 275 98

月舘町 1,382 240 1,130 1,370 67 238 199 24

川俣町 3,830 729 5,071 5,800 190 800 575 158

饭野町 420 63 353 416 48 69 58 8

岩代町 2,741 359 2,252 2,611 92 302 187 64

東利町 1,902 395 1,406 1,881 ■ 224 524 567 99

矢奈町 3,078 1,764 1,298 3,皈 232 1,809 1,168 595

塩 町 5,684 1,904 1,762 3,666 ,327 1,959 1,111 455

鮫川町 2,758 799 1,943 2,742 58 782 542 152

古殿町 2,893 1,565 1,514 2,874 89 1,577 832 410

平田村 2,989 673 2,269 2,942 < 44 558 ! 541 140

小野町 3,895 1,071 2,314 5,885 117 1,140 709 252

滝根町 804 353 447 800 17. 350 199 98

大越村 1,091 383 7 07 1,090 9 357 165 98

”都路村 • 753 208 545 753 1 198 i 142 35

常萊村 1,921 469 1,442 1,911 39 456 298 75

給引町 4,394 836 3,537 4,373 116 1,185 491 154

遠野町 2,131 919 1,197 2,116 111 951 624 224

田人村 1,189 821 358 1,179 56 855 458 179

三和村 4,645 1,953 2,670 4,623 72 1,955 1,192 403

川前村 1,407 368 1,055 1,403 24 526 256 42

川内村 868 315 552 867 8 209 159 25

葛尾村 438 118 520 438 10 80 49 21

飯舘村 2,181 392 1,786 2,178 95 591 529 40

阿武限平均
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形成に関する指標

(単位ha、务)

エ 林 針葉樹 

林 率 

⑵/⑴

人工林令級別面積比 クヌギ

林 率

⑸/⑹

21〜|

3 0年 
生(9)

•51〜
4 〇年 
生師

41年 
生以上 
(11)

〜10 

年

11

2 〇

2 1

5 〇

3I〜

4 〇
•4 1 ～

66 • 25 16 24.9 57.5 20.4 15.7 5.2 5.5 10.2

• 9 • 5 • 3 17.4 85.6 10.1 5.8 1.5 1.5 28.2

• 68 16 5 19.0 71.6 17.5 8.5 2.0 0.6 23.9

• 2 • 1 〇 15.6 84.6 11.6 2.9 1.4 0.0 69.6

• 24 15 12 15.1 61.9 21.2 7.9 5.0 4.0 50.5

• 40 •12 6 20.8' 70.0 18.9 7.6 2.5 1.1 42.7

-187 48 11 57.5' 64.5 '21.8 10.3 2.7 0.6 12.8

■261 83 49 51.7 56.7 25.2 13.3 4.2 2.5 16.7

68 17 5 29.0 68.7 19.5 8.6 2.2 0.4 7.4

277 50 8 54.1 52.7 25.9 17.5 5.2 0.5 5.6

46 23 8 22.5 61.0 25.0 8.2 4.1 1.4 7.9

144 42 13 27.5 62.2 20.4 12.6 5.7 1.1 10.5

-59 •11 • 3 • 45.9 1 56.9 28.0 11.1 5.1 0.9 4.9

57 •22 15 • 55.1' 49.0 ' 29.1 11.0 6.5 4.5 2.7

•16 • 2 5 • 27.6 ' 71.7 16.7 8.1 1.0 2.5 0.5

42 16 7 '24.4 68.4 16.7 9.6 5.7 1.6 8.9

71 •39 -50 '19.0 41.5 ' 12.9 6.0 5.5 2.5 9.8

76 18 9 45.1 65.6 23.6 8.0 1.9 0.9 11.7

130 60 26 69.0 ' 52.6 21.5 15.6 7.2 5.1 6.7

221 95 ■42 42.0 61.1 20.7 11.5 4.9 2.2 3.7

17 •8 5 26.2 78.5 12.9' 5.2 2.5 0.9 7.4

12 •8 5 56.5 76.1 12.0 5.7 5.8 2.4 5.8

8 •2
•

〇 26.9 61.5 26.5 10.0 2.5 0.0 12.5

11 9 2 18.0 84.2 10.2 2.8 2.5 0.5 24.5

52.1 61.5 20.6 10.7 5.6 1.6 12.0
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表3-4 町村別(階屈;別)保有山林戸敖比,面・柩比

霊 山 月 舘 pH • 俣 皈 野 岩 代 東

0.1 ～ 0. 3 h a 14.8 1.3 18.1 1.4 14.9 1.0 35.7 6.9 16.9 _ 1.5 193

0.3 〜0.5 13.6 2.4 12.9 2.2 10.0 1.4 18.6 8.1 13.9 2.6 13.1

0.5 〜1 . 19.6 . 6.4 21.4 • 7.1 •18.6 4.9 23.2 18.5 18.8 6.9 22日

1〜 5 31.7 - 24.5 29.7 23.1 32.5 20.2 19.6 55.0 51.3 26.7 51.1

3〜 5 9.7 16.6 7.9 15.8 ■10.4 14.0 3.5 14.8 9.5 16.5 9』

-5 ～ 10 • 7.3 23.7 7.1 22.7 • 8.8 22.1 1.0 8.3 7.7 25.0 32

1•〇〜20 2.6 16.8 1.9 10.9 2.9 M.2 0.2 3.6 1.8 11.6 1.1

2.0 ～ 50 0.6 . 6.8 0.5 4.6 1.3 11.5 0.2 4.8 0.2 1.8 0.3

30 ～ 50 • 0.1 1.5 0.3 4.8 0.5 6.5 — — 0.1 1.2 0.1

5Q〜100 —— — —— 一 0.1 j 4.2 — — 0.2 5.5
□

1-0 0 h a以上 —— — 0.2 9.4
I 

-| 一 —— — — —

滝 根 •大 ・越 都 ・路 常 葉 船 弓 逮

0.1〜0.3 h a 19.0 1.9 15.8 1.6 17.9 1.5 12.6 1.1 18.9 2.2 12.1

>0.3 〜0.5 h a 12.6 2.7 8.6 2.0 11.8 1.9 9.8 1.8 .13.5 3.3 10.0

19.3
0.5 ～ 1 19.8 7.6 19.2 3.1 17.0 4.8 17.3 5.6 20.7 9.4

1〜 3 53.4 34.5 42.5 • 54.2 31.0 25.6 38.4 32.9 55.5 40.3 39.0

•3 ～ 5 9.3 19.8 10.1 20.6 14.4 24.0 12.6 22.6 7.3 17.6 11.2

5〜10 4.1 14.8 2.7 •10.0 5.8 17.8 7.4 23.5 3.1 13.3 6«9
1〇 へ・ 20 0.8・ 5.1 0.6 6.4 1.2 6.5 1.7 10.0 0.7 5.6 1.7
20 ～ 50 0.8. 9.9 0.3 5.8 0.5 2.7 0.2 2.4 0.1 1.9 0.2 ；

5〇〜50 0.2 5.7 3.3 0.5 4.0 一 0.0 1.0 0.2 1
50 〜100 一 — —— — 一 一 —. 0.0 1.3 〇・1
1 0 0 h a 以・上— — -I — 0.5 15.5 一

____ _ _____ 0.0 4.1 |

-120 —

(単位 ％ )

和 矢 祭 鮫 ■).1 古 殿 平 田 小 野

2.2 * 10.8 0.5 9.3 0.4 8.0 0.4 12.5 0.7 5.8 0.5 10.5 0.6

,3.1 8.1 0.8 7.5 0.8 7.0 0.7 9.2 1.1 6.1 0.8 9.2 1.0

10.3 ' 21.4 4.4 16.7 3.3 13.4 2.5 14.6 3.2 12.4 3.1 14.5 5.0

34.5 27.6 13.3 36.0 18.2 32.0 15.6 32.4 17.5 58.6 21,8 55.0 17.6

21.8 13.0 12.8 12.0 12.8 17.4 18.4 14.5 17.6 . 19.4
ヽ I

21.2 14.5 16.7

12.9 9.6 17.6 11.9 25.5 14.4 26.7 10.5 22.2 12.0 25.2 11.4 25.4

8.9 7.3 25.8 5.0 19.1 6.5 23.8 5.8 16.5 •4.9 20.4 5.1 21.0

4.5 1.2 7.0 0.8 6.1 1.5 8.9 2.1 15.9 0.6 4.5 1.0 6.9

1.8 0.5 2.4 0.5 6.0 0.1 1.3 0.3 5.9 0.2 2.6 0.7 8.2

— 0.4 6.4 0.2 5.4 〇•1. 1.8 0.1 1.7 — 0.1 1.4

一 0.3 9.0 〇.1 6.4 —. :L ■ ■ _ 一 ,一 — —

野 田・ • • 人 三 和 Jil 前 川 内 葛 尾 飯 舘

1.0 11.4 0.6 6.5 0.2 6.9 0.5 ' 5.9 0.5 12.1 0.7 10.7 0.8

1.7 11.9 1.5 4.4 0.2 ' 3.6 0.5 7.4 1.0 15.8 1.9 10.1 1.5

6.4 19.5 4.4 7.5 0.6 6.9 1.0 12.2 5.6 14.3 4.8 22.2 6.4

51.2 52.5 19.5 16.4 , 4.2 35.2 15.0 55.8 57.9 51.9 22.6 55.8 24.5

18.6 11.8, 15.5 18.8 9.9 20.7 17.8 12.7 21.1 13.2 18.9 10.4 16.5

22.1 8.1 17.9 23.9 23.8 16.8 26.0 5.4 15.0 8.6 20.9 7.0 19.4

11.4 3.7 16.2 14.4 26.4 6.9 19.7 1.8 9.6 5.5 26.2 2.7 15.1

2.2 0.2 2.1 5.6 18.2 1.8 .9.4 0.5 5.4 0.6 4.0 0.6 5.8

5.1 0.5 5.5 2.3 11.5 1.2 10.5 一 一 一 — 0.5 4.5

2.6 0.5 8.4 0.3 2.6 — I 0.5 5.9 —— 0.2 5.6

— 〇・1 8.4 0.2 2.4 ・ゝ

注 各町村別の左欄は戸数比、右欄は面積比
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(d)人工林率、販売可能林分比がともに低い町村、月舘ほか9町村。いまたに林木资産が未

• 成熟な町村せあるカI前にみなように飯舘、仮野のように拡大造林面積率况かなり.高いこ

• とか・ら、1剖濃家の間で人工林化への熱意が急速にでてきたとみられる〇 • •'

, 以上、統計俺料の制約でかな.リ大胆な現状把握にとどまらざるをえないが、それセも育 

.•林業発展の地攻的差異がいくらかでも検出しえたそあろう。

.•なおXこれま‘での考察’では、山林保有規模の地域的差異にらいては意識的にふれな・かつ 

・たカ;、その理由’は山林保有自体、•複雑に錯そうすZ歴史的所産であるので、単純お侖逾で 

•解明できないと署えたからである。ただ育林生産そのものが土地生産業である限り、麻地 

・の保有構成の地微的差異が育林業地帯形成の差異を,生じ、あるいは逆に、、育林生産の形成 

発展の差異が山林保有の地域的特質をもたらすともスえるであろう。図3— 6は山林保有、 

構成の地域差を模式化したものである〇注目されることは、先進的色彩が強いとみられる 

矢祭、三和、璃、古殿、田人は例外なく(司または(b)クルーブ、つまり中規模階層(5〜2 

。 ha )にモードがあることである。

(a)モードが1〇〜2 ° ha階層にあり、相対的に中規模階の占有面禎割合の高い針村....*'

矢祭、三和 ・ ,• " .i , •'

.(b)モート・が5〜カ〇 ha階層岬あるが,0)ダルニブについで中規茯階層の占有面積割合が・ 

.•やや高い町村:;••…埼、鮫川、古段、小野、平田、’川前、田人 •…

(c)モ「ドカ:1ha階層と5：1Oh.a階居の,2つにあり、(司、仍ダル_ブ町村に比ら 

,ベて1•〇 ha以上階層の占有面硬割合のやや低い町村•••••••霊山、月舘、川俣、岩代、•葛尾 

(日)モー・卜’が1〜3 ha階層にあり.、相対的にもっとも零細所有の支配的な町村 ....饭野、

.東和、滝根、大越、離、常葉、船引、遠野、川内、飯舘・ .. • . • •

b林業生産活動の階局的差異 .一・.. ’・ノ

ここでは、前に見た’町村比較を参考にして、育林生産活動の発展的差異を代表する均思、われ

る4町村を考察対象とし、林業生産活動が積極的である階層はどの階層であ・るか‘を明・ら・かに寺 

・る。考察対象町村は欠節との関連で、三和(先進的)、鮫川(中進的)、飯館(後進的)、川

内(持殊、公有林卓越)である。

階層区分は1h a未満を1つの階層とし、そのほかはセンサス資料区分をその咬之準用する。 

なお、センサスは申告調査であるので、各階層と・も多少過少の数値がその健咬集計されている 

ので、分析結果を読む場合、その点に注意していただきたい。

分析は前項と同様に「産出面における構造」、「投入面にお、ける構造」、「形成された林業
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図5-6 •仙林保有のタイブぬ模式図
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表3-5 階眉別の林産物商品化に関する指標

(単位 %、江円)

林産物

生産林

家率

自家用 

に生産 

した林 

家率

販

林性初

総数

c林2

用材

灵率

木炭 

薪炭材 

など

保有山 

林］ha 

当た 

り用材 

販売量

保有山 

林1ha 

当た 

り販売 

額

販売林家1

戸当たり販

売 額

保有山 
林1ha 
当た 
リ林産 
物(用 
材以外 
の)販 
売蛍

7 h a 35.8 31.7 8.3 4.1 6.7 1.20 10,246 .51^180 1.66

1 5 74.1 65.7 32.4 18.5 16.7 1.72 11,594 65,280 1.75

三 3〜 5 68.5 58.9 36.3 20.3 24.2 3.00 6,284 64,044 0.94

5〜10 82.3 46.8 53.2 34.2 45.6 1.13 8,662 1121708 1.64

1〇〜20 93.7 42.1 75.8 47.4 57.9 1.26 9,940 "169,551 1.53

2〇〜30 100.0 45.9 78.4 62.2 59.5 1.07 7,511 "220,103 1.25

3〇〜50 100.0 40.0 100.0 73.3 46.7 0.95 8,705 \ 310,167 0.57

和 5〇〜100 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 3.93 40,532 2,416,500 1.22

10〇〜 100.0 100.0 100.0 100.0 1.47 10,577
• 

1\ 200,000

平 均 73.0 48.6 44.4 28.9 32.4 / 1.43 9,563 •151,619 1.30

.’ハ

〜 1 30.0 29.0 12.1 3.6 9.4 0.76 . 11,857 44,819 2.38

1〜 5 46.0 35.8 12.3 6.4 12.3 〇,.90 10,213' 142,034 0.79

鮫 3〜 5 51.7 45.2 34.3 16.1 19.7 0.84 5,007 78,434 0.50

5〜I0 58.8 57.8 50.0 28.1 23.7 0.63 6,699 86,403 0.70

1〇〜20 78.0 38.0 78.0 51.0 52.0 0.98 6,645 111,419 0.52

20 ～ 30 100.0 60.0 80.0 60.0 40.0 0.35 4,184 128,099 0.09

3〇〜50 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.07 23,656 854,000 0.14

川 5〇〜100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.39 122,629 615,600 1.32

100牛

平均 47.2 37.5 26.8 14.2 17.6 0.82 7,627 99,835 0.65
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林産物 自家用

に生産

販売 林家 率
保有山

林1ha

保有山 

林lha

題売林家1 保有山 
林1 ha. 
m当た

生産林

家率

した林

家率

林産物

総数

用材

•木炭

薪炭材

など

当た 

り山材 

販売・が:

ha当た

リ用材

額

戸当たり販

売 額

り•林産 
物(用
材以外 
の)【阪 
売蛍

仮

舘

〜 1 11.7 8.0 4.2 1.5 3.0 0.28 1,891 21,088 0.64

1 ～ 5 24.8 11.8 14.8 5.2 11.2 0.41 3,610 39,287 0.81

3～ 5 55.8 57.1 33.0 12.4 24.8 0.47 5,179 35,805 1.28

5〜!n 57.0 •' 41.9 47.8 7.8 46.2 0.41 4,417 60,183 1.25

10 ～ 20, 72.0 48.0 52.0 8.0 52.0 0.12 1,462 37,111 0.77

2〇〜50 50.0 33.3 50.0 16.7 50.0, 0.08 1,022 43,333 0.54

50 〜5〇 100.0 100.0 66.7 66. 6 100.0 0.23 1,476 71,500

50 ～ !〇〇 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.34 4,026 245,500 0.15

100 ～

平均 26.4 16.0 16.0 4.6 13.0 0.33 2,992 43,902 0.86

川

I

内

〜 1 11.0 5.0 6 .•〇・ 4.0 3.0 0.58 7,522 57,500 0.74

1〜 3 25.2 18.5 1〇.业 5.2 5.2 0.53 3 560 ' 55,461 0.87

3〜 5 32.0 20.0 30. 〇, 22.0 22.0 1.64 12,332 150,466 1.15

5〜1〇 81.0 42.9 57.0 33.5 42.8 2.49 17,872 194,879 2.11

1 。〜2〇 85.8 42.5 85.6 43.0 71.5 0.36 6,(M1 83,666 1.01

20 -～ 3〇 50.0 * 0.0 50.0 50.0 0.0 0.98 9,829 460,000

30 ～ 50

5〇〜100 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 1.63 6,990 360,000

100 2

平均 26.8 16.8 15.9 9.7 10.4 1.19 8,553 119,794 1.03

-125 一



資本の構造」の3側面より接近する〇・

i ) 林地からの趕出面にかける階層的差異

林潅物の生産と販売がどの程度伸ぴてきているかを山林保有階層別に考察する。表5-5 

は若宗対象4町村り林産物の生産と版売に関する主要な指標を並ズたものでふる。どの指標 

を用いて圈苗的差異を見るかは喧論のあるところであるカ;、ここでは表3—6と表3— 7に 

荃理してみた。

表3—6は保有山林面私Tれaからの用材販売;[[と用材以外の林産物(木炭、新、木炭 

原木、新原木など)の販売."!rの関連をほ地指堤で示したものであるが、林野の林業的な利用 

の進展度が階届別にどう達うかを示している。これを町村別に見れば、飯詫、酸川、三和の 

腰に林業的林野刊用が進展していることが分る。I:皆届別には三和と餃川にぶ・、ては2 〇 h a, 

•以上の階層で単位面積当たりの參濕勿の生逐。皈売量が多く、とくに用如販売•"多い。 

一方、象詡ておいては林産物の生透、販充敏の階層差が顕著でない。

•阿武隈平均の1ha当たりの用材販充量「任がに比較して、三和、鮫川の1〇ha以上 

I瀰ではこれを上廻っていることカ;知られる〇

属人呼見た場合はどうか。表3 - 7は各町村とも大きい階層ほど販新家率が高まるこ 

とを示しているかさらに若干附言すれば次のことがいえそうである。すなわち、町揪匕較 

ではやはり跡、•蛟川、三和の順に林産物販売•林家率が高まるな阿武隈平均の用材販売林 

家率8 . 9 %、用材以外のぐ物販売林家率10： 2 %と対比すれば、三和、鮫川においては、 

1°ha以上の階暦では2戶心戸の割合で用材を販売しているのに対して、飯舘に共て 

は3 Ohamの階即なってはじめて2戸にI戸の割合で用材を販売している。また見落 

してはならなはのは、いずれの町村の•5卜以下の脆では用材販売林家率が2 5 %以下で 

あることである〇 ・

ii)林地への投入面における階暦的差異

、投入面についての王耍指標は表3 一 8のとおりである。またこれをもとにして階屈別の現 

状と動向植E* - 9〜表3-12である。まず"3一°を見ていただき"〇これ 

は属人的指標でレベルとテンポの畔性を見たものであるか、多少の町村差が.ちる妬だい 

たい5 h a以上階層では9 6 %以上の林家が人工林を保有して物、また過半の林家が植林 

している。2 0 h a以上の階層ではこの傾向が:かなり瞭然としている〇

'っぎに、こうした高いレベルと速いテンポが再造林か、あるいは拡大造林(林種転換造林) 

によって支えられているかを見れば、仮舖の1〇 ha以上の階層で拡大造林林家率が高いの
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表3-6 履地的に見た収禮の階屈性

ヽ''、有山林1h a 
保有山春"ゝ当用材販 
ha 当林産、売量 
物(用材以外)X

販売量、、 

ヽ

〇. 5 772、未満 〇.6～ 1.0 7H* 1.1〜1.5淀 1.6-2.0 ば 2.1彼以上

0.5 771t未満 (6) A A ③⑤L可 您 @ ⑦

0.6〜1.0配 ② 

凰

⑦②④ ©

1,1〜1.5淀 ⑤⑥⑧ 园

1.6〜20淀 ①④ ②

2.1が!以上 ① S

注 ⑴◎三和、(激川、△飯館、口川内

(2)数字は保有山林陪層を示す。11ha未満、 21〜3ha、

3 3 〜5ha、 4 5 〜10ha、 5 1 〇〜20ha、 6 2 〇〜3Qha

7 3 〇〜5Qha、 8 5 〇〜lOQha、 9 1 0 0 h a 以上・
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曷人的に見た収莅の階后性

注⑴&三和、〇敘川、△飯絲匚i川内

担3— 7

「材取売 
!用材争家率 
!以外の林産疡
！ 菠売林家率、

2 5 %未満 2 6 〜5 0 %
.-

5 1-75 % 7 6%以上

一
I

2 5 0未満
<IX1>©①诳

A/^A □[213j
④0

2 6〜5 0 %

.;t

公A ©- E ②⑥

5 1〜7 5 % A @ E ©⑤

7 6务以上. A
成⑦⑧金

回 ,；

⑵数字は!呆有山林階所を示す。 1 1 h a 米満、2 1〜3 h a、

5 3～5ha、 4 5 ～ 1 〇 ha、 5 1〇〜20h&、

6 2 〇〜30ha、 7 3 〇 〜50 ha、 8 5 0 ~ 1 C 0 h a

9 1 0 〇 h a JiLk ' I :.:. .'.•、‘ヽ・I • •
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表3-8 階周別の造林に関する指標

(単位 田、h a )

・ ・

1

人工林保 
有州、家率

(1960) 
植 林 
林家率・

人 
林

ェ 
率

(1960) 
植 林 
面秋率

(1960.)
1戸当植 
林面・積

(1960) 
拡大造林 
面積率

(1960) 
拡大送林 
林家率

L 〜1 75.8 15.0 47 .6 4.7 0.13 65.8 66.7

和

1 ～ 5

3へ 二

94.4

93.5

36.1

52.4

48.5

40.7

4.4

5.6

0.22

0.4.0

66.7

88.5

76.9

86.2

5〜I0 98.1 63.3 41 .2 3.9 0.45 62.9 69.0

1〇〜20 98.9 85.3 4〇, 9 4.5 0.69 72.3 74.1

2〇〜30 100.0 97.3 38.8 4.7 1.12 50.1 66.7

30 〜50 100.0 93.3 53.3 5.4 1.29 58.2 50.0

5〇〜100 100.0 100.0 59.8 14.1. 8.50 52.9 100.0

10〇〜 100.0 100.0 44.1 4.3 5.00

平 均 92.9 . 53.9 42.9 4.6. 0.60 63.5 73.0

鮫

川

~* 1 64.7 15.2 24 .5 4.8. 0.14 72.4 73.5

1〜 5 88.5 39.3 27.9 6,3. 0.28 60.1 54.5

3〜 5 94.9 48.9 27.5 5.9. 0.3〇. 60.4 73.1

5〜1。 99.1 58.8 34.4 6.2. 0.68. 32.7 52.2

1〇〜2。 93.0 64.0
.__ . - _

27.6 3.1 0.62 60.7 59.4

2〇〜30 100.0 100.。 . 29.0 2.7 . 〇. 67 42.5 70.0

3〇〜50 100.0 100.0 62.8 2.8 1.00 85.0 100.0

5〇〜100 100.0 100.0 51.8 . 9.9 0.50 84.0 100.0

100〜

平 均 85.3 39.4 30.3 4.7 0.42 51.3 60.1
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人工林保 
有林家率

『1960) 
植 林 
妹家委

人 工
林 率

(1960)
植 林
面積率

(1960)
1戸当植 
林面・祇

(1960) 
拡大造林 
面積率

I

(1960)
拡大造林

林家率

版

館

〜 I 55.7 21.4 9.7 3.4 0.07 82.2 86.1

13 67.4 55.1 15.7 2.9 0.15 74.5 80.0

3〜 5 87.6 61.9 15.2 1.9 0.11 86.9 78.5

5〜I〇 95.4 75.8 17.5 2.8 0.24 81.2 77.1

1〇〜20 100.0 80.0 25.8 1.9 0.31 90.5 90.0

20 ～ 50 100.0 100.0 25.0 '1.0 0.21 100.0 100. 〇 ,

5〇〜50 100.0 100.0 26.5 3.5 1.07 100.0 100.0

50 ～ 100 100.0 100.0 54.4 1.8 1.10 54.5 .100.0

100〜

計 58.2 54,9 19.0 2.4 0.16 81.6 82.2

川

内

I

1 50.0 14.0 25.5 6.1 0.20 66.5 78.6

1 , 3 65.4 15.2 21.7 1.8 0.19 79.7 81.5

5〜 5 96.0 50.0 29.8 2.5 0.31 54. 6 75.5

5〜10 100.0 61.9 28.8 15.1, 1.51 58.5 84.6

1〇〜20 100.0 85.7 52.0 7.5 1.01 100.0 100. 3

20 〜30 100. 〇 0.0 . 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0

5D 〜50 ■

• 5〇〜100 100.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0 〇.

m〇〜

・計 70.7 20.2 26.5 4.2 0.46 68.2 S2.3

注 植林面積率は植林面積(,1カ年) 保有山林面親
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表3-9 属人的に見た造林の階層性⑴

ヽ19 6 0
、、年植林 

人工林、、攢家比

保有林\率 
家比率・、、

ヽ

2 〇务未満 2 1〜4 0 % 4 1 6 0 % 6 1～8 〇% 81%以上

7 〇 %去満 ①E図 なな

7 1〜8 〇 % ©

8 1〜9 〇 % ② 金

9 1〜9 5 % @国・ ③③

9 6 %以上 S回 ④
④⑤

ムふ团

會⑥)⑦⑧⑤ 

⑥⑦⑧ふ倉 

金园

注(1)◎三和、〇鮫川、△合妃M、匚］川内

(2)数字は保有山林階届を示す、11ha未満、 2 1〜5 h a

5 3 〜5ha、 4 5 〜10ha、 5 10--2 0 h a、

6 2 〇〜50 ha、 7 30~50ha、 8 5 〇〜1 〇 0 h a

9 10 0 h a以上、
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表 3-10 蛆人的に見た造林の陪的性⑵

、、I960年

19 60ヽ林家比 
年植航、率 
林家比率、、

6 〇务未満- 6 〇 % ・台 7 〇务台 8 〇 务台 9 〇/以ーヒ

2 〇 %未満 ① ① 図

21〜4 〇务 ②固 A久

*4 1〜6 Q % ②④ ③ ⑤

密1〜8 〇% ⑤ © 座公 s ■

81%以上 ⑦ ⑥ ⑤⑥
⑧⑦⑧

⑤

注 ⑴ ◎三和、孕川、△飯舘、□川内

⑵ 数字は保有山林階層を示す。11h a未満、 2i 〜3ha、

5 3 〜5 h a、 4 5--1 0 h a x 5 
/* . 1〇〜2 0 h a

6 2 〇〜3 0 h a、 7 3 〇〜5 0 h a、 8 5 〇〜1 0 0 h a、

9 1 0 0 h &夫満
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表 3-11 属地的に見た造林の階層性⑴

、、、1960年
\植林面積 

人工林7匕率 
面植比率・、、

3 %未満 3 % 台 4 % 台 5 % 台

1

6 %以上

2 〇 %未满

也底 

囚・

A

2 〇 %台
⑥屋な

②园

③⑤公 ① (2)  E

3 〇 %台 な回 ④回

4 0 %台 ①②⑤②

5 〇 /以上 ⑦ ⑦ 每⑧

h a未満、1

注(1)◎三和、〇鮫川、△皈舘、口川内

(2)数字は保有山林階層を示す。1 2 1〜3 h a.、

5 3〜5ha、4 5～ 1 0 h a 5 1 〇〜2 0 h a、 2 〇 ～ 5 Ona

7 3 〇〜50ha、 8 5 〇〜100ha、 9 10 0 h a以上
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表3-12 属地的に見た造林の陪屈性 ⑵

、、1?60年拡
、、、游面積 

19釦年、、比・率 
植林翩X
比率 、、

6 G %未・潸 6 〇 % 台 7 〇 «台 8 〇 % 台

i *

9 g U_h

3务未濫
⑥座図⑥ 

回

A② ⑦益公 A A

3%台 ⑦ 建③⑤ A A

4%台 © 0 ①② ⑤①

5%台

6 %以上 ③④函 ② © 回 !

注⑴◎三和、〇^川、A飯舘、〇川内

(2)数字は保有山林階層を示す。 11ha未満、 21〜3ha、

3 3〜 5 h a ヽ 4 5 1 0 h. a s 5 1 〇・'-2 0 ha、

6 2 〇 〜3 Q h a、 7 3 〇〜50ha、 8 5 0 ~ ! 〇 0 h

9 1 〇 〇 h a以上
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ェ対して、三和の5 h a以上の阁咨では逆に拡大造林林家率が低くなっていス(表5-1 

〇 )〇このことは三和にお'いては、とくに中規模以上の階厨にお・いて、林種転換造林の最後 

’の段階に到逹していることを物語っている。陂川の階層性甲はっきりしない。

以上は属人的指標による分析であるカ,、属地指標で見た蜴合はどうカ、。人工林率と19 6 

〇年の植林面積率の関連・を見れば、三和にあ、いては各階晨ともに両指標が商い値'を示してい 

・るのに対して(•とくに5•〇 h a以上階圖で高い)餃館では各陆厨«も低いイルーブに入る( 

•表3」11)。•一方、拡大造林面損率は、•三和では2 〇 ha以上の陪肩で•6 〇务未満である 

のに対して、飯舘では各階膚とも7 〇 あ以上である(表3—12 )。このことは属人的指標 

で見た傾向とだいだい附合するけ

-iii)林木資産形成の階屈的差異・ .

• 人h林率はさきに見たように(表3 一 8)めだ・った階層差がないが、人工林の令級構成に 

は微細な階屈差が認められる(表3—13)。•

すなわち、令級構成について、要保育令級としての1。年生以下の令級構成比と、王伐可 

能令級としての3 〇年生以上の令級構成此の行列表をつくってみれば、三和の2 0 h a以上 

の階層で相対的に耍保育林分比が少なく、主伐可能林分比が多いが、飯舘では逆に各階層に

• おいて要保育林分比カ<極端に多いことが読みと"る(表5 -14 )〇鮫川では2 〇〜3 Oh

• a階層と3〇〜5 〇 ha階腐で王伐可能林分比が高い。川内でははっき9した傾向カヾ読みと 

れない〇年生林分比の中味についての分析も必要で苦るカ;、要するに町村比較で

• は飯舘f 鮫川…三和の傾に林木資産の形成度が高く、吏た階層比較では、三和においては1

• 〇れ公階層を境にして大きい階層ほど形成度が高く、他の町村では明確な階屠差はみとめら

• れない。総じていえる•ことは、•上記の三和の階層を除いて全階膚とも資産形成は低い段階に 

あ・り、•とくに小規模階層ほどその傾向が強いといえそう・うである。

• c要 約• -

センサス資料を用いて育林生産活動の地域的差異と階屈的差異を考察してきた灰 欠節と

•.の関連でこと・で一応要約しておく。 •

莅域性••・矢祭、三和»須!、古般、田人を阿武隈山系町村の中での先進地とすれば、これに 

対して、飯舘ほか1〇数町村は後進的地帯ということができる。また敗川、川内、遠野、滝根、 

丿!!前はその中間的特色をもつだ叮村である。なお地域性の検出と林棊の地帯区分については前 

章を参照されたい。

階層性・•・階層性を表わす指標としてどの指標が適切かは問題のあるところであるが、育
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表 5 -1 5 階層別の人工林の林令別面秘比

(単位 务、ha )

!
I

•伐跡地 〜1〇
1I〜

2 〇

21〜

3 〇

I

31〜

4 〇

I

41〜 計 ・'

クヌギ(ノ、、エ 
林)保有状況

保有

林家率

1戸当 
たり保 
冇面積

〜 I 1.9 86.9 3.5 2.7 100.0( 23.77) 7.5 0.〔4

!〜 5 1.8 78.1 15.4 3.2 0.8 0.7 100.0( 95.62) 16.7 0.33

三 5 • 5 2.5 57.4 24.6 12.5 1.4 2.0 100.0( 186.53) 59.6 0.95

5〜 10 1.5 67.2 19.1 8.9 2.1 1.2 100.0( 450.65) 17.0 0.50

10〜 20 2.5 59.8 18.5 11.7 5.1 2.4 100.0( 502.03) 24.2 1.51

20〜 30 2.2 56.9 19.4 10.0 7.3 4.2 100.0( 329.37) 21.6 0.86

I 〇〇〜 50 1.5 55.8 26.1 10.1 5.9 2.6 100.0( 285.0〇) 26.6 1.50

和 50〜 100 2.8 38.7 13.9 34.8 9.7 〇・1 100.0( 72.04；

100〜 40.0 20.0 20.0 20.0 100.0( 50.00)

平 均 1.9 59.8 20.2 11.2 4.8 2.1 100.0(1,995.01) 20.9 〇• 53

〜 I 10.5 75.2 12.2 1.7 0.4 100.0( 24.97) • 6.3 0.19 -

!〜 5 6.7 75.0 12.1 5.5 0.7 0.2 100.0( 120.27)' 8.5 ' 0.35

放 3〜 5 5.8 70.9 17.3 5.0 0.8 0.2 10〇. 0( 138.9〇) 9.5 0.86

5〜 10 6. 6 66.0 17.8 7.7 1.7 0.2 100.0( 252. 65) 25.4 0.57

1 〇 ・ 2C 6.9 59.7 20.5 10.4 1.8 0.7 100.0( 180.22) 50.0 0.84

20〜 30 5.2 51.0 16.3 15.9 10.9 0.7 100.0( 71.03) 33.5 0.57

50〜 50 62.6 13.5 17.5 2.2 4.4 100. 0( 22.60) 100.0 3.00

川 50 ～ 100 3.1 40.4 50.0 6.5 100.0( 26.00) 100.0 0.50

1C〇〜

平 均 6.5 64.8 18.2 8.2 2.1 0.4 100.0( 856.64)' 15.9 0.58

伐跡地 〜10

I

11 ～

2 〇

2 1

5 〇

31〜

4 〇

1

41〜 計

クヌギ(人工 
林)保有状況

保有

林家率

1戸当 
たり保 
有面積

〜 I 14.2 72.2 9.0 3.0 1.6 100.0( 18.58) 6.2 0.16

1〜 3 1.6 77.5 11.5 6.2 2.6 0.6 100.0( 83.82) 10.3, 0.50

3〜 5 9.7 74.7 8.5 3.0 2.5 1.6 100.0( 54.72) 10.3 0.92

飯 5〜 10 4.4 82.0 9.6 1.7 1.4 0.9 100.0( 72.94) 21.6 0.68

10" 20 2.1 80.4 13.2 2.3 2.0 100.0( 85.08) 24.0 5.81

20 ～ 30 81.5 13.9 1.6 1.6 1.6 100.0( 31.30) 50.0 6.50

30〜 50 89.7 0.8 9.1 0.4 100.0( 25.70) 33.3 1.00

舘 50〜 100 1.2 90.5 7.1 1.2 100.0( 42.00)

100〜

平 均 5.0 79.6 9.9 2.7 2.2 1.6 100.0( 414.44) 10.0 1.00

1 2.1 78.4 15.0 4.2 0.3 100.0( 16.80) 1.0 0.30

1 3 7.1 73.5 9.7 6.5 2.6 0.6 100.0( 71.15) 1.9 1.08

川 3〜 5 6.9 66.4 8.7 6.7 6.2 5.1 100.0( 54.49) 8.0 0.77

5〜 10 17.8 53.0 12.6 5.0 6.0 5.6 100.0( 39.90) 14.3 0.17

1〇〜 20 2.1 91.5 6.4 • 100.0( 23.35)

20 ～ 30 32.6 45.8 16.3 5.3 100.0( 9.22)

30〜 50

内 50〜 100 83.7 6.7 3.2 3.2 3.2 100.0( T5.00)

10〇〜

平 均 7.3 69.6 11.2 5.6 3.7 2.6 100.0( 229.91) 3.1 0.68 
____________
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表 3— 1 4 人工林の林合別揺成の階厝悻

、、31年生以 
ヽ、 上の人工

ヽ林面積比
L0年、 
生以下の、 

人工林面秘ヽ
比率 、、

2.0 %未満 2.1〜4.0 % 4.1〜6.0 % 6.1 ～ 8.0 % 8.10以上

'6 〇 %未満 ⑧ 世 固

■
⑥ ewe©

'6 1〜7 〇 % ④⑤ ⑤⑦*

• •'

7 1〜8 〇 % ②③④ • I・

园(3

8 1 ～ 9 0 % 〇@ な公!！］ A •

•・ ・

回 ・

■--——.

龙

9 〇 G JiCt A回

—

注⑴◎三和、〇^川、△饭舘、□川内

⑵ 故字は保有山林階岡を示す。 1山未満、2ifha、

3 3 〜5ha、 4 5 〜 ha、 5 1 〇〜20ha、

6 2 〇〜30ha、 7 3 〇〜50ha、 8 s n «
ヽc»〇〜〔。〇 ha、

9 1〇 〇 h a以上

—138 —

本木生産活動の端・緒は造林活動であるという考え方からゝここではその投入活劾のみについて 

注目し、次の4つのグループに分ける(3 —15 )〇

(a) レベルが高く、テンポの早い階厳・•…三和の全隋図、絞川の5〜10ヽ5 0 h a以上の 

階届。

(b) レベルが低いが、テンボの早い!株后...鮫川の511a•以下の借/〇川内の1h a以下、

5〜2 〇 ha階屈〇

(C)レベルとテンポともに阿武限平均に近い階・裕...蚊川の3 ～ 3 0 h a階層。川内の3〜

5 h a階層。飯匏の5 0 h a Jス上の階厨。

(〇.)レベルカヾ低く、しかもテンポの遅い陪屈....その他の9階屈〇

何)グルーブは阿武隈山系の中で育林生産活動(ここでは投入面だけ見ているが)がハイレ 

ベルのグループといってよいだろう〇この階層の涟営改善上の・課題は育林生産:部門のi B集 

約的な技術の採用と、外延的な規模拡大であるだろう。4町村の分析ではそれ程多くはなか 

ったカ;、阿武限山系にもっとも多いとみられるのが(可グルーブである〇このグループはお・そ 

らく昭和2 7〜2 8年頃に林種転換造林が芽生え、現在その途上に宓ものと推•察される〇こ 

れらのグルーブは当面商品化の句能な林木資産の形成が低い段階にあるので、今後の投入活 

動の継続いかんが数1〇年後のこのグループの姿を決定するであろう。’伊 グルーラ・も(b)グ 

ルーブに近い性格をもっている〇 •吊:後の(d)グルーブは表にも明らかなように、飯舘のほとん 

どの階層がこのグルーブに属しているカ、林野の林業的利用が未誘発な段階にあるだけに、 

山林部門の改善策樹立にはあまりにも多くの問題を抱えて1•へるといわざるをえない。この階 

層にお、いては山林部門独自の改善策というよりは林野の林業的利用を診・発させるような経営 

全体の構造改善が先決であると考えられる。

2) 林業生産の経営類型の策定と経営改善の方向

前節ではセンふス資料にもとずいて、阿武限私有林業の生産活動の地域差と階屈遂を分析して 

きたが、付言するまでもなく、センサス資料はいわば結果的、的,態的な統計値であるため、これ 

によって内部的な生産構造のちがいといったものは明らかにできな’.ゝし、ましてや経営改善の問 

題に接近するにはきわめて不十分であ・る。そこで本節ではそうしな不十分な点を補完する意味で、 

われわれの今回の経営調査をもとにして、砰の動態化を試み、経営形態を整理一類型化一 

してみょうと思う。そして、具体的、現実的K表われた類型毎の性"質を.ふまえつつ、その改善の 

方向と手順を考えてみたい。なお、調査農林家は表3—16のように、三和の9戸、鮫川1［戸、

一I39 一



表 5-1 5 風地指德で見た宥成林業の帯屈別の進展度.•⑴

人工林面砒比率

(レベル)

19 6 〇•年植林 

面積比率 

(テンボ)

階・ ,•, 層・

(5 5グ以上)

早

(5.0 %以上)

①②⑤® ® © ® ® ®
•.・ ・"、、 ・..

④⑦⑧,
.■ •• •

低

(3 3 %以下)

早

(3.0 %以上)

①②

□ a e

中 中

③⑤⑥

あA

园

低

(3 3 %以下)

遅

(5.0 %以下)

なな座座A益

②⑥回 ー. ハ

」:,:■--

.,• : • •.,ハ’' ■ ■ •

1 ～ 5 ha、

5 0 h a、

6

9 ! 〇 〇 ha以!: 發尊・睿W題奖纽疽

1〇〜2

8 52 〇〜30 ha、 〇〜1 〇 O h a7 3 〇〜50ha、

3 〜5 h a、 4 5〜10 haヽ 5

注⑴ ◎三•祁、〇絞川、厶飯舘、!コ川内

(2)数字は保有山林階層を示す。1 1ha未満、2

-140 一 

飯舘14戸、川内6戸であり、三和は先進地、飲川は中進地、飯舘は後進地、川内は特殊地(公 

有林卓越地)という考えで選んである。(調必家の紙耍については附表3 -1を参照されたい) 

a 林莱生産の経営類型

具体的、現実的に散在する経営が個々にもっている性賈を普遍的な性質をもっている経営群 

に整理するのが類型化であるカ、 たとえば1• 2の性質を明らかにする目的でなされる類型化 

であれば、採用する指標も単純なものでこと足りるであろうが、経営全体の構造を明らかにし、 

そこから改善の方向を具体的に検討するとなれば、経営全般にわたる総括的、統一的な指漂と 

手法が要求されるであろう。しかし、ここでは資料的な限界と林業経賢•研究の現水準に立脚し, 

て限定された遥営類型(てとど凌らざるをえない。し;だがって、ここでは•携家後凿全体の中で林 

業生産部門の類型化を行なうのではなく、:林業生産都門だけに限って題型化を試みることをこ 

とわってお・かなければならない〇

・てそこで、いかなる指標を採用するかという問題であるが、一応次の方法によることにす 

る イ » 林業生産部严iに棒済目的としてどう’いう目標がお、かれ、聲営の中でどういう機能を 

果たしているか(目的類•啞)を明らかにする。そして、そういう目標のもとに現実的にどのよ 

うに運用されているか(構造類型)をみるcそして技後に総括的な把握として、以上の類型 

を歴史的、発展的岬とらえることにしたいe

性ず、目的:領型から見ることにしょう。農家経済全体の中で育林生理部門がどういう险置に 

あるかといえば、これは育林生産部門からの所得と育林生産部igの投資ーここでは投下労 

働覚:でみる___ で知ることができる(表5-17 ) 〇 •育林生産部門からの年間の所得が3 〇万

円以上である経営では、おそらく、収入第1位か黒:2位の位置にランクされると見てさしっか 

えなかろう。•・また、宥林生席:は他の股業部門に比べれば労祝fの収容力は少ないが、年間の延べ 

投下労働量が5 〇人以上である経営にあっては労勸投入面で寸、 なりのう工ー卜を占めていると 

考えられる。•ッ上の見方からすれば、三和の5建林家と鮫川の2ほ林家ではゝ育林生産部門が 

かなりのウエートで経営の中に定着しているとみられる。一方、王和の 句、⑦、鮫川の 

⑤の5度林家は素材生産販売収入額5 〇万円以上の7農林家(矽い弟林生庄部門のウェートカ浴いと 

み如:〇これ(例じく 娜達離觀家と關の4脚！家、丿1内况般膨は、祟材販克収入はゼコであり、 

しかもそのうちの9喪林家は労働投下もゼロであった。また鮫川の①以下の°怨林家は労働.投 

下があったが、素材販売収入は同様にゼロであった。以上のととから目的搦甲では収入5。万 

円以上。労働投下5!人以上、収入1〇〜4 9万円。労働投下31人以上、収入ゼロ。労働投 

下11A以上、収入ゼロ。労働投下1〇人未満の4つにグルーブインクできると思う。この分
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階關別钢在後家表 3— 1 6

階 ■・ 厨 詞 査’旌 家 ・ 番 .号

1 h a未満 ⑧⑨⑩ ©

1 〜 3 癌A 叵］回固

3 〜 5 zfih A A E

5 〜 1〇 ©③⑦ A A A A A m

1 〇 〜 2 〇 (3⑦⑤ ⑥ A A A 
» •

2 〇 3 〇 ® @ © ⑤②③④ -• f , ； r* > •-

3 〇 h a以上 ①①小

注 ◎三和、〇段川、△仮能、川内、
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表5-17 (目的蜒)一(目貯理、機能類型)

用材販売収入と投下労附虽で見た育林生淺部門の位置

、投下第的昂: 

素材心ゝ 
売収入額、

投下なし 1〇人E未満 11 ～ 3 0 A 3 1 ~ 5 0 A 51〜1Q 0人 1〇!A以上

販売なし

血 A

疝▲叵![6]

⑧⑥1J⑪

AS

r

®⑥

1 •

©⑦ ②④

—----

9万円未満 E

1〇〜2 9万［1 j 1 〇 ⑦

____________ -

3 〇〜4 9万円
t

⑤

---

5 〇万円以上
» ■ • /

__________ _

• ^

@ ©
—

注 ◎三和、〇鮫丿！!、へ飯舘、口川内
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類は痕家経済の中で育林生産部門かどのよう及位圈(構巨)にあるかといえば、前2者はそれ 

ぞれ「王要部門」かあるいは「副次部門」に位せづけられ、そゆ他は「従树•部門」に位脸づけ 

られるであろう〇東あ、、「従:回部門」としての林野利用には家計仕向燃材供給としての家計従 

核的側面と、農業的・浴産的利用としての.農柔従演的側面の2つの機能があるとみられる:A 

もI呉今日に"てもそうE脚"淋野にかわされているとすれば、後者の側面であろう。 

しかしそうした後能は原則的には戰後の経営構造の変革によって漸次うすれてきていると理解 

される。以上のように、山林目苛’うそのもの;’こ賦蘇された目標も従来の農用林的林野利用から林 

描勺林野利用に变りつっあるとみられる妖そういう意産からすれば「自給的目的」から「予 

備的目的」へ、.さらに経営的な「取引的目的」に展開するというコースを描くことができる。 

切の4つのグループに分けた目的類型に準じてこの横能類型に分けることもできるであろう〇

"で!"うなろだろうか。仍造郷を示す希標としては質的側面として組徹拙造、扑 

的側面として経営規模をあげることができるカく後者の経営規枚については、明在の技術水準・ 

と価略条件などの電とでは、それぞれの経営や型毎にー.茂的に適正規模を規定することはでき 

ないので、ここでは土地面積規模を用いることにする。 •扣ー•

まず、絳が:造の・質的側时を示・钠座から見ることにしょ5〇われわれは前節础域姓.. 

と陪層性を分析手法として、「技入」と「産出」・、よび「資本の形成」で&負型化したが,ここ 

では「投入」と「産出」で行列表をつ < って若干の蜒化をしてみよう。展家における林謚利 

’用が農業従篇的な自給利用に停滞している段階では投入活動かセロであり、産出販売も・ゼロ( 

林木生産)である。そして、林野泌業的利用が秘し天然のまま放錢され数年経過サ.ば、 

天然広葉樹林が生成鳶炭林瑩カ労生えてくる。この段階では投入はやはりゼロであるが、産 

出が数年なきに行なわれるQさらに、虞:林家か人丄ふ林の有利件に目覚め、人工造林を開始す 

る段階であるが、この初期においてはまだ産出かゼロか、あったとしてもせいぜい問断的であ

る〇

こうして最後に到達する段階は投入と産出力3ランスがとれたかたちで継続された姿である。 

もちろん、以上のような発展コースは個別経営の諸条件に"て紋定され、決してたんたんと 

したものではなく、たんに時問的なずれとしてとらえろことはできない。以上の発展コースを 

念頭におきながら調査農林家のタイプをプロットしたのが表3—18である。町村間の差、 

陪層間の差はきわみてバライテーにとんでいる。すなわち表より明らかなように町村比較では 

三和が間断か継続であるのに対して、飯舘に.お、いてはゼロまたは間断の慶林家が多い。また、 

鮫川に.あ、いてはその性格がはっきりし度い。このことは多分、絞川においては餃川内部にかな 
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リの地域差があるた好と考えられる。いずれにしても山林保有規模が1〇 h a以上の階層にお 

いては投入と産出が間断か継続てある(版舘の/h は例外)のに対して、それ以下の階層に 

お、いては投入、産出が間断か零であるのに注目いただきたい。

阿武限山系町村の私有林業がすべてこのようなタイブに整理されるとはいえないが、経営改 

善の問題を考える場合の基本的な認讃としては有意義であろう。 .......

っぎに、•溝逾酒2のうちの規模類型を見ることにしょう。規i贿型の指標としては前述した 

ように面積規模を用いざるを免mへが、用材林面我の保有状況(レベル指標)、最近3カ年の 

造林実績(テンポ指1票)、林木資産の形成度(レベル指標)を用いることにしょう(表3 — 

19〜表3 — 2 2 )〇いうまでもなく、これらの指標は経営活動の結果的指標である。

まず、表5 —・〕9を見ていただきたい〇

これは保有山林階層と保有用材林面積(人工林+天然林の金廉樹)の行列表であるが、右寄り 

の調査機林家程レベルカ’高いことを小している〇すなわち、三和の全調査農林家(すべて5 

ha以上の階層である)、鮫川の5官以上の調査農林家、さらに川内の成 ① 農林家にお 

いてば保有山林の5 〇 %以上が用材林化されているのである。これに属しない燃林家の用材林 

ー保有規模は必ずしも保有山林面積の広狭とはパラレルの関係でない。いずれにしても4町村間 

の用材林の形成度にはかなりの開差があり、しかも、先進的、中進地的位置にある三和、鮫川 

にお、いては5 h a保有を界にして用材林の保有レベルが異なっていることに注目しておきたい。

る度はテンポ指標として品近の造林状況について、どの階層で造林が積極的に推進されてい 

るかをみることにしょう(表3-2 〇)c「植林しない」という農林家のうち、鮫川の4農林 

家をのぞいて、植林可能な林地があっても、造林しないグルーブとみてさしっかえなかろう( 

表3-19をも参照ねがいたい)。

また、1 9 6 0年センサスによる1カ年の植林面技は°.2～0.5 h aがいちばん多かった 

が、表の第4欄より右寄りの調査農林家のうち、三和叫阪ゆ以外の全調査髄林家と絞川の施 

②@⑤⑥、川内のノ阪  ©の農林家は表3 —19によれば保有山林面積の5 0务以上が用 

材林で占められていたことからすれば、上の腾林家にないてはレベルが高く、テンポも早いこ 

とを物語っているといえる。

一方、第4欄以下右寄りの骰林家で上のグループに該当しない般林家はレベルはそれ程高く 

ないカ」テ、ノポがかなり早い。つ’まり、林種底換の段晤にある農林家ということができる〇 ・と 

もあれ、ここでもきわめて顕著な町村間の植林動向の藻•異と、5 h &を中心にした階層差が読

みとれるのである
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表5-18 (構造類型)-----(組織類型)

経営構造の組織須痘

、馬ta 

投入、、、 継 続 •間 継 零

終 続,
①②⑤⑥①③

(楽③⑦⑧④ふ)

③④〇⑦

②⑥ム① •

©•© A A 

© a

間 謎 ⑤癌
⑦⑨風あ

A A A; [21

零

⑧⑩⑪
A A A A 

A H [5]'

注 ⑴ ※は所有林での薪炭、薪炭原木の産出を加えた場合。

(2) 継続とは過去3ヶ年間に投入、産出があった農家、間断とは隔年、零とはまったく 

なかった農林家

(3) ◎三和、〇^川、△飯舘、门川内
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表 3-1 9 (構造須型)——(規模類型)一(1)

用材林の保有・状' 況(レベル指標)

'寸呆有用オ巾林 

面禎 
保
山林階層\

1h a未満 1.1〜3. 0

・ »

3.1〜5. 0

・ ・

5.1〜5. 0 10.1 ～ 20.0 20.1 ha以上

1h a未満 ⑧⑨©⑪

1〜 3 A国 a a 0

3 ～ 5 A A図

5 ～ ! 〇 A © 修⑦ふ团

1 〇 ～ 2 0 A A © ⑦⑤⑥

2 O h aJiLE ④ A ②©©③ 〇0①②

注 ◎三和、〇鮫川、へ飯館、口川内

-147 —



表3 — 2 0 (講準類型) (規模類型) ⑵

緩近の造花状況(テンポ指標)

\3カ年の植
、付砌 
保肴マ

山林面疚、

植林しない 〇• 3h哧滴 〇 • 4 ～ 1,,〇
・・ 1.1 ～ 2 . 〇・ . • 2 .1〜3 . 0 3.0 h a以上

1h a未•満 ⑧⑩⑪ ⑨

1 ～ 3 A 0 [5] A 0 • [ • ::-• *:

3〜 5 血△ 版E •:-'

5〜1〇 ⑦A ®② 田 Zak

10—20 A ©@*AA ⑦⑥

2、1?h.日 以上

_________ 一

1
②④ ②⑤ ①④ 拿③③

注 ◎三和、〇^川、△飯舘、□川内
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表5-21 (構造類型・)——(規模類型)——⑶

林木資産の形成既(1).

\51年生以 
、、上の用材
7K、面積 

保有、 
山林［W \

,な,. ・し 0..3 ha•未滿 0・4〜1e〇 
• ・

1.1 ～ 2 . 0
• ■ . •

2 .1 ～ 3 . 0 5 .1ha以上

1h a未満 ⑧⑨⑩〇

1〜 3
△山国 E E

3 ～ 5
A A金国

5〜1〇 ⑥⑦必 〇 図

! 〇 2 〇 A A ED ⑥A © ⑤ ⑦

2 0 h a W2 ⑤ ②A ©④

____

®④ ⑤①③

注 ◎三矛氐〇鮫川、△飯舘、［コ川内

• 0 h a
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表3 — 2 2 (構造類型)——(規模類型)——(4)

林木資産の形成度(2)

、ヽ1〇年生以 
\下の用材 

m養、林面植 
侏る、、 
山林面私!、、

ヽ

なしまたは 

〇,3ha未滴

〇 • 4〜1・(J 1.1〜3 . 0 3.1〜5 . 0 5.1〜10. 〇 10.1ha以上

1h a未
⑦③⑨

⑩®

1〜 3 A 0 A S [5]

,• ;

3 ～ 5

✓

Z&.厶 愿国

5〜19 A A 盛 ® !U ©⑥ A i
f'

1 0～ 2 〇 A A. ⑦④⑤①

t , »

2 0 h a以上 ③ 狗〇③
i• r 「:

①⑤①2

注 ◎三和、〇^川ゝ△飯阳、口川内
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さらに質的な規模概念として、3!年生以上の用材林面積が保有山林面積の大きさとどうい

う関連7があるかを分析する(表3— 21)〇

51年生以上の用材林面積を指標にとったのは、一応、31年生以上の林分が主伐可能と想 

定されると考えたからである。したがって、31年生以上の用材林が「ない」という髏林家は 

近い将来、主伐収入が見込めだい豊林家といえるだろう。もちろん、そういう提林家の中でも 

間伐収入の可能な農林家は1、2あるだろう。ー・方、31年生以上の用材林を1ha (表3 — 

2Iでは1.1h a以上)以上保有している農林家に右、いては、近い将来コンスタントに主伐 

収入が見込めるでふろう。このことは経営改・善を策定する場合のより有利な条件を付与すると 

考えられる〇なぜなら、くり返すまでも※く育林生産が生産まで完結する性では少く’とも3 〇 

年以上の超長年月を要する。きわめて常識的なことであなが、主伐可能な林木資産の保有が多 

いか少いかは言葉をかえていえば、育林生産新門だけで再生涯ができるかどうかということを 

意味する。林木資産カ:大きければ大きい程、造林投資の規模を決定する際にブラス面として作 

用する。そうでない縫’苗では産出のとも疋わな・い投入活動によって耐乏蓄積を増していかなけ 

ればならないばかりでなく、主要部門である斉林部門以外の'勒向によって極端な場合には投入 

活動までをも中止しなければならないで若ろう。そういう見方からすれば、これまでの考察で 

はだいたしう三和の全階層農林家と鮫川の--部の階層——とくに5 0 a以上の階層——に・いて. 

はレベルも高く、テンポもかなり早いことが知られたが、表3 — 21より明らかなよう’に、三 

和のあ②の篮⑦鮫川の雨①③⑤、川内のあIU以外の農林家は、決して7そんたん 

とした道でないことを示して斩るといえよラ。そのことは表3-2 2によっても証左される。 

すなわち、前記の8農林家は保有を玻する林地面積がたとえ大きいとしても、主伐可能な林分 

比が大であることによって、その労働J投下がより可能であるし、-またその決断も下し易いであ 

ろうが、他の農林家の場合、たとえば要保育林分が5 haであるとすれば、それに要する保育 

労働は大雑挹に見積って、5 〇人(回をくだる"い。産出のともたっていない段階で5 〇人以上 

の家族労働を育林部門に投下(雇用労网を入れる場合もあるが)することは言葉で表わすよう 

に容易なことではない。

以上のような個々の発展的•類型概念を総括的に朝み合せて、理想型としての発展段!:皆的経営 

類型を整理すれば表2 — 2 3のようになろう。そして現地調査4町村の各調査違林家はこれ・ま 

での考察で明らかなように、表のように整理されるが、現実的、具体的にこのように類型化でき 

るとすれば、これによって経営改善と問題点を採り出ずことが可能である。理想型としては、 

育林生産部門が経営の中で主要な生逢部門を形成することが終極的な目標であり、経営改善の"
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方向もそこにあるのであるカ、現実門’逝としてそれに達するまでは、なお、相当の困難性と限界 

性があることが否めない事実である。総じていえることは、第2のグルーブ——生産段階の建
• / /

林家——の中にはたとえ今後かなりの苦難に婀するとはいえ、改善の如何によって弟3の段 

階ー経當段階への至!健が可能であろう。一方第1の段階の農林家については、未だ育林生産 

の端緒ともいえる’植林行為が芽生えていない逃祜家がほとんどであることからすれば、植林行 

為をいかにして誘発するか、換言すれば植林行為誘発の条件底他の驟業生洩部門の安定的向上 

によって与えられると考えられる。ま7そこの発展段階的経営類型と関係調査度:林彖を階層的な 

関連でみれば、近い将来 —— 少なくとも現在の植林地が主伐可能となった時、——1〇 h a以上 

階油で現在脊林生産•部門か副次部門である農林家は王妥部門の形成力呵能であるだろう。条だ 

植林行為の未誘発な農用林的な林野利用段階にある5 h a以上の農林家の中に:も、同様に次の 

段階である副次都門の形成が可能であろうと考える。

そこで、次節では以上のよう.に現実的、具体的に類型化されたいくつかの個別経営の中から、 

各発展段階をド法すると思われる痰林家を選ぴだして、経営改:善の方向を探ってみたい。

経営改善の方向

ここでは、戸別朋査資料を用いて、各経営俎型の中から典型的な農林家と思われる個別経営 

を超びだし、その経営が抱えている経営改辑上の問題点を摘出し、そこで考えら‘れるいくつか 

の経営改善の方向を明らかにしてい在たい。もちろん、その個別経営力迪面している特殊事情 

はとりあげない。また説明の便宣上数字でもって述べることになるが、その获字の厳密性にと 

らわれず、その数字の背後を貫ぬく終’営改善に関しての考え方を理解していただきたい。

i )殷用林的利用段階にある農家の場合 飯舘村、$家

この農家は飯舘村大字比曾長泥に位磁している。昭和2 6•年と3 〇年に次男と三男を分家 

にだし、水田〇 • 60 h a、山林〇 . 70 h a (免在は開田されている)を分与している。労 

働力の中心は長男夫婦であるが、冬季の製炭(国有材払下げ］/よる)と夏季の国有林への丁 

刈作業に数日間出役する以外は兼菜にでていない。4 〇年の雇入労働の実績は稲作に5 4A 

であった(表3 — 2 4 )〇

S家の過去の林野利用(所有林の)は、飯舘村の大多数の農家がそうであったように、若 

干の農業用資材と家音の飼料、抄よび国有林材払下げだけでは不風する燃材を供給するとい 

う役割しかもっていなかったCい/>ば農縈・家計従属的な百給的林野利用がS家にとっては 

" ハ・•；
合理的な林野利用であったわけである。ところが最近、農業の生産構造と您料の消竇構造は 

若しい変f匕をもたらしたばかりでなく、部落近傍の国有林の林転が急テンボで進めら;れるよ
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表 5-2. 3 総括的類型

能類型目的類型組織類型

(盥用林的利用段階)

規模額型

属部門 自給的目的 投入ゼロ産出 
間I折咬たは継 
続

資本形成未成

熟

(農家林業的生産段階)

次部門
予備的目的 投入産出間断資本形成増進

(農・家林業的・経営段階)

W要郡門
取引的目的 投入注出魅続資本完成

1 0 h a以上•5 〜1 0 h a 5 h a以下

△ A ふな・⑧⑨⑩⑪&

ホ疝心會

る也> ⑦® ® 

②④⑤⑥ ⑦ロ

公座田

Q@@©

国回区)

①③

注 ©三和、〇鮫JI！、へ皈舘、□川内
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うになってきた。S家も今迄の林野利用の姿はひとつの転機にきていることには気付いてい 

るか、才木転の契機をつかめないでいるのが実状である。

所有山林面積は5 . 0 7 h a (林野面積は5.3 9 h a )で飯舘村ではけっして小さい方で 

はな・いが、このうち用材林は僅かを0.29b aにすぎない。

表5-2 4 経.蛍諸:要索の概要

経営鹿用地(ha) 水田1.財、普通畑〇•50、柔園0.20

家族構成(オン
世带.主(65)、長男(4 3 )、同妻(41) 

孫 5人(17、15、13、10、7 )

大・家 畜 和牛、親1、仔1、

現金収入(和) 米630、まゆ20、木炭51、賃金7

のこり9 4 %余りは現在の認讃:からすれば、低生産林分である薪炭林で占められている。憶 

た、爲産時代の採草地0.32 haが未利用のままに放］置されている(表3-2 5 )〇 

■ $家の経営は表3—24でも見たように稲作を主要部門とし、(養蚕)、(製炭)、(賃 

労働)を副次部門とする復企せ営であろ。将来は繁殖牛を常時2頭飼養したいという希望は 

あるが、地理的な条件で琨業以外の兼業に通勤することも不可能である。

ところで、•福島県勢振興計画。後業0•画(沼和41年2月策定)による年平均農業所得の 

成長率は3.8%を見込んでいるが、4 〇年度のS家の農業現金収入は65万円であった。も 

ちろん、年成長率3.8%はその目標逹成のための諸施策力覗進された場合の想定であるカ;、 

この成長率をそのまま採用するとすれば、単純に現金農業収入だけについていえば、昭和4 

5年7 8万3千円、5 〇年9 4万4千円となる。たとえ、畜産部門の拡大があったとしても、 

粗収入1〇 〇万円への到逹は客易なことではない。だとすれば、現在遊休化している土地資 

源;林野5 h a•余の活用いかんが長期的な股家経営の安定的向上の有力な戦略として浮びあ 

がってくる。

遠い将来、育林生産部門は農家経済の生産経済の一部門を構成するかもしれない。育林生 

産部門の改善計画も農家経済計画の一部門計画にすぎないとすれば、ことさら育林生産部門 

だけを抽出して生産計画をたてる必要はないともいえるが、しかしながら農家経済内に位置 

する育林生産部門は他の生・産経済部門とは異質をもっている〇すなわち、前にも説明したよ 

うに、たとえば消費経済(家計)が育林生産部門に課す目的は取引的目的と’予備的目的の 
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2つの純型に分けることができる。取引的目的とは育林生産部門からの連年的な産出価値仙 

とこれに対応する消費経済部門での経常的消費価値との相関性が高いことである。

表3-25 山林の現況 (ha)

林 令 ス ギ
アカマッ ! 広 計

5年生未ゝ満 0.05 1.39 1.44

6～ 1 0 0.08 0.08

11 ～ 1 5 Oe1O 0.10

1 6 ～ 2 0 0.06 3.29 3.35

2 1 ～ 2 5

2 6〜3 0

5 1 ～ 3 5 0.15 0.15

訐 0.06 0.23 4.83 5.12

これに対して予備的’目的とは育林生産部門からの価値の産出が消費経済部門でのまったく 

予想されない不時の消費価値ー一たとえば天災、不慮の死ー一と相関性が高いことである。 

喧た、以上の2つの純型の中問型として、.準取引的目的——他の生産部門からの所得の穴 

埋的蟻能をもたされた場合一一と準寺儒的目的 ——予想しうる臨時的消費、たとえば婚姻、 

相続、子弟教育等々 ——をくわえて、4つに分けることもできる。ことさら育林生産部門を 

他の殿業生産部門と区別して生産計画をたてる理由がそこにあるのである。

さて、$家の育林生産部門が以上のうちのいずれが課せられるかということは、育林生産 

部門が未誘発なことと、林木役産蓄積が増していくとしても、それは遠い将来のことである 

から、4つの類型の5ちいずれにあてはめることも無憲味である。門題は価値哥1をいかにし 

て、いか程のスピードで増大していくかである。

ところで、s家のこれまでの林野利用はそれ相応の合卫旦性があったのであるが、自給的な 

林野利用(飼料と薪炭の供給)という林野の機能が薄れた今日ではひとつも合理性を見い出 

せ左い。そこで、経営改善——用材林化していく——にもいくとおりかの方向があると考え 

られるガ、次に3つの翼った集約度(林転の規模とスピード・を異にした・)を糅用した場合、 

その期待される価値量としての林木資産蓄積がどの程度増加じていくかをみよう。表5-2 6 

2ア、28がその様子を示している。(注)

-155 —



(注)(1)分期とは林業生産期間の単位である。5年きざみに分ける。

(2)各樹種、各令級における蓄積は福島県農林繰調製「林分材積表(昭和4 0年1〇月改 

訂)」兵‘よる兄込蒂積である。なお、醉材我に造村歩止り8 〇 %を乗じている。地位,中 

專地とした〇 •

⑶ 林木評価は直在の価格水準である。1が当たりスギ円、アカマツ7.200 

円、広湖1 . 0 80円とした。この而格水逆は将泰も変らないものとする。

(•1J伐採見込危は伐期スギ、アカマツ4 〇〜4 5年、広葉樹21〜2 5年として算出Iハ 

間伐は見込まない。

この物置的な蓄税沃と産出:业の予想は徳械的な予測であるので数值の吟味というよりは集 

約度の違いによる大雑把な蓄積量がどう変っていくかを見てほしい。すなわち、第1分期に, 

現在の広葉樹林と未利用採草地にスギを造林した埸合——以下プラン1とする ——6分期未 

の蓄積評価額は9 0 0万円以上になり、6分期咬での産出か:の評価額は4 4万余りとなるが、 

これに対して広葉樹林と未利用採草地に理ったくスギを造林しない馬合には6分期はでの産 

出量の評御額は8 6万円余が見込咬れるが、6分期末の蓄检評価額は僅かに8万円余にすぎ 

ない。喳た、年当りの植林面積を3 0 aにして、6分加末の自給:薪炭林6 5aを残うという 

中度の条約度を採用した場合 ——以下ブランZとする ——には、6分期はでの産出評価額は 

4 7.万円余、6分期未の蓄積評価額6 2 6万円余りが見込まれる。僅かに5 h a余め林野で 

あっても、その林野の利用方法(ここでは樹種の違いについてのみ見ているが)の遼いによ 

って、その利用価値にいかに大きな差があるかが理解されるであろう。

•さて以上のことは8家のようた林は未誌発林家に人工造休の有利性についての1つの情報 

を必示したにすぎまい。そこで見方をかえて、2つのプランを実行していく場合、どれだけ 

の投下貞本が必多であるのか、その必硬投下3本が$家の農家経営の現状にてらして可能な 

のかどうかをみていくことにしよう。

表3-2 9は現地聴再取り資料によって、宣林生産過程の生産費を試算したものである。 

そこで、これを基単にして前記の2つのブランを実施するとすれば、第1分期における投下 

資本額がと‘れだけ必要かを試算したのが表3—5 〇 31である。

w:す、第1のブランから検討して見ることにしょう。このプランは前述したように第1分・ 

期で一気に5 .15 h aにスギを植林することになっているか、!年当たりに・すると1.03 

haづつ人工林を増して"、くことになる。それに要する延べ投下労働は1年目6 0人、2年 

[17 2人、3年目8 2人、4年白8 4人、さらに5年目にピークの9 2人となり、以後・漸次
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表 3-2 6 低度の集約度を採用した場合の材木資産若積の推移

(ha、射、円)

£令級 
会 I n in y V VI

虬ヒ

計(A)

伐採見

込量(B)

㈤の評価

額

(B)の評価

額

ス

ギ

現在 (5) 
0.06

(5) 
0.06 54,000

1
(8) 
0.06

(8) 
0.06

86,400

2 (.10)
0.06

(10)
0.06 108,000

3 (12)
0.06

(12) 
0.06

129,600

4 (14)
0.06

(M) 
0.06 151,200

5 0.06 0.06 (14) — 151,200

6 0.06 0.06

ア

力

マ

y

现在 0.05 0.08
r 4ヽ
〇•10

(4) 
〇・ 23 28,800

1 0.05 (3) 
0.08

(7)
•〇,10

do) 
0.23 72,000

2
(2) 
0.05

(6) 
0.08

(9)
0.10 /I

(17)
〇, 25 122,400

3 (5) 
0.05

(8) 
0.08

(12)
0.10

(23)
0.25

165,600

4 (5) 
0.05

(9) 
0.08

(13)
0.10

(27)
0.25 194,400

5 (6) 
〇.'05

(11)
0.08

(15) 
0.10

(52) 
〇, 25

250,400

6 0.10 (7) 
0.05

(12)
0.08

(19) 
〇. 25 (佑) 156,800 108,000

、じ'

現在 1.39
(155)
3.29

(13)
0.15

(168)*

4.83
181,440

1 3.44 1.39 4.83 (168) 181,440

2 3.44
(42)
1.35

(42)
4.83 45,560

3
(103)
6.4,

(65)
1.39

(168)
4.85

181,440

4 1.39
(162)

3.44
(162)
4.85

(65) 174,960 70,200

5 3.44 1.39 4.83 (162) 174,960

6 3.44
(42：
1.3$

(42)
4.85

45,560

注()は蓄積を示す。
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表 3-2 7 高度の集約度を採用した場合の林

!、芸」’•如,

次級

I II III y V M VS 加

現在 し粉

ス T ' 5.15 . (〇) 
0.06

2 5.15 (1〇) 
0.06

5 (216)
5.15

(12) 
0.06

4 • (417)
5.15

(14) 
0.06

'ギ 5 〇, 06 • (645)
5.15

6 0.06 (865)
5.15

ア 現在 0.05 0.08 (4) 
0.10

•1 0.05 T 3j
0.08

(7) 
〇,10

力 « 2 (2) 
〇, 05

(6) 
0.08

(9)
0,10

\ 5 (3) 
0.05

(F 
0.08

(12) 
0.10

マ < 4
(5) 
0.05

(9) 
0.08

(13) 
〇•10

• ' • 1
-. * i ヽ,;、5： T~6)

0.05
(11) 
0.08

(15). 
〇,10

ッ: • 6 0.1 0 . (7) 
0.05

(12). 
0.08

現 4' ■-
i

■1.39 - (13) 
0.15

• •

• • . •
i I

・ノ

一I58

木資産蓄植の推移 ブランI

注()は蓄積を示す。

(ha・、あ、円)

計 (A)

伐採見

込瓷(B)

保育面積 (A)の評価額 ⑶の評価額,

一 (〇・耘 , 54,000

(8)
5.2.1 5.15 86,400

< 10) 
相•I 一

5.15 13,800

(2笙)
5.21 2,462,400

(452)
5.21 4,665,600

(645)
5.21 (14) 0.06 6,966,000 151,200

(865)-
5.21. 〇/ 06 • 9,342,000

• ( 4) •
(L23 〇.15 28,800

(10) 
0^23 〇, us 72,000

(' 17)
0.23 122,400

(25)• 
0.23 165,600

(27)
0.25

194,400

(52)
0.23 250,400

» - -

(19)
L25

(15) CT.10 156,800 168, am

(168)
4.85.

'181,4'4〇

•(1関) - 181,440
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表。ー2 8 中度の集約度を採用した場合の林木資産蓄積の推移 ——ブラン!！

(ha、沈、円)

注()蓄積を示す。

乎

種

、翁級 
%

I H V VH 印

以±

計(A)

伐採見

込虽但)

心)の評価

額

(B)の評価

額

ス

ギ

現在
(5) 
0.06

(5) 
0.U6

54,000

1 1.50
(8)
0.06

(8)
1.56

86,400

2 1.50 1.50 (10) 
0.06

(10) 
3.06 108,000

3 1.50 1.50 (63)
1.50

(12) 
0.06

(75)
4.56

810,00〇,

4 1.50
(63)

1,50
(122)
1.50

(14) 
0.06

(199)
4.56 2,149,200

5 0.06
C 63)
1.50

(122)
1.50

(188)
1.50

(375)
4.56

(M) 4,028,400 151,200

6 0.06
(122)
1.50

(188)
1.50

(252)
1.50

(562)
456 6,069,600

ア

力

マ

ツ

現在 0.05 〇, 08 (勾 
0.10

C 4) 
0.23 28,800

1 0.05 (3) 
〇. 08

(7)
0.10

(1〇) 
〇. 23

72,000

2
(2) 
0.05

(6) 
0.08

(9) 
0.10

-
(17)
0.23

122,400

3 (5) 
0.05

(8) 
0.08

(12) 
0.10

(23) 
0.23

165,600

4 (5) 
0.05

(9) 
0.08

(13)
0.10

(27) 
〇. 23

194,400

5 (6)
0.05

(11) 
0.08

(15) 
〇.10

(32)
〇• 23

230,400

6 0.10
7) 

0.05
(12) 
0.08

(19) 
〇. 23

(15) 136,800 108,000

広

現在 1.59
(155)
3.29

7 13)
0.15

(168)
4.83

•61,440

1 1.39 (140)
2.26

(1如)
3. 65

(46) 151,200 49,680

2 (20) 
0.65

(59) 
0.76

(79)
1.41 (93) 85,520 100,440

3 (31) 
0.65

(51) 
0<65 (59) 33,480 63,720

4.
(40) 
0.65

(40)
〇. 65

43,200

5 (50) 
0.65

(.50)
0.65

54,000

6
(57 ) 
0.65

(57) 
0.65

61,560
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表3 — 2 9 '育林生産費算出表(スギ林転!h a当たり)

年 次 費 目 数 量 単・ 価 金額① 1.06 11②

後 価

①X .②

1 地 桁 費 30 A 800円 24,000 円 10.2857 246,857 円

〃 苗 木 代 5,300 本 11 36,300 〃 575,571

// 苗木運搬仮植賞 0.5A 800 400 〃 4,114

〃 植 付 費 15A SUO 12,000 // 125,428

〃 下 刈 費 10人 800 8,000 82,286

7/ 森林保険料 1,556 〃 16,004

2 苗 木 代 530本 11 5,630 9.7055 55,224

// 植 付 費 2A 800 1,600 15,526

〃 下 刈 劳 1〇 A. 800 3,000 // 77,628

3 〃 !〇 A 800 8,000 9.1545 75,254

4 〃 8 A 800 6,400 8.6561 55,271

5 下刈、つる切費 8 A :8U0 6,400 8.1473 52,145

! 〇 つる切、除伐費 7A .809 5,600 6.0881 34,093

1 5 枝 打 費 5 A 800 4.000 4.5494 18,198

2 〇 〃 5A 800 4.。 00 5.5996 15,598

1 ～ 4 0 山林見廻費 40 A 300 32,000 125,809

労 働 贄 150.5A 800 120,400 920,685

小 計 物 財 費 59,950 408,595

森林保険料 ・・ 1,556 • 16,004

1 4 〇 土地資本利子 150,000 1,392,855

1〜4 0 固定資産税 (4 〇 年 X 3 〇 0 円) 12,000 46,428

計 32.5,886 2,784,067
—

注(1)賃金単価は男女差なく、8 〇 〇円とする。

(2) 投下労働最、物財量は開き取り資料による。

(3) 利率Pは6分とした(伐期は4 0年とする)。

3)投下統は三和村M氏よりの開き取りによる。
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表5-5 0 プラン1の場合の資本投下屋

年次 費目 数 a 单 価 金 額

1

-

地 芾 34人 800円 27,200 円

植〃付 15人 〃 12,000

下 刈 11人 〃 8,800

森林保険 1,600

苗木代 5,400本 11 57,400

計 (60)A 87,000

2 地 搖 34人, 800 27,200

植 ・付 17人・ 〃 1 5,600

下 刈 21A- 〃 16,800

琢蹈 1,600

苗木代 5,740本 11 41,140

計- (72)A 100,540

5 地 析 34A 800 27,200

植・付 17A 13,600

下、・刈 51A 〃 24,800

•森林保険 1,600

S木代 3,740本 11 41,140

計 (82)人 108,540

4

・ ・・

地 墙 34人 800 27,200

植 付 17 A 〃 15,600

下 刈 55A 〃 26,400

1,600

苗木代 5,740本 11 41,140

計 (84)A 139,940

5 地 捂 3仏 800 27,200

植 付 17A 〃 15,600

下 刈 41A 〃 52,800

森林保険 1,600

苗木代 5, 740本 11 41,1W

計 (9 2) A 116,540

労働賛 

物財贄など

590A 800 312,000

209,960
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ブラン2の埸合の資本投下推表 5-51

年次 費 ・目 数 量 単 価 金 額

1 地挎費 9 A 800円 7,200 円

植付費 5 A 4,000

下刈費 4 A 〃 5,200

森林保険料 470

苗木代 990本 11 10,890

小’計 (18)A 25,760

2 地持費 9 A 800 7,200

植付費 6人 // 4,800

下刈費 .7A If 5,600

森林保険料 470

苗木代 1,089 本 11 11,979

小計 (22)A 50,049

5 地搖費 9 A 800 7,200

植付費 6 A 〃 4,800

下刈費 9 A 〃 - 7,2□〇

森林保険料 47〇

苗木代 1,089本 11 11,979

小計 (24) A 51,649

ゝ.4 地捂费 9 A 800 7,200

植付費 6 A 〃 4,830

下刈費 11 A 〃 8,800

森林保険料 470

苗木代 1,089本 11 11,979

小計 (26)A 55,249

5 地捂費 9 A 800 7,200

植付費 6A if 4,800

下刈費 14 A 〃 11,200

森林保^料 470

苗木代 1,。 89 本 11 11,979

小計 (29)A 35,649

労働費 

物財費など

119A 95,200

61,156
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少なくなっていく。一方、このブランを実施していくのに必要な物財費と悉林保険料は、［ 

年冃3万9千円、2.年目から5年目までは4万2千円余となり、6年目以降は零になってい 

く。結局5年目までに必要とする物財費などは約21万円、すべて•竺雇用労働に頼るとすれ 

ば、その労働費は51万円余りとなる。もちろん、投下労働:危［貲)は現在の技術水準を基 

準にしているので、S家が省力的な技術を習得していればもっと少なくてすむであろラ。

つぎに第2のプランの場合にはどうなるか。このプランは自家労働のみで植林を継続して 

いける3 〇 a•づつの植林を見込んでいるが、必要投下労働景を見れば、［年目18人、2年 

目2 2人、3年目2 4人、4年耳2 6人、5年目2 9人が見込まれる〇性フ切、物財費なども 

年々1万2千円前後で十分である。

さて、以上のことから2つのフランを夹施していった場合の資本投下額とその構成比につ 

いて理解されたであろうが、はたして$家がこのブランのいずれを選好するであろうか。費 

目別の資本投下策の惓成比を見れば気付くように、だいたい労働費と物財費の比は6対4で 

ある。しかも一;筱造林に浩する伝!に補助額はちょうど苗木代を賄いうるということからすれ 

は、投下労働存?の差異がどのプランを採用するかのきめ手になるだろう。つ咬り、早く林木 

資産を形成させるにはプラン1Q方がよいと思われるが、問題は自家労働の中から年«〇〜 

9 〇人の育林死働をうみだせるか、あるいは年6万円前後の雇用労賃を農家経済で負担でき 

るかどうかである。S家の現状にてらしてそのことを検討してみょう。

阿武隈地方の営股類型は水稲作を基幹作目と成コンニャク、タバコ、養蚕、乳用牛、和 

牛、のいずれかを副作目としている。こうした、営農:頹型の達いが労働力利用をめぐって育 

林生産にとのような作用をあたえるであろうか〇図3 — 7〜1〇は阿武隈地方にみられる営 

農:類型のい < つかの労働配分をみたものである〇 (注)

(注)福島県治山課「個別経営計画霄」ばよる。•

各作目の経営の中に占めるウェートによって労働の配分のタイブは多少違ったものになる 

が、労働配分のパターンとしては図のように4類型に分けることができるであろう。これを 

育林労働との関連でみれば次の如く要約される。

稲作型の経営では7月〜9月に比較的労働の閑期がある。この地方の下刈適期は7月、8 

月であるので下刈労働はこの谷間に入ることに在る。雇用労働の内訳が明示されていをいが、 

三和の例(図3 - 7 )がそれである。タバコ作型経営では労働・のピークというよりほ夏季間 

に平均して多くの労働を必要とし、したがって下刈労働の捻出はなか左か困難である。つ之 

りタバコ作労働と育林労働は競合関係にあるといえる(図3-8 )〇 養蚕型の経営でも8 

月は比較的閑期であるが.•だいたいタバコ作の経営に似ていて下刈労働が入りにくい,(図3 

一I64 一

-8 )。また、コンニャク作型の経営では、タバコ作型や養乗型の経営ほどではないが、や 

はり多少下刈労働の捻出がむずかしい(・図3 — 9、1〇 )〇さらに酪摂型の経営では9月〜 

1。月の飼料収极調整期に若干の労働のピークがあるカ;、微して年間を通じて平均化した労 

働配分のタイプである(図3—10 )〇要するに、他の条件が等しいとした場合の営艇類型 

の遠いによる、山林部門への自家労働投下の難易性は、タバコ彳锂経営、養漩経営、コン 

二ヤク作型経営では育林労働の捻出がより困難であり、林転もなかなか芽生えにくいという 

ことができる。ただ、阿武隈山系の中で育林業の形成されている町村はだいたいコンニャク 

地帯であることからすれば、これまで述べてきたことと矛盾するが、この地方はすでに林云 

の段階をほぼ完了して治、り、しかも、育林生産部門からの生凍商得が可能であるので屈用労 

働に依存して再造林が可能である段階に逹した経営が多いということを見落してはならない。

s家の経営は前述した如く、稲作を基幹部門とし、養策を卽都門としているが、養蚕部門 

のウェートが低いので、稲作単一型に近いといえるであろう。

%・方、家族労働力は長男夫婦が中心である。かく見てくると、S家の塲合は第2のプラン、 

っまり自家労働だけで可能な年3 0 aづつの林転を計る方向が適切と考える。ただ、林区す 

ること自体、短期的にみれば資産の価値站が減少することになるので、その場合、育林部門 

を副部門まで高めるという目標のもとに、和牛、所有林での製薪炭などの迁回を必要どする 

ことはいうまでもないことである。姿は基幹部門である稲作が安定しているのだから、家族 

労働を経営内に止めておくことが大切である。周知のよう履林务働は小間切労働でも、婦女 

子労働でもいいわけであり、しかも、作業の適期の巾力琲常にひろく、余剰的な家族労働の 

8あげで実行が可能である。年3 〇 a程度の植林であればそれほど無理せずに実施が可能 

である〇

|j )農家林業的経営段階に至嚥した経営の場合一三和村K家

三和村は前述した如く阿武隈山系地域では育林業の形成されたところといってよいが、こ 

の事例農家も前掲表3— 2 3で見た如く、育林業の成熟度はトッブレベルといって過言でな 

い〇しかしながら、前述の飯舘村S家の如く、林転未誘発の・が例とはらがった経営改常Q問 

題点を内包していると考えられる。

K家は表3- 5 2 «示される如く、典型的な稲作中止の専業農家である〇水田面積もこの 

地方では大きい方である。畑地は自給用の野菜が作付されているにすぎない(〇 . 20 h aは 

無償で貸付ている)〇馬が飼獲されていることは珍奇にさえ思われるが、三和村の上圏農家 

には現在なお馬の飼養農家が多い〇役畜としての機能低下、価格条件の不利にもかかわらず、
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図3-7 稲作+コンニャク+羞作+育林+製薪炭

(三和)労訪能力3.8人水田3 0 a、普通畑4(J a、桑園2 5a

人工林1,017a、薪炭林6 9 4 a

主要生産物 •米4 0俵、コンニャク180 メ、まゆ12 メ 

木炭2 〇 〇俵、用材4 〇 〇石、薪2 0 0石
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図3 — 8 稲作+タバコ+養蚕+育林

内

9 〇-

8〇-

7 〇-

6〇-

5〇-

4〇ー

3〇-

2〇-

10-

稲作

タバコ

I

養 蚕 
(川内)労勤能力2.6人水田12 0 &、普通畑4 5 a、桑園2 0 a

人工林4 5 6 a、薪炭林4 7 〇 a
IU 称

主要産物 水梢4 , 3 2 Q阳、ま虹5 0診、タパコ

7 〇 〇阿、,馬1頭、薪6 〇 771* (雇用)
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図3 — 9 稲作+コンニャク+育林

100-

9〇-

8〇・

7〇・

6〇-

5〇-

4〇-

5〇-

2〇-

10-

(古破)労锄能力3.7 A 水田7 0a、畑地90 a、和牛1頭

’」 用材林3 3 3&、薪炭林4 2 7 a

王要生産物 米4 7俵、麦2 8依、コンニャク

1 0 〇 メ、用材 3 0 石・ - •

麦豆作(WI
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その他

図 3-10 稲作+酪農+コンニャク+育林

竈

12 5 4 5 6 7 8 9 10

稲

11

作

12頂)

□

(古殿)労働能力2.4人 水田4 7 a、普通畑7 0a,乳牛3頭

用材林1,121a、薪炭林6 4 6 a

酪

コンニ

爆

=ヤク

皿

ダ臼耳な・  ....   •• ••米3 〇俵、コンニャク1〇 U メ、牛乳

2 6石、用材1〇が
山.•

林 ■
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肉用牛、乳牛に伝換されていない埋由は馬に対する愛君心と糞畜としての役割しか背わされ 

ていないとすれば、馬で十分だと考えているからではなかろうカ、。

表3--3 2 K家の伐況

硅営废用地Cha) 水田1.20、普通畑0.40、採草地〇 ,20

家族構 成

経営王(38才)、妻(3 5才)、長男(12才) 

長女(1〇オ)、次女(7才)、次男(5才)、 

三女(2才)、父(76才)、母(6 3才)

家 畜 馬1頭、豚4頌

現金収入(而) 米210、豚8 0、用材3 0 〇,木炭21〇

家族労働力は経営王と彼の妻だけで労働力は不足している。例えば昭和4。年には、稲作 

部門に延9 〇人の脣用労働に依存し、それに缓した現金支払労賃は5万4千円であった。 

これは剧家経済にとってはかなりの負担であった。近い将来、年9 〇人前後の雇用労働を必 

•要とするが、式家の方針としては育林部門に優先的に家族労働を投下し、稲作は雇用労働に 

依存しても、やむをえないとしている。それは育麻労働の場合には厘用労働だと手抜きされ 

る必配もあるし、技術を習得した労働者がいないと判断しているから•である。

昭和4 〇年度の現金総収入額は8 〇万円、その中用材販売収入が全体の3 7务にあたる3 

〇万円であった。なお、造林面積、伐採・面積を劾案すれば、これより数万円多くなると推察 

されるが、5 8年3 〇万円、5 9年6 〇万円、4 0年3 0万円をあげている〇また、自営・製炭 

は所有林の林転計画に照らしながら、年2 5 〇俵位づつ続けられている。そしてこれに要し 

た労働力は年大体延6 〇 ～ 7 〇日であるかJこれは冬季間の家族•労働力の燃焼の場を提供し 

ているわけである。

所有山林面秋は23.62 ha、スギ、アカマツ、モミ、その他の広葉樹の割合はそれぞれ 

8 4.5%、1.9%、0.1%、13.5务である。用材林率(用材林/全山林)は実に8 6 

%余に達している。しかもその王体の・スギ林の令級構成は、戦時中に造林が若干停滞したこ 

ともあって、V令級とM令級が少しおちこんでいるカ;、主間伐の可能な林分が6 ha余りに 
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逹していることからすればきわめて充実した林分構成をなしているといえよう(表5-5 5 )〇 

このことからしても、K家の造林の歴史はかなり古く、したがって林分資産の形成度もかな 

リの水準に逹しているといえる。なお«、アカマツ林のI、日令級林分はスギ植林の不可能と 

思われるところに植林されたものであり、v令級以上の林分は天然生林である。モミは林令 

6 9年の壮令林分であるが、特殊用材を生産する目的で備蓄林として残していく方針でいる。 

我近3カ年の造林面,漬は、3 8年0.50 ha、3 9年0.50 ha、4 0年〇 •35 haで、 

そのうち林柄転換造林が每年〇 . 20 h aづつコンスタントに持続されている。一方産出は 

前由した如く毎年3。万円以上の用材販売と、年2 5 〇俵前後の自営製炭が続けられている。 

ともあれ労劎カ利用面での自家労働の山林部門への優先的投下、山林部門からの産出が連年 

維続してあげられていること、それを支える林木資産の成熟度がきわめて高いことなどから 

すれば、K家の山林部門は稲作部門とともに2本の経営の柱であるといっても過言でない〇

表 3— 3 3

山林現況

ヽ&種 

令
ス ギ アカマツ モ ミ 広

I 3 . 55 0.13

H 6.64 0.30

m 1.46

N 1.41 2.20

V 0.33 0.94

0.55

0.70

询 3.14 0.05

K .1.13

X JU± 1.02 0.03 0.0 6

計 19.91 0.46 0.06 3.19

三和村沢渡地区は古くからスギ林業が形成され、沢渡スギと称される中径本が県内はも 

とより京浜地方に出荷されていたところであるが、伐期が比較的短いという以外に指摘され
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るような特徴的な技術のないところとされている。たしかに、林木資産の形成度や林木の商 

品化の進展度はかなり高い水準に選しているといえるが、経営技術の面ではまだまだ多くの 

問題がのこされていると考えられる〇三和村の場合での経営改善の考え方なり方向性は大体 

2つに要約できるであろう。すなわち、さらに外延的に經営親模を拡大していくか、それと 

も内延的に経営集約度を増してゆき、生産性の向上をはかるかである〇前者については、三 

和村に.おいては拡大人工造林がほぼ味打ちに近づいているとみられるので広葉樹林の買入れ 

による林’地拡大にはかなりの制約があると考えられる。したがって、K家の如く、林種転換 

造林カ:完了した経営では外延的な規模の拡大というよりは、集約的技術の採用によって実質 

的な規模の拡大が経営改善の方向として提示されるであろう。そこで経営技術とはそもそも 

何かということになるが、たとえば育苗法とカ椭伐方法などはいわば部門技術、生幽支術と 

呼ばれるものである。その対象と及る苗木とカ樹木は目で見、手でふれることができる相手 

である•のでそのやり方そのものはいくらかの技術の習得で実行できるものである〇経営とい 

うのは「もの」そのものではなく、林地、働く人々、苗木または樹木、種々の機械器具など 

の個・々の「もの」が結合されて林業経営が営まれているのである。それらの結合のしかた、 

あるいは関係の仕組、そしてそれらがかかわり合いながらつくりあげている〇「全体」こそ 

が経営といわれるものである。だから「全体」を合目的的に結合させるのカ魂営技術である。

さて、経営技術は以上のrうに理解されるが、ここではそうした鄧門技術を個々に組合せ 

て検討.計画の立案という段i音はふまない。ここでとりあげるのは伐期令の問題である。, 

この地方で短伐期がとられている理由は、基岩が御在所式結晶片岩ア構成されており、スギ 

の生育にとって好条件だといわれている。短伐期施業がとられているかどうかはたんにこう 

した自然的立地条件によるこ.とだけではなく、その地方が中小径木@商品化に適するような 

交通立地•条件であるかどうか、また個別終営がそうした短伐期を選好するような経営条件に 

右'かれているかどうかによってき性ることである。ともあれ、この地方では普遍的に短伐期 

施業が多いということは爭実である。

K家の現行伐採令は各林分の生育状況や消費経済的な要請により一率に何年という方針が 

貫かれている訳ではないカ、だいたい3 〇〜3 5年であるようである。いま仮りにごれを4 

6〜5 〇年に延長すれば、各分期末の林楹麟極と各分期に見込める伐採蜀はどう推移する 

であろうか。表3-34はそれを示している〇

さて、それでは伐期令を何年にすべきかが問題であるが、K家のような中規模経営では収 

益経済的・］生格(企業的側面)と生活経済的性格(家計的側面)とカ咪分離の形で併存してい 

—172 —

るのが一般的であるのだから、各年の所得総額が最大となり、かつ毎年の所得が均等に近い 

ことが究極の目標である〇そうした考えから、ここでは一定面•積の森林より平均して年々最 

多量の木材を生産することができる時期一収禮最大の伐期令一として< 6〜50年を採 

用したのである(図3 —11な照)°

まず、’怵木資莲蓄積のうちで、いつでも商品化できる <主伐または間伐可能な)せ令級以 

上の蓄積は、現在1,6 〇 〇ガ余であるが、6分期末には3 , 3 0.0就近くに増加する。つ咬り 

商品化可・能左現在蓄秋を1° 〇とすれば、3分期末までは伐採仙が生長:よを上廻る関係で蓄 

積はむしろ減少するが、4分末14 5、5分潮末18 4ヽ6分期末2 0 2と绻”加する。一方 

伐採見込虽は1分期3 2 9淀、2分RJ以降8W万円余りとなろ。もちろん、推定伐採収入は 

王伐収入だけを見込んでいるので、間伐収入を加えれば年平均9 〇万円は輕くオーバーする 

であろう。ともあれ現水準の3 (!〜6 〇万円以上は充分見込めることに左る。

っぎに、以上の計画を実施するとすれば、どれだけの投下貸禽を必要とするか。表3-5 

5はこの地方でスギを再造林する•唱合に必要な生産費を試算したものである。生産賣は物財 

说およぴ森林保険料と、労側費で・成されているが、苗木代と森林保険料はだいたい造林補 

助金で相殺されるので、問題は労働熟である。•ところでK家は、•山林部門には雇用労働を入 

れない方針をとっているので、上記の計画実施の場合にはたして家族労働だけで計画通りの 

史施が可能かどうかを検討1・てみなければならない〇表.3 — 3 6本見ていただきたい〇これ 

は表3 — 5 5を参考(てLて各分期の必要労働をを算出したものである。これによれば、年平 

均の必要労働奇:は1分期8 2人、2分期7 5 A、3分期5 5人と漸減し、4分期以降は4 0 

人前後で十分である。K家の部門別の投下労働吊:が詳らかでたいが、これくらいの労働量で 

,あれば、1分期においては多少の雇用労働を必要とするが、2分期以降には家族労働が!人 

増加(長男)するので、家族労働だけで十.分まか宏えると考えられる。落た、育林労働かと 

くに集中する月は7、8月の下刈期であるが、K家は稲作型の経営であるので、前述した如 

く下刈労働の捻出が比較的容易であろう(前掛図3— 7〜!。参照)。たとえかりにすべて 

を雇用労働に依存するとしても、それに要する支払労賃はせいぜい年平均の用材販売収入’頷 

の10%以下であることからすれば、そう・負担とはならないであろう。

この地方の大多数の林家は3 〇年一前後の代地令を採用している関係で間伐技術に対してほ 

とんど無関心である。4 6〜5 0年伐期を採用するとすれば、当然のことながら間伐技術の 

間題が提起されるであろう。ところで経営条件を考慮した間伐の時期、林令、間伐木選定 

基準、間伐率決定基準といった間伐技術はなかなかむずかしい問題である。•K家のよう在中
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表 3-3 4 林木資産蓄秋と伐採量

、、令 級 

分期、ヽ、
I

•

H IH 邸 V VE 例

現 在 3.55 • 6.64
61.

1.46
114 

'1.41
41

0.33
89 

•0.53
144

• 0.70
766

5.14

3.87 7.06
73

1.73
114

1.41
41

0.33
59

0.35
181

0.88
727

2.98

② 2.22 6.65 156
3.72

121
1.49

114
0.68

131
0.88

525
2.15

1 ③ 1.92 • 4.47 260
6.20

112
1.38

14
0.11

114
0.68

181
0.88

525
2.15

④ 1.62 2.95 279
6.64

118
1.46

176
1.41

55
0.33

109
0.53

303
1.24

⑤. 1.02 3.55
279.-

6.64
118

1.46
176

1.4-1
55

0.33
109

0.53
171

0.70

2 1.20 1.02
149

3. 55
538

6.64
183

1.46
237

1.41
68

0.33
129

0.53

ヽ3 1.20 1.31 43
1.02

288
3.55

830
6.64

245
1.46

290
1.41

81
〇). 55

4 1.20 1.20 55
1.31

85
1.02

444 
'3.55

1,115
6.64

301
1.46

344
1.41

5 1.20 1.20 50
1.20

106
1.51

•128 
1.02

596
5.55

1,568
6.64

554
1.46

6
• ••

1.20 1.20
50

1.20
97

1.20
164

1.31
171 

1.02
739

3.55
1,620
6.64

注(1)分期末の蓄積と谷分期の伐採最の算定は「林分材積表Jの地位中等地を用い 

た。

(2)蓄積と伐採見込壮の評価は1配当たり、立木価10,800円とし、将来の価 

格変動は考慮し左い。 •'
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の推移(樹称:スギ)

(単位 ha、後、干円)

X X以上 計 の 伐採見込员⑥ (A)の評価額 (B)の評価額
年平均租収入

(B) / 5

314
1.13

317
1.02

1,846
19.91 19,937

710

358
1.29

1,555
19.91

529
1.02 16, 772 3,555

275
0.99

551
1.15

1,725
19.91 18,608

275
0.99

551
1.15

1,852
19. 91 19,786

723
2.60

551
1.13

2,114
19.91 22,851

873
3.14

351
1.13

2,152
19.91 23,026

195
0.70

955
5.07

2,454
19.91

588
1.20 26,505 4,190 858

147
0.53

765
2.46

2,689
19.91

388
1.20

29,149 4,190 858

92
0.33

557
1.79

2,991
19. 91

588
1.20 32,503 4,190 858

392
1.41

286
0.92

(5,282 
19.91

588
1.20 55,456 4,190 838

406
| 1.46

351
1.15

5,590
19. 91

588
1.20

58,772 4,190 858

⑶上欄は蓄積、下欄は面積を示す。

(4)伐採見込最としては主伐に限定し^間代は見込まない。伐採令は4 6- 5 0年と 

した〇
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表3-5 5 育林生産費算出表(スギ再造林1h&当たり)

年次 費 目 •数 S 単 価 金 額① 1.06n ②
後 価・

①X②

1 地 拚 費
人

20 800
円 

16,000 18.4202
円

510,725
U 苗 木 代 3,500 本 11 58,500 18.4202 709,178

〃 苗木運搬仮植費 4-A 800 5,200 18.4202 58,945
// 植 付 費 17 A 800 15,600 18.4202 250,515

// 下 刈 費 17 A 800 15,600 18. 4202 250,515
〃, •森林保険料 1,556 18.4202 28,662

2 苗 木 代 180本 11 1,980 17.3775 34,407

// 植・付 雄 2 A 800 1,600 17.3775 • 27,804
// 下、刈 費 15 A 800 12,000 17.3775 268,550

5 苗 木 代 100本 11 1,100 16.5959 18,055
/7 植 付 費 1 A 800 800 16.5959 15,115
〃 下 刈 費 15 A 800 12,000 16.5959 196,727

4 下 刈 費 15 A 800 12,000 15.4659 185,591

5 下 刈 費 13A 800 10,400 14.5905 151,741

6 下 刈 費 15 A 800 10,400 15.7646 145,152

8 つる切、下刈費 10 A 800 8,000 12.2505 98,004

1 〇 つる切、下刈費 10 A 800 8,000 10.9029 87,225

1 3 つる切、下刈費 5 A 800 4,000 9.1545 36,617

1 5 つる切、除伐聲 5 A 800 4,000 8.1475 32,589

〃 枝 打 費 12A 800 9,600 8.1475 78,214

1 7 枝 打 費 10 A 800 8,000 7.2510 58,008

1〜5 〇 山林見廻費 50 A '800 52,000 252,261

小計

労 働 費 224 800 179,200 2,420,282

物 財 費 5,780 11 41,580 761,618

森林保険料 1,556 28,662

1～5 〇 土地資本利子 150,000 2,615, 05〇•

1～5 〇 固•定資産税 C 50 年 X300 円) 15,000 52,261

計 387,356 5,875,855

注(I)三和村M 2氏の開き取り資料による。

(2) 伐期は5 0年とした。

(3) 賃金単価は8 0 0円、苗木代は1本11円とし、将来価格変動かないものとする。

(4) 年利率Pは6分とした。
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表3-5 6 各分期の必耍労働髭

分期

地 “招 苗木運破、仮植,植付 下刈,つる切、除伐 枝 打

面・
必要労働蛍 面秋 必要労働髭 面積 必要労働量 面積 必朝働話

1
ha

1.02
人
21

ha 
1.02

人
21

ha
53.81

人
351

ha
4.48

人
50

2 1.20 25 .1.20 25 20.88 185 12.64 13-3

3 1.20 25 1.20 25 13.95 150 6.44 75

4' 1.20 25 1.20 25 10.64 155 2.24 23

5 1.20 25 1.20 25 12.00 140 2.16 25

6 1.20 25 1.20 25 12.00 140 2.40 25

分期

計

必要労働毆・

年平均

必要労物量

屐用労働依存 

の場合の年平 

•均の支払賃金

(注)賃金単価は8 〇 0円とした。

1
A-

445 .
人
89

円
71,200

2 575 75 60,000

5 275 55 44,000

4 208 42 33,600

5 215 45 54,400

, 6' 215 43 • ・ 事,400
・ 一ー .....  f-

•小規模経営では、往々にして間伐率、時期の決定は家計的側面からの要請できめられる場合 

’が多いからである。そういう意味でここに掲げた表5-57には多くの問題点が残されてい 

る。これは便宣的に林令21～2 5年に第1回目、2 6〜3 5年に第2回目、5 6〜4 〇年 

.に第5回目の間伐を実施すろものとし、前掲表3-5 4を用いて間伏•見込材積とそれに要す 

る労働景を算出したものである。攻ず各分期の年平均の必要労働蛍を見れば、1分期3 5人、 

2分期4 2人、3分期119人、4分期141人、5分期15。人、6分期12 9人となる。 

K家では現在林穂転換造林とにらみ合せ左がら冬期自営製炭を続けているが、これは2分期 

末頃にはほぽ終了するっだとすれば、そのあとの分期にお、ける問伐労・働Jはこの冬期家族労働 

をふり向けることが可能となる。年平均のべ15 〇人以ドであれぱ家族労踢だけで十分実施 
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可能であるとみられる。つぎに年平均伐採見込材秋は1分期2 0忒 その後浙増し、6分期 

には12 8朮となる。左お、表5-5 8は道路渡素材価格の各要素の構成比を見たものであ 

るが、かりに間伐木選定から道路までの搬出をすべて家族労働だけで実施し、見積労賃を 

1,。 00円とすれば、いわゆる経営者利潤相当部分は5分期までは年々5万円前後、4分期 

になれば第2回目、第5回目の間伐実施林分が多くなるので1。万円をオーバーすることに 

なる。このことは家族労働力で実施した方が、立木売りや、/i脚労働力を入れて実施した場 

合よりは総体的に有利でおることを示している。

家族労働による間伐実施は遊休的な冬期家族労働の就業機会を与えるだけではなく、さら 

に有利左こととして次のことが指摘できる。第1に林地の取扱いが密にたることである。

表5-5 7 各分期の間伐なと所要労働曜

ヽ分 期

1 2 5 4 ' 5 6

種 別

面 積(ha) 1.41 1.46 6.64 3.55 1.02 1.31

第1回 伐採最(紀) 24 25 115 60 17 22

(21-25年)所要労働()ゝ) 92 95 452 251 66 85

面 a 0.76 1.74 2.87 8.10 10.19 4.57

第2回 伐採澄 29 66 109 508 587 174

( 2 6 -5 5:缶)所要労働 58 87 144 405 510 229

面 稜 0.70 0.55 0.55 1.41 1.46 6.64

第3•回 伐採員 47 36 22 95 98 445

(3 6-4 〇年)所要労働 55 27 17 71 75 552

伐採量 100 127 244 465 502 641
計

所要労働 165 209 595 707 649 646

伐採量 20 25 49 95 100 128
年平均

所要労働 35 42 119 141 150 129

注 ⑴ 間伐率(材積比率)は第1回15务、第2回17%、第5回2 0%とした。

(2)間伐所要労働とは間伐木選定、伐採造材、搬出(トラック道路までの)をいい、 

ha当たり、第1回65人、第2回、第3回50人とした。
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表 3-3 8 •道路渡素材価路の構成比(年平均)

(単位干円、％)

分 期

道路渡

素材価格

立 木

価 格

労 ・'-；

部 分

経営者利 

潤相当分

1 (100)
276

(78.5)
• 216

(12.0) 
35

(9.7)
27

2
(100) 

345
(78.2)

270
(12.2)

42
(9.6)

55

3
(100) 

676
(78.2)

529
(1 7.6) 

11?
(4.2)

28

4
(100)
1,285

(78.5)
1,004

(11.0)
141

(10.7) 
138

5 (100)
1,380

(78.5) 
1,060

(9.4)
150

(12.5)
170

6 (100) 
1,766

(78.2)
1,382

(7.5) 
129

(14.5)
255

注 価格、労賃単価は次のとおりとした。

道路渡素材・価格1忒1 3 ,80 0円

立木価格(•立木材積X 8 0%')1淀10,80 〇円

賃 金1日1 , 0 00円

・ ・ ・ ・ ・

前述した如く、この地方では短伐期施業が普遍的左ために、間伐技術を習得した専業的な労 

務者が少い関係で、経営者自からが林地それぞれの条件に応じて間伐方法を決定し、実行す 

べきである。第2に正弛取引ができることである。立木売買であれば売手がいかに精度の高 

い測樹をしたとしても正量取引がなかなかむずかしい。第3に間伐をとり入れた長伐期施業 

では林業経営のうまみが発揮できることである。具体的にいえば、間伐の時期何年、間伐率 

何％(本数率でもよい)くり返し何回、そして坡後の王伐時の林況がこれこれという目標を 

たて、それに治って実施するとすれば、たとえば、植栽本数、下刈、枝打、除伐、間伐をど 

の一連の技術力1再検討され、体系化されることにをる。もちろん適度?)間伐と枝打ちは無節 

材のうらごけの少い林分を背てるために必要なことである。

さて、K家の如く、すでに経営段階に至興した経営では内包的な集約化(これは実質的左 

経営規模の拡大につらなる)の方向こそカ;経営改善の方向であり、その1例として伐期?)延 

-180 —

長と間伐技術の導入について説明してきたが、これが実施に踏みきられるかどうかは経営を 

とりまく外部条件によってきほると思われる。間伐導入初期においては生産される間伐材そ 

れ自体地域的に少量分散的にならざるをえないであろう〇それで果して売買取引が合理的に 

なされるかどうかという問題である。かかる意味で個別.経営計画が総合｛匕された形での地域 

森林計画との関連で再検討されなければなら宏いし、生産材の流通機構を近代化する観点で 

の森林組合の機能強化が菠請されるのである。いずれにせよ、描かれる将来の体系的な経営 

技術は、個々の経営の条件に応じた技術でもって何回かの試行錯誤をくり返されたのちに確 

立されるであろう。たとえ部分技術にしても、ところととき力輿なれば当然異なった姿とな 

るであろう。

4林業開発の構想と対策

1)地域性、階層性の吟味

今までの記述から明らか左ように、网武限山系地域は全体として産業桐発のち、くれた盛林業地 

域であるカ、林業については全体のレベルに対してより高度であり、また提業との位置関係から 

Lても林業への依存度は非常に高い地域である。だから阿武隈地域住民の所得向上、生活向上を 

はかろうとすれば、林業を抜きにしては到底達成され左いとい‘)、山村共通の性格が貫かれてい 

るといえる。とくに林業の産業的性格からいって、すでにみたよう左激しい労働力流出のみられ 

る山間地域において、林業のよう左資本集約的ではあるが、労働粗放的な産業が立地する基礎は 

大いにある。

ところが現実はどうかというと、比較的に林野が有効に利用されているとはいっても、林野利 

用の万全の利用からすれば程遠いといわなければならなへ

その理由は林業生産をとりまくいろいろの悪条件によるものであろうカ:、基拽丄I!！:、育林投 

資が3 Q年左いし5 0年の長期間後でなければ成果が期待できないという林業の性格によるとこ 

ろが大きい。このことがとくに弊害としてあらわれるのは、阿武、のように休野が主として農家 

による零細所有であって、長期の負本固定5えうるだけの經済力を持っていない場合である〇 

もしこれを林業部門の循環によってある程度カバーすることがで在れば、すなわち林木を伐採し 

てつなぎに利用することができれば、このような弊害はある程度緩和されるはずである。

—181一



付表3—1 調 査 農 家

町村。集落 痛 家族数

労働力

単位数

兼 . 業

技家畜

続 柄 0 数 種 類

下市萱 1
人
7

人
2.4

0 頭 
豚8

三 上市宣 2 8 2.4 馬1

合戸駅 3 6 2.4 馬1

上市萱 4 6 2.2 馬1

館下 5 9 1.8 和牛1豚4

下市萱 6 6 2.3 妻 10 山林保育 豚4

〃 7 4 ,2.2 世 帯 王 •• . .80 村議在ど 和牛1

和 上三坂 8 5 1.8 馬1

U 9 5 2.2 世 带 主 2〇. ±：. -X : 乳・牛1

大戸中 1 9 1.9 和牛2

絞 〃 2 10 3.4
• . •.. 和牛1

江龍田 3 8 2.2 (世 帯 主) (村議) 郛ー牛2

大戸中 4 6 3.4 和牛2

〃 ・ 5 6 2.2 和牛4

〃 6 5 2.4 和牛2

// 7 7 2.3 和牛2

青生野 8 8 3.6 和牛4

大戸中 9 3 1.8

川 肯生野 1 〇 6 2.9 和牛2

〃 11 6 2.4 世 帯 主 180 馬車ひき 和牛4馬1

上川内 1 5 2.4 乳牛4

川 2 8 1.5

原 3 8 2.9 乳牛1

〃 4 7 2.5 和牛1

内 町分 5 6 1.8 長 男 年 中
/•

逆転手

御所平 6 7 2.5 長 男 ? 村議左ど
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概 要の

経 営 山 林 経 営 農 用 地

用材林 薪炭林 計 水 田 畑 地 採草地 計 (

ha
27. 99

ha
4.09

h a
32.08

ha
0.90

ha
0.45

h a h a
1.35

17.55 10.59 28.14 0.40 0.50 0.70

18.85 6.50 25.35 0.80 0.45 1.25

19.36 5.43 24.79 0.70 0.20 0.90

21.60 2.41 24.01 1.20 0.40 0.20 1.30

9.74 6.05 15.77 0.55 0.30 0.85

13.95 0.30 14.25 0.80 0.55 1.55

6.20 0.60 6.80 1.50 0.50 2.00

4.25 1.82 6.07 0.90 0.20 0.20 1.30

47.64 0.15 47.79 0.93 0.82 0.80 2.55

21.59 2.90 24.49 0.83 0.63 1.46

19.84 . 3.82 23.66 1.00 1.02 2.02

2.75 18.47 22.22 0.80 1.14 2.00 3.94

15.13 U.40 15.53 0.92 0.90 0.50 2.12

11.91 0.56 12.47 0.93 0.85 0.10 1.88

6.31 1.74 8.05 0.80 0.50 1.00 2.30

0.70 0.10 0.80 1.76 0.71 2.47

0.79 0.79 0.66 0.20 〇•10 0.96

0.63 0.63 0.48 0.38 0.30 1.16

0.50 0.50 0.60 0.70 0.50 1.80

11.98 0.76 12.74 0.80 1.00 0.40 2.20

6.29 2.06 8.35 1.80 1.00 2.80

3. U 5.14 1.80 1.40 0.07 3.27

1.26 0.30 1.56 1.52 0.80 2.32

0.73 0.61 1.34 0.65 0.25 0.90

1.33 1.33 1.50 0.12 1.62
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町村・集落 痛・ ’家族数
労勵カ

単位券

兼 業

大家畜

続 柄 日 致 種 類

飯

舘

前乗 1
A
9

ノ、
3.0 長 ’男

日
年 中 運送％

頭
和牛3

長須 2 4 2.6 乳牛2.

長・泥 5 9 2.5 世帯主長男 村長•農協集乳 乳牛4.

前・乗 4 5 1.0 世 带•主 年 中 公務貝 和牛1.

上坂梃 5 10 1.8 ー世帯王•・妻 ? °年中 杓謎など商店 乳牛1.

佐須 6 6 3.5 ■次 ・男 年 中 土工左ど(村内) 乳牛1.和牛1

上皈樋 7 11 4.8 ・ ・ 馬1和牛1

前乗 8 8 2.2 妻 3 〇 営林署 ・ 和牛1.

長泥 9 8 1.8 長 男 5 〇 営林署 ・ 和牛1.

攻樋 10 5 1.4 •世 帯・主 年 中 公務員 ・ 和牛1.

〃 11 -12 4.0 世 帯・王 8 〇 営楸-• 馬1•

長•泥 12 10 5.5 世帯王。妻。•長女 ? 営林署 ・ 乳牛2.

〃 
*

15 6 2.6 世 帯・主 6 Q 営林署•. 和牛2. •

〃・ 14 .7 2.4 世带王・長・男 伐出請負•営林署 馬1•

注 . • •.

(1)労働^カ単位数は農林省農家経済調査の基準による。左お恒常的に 

兼業にでている者はのぞいてある。. •
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経 営 山 林 経 営 農 用 地

用材林 薪炭材 計 水 田 畑 地 採草地 計

ha
4.69

ha
31.85

ha
56.54

ha 
0.80

ha
1.20

ha
0.10

ha
2.10

3. 29 16.38 :19.67 0.60 0.40 0.70 1.80

5.00 10.00 •15.00 3.00 2.50 5.50

5.78 8.01 11.79 0.70 0.30 0.30 1.30

5.61 2.64 8.25 0.60 2.10 0.11 2.81

1.28 5.00 6.28 0.70 0.60 1.30 2.60

〇. 53 5.27 5.80 1.50 0.65 0.05 2.20

0.87 4.69 5.56 0.60 0.75 0.25 1.60

0.29 • 4.78 5.07 1.08 0.70 1.78

0.70 • 4.27 4.97 1.15 0.70 1.85

0.60 ' 3.44 4.04 1.60 0.27 1.87

2.20 * 1.70 3.90 1.40 1.20 2.60

0.82 '2.00 - 2.82 0.70 0.30 0.30 1.30

1.60 1.60 1.00 0.63 0.50 2.13

(2)大家畜は成育中の仔密は含ま左い。

⑶ 桑園地は畑地に、竹林は薪炭林に、未利用地採草地は採草地に含む。
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付表3—2 アカマツ林転の場合の育林生産聲(1h a当たり)

•年 次 費 目 数 量 単 価 金 額 1.06 11 後 価

1 地・搖 腎

♦A 円
800

• 円
24,000 5.743E

• H
157,844

. 1 苗 木 竹 4,500 5 22,503 129,229

. 1 植・付 皆 20 800 16,000 91,896

1 下•・ 刈 弦, 7. 800 5,600 32,164

2 苗, 木 代 450 5 2,250 5.4184 12,191

2 植・ 付 3 800 2,400 13,004

2 下・刈 # 9 800 7,2.00 39,012

3 下 刈 暇 10 800 8,000 5.1117 40,894

・・・ 4 下 刈 微 10 800 8,000 4.8223 38,578

5 下 刈 :a 6 800 4,800 4.5494 21,837

:. 7 下刈、(つる切費) 3 800 2,400 4,0489 9,717

1 〇 ・つる・切、(下刈費.) 2 800 1,600 3.5996 5,439

1 〇〜1 5 除・伐 箕 2 800 1,600 暮遂1 •DVD, 5,439

2 〇 枝 打 費 3 800 2,400 4,556

1 森林保険料 1,556 郭・妙 8,937

1〜3 0 山林見廻鬧 50 800 24,000 65,247

小 計

労 働 浅 155 800 108,000 505,626

物 財 費 4,950 5 24,750 141,420

森・林保険料・ 8,957

1〜3 0 土地資本利子 150,000 711,525

1 ～ 3 0 固定資産税 (5 0年X 3 0 0 ) 9,000 14,231

計 ! 1,379,739

注 ⑴ 苗木代は手数料を含む旋先価格とする。

(2)苗木の:運搬宜仮植費は植付費に含む。

⑶ 主伐令・は3 〇年とし、年利率好は6分とする。

—186 —

このような意味で、一口に阿武隈の林業といっても、そこには大きな地域差、階層差がある。 

林業の振典を考える場合、その地域、あるいはその階層での林業がはたしてどの段階まで展開し 

ているのカ、たとえば、白紙から林業経営に取り組む地域なのかあるいは逆にいわば出来上った 

育林地左のか、といった現状を整理しておく来が必要となろう。林業振興のねらいと方法は両地 

域でかなり異なったものになると考えられるからである。

われわれは今Wでこの点を中心にみてきたはずであるが、大きくわけるとつぎの4つの地域( 

階層)に分類することができる。分類の指表は図2-18下段に示したように人工用材林がどの 

程度存在しているか(人工林率 レベル)ということと、それがどの程度の速度で拡大しつつ 

あるか(単位面積 あたり拡大造林面積、ただしここで］:t人工造林面積……テンボ)という2つ 

の単純左指標で行なっている。ここで使っている指標はいわばその地域の資源状況(人工林)に 

芾目したものであって、その他の分野、たとえば林業生産、林産物流通などは脱落していて不完 

全のようにみえるが、一応単純な指標で割り切らざるをえないのと、ここで行をつた区分結果が 

林業生・産や林産物流通の面でもかなり现状に合致していることから、このような指標を採用した 

わけであるc

結局、区分結果は図4-1のようになる。

すなわち、Aは林業への依存度が低い農楽的地域であり、Bはいわゆる林業的山村である〇 

B-1、B— 2、B- 3の区分は模式的に書けば次図のようになる。

拡 B 一 2 --- B — 3

大 (
造’？ I

林 ;§

率・B—1 ( B— 4

人工林比率

喋ず育林業のほとんど展開していないところでは、人工林比率も低く、拡大造林もほとんど行 

なわれないであろう(B—1)。つぎの段階は拡大造林が徐々に行なわれはじめるが、人工林比 

率を大きく変えるほど性でにはならないところ(B— 2 )である。B- 3は拡大造林が一定のテ 

ンポで進みそれが積み上げられて行った段階である。 またB— 4は拡大造林の余地力;ほとん 

どなくなって、人工林率は高いカ挞大造林はほとんど行左われ左く左ったところである。阿武隈
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一I88 一

山系も田人と協は厳密にいえばB-4KAっているが、ここではB-5とした。

なお艘業地域との関連では

Aは県北と中間

B—1、B-2は相双

B-5は常盤と県南

というように大体一致しており、部分的には都路、川前、古殿でくいちがっているだけである。

それぞれの地域の特色をのべればつぎのようになる〇

A、林楽への依存度低く、•林業生痙も蝶して未熟な地域(県北、中間、ただし破;と古殿は除

く )〇

この:!•嶼は町村・数からいえば阿武限全地域の半分近くを占める。

林野の所有規模はきわめて落細で1h a未満の所有者が大部分を占め3 〇〜5 Q h 3の中規模 

林家層すら存在しないよう左ところで、林業生崖の階屈差もあま・り明礦にて・てきてい左い〇

ここでの林業経営は、いわゆる家計従属的ないし農業従属的林野利用の域をでていないので、 

林業経営と名づけられるものでは左いかもしれない。地域の産業の中心は果樹、養蚕をどを含む 

農業にあるので、林野の利用はむしろそれに規剧されてこのような状,項になっているものと考え 

られる〇^ •

林家1戸当たりにしても平均3 ha前後の所有規模にすぎ"から、生活用脇、農湖］資材 

,の獲得の為に利用される林野を差引けば、林業用地として活用できる休野はかなりせばめられて

くるであろう。

林業開発でなく、地域開発ということに愤点をおけば、このめを零細規模地域で臓による 

生産力の拡大を大巾に期待することは大いに限界がある°むしろ林野の利用は,七実経営(養蚕、 

果樹、畜産をも含めた)を中心にして合理的に組織づけられ、決定されるべきものであろう。

たとえば県北月衲・にや、いて集団桃团谜威のために刃測用梱传活用しようとする幽林ある

いは具体的な計画あどはこの典型的左例であろう。

B—1林業への依存度は高いが、林業生産は未熟な地取ぐ飯舘、据な)

この地域で奇妙に待合するのは、跟南、常磐の各町村がいずれかといえば山峡谷状の地形を主 

とするのに対して、この両村は高原状の地形が頻己的な事である。地質的左構造も似かよっていI 

ると見られるかともあれこの両村は他のBダルーブの町村とはかなり趣きを異にしている初

まず、いずれも国有林野率が高く(飯舘6。殆、都路5 8 % )国南林野地帯に属しているこ 

と。従って林野率は高いが、山林の無所有者層が意外に多いこと(飯舘4 〇 • 3 %、都路54,3%)。
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しかし林宏!戸当りにすると所有規模はか左り高く (飯舘7 . 2ha、都路lCJ.5ha )そうい 

う意味では林野の所有がかたよっているといえる。両村とも、林芸的山村の中では当然のこと左 

から林業生産力かもっとも低位にあろ。素材生産額と薪炭生産額の浏合は両村とも申し合せたよ 

うに後者の方が窩く、いわゆる薪炭林業地である〇

この地域の材家は、経営の分析と検討のところでも述べたように階増差があ咬り明瞭でなく、 

坦域全体として軒並み停滞的であるという性格か強い。たとえば饭韻C家の如く 5 0 haほどの 

林野を所有してい玄がら、人工林は僅かに2〜3 haといったところも珍しくたい。

左ぜこのようなことにたったかといえば、まず指摘されるのは地質、土壊条件、気象条件など 

自然的な;悪条件である。しかし用材林哭不振の原因を一義的にこれに押しつけることはできない。 

というのは自然的条件が悪いとされているようなところでも、応々にしてその後立派なスギ林が 

•できていたなどがあるからで・ちる。多くの勺合、自然的条件と経済的社会的条件とが相互に影柳 

しているものと考えるのが妥当であろ飯舘の場合にはたしかにスギの適地は少左いといえる 

が、マッの適地はかなりみられる〇

人工用材林第不振の社会说済的原因の一つは、経営主体の側にありそうである。いわば用材林 

転換のための経済力の足りなさといってもよかろう〇

最近でこそ稲作収なも増大し価'格維持を轴として、水田を中心とした股業経営も安定している 

づ、飯舘村はかっては冷害の常•愛地‘帯でちリ、農業経営もきわめて不安定であった。このような 

状況のもとでは、村落の成立も比較的歴史的に新らしく;林野利用の歴史的過程をふまなかったと 

いうこともあって、たまたま国有林野の払下げなどによる拡大も一時的に終ってしまって、凶作 

時にはそれを手離さざるをえ左い左どの理由で、林野の無所有者層が多く現出したと考えられる。 

このよう左地域での林野利用は一殺に畜産にむける馬小作、牛小作、林榮的利用における「仕出 

し製炭」による満業資本的収奪がみられるのが普通であって、ここでも例外ではなかったと考え 

られる。飯舘N部落在どはもっとも典型的な事例であろう。

このよう左条件下では零細農民屈は林野所有から疎外され、もちろん余剰蓄積の契機をもたず、 

一方林野所有者囿もそのような社会的関係を前况とした林野利用に甘んじて、用材林転換への努 

力をおこたることになる。 I

飯舘の場合には、最近における腸染生産力の一定の発展と安定とに並行して、林野無所有者の 

中にも、林野の人工用材林による林業的利用の要請が高まってきて’いるがc国有林野の活用など 

参照)、林野の利用と所有の歴如過程を総合してみれば、その要請もある程度肯定されるとこ 

ろである。

-1?〇-

一方林野所有者屈も木炭の需給条件、生産条件の変化、生産諸関係の変化に対応して、人工用 

材林への転換の兆しもみせはじめているが、それは緒についたばかりである。

このようにみてくると、このタイブの林業的山村(版舘、都路)にむける林業振興のスケジュ 

ールは、まず林業そのものの棋興の前に、林野の保有を合理的に再编成することが必要となろう〇 

またそれを瘡民層内部から可能にするところの彼らの経済力発展が前提となるであろう。林業振 

興をこのように巾広く理解すれば、林野保有の再編成といっても制度上の大きな枠があり、また 

仙度の枠内でこれを逹成しようとすれば、艘業を中心とする生産力の一定の上昇があつてはじめ 

て可能であり、はなはだ道遠しといわねばならない。

しかし実は飯舘村においてこのような端緒がみえないわけではをい。それは国有林野の払下げ 

に基づく牧野農協林野が実質的に私権化左いし小グルーブ化され、人工用材林化への意欲をもち、 

実力を備えているところの部落集団や個別経営が着々それ・をわし進めている場合がみられること 

である。

以上は、いわば林野の膏有構造にかかわる大き方問題であるが、林業振興はこの点の解決がな 

ければできないというものでも左い。現に林野をかなり所有している林家の林舒利用状況の低調 

さをみれば明らかなことである。現実のめ所有構造を前提とした上で、林對而有農林家が林業 

生産基盤の造成(マッの天然更新を含めや造林)を強力に推進していくこと、5を项淀にする 

条件整備が必要となろう。

しかし実はこれも容易ではない。そAつの理由は、3 〇年〜5。年あとに収益化されるであ 

ろう貿本(労働力)を5、なか投下できないということである。すでに‘好よ刃’こ、飯舘村ぐ 

のようを中層以上に位すると思われる農林家でも用材林化への稼極的取組みは未熟であ•る。個人 

的な経済力には隠界があるとみられるゆえんである。これを突破する方法としては二つ•考えられ 

る。一つは林野の共同利用ないし協業化であり、他の一つは他人資本(公共賞本)の導・人である。 

当飯舘村では個人有林の人工林化はかなり遅れているにもかかわらず、村 うまく莉

っているという事例がある。これはおくれた社会的搆造を土台とした強制労働的を共同造^とい 

うことであれば問題であるカ、 公共資本を導入することによって共同労働を導入しえた1つの事 

例であると考えられる。

人!用材林化阻害の他の!つの螂は、既存広葉樹の利用姬である。し"までもなく人工林 

化の未成熟な飯館村のような地域では、造林は王として広葉樹を伐りた歩してその跡地に造林す 

るところの、林種転換造林が中心になる。ところが広菜樹はかっては木戻原木としての需 

耍がは左はだ高かったし薪の原木として’も需要があった。そのM東段階では所布者は原木を無
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償で譲るかわりにゝ跡地の地痔えと植付位は自然にやってもらえるというような場合もあった〇 

現在先進林業地といわれるようなところではこのような方式で成立した森林がかなりあるはずで 

ある。ところ力最近では事情は相当変ってきている〇とくになお卷いこどには、広葉樹の林令が 

一殺に若いこと、立地の良いところに昭和2 5年〜3 〇年頃;てクスギの人工造林がなされ現在で 

は伐っても金にたらず、成木するまでにはなお'相当の年月を要すること左どである。

この状態をーきよに解決するような特効薬はなさそうである。•しかしつぎの二つの方法はこの 

状態をある程废緩和させるのに役立つであろう。その一つは飯舘、離§、両村において林業生産 

額の左お大半を占めているところの木炭の生産過程ならぴに流通過程の合理化である。これにつ 

いてはあとで触れるが、これがかりに多少とも前進すれば、立木伐採の採算囹はかなり拡大する 

であろう〇他の一つは広葉樹林の用途開発である〇さし当たりバルブ原木、椎茸原木としての需 

要拡大は考えられてよい。阿武屏仙系地域の広葉樹地带は製炭地帯とパルブ地帯とが町村にょっ 

てばらばらに分布しており、たとえぱ川内では広葉初パルプの産出はかをり高いのに対して、そ 

れ以上の広葉樹地帯である都賂、飯盈の両村にかいては比較的広葉樹パルブの比重は小さい。エ 

場所在地との地理勺関係もあろうであろうが、具体的左検討の対象となりうるだろう。またレス 

たけ原木としての活用も、椎茸生奮自体にいろいろの問題点をかかえており、いわゆる特殊林産 

物の経営的性格からいっても、きめ手にはなりにくいが、より塑:富な広葉樹利用の一つの方策と 

して位置づけられるであろう。

B- 2林業依存度は弟いが、林業生産は中位の地域

く常磐の川前、相双の川内、葛尾)

これ(て属するタイブはいずれも林業依存度の局い山間村である〇しかしそれにもかかわらず人 

エ林レベルは概して低く、b —1のグルーブと大差ない。

b —1ダルーブと異なる点の一つは造林活Xi/がやや活発だということである〇

林野の所有形態は川前一国・公。私混合、川内一公有林、葛尾一国有林というように 

まとまりはなく区々である。ところが私在林野面秋についてみると、林家1戸当たり、川前13. 

5 h a、囂尾7 .1h a、川内4 . 2 h a (公有林があるために実際の利用面積ははる办に高く左 

る)というように网武限平均の5. 2 h aをいずれも大きく上回っている〇

葛尾を除く各町村では、雅家の大部分が山林を保有しており、概して3 - 5 h aの中間に厚い 

所有構造を呈している。ただし葛尾では保有山林農家率は38.2%の低率であって阿武限山地中 

もっとも山林無所有農家の多い村である〇いずれの町村でも山林の地区外流出はほとんどみられ 

ず、いわゆる農民的林野所有が支配的である。川前では5 Oha森林保有者が1〇事業体あり、
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その所有面積は民有森林面積の3 4务にも当る1, 7 89 haに達しているカ:、事業体の内訳をみ 

れば4爭業体が個人、1享業体が会社であって、他の5事業体は共同保有である。これはおそら 

く部落存林野と序ばれているものと考えられ、その利用はかなりの範囲の農家に許されているも 

のと推察される。・ •-

以下このダルーブの代表例として川内について問題点を検肘して行く。

このグルーブの特色は今のべたように、レベルは低いがテンポはつぎにのべるB— 3地域と同 

程度の爲さにある軍が特色である。その造林テンポは表2 —17に示したように、最近6ケ年間 

の造林面積は川前がかなり大きな下降傾向を示Lている以外はいずれも3 4年度に比して高い程 

度で造林活動を維持し続けているところである。これらの町村は民有林面秋10 0 h aにつき年 

々3 h a•以上の植付、つまり年々3 %前後の人工林率の上昇がみられていることになる。

その全部が拡大造林であるどすれば、!〇年間で人工林率は3 〇%のアツブとなる。非常に高 

い速度といわねば左らない。過去、少なくとも6-7年の間、このような高い造林テンボを維持 

しえた結果、人工林率もB- 3ダルーブにくらべればまだまだ格段の開きがあるが、1グ 

ルーブにくらべればや々高くなっている。川前、川内は間もなく阿武隈平均に逹する勢いである。

B —1グルーブの町村では、造林はごく最近緒についたばかりであるのに対して、B — 2ダル 

ーブではや々早くから造林活動を開始したところといってもよかろう。しかし森林資源の内容は 

幼令林に偏在しており、ただちに林業生産に結びついてこ玄い。そういう意味ではB—1グルー 

ブと同様である。その上、育林テンポが低位にあるB-!グループと違って、年々の下刈労働を 

中心とする撫育労働の負担に耐え左ければならないという悪条件がある。

B - 2グルーブの林業的山村がB—Iダル_ブのそれより早く造林に着手したことについては 

それなりの理由があるであろう。第一に自然条件であるカ」B—1グルーブの高原的地形に比し 

てB — 2グルーブは峽谷状地形である〇ーまた部分的に交・通立地条件に比餃的总まれているという 

こともあるかもしれ左い〇 ・第二に社会、経済的側面では、B —1ダルーフの羸原状山同村•で抵地 

形的にいって林野の利用が林業(薪炭生産)ぱかりでなく、涪産的(放牧、嵌単也)利用知で可 

能であったが、B— 2グループの場含はそれがほとんど林業耕"用にしぼられていることがあげ 

られる。川内村の場合、比較的ひらけているのは木戸川毗のみであって、山間部に入れば誕各 

などよりずっと険峻である。村営放牧場が王史道銘からかなりはな’‘たとこつ’、坊主山状の頂 

上附近に碎することをみても理解される通り、畜産用地はtwや飯舘にくらべて地形的に制約 

されていたとみられる。いわば林野の利用はいや応なLに林業的生彦(薪ス:‘上・)・中ノせさ 

るをえなかったどいえよう。もうーつの理由としては、人工用材林転換への經営圭体側の条件が

-193-



あったのかどうかということである。林野の利用が新炭生産にあったといっても、その段は新炭 

生産にとどまる場合もあ・リうるからである。この点については全面的にそれを肯定する根拠を持 

た左い。

だが次のことはいえるであろう。す左わち、この地域のようた山問峡谷村においても、水田の 

経営面禎の如何が巖家紐済の上下を規制している。水田経営を基盤として農家経済が比較白勺安定 

的な特殊左集落ゝ階層では、人工用材林転煥への足がかりが得られたと考えられる。川内の集落 

は地形的には峡谷地形に属するカ、ある程度の稲作・規模をもっており、それを背景として育林投 

旋が活発になされてきたところである。経営の階眉分析の結果によれば3 ha未淄届を除けば、 

レベルもテンポも平均咬たは平均以上の値を示している。治、そらく育林投資の始期には、3 0 h 

a以上居がまず育林に若手したとみられる。そしてこれほどの林野面積を所有する階層は当然水 

田而秋も大きい階眉である。もう一つの理由としては、これらの地域では薪炭生産への依存度が 

高原状山間村に比して高かつたために、務炭資源の収奪がはやくから強く行なわれ、そのために 

かえって人工用材林への転換を早めたという説がある。国有林野を含めて薪炭資源が比較的潤沢 

であった餃舘や北上山地の林野地帯東どでは、かえってそのために製炭に安住して、用材林への 

転換が遅れたという竊論と並行している。この点についての論証はえられないカ知このようなこ 

ともあるかもしれ7えい。

ともあれ、以上に挙げたよう左理由で、比較的早期に造林活動が活発化し、葛尾を除けばそれ 

が現・在まで続いてきているのが、このグループである〇

だから、この地域(階層)の林業振與上の問題点はこの高いテンポを葛尾のように下降させる 

こ・と在ぐ維持していくことである。とけ言ってもこれはなかなか容易ではない。手入れ期問をで 

ない幼令林を多く持っていること、一方では用材林伐採による収益が做とんど期待できないこと、、 

造林はほとんど林種転換によらなければなら左いという悪条件が重なっているからである。林業 

振異はこれらの悪条件を一々とり除いていくことであろう。

課題の一つは、やはり現在の広莱樹貸源をいかにうまく収益化するかということ。これはB — 

1グルーブと共通している。第二は、これにも限界があるとすれば折角植付けた林地を手離すこ 

とも考えられる〇伐期咤でそれを維持できるような生活上の保障が必要であろう。第三は撫育労 

励の節約、確保のための協業化の問題である。第四は、この地域では一般用材生産が散発的であ 

るために疵通紐犠が未発達である。加工、流通過程の組織化が日程にのぼってこなければならな 

いであろう。

なお、川内村は林野面積の’5 5 %を村有で占めているという特色のあるところである力く最近 
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では旧来の共同利用を徐々に精算して、直営放牧地、契約造林(公団造林、県行造林など)分割 

利用(家族経営林、薪炭採取地など)たどの利用区分が明確になってきており,、より高度の林業 

的利用が進んでいる。だが大面積の村有林野が万全に利用されているとはいえず、村民の個別経 

営の発展に並行して分割利用形態による林野の利用が必然的に進行すると考えられるカ、他の林 

野については、直拗利用をいし契約利用による積極的な活用が期待される。また、公有林野一股 

に共通する問題であるカJ村財政に左右されて林野経営の独自性が失われ、結局生産基盤の破壊 

につながらないよう、現在の経営計画を中心にした渔営を維持していくこと、村は富んでいるの 

が村民は貧しいというようたことにならないように、村有林がつねに個另i屣済の発展と結び付い 

て運営されることが大切であろう。なお村有林の基盤整備に関連Lて、図4-2に示すように国 

有林、村有林とも分散的てあるが、経営上の便宣を考えても相互の林野交換等による整備が日程 

にのほら左ければならない。

B- 3林業への依存度高く、林業も発逹した地域(県南、常磐むよび中間の古殿)

3 9年度の生産所得で、林業生産所得が農業生産所得を上廻っている町村は、蜻、古破、田人、 

三禾n、川前、川内の6ケ町村であるが、このうち4ケ町村はこのグルーブに属している。それ程 

林業の比重の高いところである。との中には国有林野の分も含んでいるから、分配所得面ではこ 

れほど高くならないカIそれにしてもか左りの比重を占めていることは事実であろう。

林業の比重が高いことから、農業は相対的に劣勢であり、耕地率も尊くをっているが、注目L 

ておきたいのは遠野、•三和を除く 4ケ町村は、B-2グループの耕地率を上廻っていることであ 

る〇育林活動の基・體の一・つを耕種生産におくとすればく巳一 3ダルーブはB _ 2グループよりも 

好条件を備えていたとみられる。犒、田人の国有林地帯を除けば、他は国(公)私混合型であっ 

て、林家1戸当りの私有林野面稍は矢祭7 - 5 ha、羅5.3 h a、古殷6 . 2 h a、遠野4 .1h 

a、田人6 . 9 ha、三和7 . 8 h aといったように既して規模が大きい。

山林保有者の大部分が趣家であり、また農家の6 ～8割が山林を保有している,>所有規揽は大 

体平均してお・り、三和で!〇 ～ 3 〇 h a層、遠野では1〜3 h aの零細層が比較的多いほかは、 

3 ～10 h aに厚い構造に左っている〇たとえば、5 ° h a以上層の面弑、剤合は瑞(12务)ヽ 

汗人(2 0%)、三和(16%)などで高いが、この点はB— 2グルーブに比して若干林野の集 

中が進んでいることを示す。しかいその所有は町村内にほとんどとどまっており、地区外への流 

出力みられないのは一般の先進林業地とちがうところである。

林野の利用については、林業的にはいわば出来上った、あるいは出来上りにちかい先進地であ 

る。造林の中心はいまでも林種蚯換造林であるが、その比率はだんだんせばめられており、再造
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林の比率が相対的に高い。再造林比率は一般補助造林については、田人の5 6 %を筆頭に矢祭31 

%、墙2 9 %、古殿2 2ら、三和2 〇条、遠野17 %の順と左っており、!次的な人工林力(すでに 

伐期に入っていることを示している。また注目されるのは、原野散生地造林の比重が高いことであ
.:/ ・、・,■•■••• • . •.・・・・ ...

る〇矢祭は11%、琦1〇 %、その他は少ない。

比較的強固な資源基盤を背景として、林誤生産もかなり高いレベルを课ちつつ、雜持されている。 

林業生産の中心は当然素材生産で冨って、薪炭生産は最高の鮫川でも生産額で2 4务を占めるにす 

ぎない。

このような育林業地带の現出は、この地方がスギの生育に適しており、また深川までその日のう 

ちに木材を運搬できるといったような地理的有利性によるところが大きい。この地方でも薪炭生産 
ヽ Z …: 八»/ ■■- ■ - ・ ヽ:
カ行なわれていたとみられる力k自然的、地理的有利性を基盤にして、早くから人工用竹林ぐスギ) 

の造成に着手Lた.ものと思われる。

たとえば、三和村の場合をみれば比較的育林のさかんをのは沢渡地区であり、ここは沢渡スギと 

いわれるほどの地.域的まとまりをみせた育林地帯である。村は5地区(旧5ヶ村)から左っている 

が、沢渡地区のほかは国有林地带と畑作(タバコ)であるのに対して、沢盅也区は村のほぼ中央を 

派れる好間川治いに5 0-6 〇アールの水田をもち、山間地としては耕地に恵まれたところである。 

地区の古老によれば、造林に號手したのは、早く、明治3。年代であったが、これはごく 一部の将志 

家に限られていたようである。一般器林家が造林を広汎に行なうようになったのは、推榮するとこ 

う昭和に入ってからであ丕。早くて大正中期甲.と思われる。

...造林には.当初林野の所有規模の大きい、したがって耕地規膜も大きいところや、余裕のある農林 

家によってはじめられたと考えられるが、その後小規模層に.も徐々に渉透し、現在では全・腐にわ 
* • ■ ・ 、・, ヽ’、 .• ■ ■ , ■... ..
た.って高いレベルと高いテンボを示すに至っている〇 B— 2グルーブのように一都!括層に限定され 

予いない。三和村以外の町村もほぼ同様であろう。

このようにこのグルーブの町村の林業は、これから造林に着手しようとするB—•1グルーブや、 
ヽ.....••":・,」・• ■ • •

拡大造林の過程にあるB- 2グループの林茉に比較して、はるかに有利な条件:セもっているといえ 

よう。、だが問題がないわけでは左い。その•1つは、今まで造林一本槍•で夢中で造林地の拡大に取り 

組んできたカ、その内味についての吟味はお・ろそかであつた点である。三和村のiわ合にういてみれ 

ば、かつては部分的、•特殊的には密植造林力布なわれたところもあるようであるカ、一般街には植 

付時においてすでにha当たり1,500本〜2,000本という粗植が行をわ打-こいた〇处慈方式;を 

•とった場合、.面積当たり植付本数が少ないから当然苗木代が少なくてすむし、:;i付労锄も少なくて 

すむ〇また陽光の関係でより早く生長することも考えられるから、下刈.潮間も短縮されるというよ
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うに、密植に比して少ない丸動力で造林が可能である。ところが陽光の丽係で枝張りが強く、そ 

れだけ節も多くなり.、材質的にみれば密植材に比して当然劣ることに左る。このような粗植技術 

がとられた理由としては、より少左い経費と丸幼力で造林が可能であり、成育は早いから、よリ 

早く金になるといったことカ:‘ら、拡大造林を短期間に行なわなければ左ら左かった当時としては 

それなりの理由があったと思われる。またそのような粗•植技術に適した品種がえられたこともあ 

る。(沢渡スギは品種として固定されたものでも左い)。

しかし最:近では事情はか左りちがってきている〇たしかに育林のため経役や労働力が少なくて 

済むことにこしたことは左いが、ここの場合には、それは生産材価が安いということと裏腹であ 

る。沢渡スギは材致が悪いということでも有名であるといわれ、板、角などより橋梁材•などに多 

く使われるようである〇ともあれ拡大造林の過程ではともかく、後近のよう左人工林レベルも全 

階層に亘って一定のレベルに逹した現在では、投入も多少多くをるが、それ以上に産出も増加す 

るという、集約技術の採用が当然日程にのぼってこなければならない。現に県当局の指濾もあリ、 

密値に移行しているが育林技術全体について密植技術に適応した体系が確立されているとはいえ 

ないところに問題がある〇また、材質の向上をねらいとする密植方式では、育林過程で当然間伐 

という行為を伴わ龙ければ左らない。小径材の商品化が困難であった時代には間伐材は伐りすて 

カ、、せいぜい農業用に利用するという方法しかなかったであろう。しかし現在では、間伐材も商 

品化できる。それだけ密植方式の採用の条件が整備されたといえよう。

これに関連して、もう一つ指摘したいのは品種(苗木)に対する意外な無関心である〇三和村 

に限らずこの県南、常磐一帯の林業地の苗木供給は、茨城県の苗木生産、流通業者に負うところ 

か多く、地区外からの移入品である〇母樹は県南現地産といわれるが十分な保障があるわけでは 

左い。密植技術に適合した品種選択と固定、苗木生産の整備など課題であろう。第二の問題は、 

すでに出来上りに近い育林業地域とはいえ、造林面積の半分以上はまだ林種転換である。また林 

業生産のレベルは高いけれども、全階層、全経営体にわたってそれが保障されているわけではな 

い。一般にB-3グループの町村では林野の大規模所有者が比較的多いことを,みても理解される 

ように、過去におけるやや無理左拡大造林に耐えきれなくなって、折角の植林地を手離なすとい 

うことは当然考えられる。そのような.ことにならないよう左保障が是非とも必要であろう〇具体 

的には、林業経営推持資金などの触資の充実が大きな役割を果たすことになろう。

第三に摘摘したいのは、流通、加工上の問題である。三和村についてみれば、今までの林業は 

主として育林業が主体に左っていたために、人工用材林を目標にした流通組織、加工施設は未熟 

であった,しかしこれからは、人工用材林も伐期に入ってくるし、事情が変化をしてくる。とく
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•に、あ岐り評価のよくない沢渡スギということで、材質のよい密植材をも買いたたかれるという

こともありうる。村内での加工施設は、森林組合が活動的であるが、民有一般用材よりも間伐材、 

国有林材に中心をふ、いてい.る。森林組合による民有林の間伐材の取扱いの拡大が今後の課題とい 

えよう。

2)自立侵林業経堂の一環としての林業経営

育林業に専業的に従事し、それによって一定の所得を挙げ生活を維持しようとすれば、ごく腰 

だめ的な推定でも、3。ha〜5 0 haの林地面積を必要とする。このようを所有規模を持って 

いる階層は、阿武限山地全体を合わせてもあさり大きな重みは持たず、極耐にいえばほんの数え 

る程しかない。表2—17によれば、それは全山林保有者の〇•4务強であるにすぎない。

多くの農林家は広義の農業に生計の基盤をむきながら、林業を営なむ階層である。両者の比重 

関係は、林野が跳業あるいは生計手段として利用され商品的林産物の生産に関与していない地域、 

階層(農用林的利用段階と称したもの)から、林野が商品的林産物の生産のために主として利用 

され、農林家経済の主要部門に喧で左っている地域、階層(農家林業的経営段階と称したもの)

はで、いろいろある。

現実にはこれらの農林家力、さ健ざ性の特殊事情をもちをがら、千差万別、連続的に存在して 

いるのである。だから現実の球はそれらの複雑な対象に合致した施策を選択して適合させるこ 

とにあるであろう〇われわれは大雑把であるが、それを地域、階盾に咬とめて整理したところで 

ある。

しかしここでは問題をより一層単純化させて、林業振興の目標を人工用材林(マツの天然更新 

などを含む)化におき、林野利用の質的な面は一応捨象して、モデル計算をやってみたいと思う。

計算で前提はそれぞれの表に注・訳してある通りであるが、貸本利子率は年利率6分に固定して 

ある。生産費にっいては信頼のや、ける資料があるが、(県農地林務部:林業生 

産費調査報告書(第’1報)、(第2報))、ここでは一応われわれの聴き取った 

資料をもとにして計算した。われわれの資料はスギの再造林と林転ふよびマツに・て 

行なっているが、それぞれ別の経営者・から聞きとってあるので用互の関係かちくはぐになってい 

る。表4 一1〜3がそれであるが、スギの再造林と林転の関係では地推えは林転の方が多くなっ 

ているが、下刈についてはかえって再造林の方が投下労働力が多い左どである。

結局表4-4に示すようにをるカJ前掲貸料による表4 一 5にくらべて採貝-度がかなり劣る〇 

その理由は、第一に前掲資料では労賃単価6 〇 0円に対し、われわれの場合8 〇 0円と高いこと。
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第二は前掲資料は古殿、今回の資料は三和というように場所が違うこ,と、第三に生産額面でわれ 

われの資料は県調製の林分材秋表を使っているが、•前掲資御に比してかなり低いこと、第4にわ 

れわれの計算では間伐収入を省略したこと左どであ・る。: -....

そこで表4-4の検討に移ると、宥林労働をすべて届用にたより、カ’つ土地も池人の土地を借 

りて行をう資本家的方経営を想定すると、採"E のは、つまり投下資本の利廻りが6分以上 

に左るのは地位上の全樹独とスギ林転の中位であづマ、他は赤季そあ峑よらま・•勺投下貢痣)利廻’二 

わりは6分以ードである。(古段町スギの锵合はすべて呉字になってい,る)造林補助金を含めても 

同様である〇, . - • .

それではこのように資本効率のよくない育林投資がなぜ一般に行なわれるのでゑろ2 g そn 

は育林投資家の大部分は、自分の•土地に色本投下を行左い、,そのuと作よって土地資本利子分侈 

相当するものが、在林投資家の手に入る,からである。このよう.な討算をすればすべて.の樹禪、す 

’ベての地位が黒字に左る。つまり貴长張側からいえば6分の利回りカ:保障されること・にな,る(4 

—4 の⑩+ ④参照) ■ , - ■ ：• > ： :! •--:'

現実の提林家による育林経営は、自己检あと目己所有の林野によって.いとなまれ•ているが、•そ 

の上多くの埸合・自・家労働であろ。2 〇 ha以上位の規模になると、かなり雇忠皆働・も入って・くる 

が、自家労锄比率を延人員・で坐分として計募すると表4-4012つ如く:な.•る。これを1年1.ha 

当たりにすると、・ ■' . .. •: . >•!<•； - ..： \ -•.

ス ギ (再) 5 〇.. 上 約 84,000 円’；"、: ・・・；：；'.• ・「 • , » • • 
匸'・.•. リ

ス ¥ (再) 5 〇 中 約 52,400 円

ス ギ C再) .5 〇. T 約 25,700 円；■■ I • *

ス ギ (林転) 4 〇 上: ,•約102,600 円・./ -:-. •"""ヽ・

ス ギ (林転) 4 〇 ,中・ 約 68,300 円,• — .- • レ・>• ••,ヽ -

ス ギ. •(•林魅) 4 〇 下 約 40,500 :R . •
*

アカマツ (林転);. 3 〇 上 約•36,700 円 ..
■・潟 • /•. n .■・奴

アカマッ 林転.) 3. 〇 ,中 約 25,600 円 • • . ・ : - .•- S .
• ' •

• *

アカ マッ (林鞭)•: 3 Q 下 約12,700 •円••,"
-.■ r '

の手取り金額とな・る。以土は間伐収入も兒込まず、主伐収入も控え目に見積つ在上、雇用労働が 

七も入る計算にLてある。6。年センサス・時点で雇用労锄比率は、総平均2〇• 3 %にすぎず、・溜 

用労働が自家労働を上回る階層は3 0,ha以上であを。,•,： '::.

スギ(再造林)5u:年とスギ.(林帽)4 g•年とではむ:しろ.逆に.なるべきである.が、,前賴述べた
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ような界情があるので、一応おくことにして、たとえば地位中についてみれば、スギの場合はh 

a当たり(1年)5万円の手取りは下らない。もし2 0 h aがすべて造林地であれば年間1〇 〇 

万円の手琅り収入となり、自家労働の比重をふやせばふやすほど、その金額は上積みされること 

となる。全部自家労働力によれば1ha当たり年間

上 108 千円

ス ギ (・再 )5 0年 中 77 //

1下 50 //

上 114

ス ギ(林、)4 〇年, 中 80 //

転 ,下 52 〃

・上 45 〃

アカマツ(林転)3 0年< 中 34 〃

,下 21

となる。三和村の林家でスギ山が2 Oh aあれば大体やって行けるとのことであったえ、たとえ 

ば地位中のスギをとれば換低に見積っても7万円X 2 0 h a =14 °万円、1年の手取りと左る。

以上のように育林投資は、5 〇年から5。年という長期の投黄に耐えうる経済力と土地、労働 

力が保障されれば、十分に採算がとれる投資部門である。間題はこのような投資期間中の生計維 

持が可能かどうか、投資の対象となる:林野があるかどうか、労働’カはどうかということであろう。

ここではもつともネックになってい・るところの労勒力についてみてあゝく 〇

延労勘投下量は、

スギ 5 〇年で 2 3 4人

ス ギ 4 〇年で 15 〇人

マツ 3 〇年で15 5A

であるから、1年当たりにすると、それぞれ1ha当たり4.7人、3.8人、4. 5人である〇 

だからもし1〇 〇万円の手取り収入を上げるために2 〇 ha©林地を邳営したとしても、それが 

法正林型であれば、9 〇人で済むことになる。;铜、家の大きを負担にはならないはずである〇ま 

たこのことから労働報酬もきわめて高い部門であることが理解されよう〇しかし現実には、2 0 

h aの山が法正林であることはもちろん、法正林に近いようなものも皆無といってよかろう。そ 

うすると、労働需要のピークと谷がどうしてもでてくる。現実には幼令林に極端にかたよった林 

令構造であるから労働力の負担もきびしいものがある。
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いまもっとさひしい場合を想定して、AZ匚林面積〇から出発して毎年1haづつの拡大造林を

5 〇年間に亘って続け、5 〇年間で法正林を造成するとすれば、労働力のピークは5 〇年目に2

3 4人の労働力が必要となる〇年間2 3 4人の労働力左ちば簡単に捻出できそうである力、そう 

では左い。というのはこの23 4人のうちで9 2人が下刈労働であって、下刈は1年のうちで9 

2人が下刈労勧であって、下刈は1年のうちでいつやってもよいというものではなく、季節的に 

細3しているからである〇現実には6月〜8月の間の約1カ月〜2カ月の間に9 2人を投下しな 

ければなら左いわけであってこれは容易でない。この労働量は4人が1カ月の間専従する量に匹 

散している。だから現実には家族労働力が2.5人位で燃業面にも労働力を投下しなければなら 

左いような農林家であれば、到底このよう左方式の育林投資は不可能であるといわなければ左ら 

ない。この期間だけ雇用労働を入れるとして9 2人の半分4 6人を用用労働、4 6 Aを自家労働I 

としても家族2人が1カ月間に亘って下刈にかかりきりということになる。林野面積3～10 h 

a位の農林家では農業労働とのかね合いでこれは不可能である。tた経営体の性格からいっても、 

地域労伽カ全体の需給・面からいっても、届用労働力に多く•を.;仞待することはできないわけであっ 

て、そう’左れば自然造林規模を落さざるをえなくなる。普通の農林家の拡大造林可能面秋は大体 

毎年5 〇アール位とざれ、それでもかなりの努力を要するといわれるの•も、下XIJ労働力の捻出に 

制約をうけるからである。 -

毎年1h aの新植を続けて行くとして下刈労働力:9 2人/年必要になるのは、すでに1。年目 

からである。だから拡大造林可能面積は1〇年位先の下刈労働力のピークをもってきまるといえ 

る。実際には、年々同一面積を機械的に新植して行くものでは東<、性た1〜2年の短期間左ら 

下刈労働の一部を雇用労働に歩きかえることは、採算上大きなマイナスには互らない〇 ・

3 )林業振興の基本的方向と諸•対策

6 民有林に Wる林業振興の基本的方向

阿武:限山地は県南、常磐の地域を除けば旧来から薪炭生産に依存してぎた地域である。とこ 

ろが燃料の需要構造の急激左阳匕に伴って、薪炭の生産条件は一変し採算的には用材林生産と 

はほったく比較になら左いほどの凋落ぶりを示すに至っている〇 ' '•

現在薪炭生産は阿武限山地でけ・林案的山村とよばれる地域には大なり小なり我っており、県 

南、常聲の育林業地域においてもなお、生産が続行されている。薪炭生産の比重が相対的に高く、 

生産額にして用材生産を上回る地域すら相双地域には存在している。だが薪炭生産、とくに木 

炭生産地帯ないし木炭生産部落は、むしろ国有林地帯であって、原木の大部分は国有林材に依

-202 -

青林生産我算出表(スギ再造林1h &当たり)•茨4一1(再掲)

年:•次 費 目 数・量 単 価 ••金・額①
り 

1-06'®

後 価

①X②

:’ゝ1 地 挎 費
人 

20 800
円 

16,00 0 18- 4202
円

310,725
〃 苗 木 代 5,500 本 11 38,500 18.4202 709,178
〃 苗木運搬仮植費 .4人 800 5,200 18.4202 58,945

7/ 植 付 瓷 17人 800 13,600 18.4202 25 3,515
..// ； 下 刈 費 17 A 8G0 13,600 18.4202 250,515
.〃• 森林保険料 1,556 18.4202 28,662

2 苗 木 代 189本 11 1,980 17.5775 54,407

・〃 植 付 費 2 A 800 1,60U 17.3775 27,804

V 下 刈・費 15A 800 12,000 17.5775 208,550

3 苗 木・.代 100本 11 1,100 16.5939 18,053

〃 植 付 ・聲 1.A 800 800 16.3939 15,115

//■ 下 ・刈 費 15A 800 12,QUO 16.3939 196,727

4 下 刈・費 15 A 800 12,。 皿 15.4659 185,591

5 •下 刈・・費 13A 800 10,4 如 14.5905 151,741

• 6 下 刈 費 13A 8G0 10,403 13.7646 145,152
8- つる切、下刈毀 10 A 800 8,000 12.2505 98,004

! 〇. つる功、下刈費 10 \ 800 8,000 10.9029 87,223

13 .つる切、下刈費 5A 800 4,000 9.1543 56,617

1 5 つる切、除伐費 5 A 800 4,000 8・1473 32,589
〃 枝 打 费 12A 800 9,600 8.1473 78,214

1 7 枝T 打 費 10 A 800 8,000 7.2510 58,008
1 ～ 5 0 山林見廻費 50 A 800 40,000 2, 322,693

小 計

労 働 費 234 A 800 179,200 2,420,22

•物財 費 5,780 本 11 41,580 761,618

殊林保険料 1,556 28,662

1 ～ 5 0 土地資本利子 150,000 2,615,050

1 ～ 5 0 固定資産税 (5 〇年X 3 0 0円) 15,000 52,261

計 387,336 5,87 5,853

注(1)三和村氏の聞き取り資料による。

(2) 伐期は5 0年としたc

(3) 賃金単価は8 〇 〇円、苗木は1本11円とし将来価格変動がないものとする。

(4) 年利率Fは6分とした。
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表4-2 (再掲) 育林生建費算出表(スギ、林転1ha当たり)

年 次 費, 目 效 蛍 単 価 金額①

1 「

1.〇 6n②

後 価

①X②

1 地 疳 費 30 A 800円 24,000 円 10.2857 246,857 円

苗 木・代 5,300 本 11 36,300 // 375,371

〃 苗オ運搬仮植次 0.5人 800 400 〃 4,114

// 植付‘斐 15人 800 12,000 // 125,428

・〃 下 刈・强 10 A SOO 8,000 // 82,236

・Z/ 森林保険料 1,556 n 16,004

2 苗 木 代 330本 11 5,650 9.7035 35,224

•・〃 植 付・費 2 A 800 1,600 ' 15,526

'〃 下 刈 費 1〇 A 800 8,000 〃 77,628

3 〃 10 A 800 8,000 9.1543 73,254

4 〃 8 A 800 6,400 8.6361 55,271

5 下刈、づる切貲 • BA 8C0 6,400 8.1475 52,143

! 〇 つる切、除伐費 7A 800 5,600 6.6881 54,095

1 5 枝 打 堂 .5 a 800 4,000 4.5494 18,198

2 〇 〃 5 A 800 4,000 3.5996 15,598

1 ～ 4 〇 山林兄廻_費 40 A 800 32,000 123,809

小 計・

労 働費 150.5z\ 800 120,400 920,185

物、 財 聲 59,930 408,595

森林保険沒 1,556 16,004

1〜4 0 土地資本利子 150,000 1,592, 855

1 4 C 固定員産税 (40^X300円 ) 12,000 46,428

.計
.

525,886 4784,067

注 ⑴ 賃金単価は男女差をく 80Q円とする。

⑵ 投下労働瑩、物財域は問き取り資料による。

⑶ 利率Pは6分とした(伐期は4 0年とする)

(4)投下毋:は三和村M ［氏よりの聞き取りによる。
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アカマツ林転の場合の育林生産既(1ha当たり)(再掲)表4-5

年 次 費 目 敬 最 単 価 金 額
必 

1.06 n 後 価

人 円 円 円
1 地 捂 費 50 800 24,000 5.7435 137,844

1 苗 木 代 4,500 本 5 22,500 U 12? ,229

1 植 付 費 20 A 800 16,000 D 91,896

1 下 刈 費 7A 800 5,600 f 32,164

2 苗 木 代 450本 5 2,250 5.4184 12,191

2 植 付 5A 800 2,400 〃 15,004

2 下 刈 費 9 A 800 7,200 u 59,012

3 下 刈 費 1〇 A 800 8,000 5.1117 40,894

4 下 刈 費 1〇 A 800 8,000 4.8223 38,578

5 下 刈 費 6 A 800 4,800 4.5494 21,857

7 下刈、(つる切費) 3A 800 2,400 4.0489 9,717

1 〇 つる切、(下刈費) 2A 800 1,600 5.3996 5,459

1 〇 へ-1 5 除 伐 費 2A 800 1,600 3.5996 5,439

2 〇 枝 打 日, 3A 800 2,400 1.8983 4,556

1 森林保 険料 1,556 5.7435 8,937

1 C-50 山林見.迥費 30 A 800 24,000 63,247

労 働 費 135 A .800 108,000 503,626

計 物 財 費 4,9*0 本 5 24,750 141,4 20

森林保 険料 8,937

1--50 土地資本 利子 150,000 711,525

1--5 〇 固定資 産税 (3 〇年X 3 0 0 ) 9,000 14,231

計 1,579,759

注(1)苗木代は手数覺を含む庭先価格とする。

(2) 苗木の運搬費、仮植萤は植付費に含む。

(3) 主伐令は3 0年とし、年利率ぢは6分とする。
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図4—2 就労者減少率と造林面積の関係
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表4-4 樹種別地域別育林の採算性比蛟

種 類 スギ 再)5 〇年 スギ( 林転)4 〇年

生 

産 

費

円

労 働 費①

物 財 費②

森林保険料③ 

土地資本利子④ 

固定一資産税⑤ 

小 計⑥

2

2

5

,420,282

761,618

.28,662

,615,050

52,261

,875.853

•

1、1

2

920,185

408,595

16,004

,592,855

46,428

,784,067

生 

産 

額 

(円)

地 位

材 積3)

単 価

生 産 額®

上

550

•10,800

5,940,000

中

", 404

•10,800

4 >365,200

下

280

10,800

5,024,000

上

• ' 450

' 10,800

'4,-860,000

中

323

10,800

3,488,400

下

2'2〇

10,800

2,376,000

差引純収制璇)一⑦一⑥ 

造林稲助金(円)⑨ 

⑧ + ⑨=⑩ 

⑩ + ④=④ 

O+七X①=②

.64,147

515,145

377,290

2,990,320

4,200,361

1,512,653

315,145 

1,199,510 

1,415,520 

2,623,661

兮,851,853

315,145

2,558,710

74,520

1,284,461

2»075»953

174,856 

2,250,789 

3,643,644 

4,103,737

704,333

174,856

879,189 

2,272,044 

2,752,157

へ 408,067

174,856

△ 235,211 

1,15?,644 

1,619,737

種 類 アカマツ(林'転) 3 0朱 ・ 1

生 

産 

費

円

労 働 費① 

物 財 費② 

森林・保・険料③ 

土地資本利子④ 

固定後産税⑤ 

小 計⑥ 1

505,626

14 1,42 〇

8,937

711,525

14,231 

,379,739

生 

産 

額 

(円)

地 位

材 積㈣

単 ・、価"

生 産 額⑦

■■・上

- 202

,■ - 7, 200' 

1,454,400

中

156

• •: 7,200

1,123,200

'T
• •102

• 7, 200

..134,400

差引純収湿円題ー⑦一曲 

造林補期,争(冋⑨ 

⑧ + .(§).=⑩ 

⑩ +を=⑰ 

© + -I- X ①=@

74,661

63,179

137,840 

'849,365 

1,10*1,178

△ 256,559

63,179

厶193,360

518,165

'769,978

4 645,339

63,179

今 582,160 

129,365 

881,178

• -• • • •;-

,注造林補助金はスギ!7,000円 

マッ11,000円とした概算で 

ある〇
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表4一 5 スギ素材の生産期間中に治

J一 階層別 I II

費
—

自 営 その他 小 計 自 営 その他

労 自 ,給 128,000 — 128,000 111,700 —

働 支 払 4,690 —— 4,690 15,170 —

育’ 費 小 ・計
① 132,690 — 132,690 126,880 ——

物 自 給 — 一 .— — —

財 購 入 43,320 —- 45,320 40,909 一

費 小 計 ② 43,320 — 43,320 40,909 —

小 ① + •.② ③ 176,010 ・ _ 176,010 '167,789 一

計’ 同後価(6分) ④ 1,070,924 一 1'070,924 1,054, 962

森林保険料、苗木取扱 
手数料 ⑤ 3,156 — 3,156 3,156 ——

土地資本利子 ⑥ 632,400 — 632,400 840, 000 —

林
固定資産税、山林所得 
税・

⑦ 272,537 — .282,537 .,749,165 ——

小 ③+⑤+⑥+⑦ ③ 1,.085,903 1,083,905 '1,760,115 —

計 同後価(6分) ⑨ 5,460,214 — 3,460,214 4,735,766 —

労 自 給 76,800 一 70,800 2,000 、 —

働 支 払 13,600 一 13,600 86,000 —

伐 費 小 計 ⑩ 84,400 401,619 486,019 88,000 560,825

函 自 給 347 — 346 一

財 購 入 2,247 — 2,247 4,005 ——

铉 小 計 〇 2,593 93,930 96,523 4,005 125,098

小 ⑩ + © 86,993 495,549 582,542 92,005 685,923

計 同後価(6分) Q 251,235 
t

881,652 1,152,887 126,182 933,080

出 木 引 税 © 68,745 '68,745 一 138,819

小 ©+ ⑭ 〇 86,933 564,244 651,287 92,005 824,742

計 同 後 価 251,235 973,187 1,224,422 126,182 1,102,167

資 ③ + 〇 263,003 495,549 758,552 .259,794 685,923

計 本 ⑧ + 妙 覆 1,170,896 5 錦,294 1,775,190 13852,115 824,742

後 ④ + (宮 四 1,522,159 81,652 2,203,811 1；181,144 233,080

一 209 —

ける生産費(h &当たり)古殴町

m

小 財 自 ・営 その他 小,計 •自,-営 その他 小 計 自 営

111,710 71,430 — 71,430 35,180 — 35,130 25,400

15,170 67,670 — 67,670 79,140 — 79,140 61,650

126,839 139,100 — 139,100 114,320 — 114,320 85,050

— 5,336 一 5, 536 一 — — 2,000

40,909 31,718 —— 31：,718 38,043 — 38,045 32,670

40,909 37,054 57,05 4 33,045 一 38,045 32,670

167,789 176,154 一 176,154 152,565 — 152,565 119,720

1,054,962 892,706 一 882,706 758,8 65 一 758,565 797,236

3,156 3,156 — 3,156 3,156 — 3,156 3,156

840,000 799,800 — 799,800 446,400 — 446,400 735,000

749,165 678,875 一 678 ,875 641,201 — 641,201 546,725

1,760,115 1,657,985 一 1,657,985 1,245,120 一 1,240,120 1,204,601

4,735,776 5,969,200 —— 5,969,200 2,774,246 一 2,774,246 5,688,743

2,000 1,000 — 1,000 5,800 — 5,800 5,400

86,000 1,1 00 —. 1,100 528,500 一 328,500 185,900

648,825 2,100 752,595 754,695 532,100 367,595 699,49 5 191,300

— — 一 一 4,320 — 4,520 1,550

4,005 一 . — — 15,120 — 15,120 5,850

129,105 一ー 150,254 150,254 19,440 128,920 148,560 7,200

777,928 2,100 902,849 904,949 351,540 496,515 847,855 198,500

1,059,262 4,906 1,206,299 1,211,205 421,246 697,211 1,118,457 2 67,185

138,819 一 131,334 131,354 一 124,211 124,211 一

916,747 2,100 1 ,034,183 1,036,285 351,540 620,526 972,066 198,500

1,228,349 4,906 1,364,328 1,369,254 421,246 845,276 1,266,522 267,185

945,717 178,254 902,849 1,031,103 503,903 496,515 1,000,218 518,220

2,676,852 1* 660,085 1,054,185 2,694,268 1,594,660 620,526 2,215,186 1,403,101

2,114,224 897,612 1,206,299 2,103,911 1,179,809 697,211 1,877,020 1,064,426



、一届別

費0ヽ5%別

I JT

自 営 その他 小 計 自 営 その他

価⑨ 丄 ⑭ 四 3,711,449 973,187 4,684,636 4,861,948 1,102,167

造・補助金 〇 16,000 — 16,000 16,000 一

同後価(6分) 116,016 ・ — 116,016 122,970 —•

臨

•産 

価 

桃

自 給 433,410

販 売 4,296,630

小 黔 怒 4 730,040

同後価(&分) 召 6,581,825

差

引

資

太

兮+ © -© 3,987,488

弓+刼一功 5,010,850

後

価

酉+ @ -O 4,494,028

©+ 四 一 Q9 2,015,205

K牛咨质 勾 4, 590,197
_________ _______

・附加価値率您/0X100 97.0

福島県般地林務部「林关生産費調査報告書(第

」21〇 —

W N

小 計 自 営 その他 小 計 自 営 、その他 小 計 自 営

5,964,115 5,974,106 1,564,528 5,558,454 5J95,492 845,276 4, 04 0,768 3,955,928

16,000 16,000 .— 16,000 16,001' — 16,000 16,000

122..978 97,410 — 97,410 97,410 — 97,410 122,978

34,800 — —

6,940,950 7,725,490 7,763,150

6,975,750 7,725,490 7,765,150

8,555,618 9,295,748 9,121,751

6,046,-055 6,668,597 6,778,952

4,514,895 5,047,222 5,565,964

6,544,-372 7,289,247 7,342,141

2,694,481 4,054,724 5,178,393

6,805,738 • 7,558,182 7,576,747

97.-6 • 97.6 97.6

2報)」昭和3 9. . 2 . 3 5頁による。
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7獎住別 

費目、J、、、宵形態既

------- .

V

その他 小 計・ 自 営 その他 小 計

宀;.'

有

林

労

,二・ 
倒

・我

‘物’

財

自 給 — 23,400 18,150 — 18,150
« « i

支 払 — 61,650 131,940 — 151,940

小’ 計① — 85,(50 150,090 一 15 0, CPO

・皀, 給 — 2,000 2,640 — 2,640

購 入 32,670 51,570 —— 51,570

小 ’計② — 34,670 34,210 一 54,210

小

計

①’+ '②③ ・一 119,720 184,500 — 184,300

同後価ぐ ん分)④ — 797,236 1,199,540 — 1,199,540

寇林保険料、苗术取扱産ゝ 
手敬料 & — 3,156 3,156 一 3,156

土地資无利子⑥ : — 7 3 5, 000 966,000 — 966,000

固定資産貌、•山林所徊⑦ 

税 .・ヽ
— 346,725 726,235 — 726,255

小

計

③+⑤+©+(2?⑧ 

同後価(6分)⑨

1,2(]4,601

3,688,743

1,879,691

5,289,092 —

1,879,691

5,289,虫2

伐

出

労

働

費

物

M
豊

自・給 一 5,400 4,000 — 4,000

支 払 — 185,900 407,900 — 407,900

小 計⑩ 503 , 759 695,059 411,900 226,025 654923

自 給 — 1,350 4,950 — 4,950

賄 入 一 5,850 10,725 10,725

小 ・計G 134,919 124,119 15,675 106,100 121,775

小

計

⑩ + 0 0> 638,678 837,178 ■127,575 532,123 759,698

同後価(6分)@ 799,914 1,037,099 555,506 431,281 985,737

木 引 税ほ 90,681 90,681 — 134,110 154,110

小

計

⑰ + 〇@ 729,559 927,859 427,575 466,233 893,808

•同 後 価⑭ 9 06,006 1,173,191 554,506 592,464 1,146,970

計

資

本

③ + ⑫也 658,678 956,398 611,875 532,125 943,998

⑧ + ⑪角 729,359 2,132,460 2,507,266 466,253 2,773,499

後④ + ⑪曲 799,914 1,864, .535 1,754,046 431,281 2,185,327

一 212 —

7
層別 V

费 目 態別

-- 一
その他 小 計 自 営 その他 小 計

価 '⑨ + Q 姓 906,006 4,861,954 5,845,598 592,464 6,456,062

造 林 :補助 金 〇 — 16,000 16,000 ■— 16,000

同 後 価(6分) の — 122,978 122,978 "• ■■' 122,978

生 自 給 • . •—

産 販 •・売・ 7,556,740 勾705,500

価 小 計 ㉓ 7, 556,74 〇 6,705,500

格 同後価(6分) ㉔ 8,840,950 8,059,148

・資 ㉓+⑤)-© 6,615,842 】5；777,502

差 •本 q+ ® -(9 5,440,280 5,948,001

,後 ㉔* ・戲ー 7,099,575 5,996,799

引 •価. 包・+ @ _⑳ 4,101,974
-• •ゝ ・. v

1,746,064

がー②一@
啓 7,379,951 ,6,549,515

附加価値率.@/@x1〇〇 
/ •‘ヽ・

9ウ•7 、.、; . • • . ■ 97.7

福島県農地林務部「林業生産費調査報告麥(第2報)」昭3 9 .2、 3、5頁による〇
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存しており、木炭生産は民有林における林野利用の中心からはすでに脱落しているといっても 

よいであろう〇

ところでそれに代る民有林野の利用方式は当然用材林生産が支配的と左らなけれぱ左ら左い 

が、阿武限平均の人工林が3割という数字を見ても明らか左ように、用材林業が定着してい 

るとは決していえない。残りの7割という林野が、天然広葉樹林ないし薪炭林として低生産力 

のままに左っているといってよいであろ・う〇

林業振興の基本的な目標は、このような未利用ないし低生産力の玄畦になっている広葉樹林 

を用材林に転換して、より高い生産力を発揮させることである〇

かりに現在の薪炭林地が用材林他に転換され生産力がフルに発揮されることになれば、われ 

われの控え目の計算でも年間1h a当たり7万円の所得をあげることができるように左る。現 

在の輒当たり(1h a )の林業生産所得は民有林については2万そこそこであるから、5.5 

倍の生産力が保障されることに左る。もちろん育林地の奥地化に作って育成可能樹種も制約さ 

れ、その他の生産条件もかなり悪(匕することは考えられるが、たとえばアカマツ中位にしても 

1ha当たり4 2.0 0 0円の所得が保障され、現在水準の2倍である。

林業的山村での平均林地保有規模は7 ha前後と推定される(表2 —16参照)から、平均 

的にいけばアカマツ中位の所得でも年間2 94 , 〇 〇〇円に達する。林業的山村の中にもかなり 

大規模所有者層がおり、その層に集中しているから、もっとも多い階層は3〜5 h a層と左る 

が、平均の4 h aをとっても168 , 00°円の所得と左る〇

以上は林地が理想的に取扱われた場合であって、いわば林地生産力の可能性を万•:すものとい 

ってよいであろう。この可能性を現実的なものにすることが林業振興の目標である。そのため 

には可能性を阻害している障害をそれぞれ除いてやら:なければならない。

われわれはさきに、それを地域(階層)ごとに3つに分けて振興の意味と若干の対策につい 

て整理したところであるが、ここでは阿武隈全体について、問題事項別に振興方策を録・する 

ことにする。

まず、験振興の基本的方向は用材林業の推進をはかつて生産力を高め、所得の向上をはか 

ることだとはいっても、実は従来から国、県、市町村によって積極的に取り組性れてきたとこ 

ろである。そして具体的な振興対策については、たとえば林業構造改善事業についてみれば、 

1•経営基盤の充実(⑴入会林野の近代化、⑵分収造林の促進、⑶林地流動化の促進、(4)国有

林野の活用、⑸林地の集団化)

2生産基盤の整備(•林道の開設、整備)
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3. 資本装備の高鹿化(⑴素材生産の近代化、(2)造林の近代化、(3)木炭生産の合理化、(4)種苗 

生産施設の設适、⑸チツプ生産施設の設置、(6府殊林産物施設の設做)

4. 早期育成林業経営の促進(早成樹種の導入または在来種の早期育成)

5. 協業の推進

というように、考えられる具体的な振興策がほとんど網羅的にもりこまれている。だからわれ 

われがここで再びこのよう左諸対策を羅列しても現実的左意味を持ちえず、そた新味も見出し 

がたいであろう〇

けれども、いざ林繩興策を具体的に進めて行くとすれば、これらの具体的な振興策の一部 

を現実には取らざるをえをい。

要は、地城の実情に応じて具体的な振興策を選択し、それが体系化されていること、その上 

で振興策が重点的に配盅されることが重要であろうと思われる。

たとえば、構造改善事業における経営基盤の充実というのは、入会林野や国有林野の活用、 

分J仗造林の採用などを通じて経管規樹広大の前提としての土地条件を整備、充実させることに 

あるカ;、これは従来の林業政策体系からすれば比較的目新らしい事項に属する。しかし、現実 

に経営基盤の充実が必要なのは現有林地の生產的利用が極点に対し、土地がなくては経営規模 

の拡大ができないという地域、階層に診いてである。具体的にいえば自分の持山はほとんど人 

工林化してしまって、他に新らしい林地がなければ規模拡大ができ左いという場合である。阿 

武限でいえば、県南、常磐のよう左場合であろう〇

阿武限山地の林業は、今までみてきたように地域的、階層的に大きな格差があり、一率にあ 

る対策をほどこせばそれでよいというようなきめ手となる振興策はみあたらない。経営基盤の 

充実の問題で例示したように、それぞれに地域や階層の実情を客観的に把握してその上でそれ 

に合致した対策を弾力的に適用していくという以外にないであろう。

とはいえ共通的を問題も左いわけではない。具体的な政策手段の選択はそれぞれの担当者に 

性かせるとして、ここでは阿武隈地域の林業振興について問題になりそうな事項について関説 

し、責を果すこと:としたい。

〇林道問題

林道の重要性については今さらここで述べる必要はなかろうが、阿武隈の場合についてとく 

に問題になるのは、林道密度の低さである。表2-12によれば、林野面積1ha当たり2.5 

知という貧弱さである。これは林野の利用が従来木炭生産におかれていたことと関連があると

みられる〇
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というのは木炭は用材にく如べればより除S:であ・り、人の肩、牛馬でもある程度嫩出が可能 

であるからである。ところが甬材になればそうはいかない6用材は重量物であるから林道の如 

何が搬出経費に大きく辱く。今後用材林突を進展きせるためには、林道の開発缕艳対不可欠の 

要件であるといえよう。

林道囲発の効用で従来見落されがちであった点でもう一つ重要床ことは、地坡全体の土地利 

用のパターンを変える可能性をもっていることである。 •

阿武隈のように林野に恵まれた山間地域では、労働粗放的であるが反面労働生;整性も商い朴 

斐的土地利用が支&峦勺な林野の利用方式になるはず・であるカ;、畜産的利用も羅要な部門である。

土地利用の理想的パターンからいえば、より労働疎約的な畜産的利用は集篷周辺の科地に隣接 

する形がのぞましいのである。ところが現実の利用区分は必らずしもそのようにはなってい左 

い。これには地形的左問題などの自然条件や林野所有の事情など癡林家による林野利用をとり 

まく社会、経済的条件によるところが大きいであろう。しかしその理由の一端Kは林道投資が 

極端におくれていて、広大な地球作もかかわらず利用圏•は案外せ硬いこと。換言すれば広葉樹 

の商品化可能の範囲伐境力;固定的’であって拡大されること左く、また育林経営の採算圏がせ性 

い範囲にとじこめられて队るために、両者の利用競合をより激しくしてい为という事実であ急。

もちろん、個別経営としては林道が延長されたといっても:、采件の:よい.ところ:を放質して奥 

地に育林経営をはじめることは決して左いであろう。•だから現実の不令興を土地.利用区々(個 

別経當にとってはそれなりに合理的である)を是正しようとすれば、・の政策的例制は•必要 

であるカ:、林道開設、延長はそのための一つの必要条件に左りうるだろうということで愈る。

林道は単に伐出過程にばみわで左く肖林過源でも、たとえばオートバイの利用を可能にした 

こと在どで画期的左意味をもっているめでゝ相双地域のよ5に用材林が伐期に入っていをいよ 

うな地域でも大き左意読をもっている。

また、林道といっても単に林道ばかりでなく、一般交通連絡路.としての多方面に亘る多目的

の効用を持つことを考えれぱ、整備の必要性をしペくら強調しても強調しすぎることは左いであ
・・ •• — ・・•・个:：

ろラ。 •

を会阿武限山系地域のいわゆる林道密度は8 . 4 mであって、県全体のレべ北からすれば決 

して低くはをいが、正常在孫業経営を行なうに必耍な简度には逹していな・い。.

山系における道路系統は地形の関’係から朿西に通ずる道路.にかたよっており、南北を縦に通 

ずるものはほとんどない。このことほ林道の貧弱さと相宜つ・て、山系地域に歩ける林産物の流 

:面囲を山地と常磐線、山地と東北本線を東西に直綜的に・結ぶせ凌い範囲に周限させることに左
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る〇現在山系北部については、飯馆——川内間に文字通り曲りなりにも縦貞南路らしいものが 

通じているが、川内で尻切れになっているため十全の嗣せを発揮する•までに至・っていない。

いわゆる大幹線林道の構想は、山・系の南北を.縦につなぐ•ことにあるが、このルートは当然山 

系脊梁地带を.通ずることになり、このことはとくに林業の面で未利用広葉樹の利用をかなり大 

巾に拡大するから大きな意義があると思われる〇

C 広葉樹林の利用改善

民営林業生産額の中で占める薪炭生.建額の比重は1割そこそこであるが、育林生産に比して、・ 

製炭過程をも含めばはるかに労働集約的であって、農民的生産に返した部門である。そのため採 

算性は用材・生産にくらべはるかに劣るけれども、篦要な生産部門となっている。

ところがその原木はどこに依存しているかといえば、県北、中間の日嚇業的山村を除けば、 

ほとんど国有林材である。とくにそれは専業的製炭者層に多い。民有広棄樹林も、もちろん製 

炭原木の給源に左っているが、これは王として零細な自営製炭者/苗である。生産采件の悪化に 

伴う木炭の斜陽化によって、民有広葉樹の利用も大巾に縮少されたことが考えられる。

このよう左状況は、林野の利用が用材林生産の方向に大きく向いつつあるといっても、好ま 

しいことでは左い。現有の広葉樹林を合理的に利用することによってはじめて、林転础所が 

確保され、用材林生産までのつなぎの生計を維待するための一手段にもなると考えられるから 

である。,.全林地の6割以上を占める広菜樹の利用にはやはりー工夫欲しいところである。

広葉樹の利用については、現在のところ薪炭原木としての利用がほとんど大部分を占めてい 

るが、パルプ用材、搆造用材(チツブなどによる利用も含む)とLての用途もある。,今少し多 

角的左利用が考えられてよいえうう。

製炭については、農民的生産に適するということもあって、現在でも総農家の17.6务が販 

売用製炭を行左っており、とくに林業的山村では、相双の42.6¢を筆頭に常磐38.8%、県 

南2 2.3%と高率を示している。ところがその生産規模は平均6 , 0 00町(15町換算で4 0 

〇俵)に満たない零細在ものである。

•三和村にみられる製炭のように、製炭原木を主として自山に依存し、跡地の造林とだき合せ 

るよう左場合には、製炭過程自体の多少のロスはあっても、製炭が造林のための地依えの役目 

を果たせること、広葉樹立木代が製炭者(す左わち所有者)自身の所得に加わることによって、 

零細製炭といえども一概に排せきはでき左いであろう。

しかし、原木を他人の山(国有林、公有林も含む)に依存する場合には事情がかなりちがう。 

この場合には応々にして原木購入貪金をも他人に依存する形態(いわゆる仕出し製炭)が多く、
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原木と原木代という二重の意味で悪条件下に垣かれていろ〇

たとえばこんをことがある。家庭燃料としての末炭では最近切り炭が多く左りつつあるが、 

これは消費者(利用者)の趣向にもマッチし、附加価値を生産者に確保するということで好ま 

しい。現に阿武隈でも部分的左がら屎用されて®つつある〇,ところがそれは原木的、資金的に 

・自由な生産者であればできるが、仕出し製炭者ではなかなか採用いてくい面があるというCそ 

れは端的に、切り炭を業者(仕出し製炭粗方)がよろこばないからである。彼らはなるべく素 

材のま畦の木炭を入手し、彼らの手で袋詰めにLた方が利益があるからである。生産、流通構 

造の非近代性协=罢炭者の経済的向上を妨げているといえるであろう。この解決のためには、や 

はり製炭者自身の組鏡が原木、生産資金面でみずからを掌握する以外にはないであろう。

っぎに問題に左るのは木炭の用途の変化である。一般家庭燃料用としての位置は極端に後退. 

•している。それにかわって、いわゆる工業用木炭の比重は今後も増大して行くであろう>わが 

国の製炭技術は従来家庭用燃料としての木炭を中心にして炭質に重きをおいて組み立てられて 

きた。しかし今後は能率的でより生産費の安い震炭法の用発と採用が積極的にはかられなけれ 

ばなら左いであろう。

度封広葉樹の利用改善については、現在大きな比重は占めてい左いがIいたけがある。昭和

4 〇年度の県全休の生産:址は、生しいたけ6 62 , 919阮、乾燥しいたんナ2 , 7 7 0阮であって、 

総数665 , 68 9阮である〇この生産なは昭和3 6年度の!4 3,。 7 0财に比して4 , 5 6倍にも 

達する急激在伸ぴである。ただし乾燥しいたけについては昭和3 6年度10 , 4 M診に対して 

昭和4 0年度2, 7 7.0 K/であってもむしろ減少Lているc

Iいたけ生涯の急激在伸びは、全国的な傾向であって、とくに史北此痢孑る生しいたけは著 

しい。これは消費面に町ける徳要の伸ぴと、一方では生産:而にi、ける薪炭生産に変る広莱樹の 

利用をめぐって生まれたものであり、今後もある程度伸びることが予想される。また広葉樹資 

源の有効・利用といった.側面からも伸ばしたい部門である。

ただ、これには問題がな.いわけではない。それは生しいたけを主体とする限り乾燥じいたけ 

に比して鮮度がある程度、夢求されること、従って必然的に市場が狭くならざるをえ左いこと 

などから、•生しいたけがか左り急激に普及されてきたことも関連して今後の需要の仲びは大巾 

には期待され左いのではたいかという不安が長期的にみた場合にはある。今後予想される需耍の 

.•頭打に対処するためには、•基本的にはやはり生産過程における合理化以外にはないであろう。

専門的左検討を要す.ることである。

d’育林技術の確立とー或生産の問題
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常磐、県南などの先進的育林懿地域での育林技術の問題については、粗植方式から密植方式 

への転換、それに伴う間伐技術の導入、スギ品種選択と固定(苗木生建:流通問題)の必要性 

を三和村についてみた。

これについてのもう一つの問題は—ni産で・ある。一貫生産というのは、単に木を育てて立 

木の性、ま販売するという育林過程だけでなく、立木を伐採し、搬出し、運搬(^て紊材として販 

売するところの伐出過程をも同時に含む過程をー頁的に掌握:するどとである。、

わが国のように、大面積人工雄•栽 —— 大而希歯伐という技術が支配的な場合はさして問題に 

ならないがもしれ左い・というのは皆伐gう仕方如何が育林:過程に直接影輕するのは伐期をどれ 

位にするかという位で、両過程の結ぴっきはあまりないからである。ところが、今後林道網が 

発违し、林榮生産基盤(育林過程)と朴業生産(伐出過程:、素材生:哇過程)とか有継的に結び 

っくよう左集約的技術(たとえば択伐方式)の採用が可能になれば、両者の一町!勺経営が必要 

になってくる。

少なくとも現段階でも間伐は一貫生蓬の対象になら左ければいけないc間伐は単に間伐材の 

生産言々だけではなく、基描造成にかかわる重耍な事・項であり、それに責任をもたなけれiばな 

らないところの存林業者(林木所有者)か直接関与するのが望ーましいからであるQその掌握は 

かならずしも所有者個人が行なう必要はなく、それに代行する森林組合であってもよく、間伐 

の技術的な高度性からいえば、むしろ専門技術者を擁する団体の方が適当かもしれない〇

っぎに育林技術について問題に方る点は、壬として相双、県:|成中間な‘どの自然条件のよく 

ないところである。これらの地或ではスギの適地がないわけでは玄いが、相対的に少ないC寸 

た絶対的にスギの生育が不能だというところ・もあろうが、もし林道の設俺などにより採算圈が 

拡大するといった経済的情勢の変化、品種の開発などによる技術的変化によっても適地圏は拡 

大する可能性をもっている。だから適地性は絶対、不茲のものではなく、条件の変化によって 

変化していく相対的なものであり、もしスギが採算的に有利でがり有望であるとすれば、その 

迥也を人為的に拡大じていく措粗が必要である。•しかしそれにはか左り待間がかかり、それを 

待っていたのでは、拡大造林は発展していかないし、未利用林野が放值されることに左る。そ 

ういう意味で綫'済性は多少むとるけれども、アカマツの造成が日・程にのぽってくるわけである’。

ところがマッの造成技術は硏究段階はいざ知らず、実際には案外定着、していない。それは現 

存するマツ林はほとんど自然に成立した林であって、人工林または意識的な天然下種’更新によ 

るものは少ないからである。相双ナ也域の国有林で5 〇年ほど前にマッの・人’エ植栽を行をった箇 

所はあるが、特殊誓例である。
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相双地域のように広葉樹林を一刻も早く解消して用材林化を果さなければ左らないようなと 

ころでは、マツは大いに活用されてよい樹種といえよう〇

マッの天然下種更薪はそういう意味で大いに導入したい方式である。もちろんこの方式は周 

辺に既存の、少なくとも種木に在るほどの母樹を持っていをければ左ら左いから、どこでも採 

用できるものでは在いが、採用できる面秋も少左く左い苦である。な歩、天然下種更新は人工 

植栽とくらべて、さして省力化しないという説があるが、これは人工植栽と同程度以上の効果 

を上げようとするために下刈などに多くの労働力を投入するからで季って、多少成林はおくれ 

ても省力化は可能であるという天然下種更新の特質をこそむしろ生かすべきであろう。

e労働力流出と捣業化、機械化

林業労•働老の減少率は国勢調査の結果によれば、昭和5 5年から4 0年の5カ年間に4 7.4 

%を示し、全就業者の滅少率8.1%を大きく上回る値を示している。この数字自体についてみ 

れば多少減少率がオーバーに表われていると考えられる〇それはここに表示される林業St業者 

は、年間かなりの日数を主として林業に従事する専業的な就業者であって、必らずしも兼業的 

た就業者は同程度に減少しているとは考えられないからである。とくに育林労働の塲合には、 

ほとんど林業を従とするところの農業就業者の兼業であって、実際の林案就業者減少率はこの 

ようにならないと考えられる。 •

以上のように数字自体は必らずしも実勢を反影していないとはいえ、林業就業者が減少の傾 

向にあることは否めない事実であろう。

ここ数年造林面積が頭打ちの状態にあるのも、労働力の減少がその大きな理由の一つになつ 

ていると考えらnる。就業者減少率と造林面積推移の関係(就業者は3 5年から4 0年、造林 

面積は3 4年から3 9年)をみると図4-2のようになり、就斐者数が大巾に減じたところで 

も造林面積京おち左いととろ(Cグループ)もあって必ずしもきれいを単純な関係は見出され 

ないが、就業峯の減少のないところは大巾に造林面積も伸び(Aダルーブ)、逆に造射面積の 

減少したとこ%はすべて就業者もかなり大巾に減少したところ(Bグループ)である。労働力 

が造林の拡大に影禅•を与える大きな因子の一つであることがしられるのである。

した力;って今後林業の振興をはかるためには、どうして豹働力の減少に対処するかが大きな 

問題となる〇

ところで一口に林業労働力の減少といっても、さきに見たように一番問題に方るのは下刈労 

働である。育林労働の季節性の故に6〜8月の夏期に集中する労働力を軽減節約することがで 

きれば、労働力は大きな制約因子にはならない筈である。
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労働力の減少に対する長期的大対底の仕方は、労働生産性をあげて労価力を吸引することで 

あろう。先進林業地にみられるように、林道禍の発達により乾働力の急動を广リ百由’にし、高 

賃金に耐えうる合理的経営を作って、逆に平場から労働力を調逹することも可能である。その 

場合は労働力の調迷範囲も拡大される。ところがこれは現在公阿武限の林褻にそっては參のよ 

うに遠い話である。なぜ左ら、それほどの吸引力がないからこぞ、労働力が流出してい本とみ

・ ・] ,. : ••ヽ’."
られるからである。 ’…■■- ■' •

したがって、長い目でみち林業の目標はそこに設定するとしても、労働不足をどうして補足 

’するかが当面の問題であろう。そのためには現在の労働力をいかにうまく育林にふり向けるか

が工夫されなければなら左い。•
- •・ハ^^ .. . • .

•その方法としてはいささか常敬的であるかもしれないが、やはり除草利を採用して人力に代・ 

えるとか、下刈機そ幻他の機械の導入、それを中心•にした協業化以外にはないであろう。ただ 

この場合、従来見落されがちで.あった祝点は、•除草剤や機械の導入を単に下刈過程の工コノミ・ 

ーあ問題に解消すべき.ではないということである。下刈労働が規模拡夫のネツクになっている 

のであるから、下刈.過程のみについては多少犠牲を払ったとしても、それが用材林生産規模の" 

拡大につながるとすれば、この間に多少のロスがあったとしても、積極的、に操用され‘て1かる

べきと考えられる〇 . . -
•.•・上・:..・、役・,.• ••••：• /•：、、・」,：••', •

5 要 約 •

1)阿武隈山系地域の特色と開発問題

阿武隈山系地域は林業についてみる限り、柴全休の¥ベルに比して決して劣っていない。福島 

県の中には奥会津のような広大な未利用広釜樹地帯が含まれているため・に、阿武隆山系地域:の方、:' 

がいろいろの林業的指標について優位にあらわれて来るからである。

す左わち、林業生産、林業所将についての王妥な指標をくらべてみると、

@森林面積1ha当たり林業生脳听得 ....

阿武隈19千円一県・計15千円(表1—5 )

(B)総生産所得中にしめる林業生め所得の削合

16.0% — 5.3%(表1一5 )
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@人工林率(国、公、私)

28 . 7 % —1 9 .1务(表1 一 6 )

@人工材率(民有林のみ)

33.8%  2 0. 3%(表1 一 6 )

@ 総面積に対する植林面積の百分率

1.91 %  1.1 9 % (表1 一 7 )

@ 森林面積1ha当たりの林業生産額

2 6.9 千円ー17.4 千円(羨1一16) ■-

のように、地域の中で占める林業の比重の高さ、林業生産の活発さ、人工用材資源の強固さなど、 

阿武隈山系地域は明らかに優位にあるといえる。

それでは左ぜここでことさら阿魂隈山系地域の林業を取り上げ左ければならないのか。この点・ 

を明らかにしてむく必要があろう。•これは結論的ド言えば、この网武隈山系地域が農山村地域で 

あるとはいっても県内でかなりの人口・シェアをもち、端的に云って奥会津国有林地帯のように、 

いわば典型的在辺地と•は違って、一定の投資(施策)によって林業上の展開の可能桂が与えられ、 

そのことが県民所得向上に重要左位置を占めうると判断されたからであろう。林業についてみれ 

ば、たしかに県全体のレベルを上回っているとはいえ開発の余地を大巾に残し‘ており、また一方 

ではその開発の可能性を現実的左ものにする素地をも備えている地域であると考えられる。

2 )地域性の問題(開発の重点地域)

阿武限山系地域全体としての林業開発上の位置づけは1),のように左されるとしても、左にし 

ろ総面積2 8 4,000 h aに及ぶ大面積の地域である。山系地域ということからくる地形的な特 

徴とか、林野率が高い、林業への依存度が平地農I村に比して祖封的烂高し［とい•?を共翔的な件格 

はある程度貫かれているが、林業のあり方は、山系地域内で非常にちがっている。山系地域だと 

いうことで一率に論ぜられるようなものでないほどである。

’そこで林業における地域区分が必要になるが,区分の指標は大きく分けて二つを使用した。ま 

ず地域の中で林業がどのような役割を現実に果しているかによって、AグルーブとBグループを 

分ける。これを林業依存度と称しているが,林業生産所得構成比とい,2金の面と、林業就業者比 

率という人の面でおさえた。このようにして、まず、林業依存度の低いA地域仓決序する。

’すなわちA地域は、艘業地帯区分による県北丘陵地帯(図における〇印)と中間丘陵地帯(同
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じく 口印)(ただし都遍と古殴は除く)とである6 , \

ノ, ・ ・ I
っぎに、Bグルーブは一括して林東への依存废が高い地帯であるが、林栄の発逹度がか‘表‘り 

ちがうので、現に人工林がどれほどあるか.(人工林率=レベル指標と称する)ということそ 

の人工林造成が現にどれほどの速度で進み2つあるか(森林面積当たりの年間拡大造林面積、た,.. 

だしここでは全柩栽面積を使用したが大差はない=テンポ・指球と称する)によって、B-1、B 

一 2、B— 3、.に区分した。つ成りB —1はレベル、テンポとも低いところ、B— 2はレベルは・ 

低いがテンポ‘は高いところ、B- 5はレベル、テンポとも高いところである。•なお;、このほかにB 

-4に相当するところのレベルは高いがテンボら依いというところもでてくるはずであり、両武 

隈山系地域にらいてもややそれらしいところもあるか、B - 3にー・括した〇

結局これを整理すると次のようになる。

A林業依存度が低いところ

県北、牢間(都路と古殿を除く)

B 林業依存废の高いところ

B—1 レベル、テンポとも低い

飯舘、都路

B— 2 レベルが低いがテンポは高い

葛尾、川内、川前

B— 5 レベル高くテンポも高い

県南、・常翳の全町村、及び古殴、三和

林業開発ブラノが一応可能性をもちうるとすれば、やはり以上のような現実は前提にしておか 

在ければならないであろう〇

以上のことから:、林業開発を効果的に行たおうとすれば、Bグルーブの町村がやはり重点地域 

になってくるであ・う。A地城については林野率はさして］氐くないカ琳野の利用は畜産、果樹を 

どを含めた豊業のあ’り方によって規制されてくる部面が多いように思われる。

そこでBダループが林業施策の重点的な地域だとしても、実は、Bグルーブの中でも一率には 

行かない〇 ・ヽ ’

B —1はいわばこれから•人工用材林化(マッの天然下種更新•宏ども含む)をはじめようとする 

ところであり、B- 3は人工用材林化はかなりの段階注で達成され、•ほとんど余地のないところ 
..-, ；

もある。B-2は両者の中間的たとこ习である。したがって大ざっばな表現である.が、B—1の 

グループでは現在の所有林野のうちほんの一部を占めるにすぎ左い人工用材:林をいかにして拡大 
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させて行くか、そしてそのために現在大部分の面積を占めているところの広業樹林をいかにうま 

く使って行くかということが中心になるであろう。一方B- 3のグルーブでは所有規模内での人 

工林化がある程度迷成されているのであるから、所有規模を拡大して人工林化を進めることにょ 

って、いわ学る経営規模の拡大が日程にのぼって来る段階にあるとみてよい。もちろんこれはあ 

とでも詳細に述べるように、個別経営によっても大き左性格のちがいがあるので個別経営までむ 

りて行けば必ずしも一概にはいえないことであるが、地域としての性格を強調すればこのように 

なるということである。なお、B-5グルーブの経営規模拡大の対象としては、さしあたり多少 

の入会林野が考えられるほかは、国有林野の活用が現実性をもちうるだろう。

3 )事項別問題(開発の重点辜項)

a林道開発(いわゆる大幹線林道)

林道開発の問題は山村にむける産蔑開発を取扱う場合共通的に出てくる問題であって、こと 

さらここで取り・上げるまでもなく再要な項目である。それは単に林産物の娥出施設という意味 

に限定されず、育林過程における生産活動にもオートバイの導入などと並行して大きな檢能を 

果しつつある。咬た林業外のF交通路としても幅広い効用を持ちうるものである。

阿武隈山系竟城の林道網は県全休の中では比較的よく ・発逹したところであるが、これは森林 

資源内容からいって当然ともいえる。しかしこれで十分かといえば、いわゆる、林道密度8m 

そこそこでは決してそうはいたみ’、。とくに今後は人工用材林が着々伐期に入ってくるし、! 

た森林施業の集約化(間伐、択伐方式の導入)が要求されてくるから、そのような情況にマッ 

チしたところの林道網の拡大が是:非とも必要になるであろう〇ちなみにヨーロッパにおける集 

約択i戈施業地の林道密度は最低3 0 wといわれている。

林道の量的な拡大と同時に質的を向上も当然要請されるが、ここでとくに取り上げたいのは、 

いわゆる大幹徳林道である。

山系地域における王要道路は、一般に東西方向が王体となっている。これはつまり、河川の 

方向と一效するものであって、道路体系は極端にいえば流域によって孤立的である。南北を通 

ずる縦の連絡はきわめて悪い。これはその必要が今までなかったからだといってしまえぱそれ 

京でであるが、東西方向の主要道路につながる林道がある程度整備された現段階で、局地的左 

木材流通圏を今後拡大して窪越しの他流域の流通圏と多面的につながるとすれば、どうしても 

山系地域を貫く南北の道路が必須となる。現在飯総一川内間には一応開通しているが、南半 

分はーまだである。南半分をつけ加えることによって、現存の北半分の裱攻道の機能もかをり上
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鼻するであろう。

b 広葉樹の利用改善一短期林業 ..

これがとくに問題に左るのはB-Iグループの地域や経営である〇このグルーブでは、林業 

の大部分は畛樹であって、人工林、用材林はほんの一部を占めるにすぎないM弟:野の林楽的 

利用の変化の方向は何といっても、人工用材化であるが、それは短期間に述成されるものでは 

ない〇そこで現存オろ広葉樹の利用改善をはかって、人工林化にいかにう哇・く結びつけるかと 

いう問題がでてくるc

まず問題になるのは製炭である。従来の林野の利用は製炭がこのグルーブでは支配的であっ 

た。これはさして大き左資本を要せず、很家の建閑期の避休労働を利用できるという利点もあ 

って、冬季間の蔑家副業としてさかんに行なわれたのである〇ところが昭和3 2年頃より生産 

蜀が急激に低下しはじめ、阿武隈山系地域についてはその減少率は比較的小さいといっても、 

昭和3 4年度を1〇 〇%と寸れば昭和3 9年度で6 5.3%に滅少している〇家庭用燃料におけ 

る木炭の位贸は今後ほとんど.ゼロに左ることも予想され、この部門での需要はますま十せばめ 

られることは必至である。

このような.裂炭をめぐる悪条件を克服する方法としては①製炭者の他産業への転換促進②、 

①と並行して生産流通両過程の合理化③エ斐用製炭を中心とした大規模製炭(筋業化)などが 

ある〇 ,.-

広葉樹利用改善をめぐる他の一つの部門はしいたけである〇とくに生しいたけは近時束京、』 

福島、 郡山、いわき、名・都市を市場として、急激左勢いで•伸びつつあり、木炭とちがって今 

後積極的に開拓されるべき分野である。ただ問題は生しいたけの需栗が今後どれほど伸びうる 

かということであり、とくに景近2〜3年の急・激な資本投下の結果が2〜3年後に現われると 

古れば、生涯物がだぶついてくる事態も当然予想じておかなければならない。やはり最後のき 

め手とLては生産の大規模化による合珪化以外にないであろう。

.c育林技術の確立と一貫生産 ..

これは林業問題としては共通的な課題て・あるが、ここではとくにB — 3のグルーブで問題と 

なる。このグルーブの地域や経営では今まで、相当左勿いで天然広葉樹林のノゝエ用材林への転 

換がはかられてきたのであるが、それは三和村に代表的にみられるように粗植によるところの、 

比較的粗放な形で進行してきたというのもとにかく経宙性の低い広葉樹を一刻も早く人工用材 

林に転換・ることが第一雑的に考えられ、保育方式の問題は第二義的に考えられたにほか左ら 

ない。しカ、し、このようにしてだんだん人工林率も高まってくると新植の余地がせばめられ、
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経営規模を拡大しようと十れば、他に土地を求めることになるが、その対象も無制限にあるわ 

けでは左い。そうなると一定の経営面積でより集約を施業によって内延的に軽営規模を拡大す 

る方式が浮び上がって来るわけである。

三和村では"でに密植技術が採られてきたが、これは単に粗植から密植になつ.たという植え 

方の問題のみにとど性らず、密植に適合十るよう在品種の選定と固定の問題、間伐技術の導入 

と・いう施業上の問題など、密植を中心として技術体系というものが、でてこなければならない 

わけである〇 ••

もう一つは以上と関連して一貞生産の問題がある。一貫生産とは育林過程と伐出過程とが同 

ー註営体によってに左われることであるが、ここでは字義通りの一貫生産はなかなか実行しが 

たいと思われる。しかし少なくとも間伐材については育林経常者が担当することが望ましく、 

もし経営者自体が困難ならは、それに代って森林組合がこれを代行-｝るような態勢を確立・ベ 

<指導すべきであろう。

d 労働力流出と協業化、機械化

林業労働力の流出は国勢調在資料によれば昭和3 5年〜昭和4 〇年の5ヶ年に約半減してい 

るという、きわめてドラスチ 、ックなものである。したがって育林活動にとってはきわめて重要 

た現象であるといえる。 l•

しかしここで指摘し左ければ東らないことは、たしかに一般的には労働力の流出が育林活動 

にかなりの悪影饗を及ぼすことほ"確実であるが、それは主とLて夏举の下刈労働においてであ 

ることである。地ごしらえから成木までの育林過程で投下される全労働力はh a当たり2 〇 〇 

日前後にすぎない。伐期を4 °年とすれば、年間れ③当たり5日にすぎないのである。だから問 

題は、夏季の一定期間に下刈労力が集中することにあろ。だからこのネックをある程度解消で 

きれば労働力不足の問題はかなり緩和されるはずである。

したがって、柵業化とか機械化を労働力不足の対策と考えるとすれば、現段階では下刈過程 

を中心に考えるべきである。そして、その際除草剤の使用や下刈機の導入を下刈.過程だけにし 

ほったせずい意味のエコノミーに求めるべきでない。いいかえれば除•草剤や下刈機を使った場 

合、人力によるよりも多少損をしたとしても、そのことによって労働力が節約され、植栽面積、 

すなわち育林規模がか在り孤大されるとすれば、下刈過程iにおけるある程斐のぎせいは容認さ 

れるはずである〇

e経営規模拡大と国有林野活用の問圈

阿武隈山系诞域のように、林野率が高く農業経営規模が小さい農山村地域では、農業のみで
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は農家経済は左かなカ雜持できない。たとえ、平地嬰村と同一規模の経営面積があつたとして 

も、土地条佇、地理条件からいって、競争力は劣るはずであり、したがって両者の格差も縮少 

されない。

このような状態を类破するためには、山村は山村なりの条件を生かした、端的にいえば林野 

の十分の利用を通じて山村の特徴を生かし、そのことによってのみ、山村の生きる道が見出さ 

れよう。

6 〇年センサスによれば阿武限山系地域の强家のうち65.9 %は山林を保有しており、咤た 

林家の9 7.1务は雖家である。この也域に歩ける両者の深いつながりを示すものであって、極 

端方いいかたをすれば、この地城の農家は林野を利用することによって、はじめて生計を維待 

しえたのである。

•ところが、この林家のうち4 2.6 %は1ha未・満の所有者であり、3 ha未満の所有者哇で 

とると76.1务である。つまり林家の分以上は3 h a未満の所有者である。きわめて零細な所 

有者から成り立っていることが明らかである。ちなみに林家1戸当たりの保有規模は5.2 h a 

である。

しかし、まず問題にされなければならないことは、このよう左零細規模の林地さえも十分在 

活用がなされていないことである。林野の約7割は経済性の低い広棄樹のはまになっているの 

であり、畦ずこれをどうするかが一般的には問われ左ければなら左い。

だから経営規模の拡大が問題になるとすれば、林野の無保有農家であって経営の対象として 

林野を保有することによって、それを十分に活用する能力を有するもの、あるいは現に林野を 

保有Iてはいるが、それが零細であって槽を保有してはいるが、それが零細であって、ほと 

んど人工林化を達成しており、経営規校拡大のためには、他に対象地を求めなければならない 

ようなものということにをろう。つまり林野の保有規模を拡大することによって、それが生産 

カの向上にっながり、所得の向上に役立つという前提がなければならない。

阿武限山系地域に治、いては、国有林野の活用希望はきわめて大曲積に及んでおり、せたその 

活用の目標は林業的利用が圧倒的比気を占めている〇このことは一般に農山村において林野に 

対する要求がいかに強いかを示すものである。だが一方では、これらの活用希望の中には、き 

わめて広範で雑多左要求を同時に含んでいるとみられ、たとえば単をる所有欲の表現にすぎず、 

それが左産力と結びつくという見通しの薄弱な場合もある。それは現実の林野の利用状況をみ 

れば否定するわけに行かないだろう〇

だが活用要求の中にこのような因子が入っているからといって、全面的に活用要求を否定し 
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てしまっては左らないであろう。要は、その活用希望カ嚇業生産力と所得の向上に結びつくこ 

とによって、自立農林家育成に現実に役立ちうるかどうかである。

そのような意味で、国有林野の活用が問題になるのは、本論の中でも指摘しておいたように、 

いわゆるB-3のタイプの地域、グルーブ、個別純営体ということになろう。なむ、活用方式、 

すなわち払い下げか貸付かについては、指摘されている部分林制度の手直しを前提として、そ 

の活用が中心になると考えられる。

f 森林の国土保全、保健機能について

この林業振興対策では、せまい意味の産装としての側面から王にみているが、森林のもっと 

ころの国土保全的効果、保鯉機能を無視しているわけではない。森林のもつこのような効果は 

地玻全体の産業に及ぷものであってその影響力は絶大なものがあると考えられる。

このような効果を考えれ•ば、森林の造成の必耍性はすすます商哇ってくるわけであるが、こ 

れを現実の施策に反映されるとすれば、防災的な見地から・予防が必要なカ所の森林の造成につ 

いては特別の配慮をするとか、携近問題化してきた新産都市の公害問題解決の一手段として森 

林を活用するとかの施策がもっと充実されてしかるべきであろう。
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